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裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性

 
 

│
続
々
・
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性

│

柳　
　

瀬　
　
　
　
　

昇

一　

本
稿
の
意
義

本
稿
は
、
本
誌
八
二
巻
三
号
所
収
の
拙
稿
「
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
」
及
び
同
八
二
巻
四
号
所
収
の
拙
稿
「
裁
判
員
の
職
務
等
と

被
告
人
の
裁
判
選
択
権
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題

│
続
・
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
」
と
一
体
と
な
っ
て
、
二
〇
〇
九
年
五
月
に
わ
が
国

に
導
入
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
を
初
め
て

確
認
し
た
最
高
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
最
大
判
平
成
二
三
年
一
一
月
一
六
日
刑
集
六
五
巻
八
号
一
二
八
五
頁
を
契
機
に
、
そ
こ
で
制
度
導

入
の
趣
旨
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
憲
法
の
基
本
的
原
理
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
制
度
の
意
義
か
ら
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
制
度
の
展
開
可
能
性

論　

説

（
一
）
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二

を
め
ぐ
る
議
論
の
二
つ
に
つ
い
て
取
り
組
む
。

第
一
は
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
が
裁
判
員
の
職
務
等
の
憲
法
一
八
条
後
段
適
合
性
を
論
証
す
る
際
に
用
い
た
国
民
主
権
原
理
へ
の

言
及
（
判
決
の
第
1
の
3
の
⑷
部
分
）
の
意
義
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。

本
判
決
は
、「
裁
判
員
法
1
条
は
、
制
度
導
入
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
国
民
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
が
裁
判
官
と
共
に
刑
事
訴
訟

手
続
に
関
与
す
る
こ
と
が
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
こ
の
制

度
が
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
っ
て
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
強
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
」
と
判
示
し
て
い

る
（
一
三
〇
〇
頁
）。

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
裁
判
員
法
」
と
い
う
）
の
立
法
過
程
に
お
い
て
、
筆
者
が
旧
著
（
1
）

で
明
ら
か
に
し

た
と
お
り
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
し
て
国
民
主
権
の
原
理
や
民
主
主
義
の
原
理
を
直
接
挙
げ
る
こ
と
は
、
理
論
的
な
理
由
ゆ
え
に
回
避

さ
れ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
は
、
前
記
引
用
部
分
の
ほ
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
に
お
い
て
、
国
民
主
権
の
原
理
や
民

主
主
義
の
原
理
に
言
及
し
て
い
る
。
本
判
決
の
登
場
に
よ
っ
て
、
裁
判
員
制
度
と
国
民
主
権
や
民
主
主
義
と
い
っ
た
憲
法
の
基
本
的
原
理

と
の
関
係
に
、
何
ら
か
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
し
て
こ
れ
ら
の
基
本
的
原
理
が
回
避
さ
れ

て
き
た
と
い
う
筆
者
の
分
析
が
、
そ
も
そ
も
誤
り
で
あ
っ
た
の
か
。
第
二
章
に
お
い
て
考
察
す
る
。

第
二
は
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
が
判
示
す
る
と
こ
ろ
の
裁
判
員
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。

本
判
決
の
第
1
の
4
部
分
は
、
調
査
官
解
説
に
よ
れ
ば
、「
裁
判
員
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
最
高
裁
大
法
廷
の
見
解
が
示
さ
れ
」
た
も

の
で
あ
り
、「
最
高
裁
と
し
て
、
裁
判
員
制
度
の
積
極
的
意
義
、
同
制
度
へ
の
期
待
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
い
う
（
2
）

。

判
決
を
批
判
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
は
我
が
国
の
司
法
史
上
例
の
な
い
決
意
表
明
判
決
で
あ
り
、
国
民
教
化
判
決
で
あ
り
、
要

（
二
）
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三

す
る
に
国
策
判
決
で
あ
る
」
と
い
う
（
3
）

。

判
決
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
見
て
も
、「
や
や
異
例
の
説
示
で
あ
る
」
と
す
る
評
価
が
あ
る
（
4
）

一
方
で
、
こ
の
説
示
の
特
異
性
を
否
定
し
、

「
こ
こ
に
示
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
の
意
義
・
目
的
こ
そ
が
、
憲
法
が
国
民
の
司
法
参
加
を
許
容
す
る
実
質
的
理
由
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

…
…
憲
法
に
関
す
る
個
別
の
解
釈
は
、
か
か
る
理
念
に
従
っ
て
統
合
的
に
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
5
）

。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
4
部
分
に
つ
い
て
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
所
の
理
解
が
単
に
示
さ
れ
た
部
分
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
の
は
過
小

評
価
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、「「
国
民
の
視
点
や
感
覚
と
法
曹
の
専
門
性
と
が
常
に
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
理
解
を
深
め
」、

「
国
民
に
根
差
し
た
司
法
」
の
実
現
が
、
今
後
の
刑
事
裁
判
の
進
む
べ
き
方
向
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
最
高
裁
判
所
と
し
て
そ
の
実
現

に
向
け
た
決
意
を
示
す
と
と
も
に
、
国
民
に
対
し
て
も
理
解
と
協
力
を
求
め
た
も
の
と
解
」
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
（
6
）

。

第
三
章
で
は
、
こ
の
4
部
分
で
示
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
の
意
義
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
所
の
見
解
に
つ
い
て
検
討
し
た
う
え
で
、
裁
判
員

制
度
の
あ
り
う
べ
き
展
開
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

裁
判
員
制
度
は
、
今
後
も
運
用
の
検
証
が
求
め
ら
れ
、
わ
が
国
の
司
法
制
度
の
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
十
全
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
必
要
が
あ
れ
ば
改
正
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
7
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
制
度
の
ど
の
部
分
を
ど
の
よ
う
に
改
正
す
る
こ
と
が

憲
法
上
可
能
で
あ
り
、
あ
る
い
は
不
可
能
な
の
か
。
裁
判
員
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
判
示
し
た
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
、
同
時
に
、

制
度
の
展
開
の
限
界
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

裁
判
員
制
度
の
意
義　

再
論

筆
者
は
、
旧
著
に
お
い
て
、
裁
判
員
法
の
立
法
過
程
に
お
け
る
国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
づ
け
論
争
に
つ
い
て
、
⒜
従
前
の
裁
判
官
の

（
三
）
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四

み
に
よ
る
刑
事
裁
判
は
、
国
民
の
直
接
的
な
参
加
が
な
い
た
め
正
統
性
が
乏
し
く
、
ま
た
運
用
上
も
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
あ
っ
た
た
め
、

そ
れ
ら
を
克
服
す
る
た
め
に
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
司
法
に
直
接
的
に
参
加
す
る
の
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
民
主
主
義
的
基
礎

づ
け
説
と
、
⒝
従
前
の
刑
事
裁
判
制
度
の
運
用
は
改
革
が
不
可
欠
な
ほ
ど
致
命
的
な
欠
陥
は
な
い
が
、
国
民
的
基
盤
の
強
化
を
企
図
し
て
、

裁
判
過
程
へ
国
民
を
参
加
さ
せ
司
法
に
対
す
る
理
解
を
増
進
さ
せ
、
信
頼
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
と
に
大
別

し
た
う
え
で
、
裁
判
員
法
一
条
の
規
定
、
国
会
で
の
政
府
に
よ
る
答
弁
、
裁
判
員
法
の
立
案
担
当
者
に
よ
る
解
説
等
か
ら
、
現
行
の
裁
判

員
制
度
は
後
者
の
立
場
か
ら
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
分
析
し
た
（
8
）

。

平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
国
民
主
権
の
原
理
や
民
主
主
義
の
原
理
に
複
数
回
言
及
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
裁
判
員
制
度
の
意

義
に
つ
い
て
の
筆
者
に
よ
る
分
析
が
誤
り
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
改
め
て
検
討

す
る
こ
と
と
す
る
。

1　

平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
に
お
け
る
従
前
の
刑
事
裁
判
の
運
用
に
対
す
る
評
価

第
一
に
、
本
判
決
は
、
制
度
導
入
の
背
景
と
し
て
、
従
前
の
刑
事
裁
判
の
運
用
に
対
す
る
否
定
的
評
価
で
は
な
く
、
肯
定
的
評
価
を
前

提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
は
確
認
し
て
お
く
。

す
な
わ
ち
、
裁
判
員
制
度
導
入
以
前
の
刑
事
裁
判
の
運
用
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、「
詳
細
な
事
実
認
定
な
ど
を
特
徴
と
す
る
高

度
に
専
門
化
し
た
運
用
が
行
わ
れ
て
き
た
」
と
判
示
し
、
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
（
一
三
〇
一
頁
）。
特
に
、
最
高
裁
判
所
の
す
べ
て
の

裁
判
官
が
、
制
度
導
入
の
意
義
と
の
関
連
で
、
わ
が
国
の
従
前
の
刑
事
裁
判
の
運
用
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
を
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
（
9
）

は
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
前
の
裁
判
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
裁
判
員
制
度

（
四
）
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五

を
導
入
す
る
と
い
う
理
解
に
は
、
最
高
裁
判
所
は
決
し
て
立
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

本
判
決
は
、「
法
曹
の
み
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
高
度
の
専
門
性
は
、
時
に
国
民
の
理
解
を
困
難
に
し
、
そ
の
感
覚
か
ら
乖
離
し
た
も

の
に
も
な
り
か
ね
な
い
側
面
を
持
つ
」
と
述
べ
、
法
律
家
の
み
に
よ
る
高
度
に
専
門
的
な
司
法
の
運
用
に
よ
っ
て
国
民
の
司
法
に
対
す
る

理
解
が
困
難
に
な
り
う
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
必
要
と
す
る
立
法
事
実
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
（
同
頁
）。

そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

2　

裁
判
員
制
度
と
国
民
主
権
の
原
理
・
民
主
主
義
の
原
理
と
の
関
係

第
二
に
、
裁
判
員
制
度
と
憲
法
の
基
本
的
原
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
国
民
主
権
な
い
し
民
主
主
義
と
い
う
概
念
を
繰
り
返
し
用
い
つ
つ
、
裁
判
員
制
度
が
憲
法
適
合
的
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し

よ
う
と
す
る
。
特
に
、
憲
法
一
八
条
後
段
違
反
を
い
う
所
論
④
に
対
す
る
3
⑷
に
お
い
て
、「
国
民
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
が
裁

判
官
と
共
に
刑
事
訴
訟
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
が
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
」
と
い
う
裁

判
員
制
度
導
入
の
趣
旨
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
、
こ
の
制
度
が
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
っ
て
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
強
化
を
図
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
（
一
三
〇
〇
頁
（
10
））。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
新
屋
達
之
教
授
は
、「
本
判
決
は
、
国
民
の
司
法
参
加
な
ら
び
に
裁
判
員
制
度
を
も
っ
ぱ
ら
国
民
主
権
の
見
地
か

ら
位
置
付
け
た
」
と
分
析
し
て
い
る
（
11
）

。
ま
た
、
葛
野
尋
之
教
授
も
、「
本
合
憲
判
決
が
、
立
法
過
程
に
お
い
て
不
明
瞭
で
あ
っ
た
民
主
主

義
的
意
義
を
認
め
た
点
が
注
目
さ
れ
る
」、「
判
決
は
、
直
接
の
言
及
は
な
い
も
の
の
、
裁
判
員
法
1
条
も
裁
判
員
制
度
の
民
主
主
義
的
意

義
を
含
意
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
12
）

。
本
判
決
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
は
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ

（
五
）
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う
か
。

旧
著
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
お
り
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
の
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
提
言
す
る
部
分
（
13
）

で
も
、
現
行
の
裁
判
員

法
に
お
い
て
も
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
し
て
、
国
民
主
権
な
い
し
民
主
主
義
と
い
う
文
言
は
一
切
登
場
し
て
い
な
い
。
政
策
形
成
過
程

の
各
段
階
に
お
い
て
も
、
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
に
基
づ
く
制
度
の
基
礎
づ
け
が
提
案
さ
れ
る
た
び
に
、
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
の

優
位
性
が
確
認
さ
れ
て
き
た
（
14
）

。

ま
た
、
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
は
、
そ
も
そ
も
理
論
的
に
も
成
立
困
難
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
理
論
的
成
立
の
障
害
と

な
る
の
が
、
日
本
国
憲
法
制
定
直
後
に
兼
子
一
教
授
が
提
唱
し
、
筆
者
が
旧
著
で
注
目
し
た
「
民
主
的
司
法
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
問
題
で
あ

る
（
15
）

。
こ
の
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
裁
判
員
制
度
を
単
純
な
民
主
主
義
の
原
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
企
て
は
、
竹

下
守
夫
教
授
や
井
上
正
仁
教
授
ら
と
い
っ
た
制
度
の
設
計
に
指
導
的
な
立
場
の
論
者
に
よ
っ
て
常
に
阻
止
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
最
も
明
確
に
論
述
し
て
い
る
の
は
、
酒
巻
匡
教
授
で
あ
ろ
う
。
曰
く
、「
現
代
民
主
国
家
に
お
け
る
権
力
分
立
制
度
の
下
で
、
基
本
権

お
よ
び
自
由
を
保
障
す
る
司
法
権
と
民
主
主
義
原
理
と
の
間
に
微
妙
な
緊
張
関
係
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
憲
法
学
の
常
識
で
あ
ろ
う
（
16
）

」。

「
制
度
導
入
の
趣
旨
・
理
由
を
単
純
素
朴
な
現
状
批
判
や
民
主
主
義
原
理
（「
国
民
の
手
に
よ
る
裁
判
」）
の
み
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
17
）

」。

筆
者
は
、
旧
著
に
お
い
て
、「
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
、
単
純
な
民
主
主
義
の
原
理
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
は
、
明
ら
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

な
誤
り
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

」
と
記
述
し
た
（
18
）

が
、
裁
判
員
法
の
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
や
司
法
権
と
民
主
主
義
原
理
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
理
論
的
考

察
を
前
提
と
す
れ
ば
、「
こ
の
制
度
が
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
っ
て
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
強
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
解
さ
れ
る
」
と
判
示
す
る
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
に
接
し
て
も
な
お
、
こ
の
見
解
は
誤
り
で
は
な
か
っ
た
と
確
信
し
て
い
る
。

旧
著
に
関
し
て
反
省
す
べ
き
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
国
民
主
権
の
原
理
の
と
ら
え
方
次
第
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
員
制
度
を
基
礎

（
六
）
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七

づ
け
う
る
（
し
か
も
、
そ
の
こ
と
を
筆
者
自
身
も
十
分
に
自
覚
し
て
い
た
（
19
））

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
裁
判
員
制
度
は
、
国
民
主
権
の
原
理

0

0

0

0

0

0

0

な
い
し

民
主
主
義
の
原
理
に
基
づ
き
導
入
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
記
述
し
た
こ
と
（
20
）

で
あ
る
。

た
し
か
に
、
憲
法
学
の
世
界
に
お
い
て
は
、「
も
と
も
と
国
民
主
権
の
原
理
は
、
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
（
制
憲
権
）
の
思
想
に
由
来
す

る
も
の
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
芦
部
信
喜
教
授
に
よ
れ
ば
、「
国
の
政
治
の
あ
り
方
を
最
終
的
に
決
定
す
る
権
力
を
国

民
自
身
が
行
使
す
る
と
い
う
権
力
的
契
機
」
と
「
国
家
の
権
力
行
使
を
正
当
づ
け
る
究
極
的
な
権
威
は
国
民
に
存
す
る
と
い
う
正
当
性
の

契
機
」
と
の
二
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
（
21
）

。
伝
統
的
な
憲
法
学
の
理
解
に
よ
れ
ば
、「
国
民
主
権
は
、
第
一
義
的

に
は
、
日
々
の
政
治
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
日
々
の
政
治
を
枠
づ
け
る
ル
ー
ル
」
で
あ
る
（
22
）

。
し
た
が
っ
て
、
国
民
主
権
の
原
理
は
、
主
と

し
て
憲
法
制
定
権
力
や
制
度
化
さ
れ
た
制
憲
権
で
あ
る
と
こ
ろ
の
憲
法
改
正
権
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
（
23
）

、
裁
判
員
制
度
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
適
切
で
は
な
い
。
先
に
引
用
し
た
旧
著
に
お
け
る
筆
者

の
記
述
も
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
憲
法
学
の
理
解
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
誤
り
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
憲
法
学

の
「
支
配
的
な
学
説
」
に
よ
れ
ば
、「
国
民
主
権
原
理
は
憲
法
制
定
権
力
の
所
在
、
つ
ま
り
政
府
の
権
力
の
正
当
性
の
由
来
な
い
し
源
泉

に
つ
い
て
の
も
の
で
、
そ
の
政
府
の
権
限
行
使
の
仕
方
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（
24
）

。

こ
の
点
、
山
本
龍
彦
教
授
は
、「
憲
法
学
は
、
国
民
主
権
を
、
主
と
し
て
憲
法
の
制
定
や
改
正
の
よ
う
な
例
外
的

0

0

0

イ
ベ
ン
ト
と
の
関
連

で
捉
え
、
日
々
の
政
治
に
お
い
て
国
民
主
権
原
理
が
も
つ
意
義
を
、
い
わ
ば
二
次
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
」
一
方
で
、「
公
民
教
科
書

的
イ
メ
ー
ジ
は
、
国
民
主
権
を
、
日
々
の
政
治
、
通
常
の
政
治
（norm

al politics

）
に
お
け
る
普
段
着
の
（plain-clothes

）
民
主
主
義
を

要
請
す
る
原
理
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
強
い
」
と
分
析
し
て
い
る
（
25
）

。

山
本
教
授
の
い
う
と
こ
ろ
の
憲
法
学
が
二
次
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
き
た
国
民
主
権
原
理
の
有
す
る
も
う
一
つ
の
意
義
に
つ
い
て

（
七
）
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八

着
目
し
て
み
よ
う
。
佐
藤
幸
治
教
授
は
、「
国
民
主
権
は
、
ま
ず
、
主
権
と
い
う
属
性
を
も
っ
た
国
家
の
統
治
の
あ
り
方
の
根
源
に
か
か

わ
る
憲
法
を
制
定
し
か
つ
支
え
る
権
力
な
い
し
権
威
が
国
民
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
が
、
さ
ら
に
「
国
民
主
権
は
、
…
…
憲
法
を
成

立
せ
し
め
支
え
る
意
思
な
い
し
権
威
と
し
て
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
憲
法
を
前
提
に

0

0

0

0

0

0

0

0

、
国
家
の
統
治
機
構
が
こ
の
国
民
の
意
思
な
い
し

権
威
を
活
か
す
よ
う
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
的
要
請
を
帰
結
す
る
と
解
さ
れ
る
」
と
主
張
し
て
き
た
（
26
）

。
近
時
で
は
、

「
国
民
主
権
論
の
名
で
真
に
追
究
さ
れ
て
き
た
の
は
、
憲
法
制
定
と
い
う
一
回
的
な
権
力
行
使
で
は
な
く
、
日
々
の
国
政
に
お
い
て
、
ど

の
よ
う
に
し
て
統
一
的
な
国
家
意
思
を
継
続
的
に
形
成
し
実
現
す
べ
き
か
、
と
い
う
息
の
長
い
問
題
だ
」
と
い
う
理
解
が
有
力
で
あ
り
（
27
）

、

憲
法
政
治
に
お
け
る
最
終
的
な

0

0

0

0

決
定
や
究
極
的
な

0

0

0

0

権
威
と
し
て
の
国
民
主
権
原
理
の
み
な
ら
ず
、
通
常
政
治
に
お
け
る
権
力
性
や
正
当
性

を
も
議
論
し
う
る
よ
う
な
定
義
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
長
谷
部
恭
男
教
授
は
、
国
民
主
権
の
原
理
に
は
、「
統
治

権
が
主
権
者
で
あ
る
国
民
自
身
か
、
あ
る
い
は
国
民
が
選
挙
を
通
じ
て
直
接
、
間
接
に
組
織
す
る
機
関
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
こ

と
」（
権
力
的
契
機
）
と
、「
統
治
権
を
行
使
す
る
機
関
は
、
つ
ね
に
そ
の
行
使
に
つ
い
て
国
民
に
責
任
を
負
う
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、

国
民
に
対
し
て
つ
ね
に
行
使
の
正
当
性
を
説
明
し
理
由
づ
け
る
責
務
を
負
う
こ
と
」（
正
当
性
の
契
機
）
の
二
つ
を
意
味
す
る
と
説
明
し
て

い
る
（
28
）

。
学
説
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
議
論
の
展
開
が
あ
る
一
方
で
、
わ
が
国
の
最
高
裁
判
所
は
、
定
住
外
国
人
選
挙
権
訴
訟
判
決
（
最
三
小
判

平
成
七
年
二
月
二
八
日
民
集
四
九
巻
二
号
六
三
九
頁
）、
東
京
都
管
理
職
選
考
受
験
訴
訟
判
決
（
最
大
判
平
成
一
七
年
一
月
二
六
日
民
集
五
九
巻
一
号

一
二
八
頁
）、
在
外
国
民
選
挙
権
訴
訟
判
決
（
最
大
判
平
成
一
七
年
九
月
一
四
日
民
集
五
九
巻
七
号
二
〇
八
七
頁
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
憲

法
制
定
権
力
と
の
関
係
を
強
く
意
識
し
た
伝
統
的
な
憲
法
学
の
理
解
に
お
け
る
意
味
で
は
な
く
、
憲
法
一
五
条
一
項
が
公
務
員
の
選
定
罷

免
権
を
国
民
に
保
障
す
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
い
う
意
味
で
、
国
民
主
権
の
原
理
を
用
い
て
き
た
（
29
）

。
な
ら
ば
、
裁
判
員
制
度
の
憲

（
八
）
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九

法
適
合
性
を
確
認
し
た
本
判
決
に
い
う
国
民
主
権
の
原
理
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
憲
法
制
定
権
力
と
の
関
係
に
必
ず
し
も
と
ら
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
通
常
政
治
に
お
け
る
権
力
と
権
威
の
問
題
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
国
民
主
権
を
、
原
則
と
し
て
憲
法
制
定
権
力
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
憲
法
学
の
世
界
に
お
け
る
伝
統
的
な
理
解
で
は
な
く
、

通
常
政
治
に
お
け
る
権
力
性
と
正
当
性
を
国
民
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
原
理
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
（
30
）

、
裁
判
員
制
度
を
国
民
主
権
の
原

理
に
基
づ
く
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
刑
事
事
件
の
裁
判
へ
の
参
加
を
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
（
統
治
権
の
一
つ
で
あ
る
）
司
法
権
を
直
接
行
使
す
る
も
の
と
し
て
理

解
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
ま
さ
に
国
民
主
権
の
発
現
形
態
で
あ
る
な
ど
と
と
ら
え
る
よ
う
な
議
論
は
、
な
お
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
樋
口
陽
一
教
授
は
、「
主
権
者
た
る
プ
ー
プ
ル
、
そ
の
個
々
の
構
成
員
で
あ
る
シ
ト
ワ
イ
ヤ
ン
が
、
一
般
意
思
の
形
成
以
外
の
こ
と

に
か
か
わ
っ
て
は
な
ら
」
ず
、「
一
般
意
思
は
主
権
者
し
か
そ
れ
を
つ
く
れ
」
ず
、「
ま
た
主
権
者
は
一
般
意
思
に
し
か
か
か
わ
っ
て
は
な

ら
な
い
」
と
い
う
ル
ソ
ー
の
理
論
に
よ
れ
ば
、「
だ
い
た
い
主
権
者
た
る
も
の
は
個
別
規
範
の
設
定
に
か
か
わ
っ
て
は
い
け
な
い
、
特
定

の
個
人
の
利
益
を
剥
奪
し
た
り
、
利
益
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
を
主
権
者
が
や
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、「
裁
判

員
は
主
権
者
と
し
て
の
発
動
で
は
あ
り
」
え
な
い
と
主
張
す
る
（
31
）

。
ま
た
、
今
関
源
成
教
授
も
、
国
民
主
権
の
権
力
的
契
機
を
も
っ
て
裁
判

員
制
度
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
立
論
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
批
判
す
る
。「
人
が
人
を
裁
く
と
き
に
は
、
裁
く
側
に
何
ら

か
の
正
統
性
が
要
求
さ
れ
る
。
裁
判
官
が
法
の
解
釈
適
用
者
と
し
て
の
専
門
的
知
見
を
有
し
て
い
る
の
と
異
な
り
、
裁
判
員
は
素
人
な
い

し
市
民
と
い
う
資
格
し
か
有
し
て
い
な
い
。
専
門
家
や
権
力
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
で
あ
れ
ば
、
そ
の
資
格
は
意
味
を
持
つ
が
、
裁
判
官
と

と
も
に
行
う
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
無
作
為
抽
出
で
選
ば
れ
た
六
人
の
国
民
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
他
の
国
民
を
裁
く
正
統
性
を
有
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
専
門
的
知
見
も
な
く
、
選
挙
で
選
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
主
権
者
国
民
と
い
っ
て
み
て
も
、
不
可
分
の
主
権
は

（
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
〇

個
々
の
国
民
が
個
別
に
行
使
で
き
る
よ
う
な
権
力
で
は
な
い
（
32
）

」。

た
し
か
に
、
樋
口
教
授
や
今
関
教
授
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
個
々
の
具
体
的
な
裁
判
の
内
容
へ
実
体
的
な
国
民
が
主
権
者
と
し
て
判
断

を
示
す
こ
と
を
指
し
て
、
国
民
主
権
の
原
理
の
発
現
形
態
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
。
国
民
主
権
の
権
力
的
契
機

と
し
て
裁
判
員
の
参
加
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
は
困
難
で
あ
る
と
筆
者
は
解
す
る
（
33
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
国
家
機
関
に
よ
る
公
権
力
行
使
を
国
民
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
原
理
と
い
う
意
味
に
お
い
て
国
民
主

権
を
と
ら
え
た
う
え
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
員
制
度
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

組
織
形
成
に
お
い
て
間
接
的
な
正
統
性
し
か
供
給
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
権
限
行
使
の
面
で
は
国
民
に
責
任
を
負
う
規
定
を
も
た
な

い
わ
が
国
の
裁
判
所
が
、
司
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
正
統
性
は
、
法
律
専
門
家
で
あ
る
裁
判
官
の
法
的
専
門
合
理
性
と
と
も
に
、
国
民

の
信
頼
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
34
）

。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
が
独
立
し
て
中
立
か
つ
公
正
な
裁
判
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
る
国
民

の
信
頼
こ
そ
が
裁
判
の
存
立
の
根
拠
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
、
裁
判
員
制
度
の
創
設
を
提
言
し
た
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
は
、（
前

述
の
と
お
り
、
国
民
主
権
だ
か
ら
直
ち
に
主
権
者
国
民
の
裁
判
へ
の
参
加
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
素
朴
な
議
論
を
敢
え
て
回
避
す
る
一
方
で
）

司
法
へ
の
国
民
の
理
解
が
促
進
さ
れ
、
幅
広
い
支
持
を
得
て
、
司
法
の
国
民
的
基
盤
が
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
を
企
図

し
て
、
国
民
の
司
法
参
加
を
要
請
し
て
い
た
。

裁
判
所
の
司
法
権
行
使
の
民
主
的
正
統
性
（
35
）

の
源
泉
が
司
法
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
に
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
司
法
の
国
民
的
基
盤
（
36
）

を

よ
り
強
固
に
確
立
す
る
た
め
、
国
民
の
信
頼
を
よ
り
一
層
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
裁
判
員
制
度
の
導
入
は
、
国
家
機
関
が
統
治
権
を
行
使

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
こ
と
を
国
民
に
よ
っ
て
正
統
化
す
る
原
理
と
い
う
意
味
で
の
国
民
主
権
の
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
基
礎
と
す
る
も
の
と
も
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
37
）

。

平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
に
お
い
て
も
、「
法
曹
の
み
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
高
度
の
専
門
性
は
、
時
に
国
民
の
理
解
を
困
難
に
し
、

（
一
〇
）



裁
判
員
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度
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開
可
能
性
（
柳
瀬
）

一
一

そ
の
感
覚
か
ら
乖
離
し
た
も
の
に
も
な
り
か
ね
な
い
側
面
を
持
」
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
、
裁
判
員
法
一
条
に
示
さ
れ
た
制
度
導
入
の
趣
旨

で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
国
民
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
が
裁
判
官
と
共
に
刑
事
訴
訟
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
が
司
法
に
対
す
る
国
民
の

理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
こ
の
制
度
導
入
趣
旨

こ
そ
が
「
こ
の
制
度
が
…
…
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
強
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
判
示
す
る
が
、
裁
判
所
の
司
法

権
行
使
を
正
統
化
す
る
た
め
の
国
民
的
基
盤
の
強
化
す
る
方
策
の
一
つ
と
し
て
裁
判
員
制
度
を
理
解
す
る
と
い
う
文
脈
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

を
「
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
っ
」
た
も
の
と
評
す
る
の
は
、
一
つ
の
成
り
立
ち
う
る
議
論
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
稿
冒
頭
で
提
示
し
た
問
い
に
答
え
よ
う
。
本
判
決
の
登
場
に
よ
っ
て
、
裁
判
員
制
度
と
国
民
主
権
や
民
主
主
義
と
い
っ
た

憲
法
の
基
本
的
原
理
と
の
関
係
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
し
て
こ
れ
ら
の
基
本
的
原
理

が
回
避
さ
れ
て
き
た
と
い
う
筆
者
の
分
析
に
誤
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
国
民
の
理
解
の
増
進
と
信
頼
の
向
上
（
38
）

を
通
じ
た
司
法
の
国

民
的
基
盤
の
確
立
を
裁
判
員
制
度
の
基
礎
と
す
る
と
い
う
理
解
は
、
制
度
の
出
発
点
た
る
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
の
時
点
か
ら
存

在
し
て
お
り
、
制
度
の
根
拠
と
な
る
裁
判
員
法
に
も
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
こ
れ
と
異
な
る
こ
と
を
い
う
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
本
判
決
が
新
た
に
行
っ
た
こ
と
は
、（
伝
統
的
な
憲
法
学
の
用
語
法
と
は
や
や
懸
隔
が
あ
る
も
の
の
）
そ
れ
を
国
民
主
権
の

原
理
と
呼
ん
だ
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
問
題
の
所
在
は
、
そ
も
そ
も
国
民
主
権
の
原
理
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
基
本
的
原
理

の
解
釈
に
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

（
一
一
）
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一
二

3　

平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
に
お
け
る
国
民
主
権
の
原
理
・
民
主
主
義
の
原
理
へ
の
言
及

裁
判
員
の
職
務
等
が
苦
役
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
部
分
（
3
⑷
部
分
）
以
外
に
も
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
、
国
民
主

権
の
原
理
な
い
し
民
主
主
義
の
原
理
に
言
及
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
改
め
て
そ
れ
ら
の
概
念
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
整
理

す
る
こ
と
と
す
る
（
以
下
、
判
決
文
の
引
用
中
の
傍
線
は
、
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。

最
初
に
民
主
主
義
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
の
は
、
判
決
の
2
⑵
の
部
分
「
多
く
の
近
代
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴

史
を
通
じ
て
、
刑
事
裁
判
権
の
行
使
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
種
々
の
原
則
が
確
立
さ
れ
て
き
た
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
（
一
二
九
三
頁
）。

こ
の
部
分
に
お
け
る
民
主
主
義
と
い
う
語
は
、
単
に
国
家
と
い
う
概
念
を
修
飾
す
る
も
の
で
あ
り
、
刑
事
裁
判
権
の
行
使
が
適
切
に
行
わ

れ
る
よ
う
な
種
々
の
原
則
が
多
く
の
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
確
立
し
て
き
た
と
い
う
事
実
を
記
述
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

裁
判
員
制
度
の
意
義
を
表
す
も
の
と
し
て
民
主
主
義
の
原
理
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

次
に
こ
れ
ら
の
概
念
が
登
場
す
る
の
は
、
2
⑶
部
分
で
あ
る
。
民
主
主
義
と
い
う
語
が
、「
欧
米
諸
国
に
お
い
て
は
、
…
…
18
世
紀
か

ら
20
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
民
主
主
義
の
発
展
に
伴
い
、
国
民
が
直
接
司
法
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
裁
判
の
国
民
的
基
盤
を
強
化
し
、

そ
の
正
統
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
流
れ
が
広
が
り
、
憲
法
制
定
当
時
の
20
世
紀
半
ば
に
は
、
欧
米
の
民
主
主
義
国
家
の
多
く
に
お
い
て

陪
審
制
か
参
審
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
一
文
に
お
い
て
登
場
す
る
（
一
二
九
四
頁
）
が
、
こ
の
文
は
、
欧
米
の
民
主
主
義
国
家

に
お
い
て
、
民
主
主
義
の
進
展
と
と
も
に
、
司
法
参
加
の
制
度
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
制
度
に

つ
い
て
の
記
述
で
は
な
く
、
ま
た
、
一
般
論
と
し
て
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
が
す
べ
て
民
主
主
義
の
原
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
述

べ
る
も
の
で
も
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
の
一
文
の
直
後
に
、
わ
が
国
の
旧
陪
審
制
度
の
説
明
が
続
く
が
、
陪
審
の
答
申
に
拘
束
力
の
な
い

制
度
を
諸
外
国
の
司
法
参
加
の
制
度
と
ま
っ
た
く
同
様
に
扱
う
こ
と
は
適
切
で
は
な
か
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
当
時
の
日
本
は
民
主
主
義
国

（
一
二
）
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家
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
部
分
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
司
法
参
加
を
民
主
主
義
の
原
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
す

る
も
の
と
は
評
価
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
同
じ
く
2
⑶
部
分
に
お
い
て
、
憲
法
前
文
が
基
本
原
理
の
一
つ
と
し
て
国
民
主
権
の
原
理
を
宣
言
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る

く
だ
り
（「
憲
法
は
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
行
為
は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
国
民
主
権
の
原
理
を
宣
言

し
た
」、
同
頁
）
と
、
日
本
国
憲
法
制
定
時
の
議
論
と
し
て
憲
法
改
正
担
当
国
務
大
臣
の
発
言
中
に
現
れ
る
「
民
主
政
治
」
と
い
う
表
現
（
39
）

が

見
ら
れ
る
（
一
二
九
五
頁
）
が
、
こ
れ
ら
も
、
裁
判
員
制
度
と
の
直
接
的
な
関
連
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
た
し
か
に
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
中
に
は
国
民
主
権
な
い
し
民
主
主
義
と
い
う
文
言
が
複
数
回
登
場
す
る
も
の
の
、

一
三
〇
〇
頁
に
お
け
る
「
国
民
主
権
の
理
念
」
以
外
は
、
す
べ
て
裁
判
員
制
度
の
意
義
を
表
す
も
の
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
本
判
決
が
裁
判
員
制
度
を
「
も
っ
ぱ
ら
国
民
主
権
の
見
地
か
ら
位
置
付
け
た
」
と
読
む
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
解
す
る
。
む

し
ろ
、
本
判
決
は
、
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
と
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
が
確
保
さ
れ

る
こ
と
を
も
っ
て
、
制
度
全
体
の
憲
法
適
合
性
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
裁
判
員
制
度
の
理
念
と
し
て
は
、「
も
っ
ぱ
ら
国

民
主
権
の
見
地
か
ら
位
置
付
け
た
」
と
い
う
よ
り
も
、
民
主
的
正
統
性
（
国
民
主
権
の
原
理
）
と
法
的
専
門
合
理
性
（
自
由
主
義
の
原
理
）
と

の
調
和
を
重
視
し
て
い
る
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
国
民
主
権
な
い
し
民
主
主
義
と
い
う
術
語
で
は
な
い
も
の
の
、「
民
主
的
基
盤
」
と
い
う
表
現
が
判
決
の
2
⑶
部
分
に
見
ら
れ

る
（
同
頁
）。
こ
れ
は
、「
刑
事
裁
判
に
国
民
が
参
加
し
て
民
主
的
基
盤
の
強
化
を
図
る
こ
と
」
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

は
、
3
⑷
部
分
で
現
れ
る
「
国
民
的
基
盤
」
と
同
義
で
あ
り
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
本
稿
前
節
で
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
四

4　

裁
判
員
の
職
務
等
の
苦
役
該
当
性
の
再
検
討

平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
が
裁
判
員
制
度
の
意
義
を
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
っ
て
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
強
化
を
図
る
こ
と
と
位
置
づ

け
た
の
は
、
裁
判
員
の
職
務
等
の
苦
役
該
当
性
（
憲
法
一
八
条
後
段
適
合
性
）
に
関
す
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
、

（
一
）
裁
判
員
制
度
が
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
っ
て
司
法
の
国
民
的
基
盤
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
↓
（
二
）
裁
判
員
の
職
務
等
が
、
司
法

権
の
行
使
に
対
す
る
国
民
の
参
加
と
い
う
点
で
参
政
権
と
同
様
の
権
限
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
↓
（
三
）
苦
役
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し

も
適
切
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

で
は
、
裁
判
員
制
度
導
入
の
趣
旨
を
（
実
定
憲
法
上
の
構
成
的
原
理
と
し
て
の
）
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
っ
た
も
の
と
解
す
る
と
し
て
、

本
判
決
の
判
示
す
る
と
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
裁
判
員
の
職
務
等
が
憲
法
一
八
条
後
段
で
禁
じ
ら
れ
る
苦
役
に
該
当
し
な
い
と
い
う
こ

と
が
論
理
的
に
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、「
裁
判
員
の
職
務
等
の
憲
法
18
条
適
合
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
最
も
重
要
な
の
は
、
そ
の
義
務
づ
け
の
必
要
性
・
正
当

性
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
制
度
目
的
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
（
40
）

」。
土
井
真
一
教
授
に
よ
れ
ば
、「
憲
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
よ
り
よ
い
司
法

制
度
と
な
る
よ
う
に
憲
法
の
枠
内
に
お
い
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
参
加
を
求
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
る
の
が
、
国
民
主
権
原
理
に
内

在
す
る
と
こ
ろ
の
主
権
者
た
る
国
民
の
責
務
で
あ
り
ま
た
権
利
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
（
41
）

が
、
同
じ
く
国
民
主
権
原
理
に
基
づ
き
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
政
治
参
加
に
関
し
て
は
、
主
権
者
た
る
国
民
の
責
務
で
あ
り
ま
た
権
利
で

あ
る
と
解
し
う
る
も
の
の
、
す
で
に
別
稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
（
42
）

、
現
行
の
公
職
選
挙
法
等
は
、
主
権
者
た
る
国
民
に
法
的
制
裁
を
担
保
と

し
て
投
票
を
義
務
づ
け
て
は
い
な
い
。
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
強
制
が
立
法
政
策
上
可
能
で
あ
る
と
解
し
て
も
、
現
に
政
治
部
門
に
お
い

て
参
加
が
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
状
況
下
で
、
国
民
主
権
と
い
う
基
本
的
原
理
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
司
法
部
門
に
お
け

（
一
四
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

一
五

る
参
加
を
法
的
に
義
務
づ
け
る
こ
と
が
直
ち
に
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
立
論
に
対
し
て
は
、
に
わ
か
に
は
首
肯
し
が
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
（
そ
の
調
査
官
解
説
も
）、
裁
判
員
制
度
が
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
裁
判
員
の
職
務
等
を
負
う
こ
と
が
国
民
の
責
務
0

0

で
あ
る
と
明
言
す
る
こ
と
を
意
識
的
に
回
避
し
て
い
る
（
43
）

。

葛
野
教
授
は
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
に
つ
い
て
、「
総
論
的
で
形
式
的
な
判
断
に
傾
き
、
そ
れ
ゆ
え
裁
判
員
制
度
の
自
由
主
義
的

意
義
に
つ
い
て
は
、
十
分
明
確
化
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
」
お
り
、「
憲
法
18
条
適
合
性
に
つ
い
て
十
分
説
得
的
な
理
由
を
示
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
」
と
評
釈
し
て
い
る
（
44
）

。
曰
く
、「「
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
強
化
」
を
目
的
と
す
る
司
法
参
加
と
い
う
だ
け
で
、
裁
判
員

の
職
務
等
の
必
要
性
・
正
当
性
に
つ
い
て
説
得
力
あ
る
理
由
を
示
し
た
と
い
え
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
司
法
の
本
質
的
機
能
が
人
権
保

障
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
主
義
原
理
と
の
関
係
に
お
い
て
裁
判
員
制
度
の
積
極
的
意
義
を
明
確
化
し
た
う
え
で
、
裁
判
員
の
職

務
等
を
義
務
づ
け
る
こ
と
の
必
要
性
・
正
当
性
を
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
公
正
・
適
正
な
刑
事
裁
判
の
実
現
と
切
り
離
し
て
、
民
主
主
義

原
理
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
こ
の
義
務
づ
け
の
必
要
性
・
正
当
性
を
示
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
判
決
は
十
分
な
説
得
力
に
欠
け
る
の

で
あ
る
（
45
）

」。

公
正
・
適
正
な
刑
事
裁
判
に
と
っ
て
の
裁
判
員
制
度
の
積
極
的
意
義
を
示
す
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
制
度
の
憲
法
一
八
条
後
段
適
合
性

の
問
題
が
直
ち
に
克
服
さ
れ
る
か
否
か
は
不
分
明
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
国
民
主
権
の
原
理
を
根
拠
と
し
て
憲
法
一
八
条
後
段
に
適
合
的

と
す
る
本
判
決
の
論
理
が
十
分
に
説
得
的
と
は
い
え
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
葛
野
教
授
の
意
見
に
賛
同
す
る
。

（
一
五
）
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法
学　
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八
十
三
巻
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号
（
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〇
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六
月
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一
六

三　

裁
判
員
制
度
の
展
開
可
能
性

1　

裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
協
働
と
い
う
理
念

裁
判
員
制
度
に
お
い
て
、
合
議
体
を
と
も
に
構
成
す
る
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。

裁
判
員
制
度
の
制
度
設
計
段
階
で
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
と
を
対
立
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
、
対
抗
す
べ
き
関
係
に
あ
る
と
す
る

見
解
と
、
両
者
を
対
等
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
、
協
働
す
べ
き
関
係
に
あ
る
と
す
る
見
解
と
が
対
立
し
て
い
た
（
46
）

。
司
法
制
度
改
革
審
議

会
に
お
い
て
も
こ
の
二
つ
の
見
解
の
対
立
が
見
ら
れ
た
（
47
）

が
、
最
終
的
に
は
、「
国
民
が
司
法
に
参
加
す
る
場
面
に
お
い
て
、
法
律
専
門
家

で
あ
る
法
曹
と
参
加
す
る
国
民
は
、
相
互
の
信
頼
関
係
の
下
で
、
十
分
か
つ
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
協
働
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」、
な
い
し
は
「
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
広
く
一
般
の
国
民
が
、
裁
判
官
と
と
も
に
責
任
を
分
担
し
つ
つ
協

働
し
、
裁
判
内
容
の
決
定
に
主
体
的
、
実
質
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
新
た
な
制
度
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
後
者
の
見

解
が
採
用
さ
れ
た
（
48
）

。
も
っ
と
も
、
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
対
立
・
対
抗
的
関
係
と
と
ら
え
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
協
働

す
べ
き
関
係
と
と
ら
え
る
べ
き
か
の
議
論
は
、
審
議
会
で
完
全
に
決
着
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
裁
判
員
制
度
・

刑
事
検
討
会
に
お
い
て
、
裁
判
員
裁
判
の
合
議
体
に
お
い
て
裁
判
官
と
裁
判
員
の
各
員
数
を
ど
う
す
る
か
を
め
ぐ
る
激
し
い
論
争
に
関
連

し
て
再
び
論
じ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
八
回
検
討
会
（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
八
日
）
で
、
井
上
正
仁
座
長
は
、「
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
加

わ
る
非
専
門
家
で
あ
る
裁
判
員
が
、
法
律
専
門
家
で
あ
る
裁
判
官
と
の
関
係
で
、
主
体
性
を
発
揮
し
、
実
質
的
に
裁
判
に
関
与
す
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
に
は
、
裁
判
員
の
数
は
裁
判
官
の
数
の
2
倍
あ
る
い
は
3
倍
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
の
前
提
に
、

「
裁
判
員
と
裁
判
官
と
は
グ
ル
ー
プ
と
し
て
対
立
・
対
抗
す
る
関
係
に
立
つ

│
特
に
、
裁
判
官
が
自
分
達
の
意
見
を
押
し
つ
け
よ
う
と

（
一
六
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

一
七

す
る
の
に
対
し
て
、
裁
判
員
は
数
で
対
抗
す
る
し
か
な
い

│
と
い
っ
た
捉
え
方
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
審
議
会
意
見
が
提
案

す
る
裁
判
員
制
度
の
基
本
構
想
と
は
異
な
る
発
想
に
よ
る
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
」
ら
な
い
と
述
べ
（
49
）

、
裁
判
官
の
員
数
を
三
人
と
し

裁
判
員
の
員
数
を
四
人
と
す
る
（
た
だ
し
、
五
人
な
い
し
六
人
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
す
る
）
制
度
構
想
を
支
持
し
た
（
50
）

。

ま
た
、
裁
判
員
裁
判
の
合
議
体
の
構
成
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
裁
判
員
を
刑
事
裁
判
の
中
心
的
な
判
断
者
と
し
、
裁
判
官
は
そ
れ
を
補

助
す
る
役
割
と
す
る
見
解
（
51
）

も
登
場
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
井
上
座
長
は
、「
裁
判
員
が
関
与
す
る
意
義
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
が
責

任
を
分
担
し
つ
つ
、
法
律
専
門
家
で
あ
る
裁
判
官
と
非
法
律
家
で
あ
る
裁
判
員
と
が
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
知
識
・
経
験
を
共
有
し
、
そ
の
成
果
を
裁
判
内
容
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
点
に
あ
る
」
と
す
る
審
議
会
意
見
書
の
記
述
（
52
）

を
挙
げ
た
う
え

で
、
意
見
書
が
「「
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」、「
知
識
・
経
験
の
共
有
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
」

点
に
着
目
す
れ
ば
、「
裁
判
官
と
裁
判
員
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
中
心
あ
る
い
は
主
役
と
い
う
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
い
ず
れ

も
が
主
役
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
を
持
ち
な
が
ら
も
、
対
等
な
立
場
で
、
か
つ
相
互
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
っ
た
知
識
・
経
験
を
有
効
に
組
み
合
わ
せ
て
共
有
し
な
が
ら
、
協
働
し
て
裁
判
を
行
う
と
い
う
制

度
が
構
想
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
」
る
と
主
張
し
た
（
53
）

。
裁
判
員
を
刑
事
裁
判
の
主
役
と
み
る
（
裁
判
官
を
そ
の
補
助
役
と
す
る
）
見

解
は
、
審
議
会
意
見
書
の
「
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
広
く
一
般
の
国
民
が
、
裁
判
官
と
と
も
に
責
任
を
分
担
し
つ
つ
協
働
し
、
裁
判

内
容
の
決
定
に
主
体
的
、
実
質
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
記
述
（
54
）

に
沿
う
と
ら
え
方
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
刑
事
裁
判

に
お
い
て
裁
判
官
を
基
本
的
担
い
手
と
す
る
理
解
と
は
明
ら
か
に
両
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
裁
判
員
制
度
が
法
律
の
専
門
家
と
し
て
の
裁
判
官
と
素
人
と
し
て
の
裁
判
員
と
の
協
働
の
原
理
に
基
づ
き
制
度
設
計
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
解
し
た
う
え
で
、
そ
こ
で
は
専
門
家
と
素
人
と
の
討
議
と
い
う
過
程
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
（
55
）

。
ま
た
、

（
一
七
）
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一
八

協
働
の
原
理
を
重
視
す
る
以
上
、
裁
判
員
を
刑
事
裁
判
の
主
役
と
み
る
（
裁
判
官
を
も
っ
ぱ
ら
そ
の
補
助
役
と
す
る
）
見
解
を
採
ら
ず
、
裁
判

員
と
裁
判
官
の
い
ず
れ
も
が
刑
事
裁
判
の
主
体
と
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
て
き
た
（
56
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
憲
法
学
の
見
地
か
ら
、
異
な
る
視
点
で
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
関
係
を
理
解
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
注
目
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
蟻
川
恒
正
教
授
は
、
制
度
施
行
前
の
段
階
で
、「
裁
判
に
国
民
を
参
加
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
国
民
を
、
い
わ
ば
裁

判
の
公
開
の
延
長
上
に
お
い
て
、
間
近
で
裁
判
権
の
発
動
を
監
視
し
、
裁
判
権
力
を
批
判
す
る
、
と
い
う
位
置
に
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
、

裁
判
員
制
度
を
…
…
位
置
づ
け
直
す
こ
と
」
を
提
案
す
る
（
57
）

。
も
っ
と
も
、
裁
判
員
を
、
統
治
者
と
被
治
者
と
の
中
間
の
「
統
治
の
批
評

者
」
と
位
置
づ
け
る
べ
き
と
す
る
主
張
に
対
し
て
は
、
蟻
川
教
授
自
身
も
認
め
て
い
る
と
お
り
、「
裁
判
員
は
、
単
に
批
評
す
る
だ
け
で

な
く
、
実
際
に
判
決
を
下
す
、
す
な
わ
ち
、
事
実
認
定
を
し
て
有
罪
無
罪
を
決
し
刑
の
量
定
も
行
う
と
い
う
形
で
、
権
限
を
行
使
す
る
」

た
め
、「
こ
れ
は
明
ら
か
に
主
体
で
あ
り
」、
現
行
の
裁
判
員
制
度
の
下
で
は
、「
こ
れ
を
単
に
批
評
者
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
58
）

。

平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
の
4
部
分
で
、「
裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
、
我
が
国
の
刑
事

裁
判
は
、
裁
判
官
を
始
め
と
す
る
法
曹
の
み
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
詳
細
な
事
実
認
定
な
ど
を
特
徴
と
す
る
高
度
に
専
門
化
し
た
運
用
が
行

わ
れ
て
き
た
」
が
、「
法
曹
の
み
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
高
度
の
専
門
性
は
、
時
に
国
民
の
理
解
を
困
難
に
し
、
そ
の
感
覚
か
ら
乖
離
し

た
も
の
に
も
な
り
か
ね
な
い
側
面
を
持
つ
」
と
こ
ろ
、「
刑
事
裁
判
の
よ
う
に
、
国
民
の
日
常
生
活
と
密
接
に
関
連
し
、
国
民
の
理
解
と

支
持
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
領
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
対
す
る
配
慮
は
特
に
重
要
で
あ
」
り
、「
裁
判
員
制
度
は
、
…
…
国
民
の
視
点

や
感
覚
と
法
曹
の
専
門
性
と
が
常
に
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
が
生
か
さ
れ
る
よ
う
な
刑
事

裁
判
の
実
現
を
目
指
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
し
て
い
る
（
一
三
〇
一
頁
）。
つ
ま
り
、
最
高
裁
判
所
は
、
明
ら
か
に
、
審

（
一
八
）
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一
九

議
会
意
見
書
と
同
様
に
、
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
対
等
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
、
協
働
す
べ
き
関
係
に
立
つ
と
理
解
し

て
い
る
。

2　

陪
審
制
度
の
導
入
の
可
能
性

平
成
二
三
年
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
は
、「
憲
法
は
、
…
…
陪
審
制
と
す
る
か
参
審
制
と
す
る
か
を
含
め
、
そ
の
内
容
を
立
法
政
策

に
委
ね
て
い
る
と
解
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
二
九
六
頁
）。
そ
こ
で
、
本
判
決
が
、
現
行
の
裁
判
員
制
度
以
外
に
も
、
陪
審
制
度
や

参
審
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
を
も
認
め
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
裁
判
員
制
度
に
代
え
て
参
審
制
度
を
導
入
す

べ
き
と
い
う
主
張
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
以
降
も
な
お
一
部
に
陪
審
制
度
の
導
入
を
求
め
る
向
き
が
あ
る
（
59
）

と
こ

ろ
、
本
稿
で
は
、
陪
審
制
度
の
導
入
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
（
60
）

。

土
井
教
授
は
、「
本
判
決
は
、
裁
判
官
を
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陪
審
制
度
の
導
入
を
否
定

す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
が
あ
る
」
が
、「
本
判
決
は
、「
陪
審
制
と
す
る
か
参
審
制
と
す
る
か
を
含
め
」、
国
民
の
司
法
参
加
の

内
容
を
立
法
政
策
に
委
ね
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、
陪
審
制
に
つ
い
て
も
、
そ
の
具
体
的
制
度
が
刑
事
裁
判
の
諸
原
則
に
抵
触
す
る
か
否

か
を
審
査
し
、
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
べ
き
と
の
立
場
を
と
る
も
の
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
61
）

。
一
方
、
宍
戸
常
寿
教

授
は
、「
最
高
裁
は
、
陪
審
制
を
排
除
す
る
趣
旨
だ
と
思
」
う
と
端
的
に
述
べ
て
い
る
（
62
）

。

そ
も
そ
も
、
陪
審
制
度
な
い
し
参
審
制
度
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
ら
の
内
容
は
一
様
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
方
で
、
あ
る
構
成
要
素
が

陪
審
制
度
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
者
が
い
れ
ば
、
他
方
で
、
あ
る
国
で
は
そ
の
構
成
要
素
を
欠
く
陪
審
制
度
が
存
在
す

る
と
反
証
す
る
論
者
が
い
る
。
参
審
制
度
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
陪
審
制
度
な
い
し
参
審
制
度
の
本
質
的
要
素
と
は
何

（
一
九
）
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二
〇

か
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
不
可
欠
な
問
題
で
は
な
い
（
63
）

。
む
し
ろ
本
稿
で
注
目
す
べ
き
は
、
最
高
裁
判
所
が
本
判
決
に
お

い
て
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

判
決
中
で
は
、
諸
外
国
の
陪
審
制
度
と
参
審
制
度
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
一
三
〇
一
頁
に
、
裁
判
員
制
度
と
の
類
似
点
・
共
通
点
と
し

て
、
わ
ず
か
に
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
陪
審
制
度
と
は
、「〔
陪
審
員
が
〕
個
別
の
事
件
ご
と
に
国
民
の
中
か
ら
無
作
為
に

選
任
さ
れ
、
裁
判
官
の
よ
う
な
身
分
を
有
し
な
い
」
制
度
で
あ
り
、
一
方
、
参
審
制
度
と
は
、「〔
参
審
員
が
〕
裁
判
官
と
共
に
事
実
認
定
、

法
令
の
適
用
及
び
量
刑
判
断
を
行
う
」
制
度
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
判
決
か
ら
読
み
取
り
う
る
わ
が
国
最
高
裁
判
所
に
よ
る
諸
外
国
の
国

民
の
司
法
参
加
制
度
の
理
解
で
あ
る
（
64
）

。

こ
れ
の
み
で
は
、
本
判
決
が
、
参
加
す
る
国
民
の
選
任
方
法
（
陪
審
制
度
に
つ
き
、
無
作
為
に
選
任
さ
れ
る
）、
任
期
（
陪
審
制
度
に
つ
き
、

個
別
の
事
件
ご
と
に
選
任
さ
れ
る
）、
評
議
・
権
限
（
参
審
制
度
に
つ
き
、
裁
判
官
と
と
も
に
評
議
し
、
有
罪
・
無
罪
の
決
定
及
び
刑
の
量
定
を
行
う
）

の
み
に
注
目
し
て
、
諸
外
国
の
司
法
参
加
の
制
度
を
理
解
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
調
査
官
解
説
に
よ
れ
ば
、

陪
審
制
度
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
連
邦
の
も
の
）
と
英
国
の
制
度
を
、
参
審
制
度
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
の
制
度

を
主
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
議
論
し
て
い
る
こ
と
と
、
構
成
要
素
と
し
て
は
、
右
に
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
人
数
（
裁
判
官
と
参
加
す
る

国
民
の
各
人
数
）、
対
象
事
件
（
被
告
人
の
選
択
を
認
め
る
か
否
か
）、
評
決
（
全
員
一
致
か
多
数
決
に
よ
る
か
）
に
つ
い
て
も
、
判
決
の
形
成
の

過
程
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
調
査
官
解
説
に
は
、
裁
判
員
制
度
と
米
（
連
邦
）、
英
、
仏
、
独
、
伊
各
国
の

陪
審
制
度
・
参
審
制
度
に
関
し
て
、
選
任
方
法
、
任
期
、
人
数
、
対
象
事
件
、
評
議
・
権
限
、
評
決
に
つ
い
て
概
説
し
た
「
裁
判
員
制
度

と
陪
審
・
参
審
制
度
と
の
比
較
」
と
い
う
表
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
（
65
）

、
ま
た
、「
陪
審
制
に
お
い
て
は
事
実
の
認
定
は
独
立
し
て
陪
審
員
が

こ
れ
を
行
い
、
法
律
の
適
用
、
刑
の
量
定
は
職
業
裁
判
官
が
行
う
の
が
原
則
で
あ
る
」、「
参
審
制
に
お
い
て
は
事
実
認
定
、
法
律
の
適
用
、

（
二
〇
）
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二
一

刑
の
量
定
と
も
に
全
て
職
業
裁
判
官
と
参
審
員
と
の
評
議
に
よ
る
」、「
陪
審
員
は
一
般
市
民
の
中
か
ら
無
作
為
抽
出
さ
れ
、
事
件
ご
と
に

選
任
さ
れ
る
」、「
参
審
員
は
、
一
定
の
任
期
を
有
す
る
が
、
事
件
ご
と
に
選
任
さ
れ
る
国
…
…
も
あ
れ
ば
、
複
数
の
事
件
を
担
当
す
る
国

…
…
も
あ
る
」、「
参
審
員
を
基
本
的
に
無
作
為
抽
出
す
る
国
…
…
も
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
無
作
為
抽
出
で
は
な
く
政
党
の
推
薦
や
自
薦
が

重
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
国
…
…
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
66
）

。

本
稿
で
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
か
り
に
最
高
裁
判
所
が
調
査
官
解
説
と
同
様
の
内
容
と
し
て
典
型
的
な
陪
審
制
度
な
い
し
参
審
制

度
を
理
解
し
て
い
た
と
仮
定
し
て
（
67
）

、
以
下
、
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

3　

司
法
権
概
念
に
お
け
る
事
実
問
題
・
法
解
釈
問
題
二
分
論
の
否
定

裁
判
員
制
度
の
導
入
以
前
、
司
法
過
程
を
事
実
認
定
過
程
と
法
の
解
釈
・
適
用
過
程
と
に
分
け
た
う
え
で
、
後
者
こ
そ
が
司
法
権
の
本

質
的
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
担
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
必
ず
し
も
本
質
的
部
分
と
は
い
え
な
い
前
者
に
つ
い
て

は
、
陪
審
員
の
よ
う
な
裁
判
官
以
外
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
も
、
憲
法
上
の
司
法
権
の
概
念
と
の
関
係
で
問
題
は
な
い
と
す
る
議
論
が

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
論
拠
に
基
づ
き
陪
審
制
度
を
合
憲
と
す
る
主
張
は
、
通
説
で
は
な
い
も
の
の
、
少
な
か
ら
ぬ
研
究
者
に
よ
っ
て
支

持
さ
れ
て
き
た
有
力
な
見
解
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
旧
陪
審
制
度
の
導
入
に
際
し
て
、
そ
の
推
進
派
の
一
部
は
、
司
法
権
の
行
使
と
そ
の
前
提
と
し
て
の
事
実
認
定
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
（
陪
審
は
司
法
権
を
行
使
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
と
な
る
事
実
を
認
定
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
）
こ
と
を
論
拠
と

し
て
、
制
度
が
明
治
憲
法
五
七
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
た
（
68
）

。

日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
と
し
て
は
、「
事
実
認
定
は
司
法
の
目
的
で
は
な
」
く
、「
司
法
の
目
的
は
具
体
的
事
件
に
法
の
適
用
を
確
保
し

（
二
一
）
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二
二

て
法
律
上
の
利
益
を
ま
も
る
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
小
嶋
和
司
教
授
の
見
解
が
注
目
さ
れ
た
。
小
嶋
教
授
に
よ
れ
ば
、「「
裁
判
」
は
、
通

常
、
ⅰ
事
実
の
認
定
、
ⅱ
事
実
に
対
す
る
法
の
適
用
、
と
い
う
二
つ
の
段
階
を
踏
ん
で
お
こ
な
わ
れ
る
」
と
こ
ろ
、「「
裁
判
」
は
こ
の
二

段
階
を
ふ
く
む
を
要
し
、
裁
判
所
は
か
な
ら
ず
、
事
実
認
定
と
法
適
用
の
結
果
の
宣
言
の
二
つ
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が

あ
る
」
が
、「
事
実
認
定
は
、
法
適
用
の
結
果
の
宣
言
に
強
制
力
を
あ
た
え
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
不
当
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら

な
さ
れ
る
に
す
ぎ
」
ず
、「
そ
れ
は
、「
司
法
」
に
と
っ
て
、
対
象
の
正
確
化
で
あ
っ
て
も
、
目
的
で
は
な
く
、
本
質
的
要
素
た
る
意
味
を

も
つ
と
は
考
え
が
た
い
」。
し
た
が
っ
て
、「
刑
事
事
件
の
事
実
認
定
に
つ
い
て
、
陪
審
制
を
採
用
し
て
も
違
憲
で
は
な
い
」
と
い
う
（
69
）

。

近
時
で
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
会
長
を
務
め
裁
判
員
制
度
の
設
計
を
主
導
し
た
佐
藤
教
授
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
裁

判
は
、
大
別
し
て
、
①
証
拠
主
義
に
基
づ
く
事
実
の
認
定
と
、
②
認
定
さ
れ
た
事
実
に
対
す
る
法
の
適
用
と
い
う
2
つ
の
過
程
よ
り
な
る
。

い
ず
れ
も
重
要
な
過
程
で
あ
る
が
…
…
、「
司
法
」
の
よ
り
核
心
的
部
分
を
形
成
す
る
の
は
②
の
過
程
で
あ
る
（
70
）

」。
佐
藤
教
授
は
、
司
法
と

裁
判
の
概
念
を
め
ぐ
る
佐
々
木
惣
一
教
授
の
見
解
を
基
本
的
に
妥
当
と
し
て
お
り
（
71
）

、（
事
実
認
定
過
程
を
司
法
権
の
範
疇
に
含
め
な
い
と
は
明
確

に
は
述
べ
て
お
ら
ず
（
72
）

、
ま
た
、
陪
審
制
度
の
導
入
を
可
能
と
す
る
論
拠
と
し
て
事
実
問
題
・
法
解
釈
問
題
二
分
論
を
挙
げ
て
は
い
な
い
が
）
法
適
用
過

程
を
司
法
権
の
核
心
的
部
分
と
位
置
づ
け
、
事
実
認
定
過
程
と
は
扱
い
に
差
異
を
設
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
問
題
・
法
解
釈
問
題
二
分
論
に
つ
い
て
、
大
石
和
彦
教
授
は
、
独
立
行
政
委
員
会
に
よ
る
事
実
認
定
が
裁
判
所
を
拘

束
す
る
旨
の
規
定
（
電
波
法
九
九
条
）
や
最
高
裁
判
所
を
原
則
と
し
て
法
律
審
と
す
る
上
告
理
由
制
限
規
定
（
民
事
訴
訟
法
三
一
二
条
一
項
、

三
一
八
条
一
項
、
刑
事
訴
訟
法
四
〇
五
条
、
四
〇
六
条
）
を
違
憲
と
せ
ず
に
済
み
、
か
つ
、「
拘
束
的
評
決
型
陪
審
制
を
も
正
当
化
し
得
る
」

と
い
う
利
点
が
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
（
73
）

。
す
な
わ
ち
、
事
実
問
題
・
法
解
釈
問
題
二
分
論
を
採
用
す
る
限
り
、
司
法
作
用
に
含
ま
れ
な
い

事
実
認
定
過
程
に
国
民
が
参
加
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
、
そ
の
制
度
設
計
と
し
て
は
、
事
実
認
定
か
ら
裁
判
官
を
排
除
す
る
典
型
的
な
陪

（
二
二
）



裁
判
員
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と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

二
三

審
制
度
の
導
入
す
ら
も
、
憲
法
七
六
条
に
い
う
司
法
権
概
念
と
の
関
係
で
は
憲
法
適
合
性
の
問
題
を
克
服
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
、
ま
ず
、「
刑
事
裁
判
の
使
命
」
を
「
証
拠
に
基
づ
い
て
事
実
を
明
ら
か
に
し

0

0

0

0

0

0

0

0

、
個
人
の
権
利

と
社
会
の
秩
序
を
確
保
す
る
」
こ
と
と
定
義
し
て
い
る
（
一
二
九
五
頁
、
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。
そ
し
て
、「
裁
判
員
の
権
限
は
、
裁

判
官
と
共
に
公
判
廷
で
審
理
に
臨
み
、
評
議
に
お
い
て
事
実
認
定

0

0

0

0

、
法
令
の
適
用
及
び
有
罪
の
場
合
の
刑
の
量
定
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、

評
決
を
行
う
こ
と
に
あ
」
り
、「
こ
れ
ら
裁
判
員
の
関
与
す
る
判
断
は
、
い
ず
れ
も
司
法
作
用
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
判
示
し

て
い
る
（
一
二
九
七
│
一
二
九
八
頁
、
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。
つ
ま
り
、
事
実
の
認
定
・
法
令
の
適
用
・
刑
の
量
定
の
三
つ
は
、
司
法

作
用
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
認
定
の
問
題
が
司
法
権
の
範
囲
に
含
ま
れ

る
と
明
確
に
判
示
す
る
本
判
決
は
、
事
実
問
題
・
法
解
釈
問
題
二
分
論
に
立
脚
し
た
国
民
の
司
法
参
加
合
憲
説
に
は
与
し
て
い
な
い
。

4　

刑
事
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性

平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
一
般
な
い
し
そ
の
制
度
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
憲

法
適
合
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、（
一
）（
公
平
な
裁
判
所
の
刑
事
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
）
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す

る
た
め
の
諸
原
則
と
、（
二
）
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
の
二
つ
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ

の
要
素
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
を
遵
守
す
る
↓
そ
の
た
め
に
は
高
度
の
法
的
専
門
性
が
要
求
さ
れ

る
↓
そ
の
た
め
に
は
裁
判
官
が
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の

点
、
宍
戸
教
授
は
、「
自
分
た
ち
が
刑
事
司
法
の
基
本
的
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
線
を
、
最
高
裁
は
過
去
一
貫
し
て
譲
っ
て
こ
な
か
っ
た
」

が
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
、
そ
の
よ
う
な
最
高
裁
判
所
の
姿
勢
が
現
れ
た
一
例
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
74
）

。

（
二
三
）
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二
四

本
判
決
で
繰
り
返
し
登
場
す
る
刑
事
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
と
い
う
議
論
は
、
裁
判
員
制
度
を
憲
法
適
合
的
と
す

る
た
め
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
判
決
に
お
い
て
に
わ
か
に
登
場
し
た
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
員
法
の
立
法
過
程
を
さ
か

の
ぼ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
制
度
設
計
の
初
期
の
段
階
か
ら
登
場
し
て
い
る
（
75
）

が
、
こ
れ
を
定
式
化
し
た
の
は
、
第
五
一
回
司
法
制
度

改
革
審
議
会
（
二
〇
〇
一
年
三
月
一
三
日
）
に
お
け
る
井
上
委
員
の
発
言
で
あ
る
。
井
上
委
員
は
、
最
高
裁
判
所
の
構
成
を
定
め
る
七
九
条

と
下
級
裁
判
所
の
構
成
に
か
か
る
七
六
条
一
項
の
規
定
と
の
対
比
及
び
職
業
裁
判
官
の
身
分
保
障
や
任
期
・
定
年
・
報
酬
な
ど
を
定
め
る

八
〇
条
の
規
定
の
存
在
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
こ
う
い
う
憲
法
の
規
定
の
仕
方
か
ら
、
憲
法
に
言
う
「
裁
判
所
」
と
は
職
業
裁
判
官
を

基
本
的
な
い
し
必
須
の
構
成
要
素
と
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
だ
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
た
（
76
）

。

憲
法
学
の
見
地
か
ら
も
、「
憲
法
が
下
級
裁
判
所
裁
判
官
を
下
級
裁
判
所
の
基
本
的
な
構
成
員
と
み
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
」
ず
、

裁
判
員
制
度
の
よ
う
に
「
法
律
に
よ
り
裁
判
官
以
外
の
者
を
裁
判
所
の
構
成
員
と
す
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
下
級
裁
判
所
裁
判
官
の
基
本

的
な
構
成
員
性
を
損
な
わ
な
い
限
り
で
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
」
こ
と
と
な
る
（
77
）

。
職
業
裁
判
官
の
関
与
が
憲
法
上
必
要
で
あ
る
と
の
解

釈
は
、
今
日
、
憲
法
学
に
お
い
て
通
説
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（
78
）

。

前
述
の
と
お
り
、
本
稿
で
い
わ
ゆ
る
講
学
上
の
陪
審
制
度
と
は
、
陪
審
員
が
事
実
認
定
を
裁
判
官
か
ら
独
立
し
て
確
定
的
に
行
う
（
裁

判
官
は
陪
審
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
）
制
度
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、（
本
判
決
の
理
解
で
は
事
実
認
定
は
司
法
権
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
の

で
）
刑
事
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
を
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
制
度
と
し
て
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
諸

原
則
を
遵
守
で
き
な
い
も
の
と
な
る
た
め
、
憲
法
七
六
条
一
項
、
七
九
条
、
八
〇
条
と
の
関
係
で
適
合
性
を
保
て
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
（
79
）

。
裁
判
員
制
度
の
設
計
段
階
の
初
期
に
、
棟
居
快
行
教
授
は
、
職
業
裁
判
官
が
裁
判
所
の
必
須
の
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、「
特

（
二
四
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

二
五

定
の
帰
結
を
そ
こ
か
ら
引
き
出
す
に
は
、
あ
ま
り
に
も
曖
昧
な
命
題
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
過
大
評
価
を
す
べ
き
で
は

な
い
と
主
張
し
た
（
80
）

が
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
は
、
そ
れ
を
制
度
が
憲
法
適
合
的
と
い
え
る
た
め
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
判

示
し
た
。

た
し
か
に
、
陪
審
制
度
と
す
る
こ
と
も
含
め
て
国
民
の
司
法
参
加
の
内
容
を
立
法
政
策
に
委
ね
て
い
る
と
本
判
決
が
述
べ
て
い
る
点
は

土
井
教
授
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
（
81
）

が
、
前
述
の
と
お
り
、
判
決
は
、
そ
こ
で
い
う
陪
審
制
度
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
典
型
的
な
陪
審

制
度
（
個
別
の
事
件
ご
と
に
国
民
の
中
か
ら
無
作
為
に
選
任
さ
れ
た
陪
審
員
が
、
事
実
の
認
定
を
、
裁
判
官
か
ら
独
立
し
て
確
定
的
に
行
う
（
裁
判
官
は

陪
審
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
）
制
度
）
に
限
定
し
て
お
ら
ず
、「〔
陪
審
員
が
〕
個
別
の
事
件
ご
と
に
国
民
の
中
か
ら
無
作
為
に
選
任
さ
れ
、

裁
判
官
の
よ
う
な
身
分
を
有
し
な
い
」
制
度
と
い
う
よ
う
に
、
き
わ
め
て
広
い
概
念
で
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
判
決
で
は
、
国
民
の

司
法
参
加
の
内
容
を
立
法
政
策
に
委
ね
る
に
あ
た
っ
て
、「〔
適
正
な
刑
事
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
の
〕
諸
原
則
が
確
保
さ
れ
て
い
る
限

り
」
と
い
う
限
定
的
な
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
本
判
決
の
鍵
概
念
の
一
つ
で
あ
る
適
正
な
刑
事
裁
判
を

実
現
す
る
た
め
の
諸
原
則
と
、
も
う
一
つ
の
鍵
概
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
判
決
が
立
法
政
策
上
許
容
さ
れ
る
と
す
る
の
は
、
陪
審
の
答
申
に
裁
判
官
に
対
す
る
拘
束
力
を
認
め
な
い
わ
が
国
の
旧
陪
審

制
度
の
よ
う
な
、
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
を
害
し
な
い
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
で
あ
り
、
事
実
認
定
過
程
か
ら
裁
判
官
を
実
質
的

に
排
除
す
る
典
型
的
な
陪
審
制
度
は
本
判
決
が
許
容
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

5　

法
令
解
釈
に
係
る
判
断
等
へ
の
裁
判
員
の
関
与
の
可
能
性

現
行
の
裁
判
員
法
六
条
は
、
一
項
が
裁
判
官
及
び
裁
判
員
の
合
議
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
事
実
の
認
定
、
法
令
の
適
用
、
刑
の
量
定
の

（
二
五
）
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二
六

三
つ
を
挙
げ
る
一
方
、
二
項
に
お
い
て
、
法
令
の
解
釈
に
係
る
判
断
、
訴
訟
手
続
に
関
す
る
判
断
（
少
年
法
五
五
条
の
決
定
を
除
く
）、
そ
の

他
裁
判
員
の
関
与
す
る
判
断
以
外
の
判
断
の
三
つ
に
つ
い
て
、
合
議
体
を
構
成
す
る
裁
判
官
の
み
の
合
議
に
よ
る
こ
と
と
し
、
裁
判
員
の

関
与
を
必
要
と
し
て
い
な
い
（
82
）

。

こ
の
点
、
本
判
決
は
、「
裁
判
員
制
度
の
下
に
お
い
て
も
、
法
令
の
解
釈
に
係
る
判
断
や
訴
訟
手
続
に
関
す
る
判
断
を
裁
判
官
の
権
限

に
す
る
な
ど
、
裁
判
官
を
基
本
的
な
担
い
手
と
し
て
、
法
に
基
づ
く
公
正
中
立
な
裁
判
の
実
現
が
図
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、

裁
判
員
制
度
は
、
同
項
〔
憲
法
七
六
条
三
項
〕
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
法
令
の
解
釈
に
係
る
判
断
等
を
裁

判
官
の
専
権
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
制
度
を
憲
法
適
合
的
と
す
る
不
可
欠
な
構
成
要
素
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官

の
基
本
的
担
い
手
性
の
一
つ
の
発
現
形
態
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
員
の
権
限
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
法
令
の
解
釈
や

訴
訟
手
続
に
関
す
る
判
断
が
裁
判
員
で
は
な
く
裁
判
官
に
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
制
度
の
憲
法
適
合
性
を
支
え
て
い
る
と
解
す
る
の
が

判
例
の
立
場
で
あ
る
。
も
し
、
法
令
の
解
釈
に
係
る
判
断
や
訴
訟
手
続
に
関
す
る
判
断
に
裁
判
官
が
実
質
的
に
関
与
で
き
な
い
制
度
と
す

る
な
ら
ば
、
本
判
決
の
論
理
に
従
え
ば
、
法
に
基
づ
く
公
正
中
立
な
裁
判
の
実
現
に
支
障
が
生
じ
、
し
た
が
っ
て
、
憲
法
七
六
条
三
項
に

違
反
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

毛
利
透
教
授
は
、「
本
判
決
の
特
徴
は
む
し
ろ
、
裁
判
官
が
適
正
手
続
確
保
の
た
め
の
権
限
を
独
占
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
点
に
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
（
83
）

。
曰
く
、「
本
判
決
は
、「
憲
法
が
定
め
る
刑
事
裁
判
の
諸
原
則
」
の
遵
守
は
、
裁
判
官
が
そ
の
た
め
の
権
限
を
独
占

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
法
令
解
釈
や
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
の
裁
判
官
へ
の
判
断
権
留
保
に

よ
り
こ
の
点
が
確
保
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
裁
判
員
制
度
は
合
憲
と
い
え
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
本
判
決
は
、
立
法
論
と
し
て

あ
り
う
る
裁
判
員
の
権
限
拡
大
に
、
憲
法
の
観
点
か
ら
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
84
）

」。
（
二
六
）
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七

本
判
決
が
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
を
裁
判
員
制
度
を
憲
法
適
合
的
と
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て

い
る
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
今
後
の
裁
判
員
制
度
の
展
開
の
方
向
性
は
、
従
前
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
新
た
な
視
点
で
国
民
の
参
加
を

中
心
と
し
て
裁
判
制
度
を
設
計
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
制
度
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性

を
侵
害
し
な
い
限
度
で
、
ど
こ
ま
で
裁
判
官
の
領
域
に
裁
判
員
の
関
与
を
認
め
う
る
か
と
い
う
発
想
か
ら
設
計
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

四　

ま
と
め
に
代
え
て

裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
は
、
一
見
す
る
と
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
に
関
す
る
規
定
を
も
た
な
い
憲
法
が
そ
れ
を
禁
止
す
る
趣

旨
で
あ
る
か
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
憲
法
三
二
条
・
三
七
条
一
項
等
に
違
反
す
る
か
、
裁
判
所
の
構
成
等
を
定
め
る
七
六
条

一
項
・
八
〇
条
一
項
等
に
違
反
す
る
か
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
を
定
め
る
七
六
条
三
項
に
違
反
す
る
か
な
ど
と
い
っ
た
、
比
較
的

に
単
純
な
実
定
憲
法
条
文
の
解
釈
問
題
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
う
る
。
そ
し
て
、
現
憲
法
三
二
条
等
と
旧
憲
法
二
四
条
と

の
文
言
の
対
比
や
、
裁
判
所
の
構
成
に
関
す
る
下
級
裁
判
所
と
最
高
裁
判
所
の
規
定
の
文
言
の
対
比
に
よ
っ
て
容
易
に
回
答
が
導
出
さ
れ

る
「
解
釈
論
の
練
習
曲
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
の
見
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
民
の
司
法
参
加
と
は
、
筆
者
が
旧
著
等
で
主
張
し
て
き
た
と
お
り
、
本
質
的
に
は
自
由
主
義
や
民
主
主
義
な
ど
と

い
っ
た
原
理
的
な
問
題
を
回
避
し
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
検
討

し
た
と
お
り
、
そ
こ
に
は
国
民
主
権
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
解
す
る
べ
き
な
の
か
と
い
っ
た
憲
法
の
基
本
的
原
理
を
め
ぐ
る
論
点
が
伏
在

し
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
員
の
職
務
等
の
憲
法
一
八
条
後
段
適
合
性
に
関
し
て
、
意
に
反
す
る
苦
役
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
や
、
憲

（
二
七
）
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八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
八

法
上
の
苦
役
の
禁
止
は
絶
対
的
な
も
の
な
の
か
な
ど
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の
憲
法
学
が
十
分
に
は
解
明
し
て
こ
な
か
っ
た
論
点
に
焦
点

が
当
た
る
一
方
で
、
違
憲
の
争
点
を
主
張
す
る
適
格
と
い
う
論
点
へ
の
最
高
裁
判
所
の
姿
勢
や
、「
参
政
権
と
同
様
の
権
限
」
と
す
る
こ

と
で
違
憲
性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
最
高
裁
判
所
の
判
断
な
ど
、
な
お
論
争
的
な
部
分
が
残
る
問
題
も
あ
る
（
85
）

。

既
発
表
の
二
つ
の
拙
稿
及
び
本
稿
で
は
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
を
主
た
る
契
機
と
し
て
、
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
関
し
て
、

制
度
の
骨
格
に
直
接
関
係
す
る
主
要
な
論
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
少
な
く
な
い
。
例
え

ば
、
裁
判
員
法
制
定
以
降
・
施
行
以
前
に
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
区
分
審
理
制
度
に
つ
い
て
は
、
笹
田
栄
司
教
授
が
そ
の
憲
法
適

合
性
等
に
つ
い
て
疑
問
を
示
し
て
い
た
（
86
）

が
、
制
度
の
本
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
た
め
、
既
発
表
の
二
つ
の
拙
稿
及
び
本
稿
で
は
扱
っ
て
い

な
い
（
87
）

。
裁
判
員
の
参
加
し
た
裁
判
の
判
決
に
つ
い
て
、
事
実
誤
認
ま
た
は
量
刑
不
当
を
理
由
に
裁
判
官
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
控
訴

審
で
破
棄
し
う
る
こ
と
（
88
）

は
、
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
に
関
連
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
裁
判
員
裁
判
そ
の
も
の
の
問
題
で
は
な
い
た

め
、
同
じ
く
既
発
表
の
二
つ
の
拙
稿
及
び
本
稿
で
は
扱
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
実
際
の
裁
判
員
裁
判
が
運
用
さ
れ
る
と
、
一
定
の
犯
罪
類

型
に
つ
い
て
裁
判
員
の
参
加
に
よ
っ
て
従
前
の
裁
判
官
の
み
に
よ
る
裁
判
よ
り
も
量
刑
の
傾
向
が
重
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
（
89
）

が
、
こ
の
こ
と
を
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
ら
裁
判
員
制
度
に

付
随
す
る
論
点
や
運
用
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
挙
げ
て
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

＊
本
稿
は
、
平
成
二
七
年
度
日
本
学
術
振
興
会
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
））「
裁
判
員
制
度
と
弾
劾
制
度
の
研
究
を
通
じ
た
自
由

主
義
と
民
主
主
義
と
の
相
克
に
つ
い
て
の
探
究
」（
課
題
番
号
：
二
五
七
八
〇
〇
一
六
）
及
び
平
成
二
八
年
度
日
本
学
術
振
興
会
学
術
研
究
助
成
基

金
助
成
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））「
国
民
の
司
法
参
加
を
め
ぐ
る
憲
法
理
論
の
国
際
的
発
信
」（
課
題
番
号
：
一
六
Ｋ
〇
三
三
〇
一
）
の
研
究
成
果
の

（
二
八
）
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二
九

一
部
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
、「
憲
法
」
と
は
、
特
に
注
記
の
な
い
限
り
、
日
本
国
憲
法
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
1
） 
拙
著
『
裁
判
員
制
度
の
立
法
学

│
討
議
民
主
主
義
理
論
に
基
づ
く
国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
の
再
構
成
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
2
） 
西
野
吾
一
＝
矢
野
直
邦
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
二
十
三
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
一
五
年
）
三
三
一
│
三
三
二
頁
。

（
3
） 

西
野
喜
一
「
裁
判
員
制
度
合
憲
判
決
に
み
る
最
高
裁
判
所
の
思
想
と
そ
の
問
題
点
」
法
政
理
論
四
四
巻
二
・
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
一
頁
。

（
4
） 

宍
戸
常
寿
「
裁
判
員
裁
判
の
憲
法
適
合
性
」
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
憲
法
〔
増
補
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）

四
六
五
頁
。
宍
戸
教
授
は
、
本
文
引
用
箇
所
に
続
け
て
、「
裁
判
員
裁
判
を
推
進
し
て
き
た
「
竹
﨑
コ
ー
ト
」
を
代
表
す
る
本
判
決
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
と
も
い
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
同
頁
）。

（
5
） 

土
井
真
一
「
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性
」
長
谷
部
恭
男
ほ
か
編
『
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
〔
第
六
版
〕〔
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
八
号
〕』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
三
年
）
三
八
八
頁
。

（
6
） 

前
注
。
も
っ
と
も
、
特
定
の
被
告
人
に
係
る
刑
事
事
件
の
上
告
審
判
決
が
、
最
高
裁
判
所
が
あ
る
政
策
に
対
す
る
期
待
を
述
べ
た
り
、
政
策
の

実
現
に
向
け
た
決
意
を
表
明
し
た
り
す
る
媒
体
と
し
て
適
切
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（
7
） 

「
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
の
制
度
が
我
が
国
の
司
法
制
度
の
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
十
全
に
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
る
裁
判
員
法
の
制
定
時
の
附
則
九
条
を
参
照
。

（
8
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）一
〇
七
│
一
一
四
頁
、
二
七
九
│
二
八
二
頁
。
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
民
主
的
司
法
の
デ
ィ
レ
ン
マ
と
裁
判
員
制
度
の
意

義
」
法
社
会
学
七
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
七
二
│
一
七
七
頁
。
な
お
、
従
前
の
刑
事
裁
判
制
度
の
運
用
に
対
す
る
評
価
と
国
民
の
司
法
参
加
の
意

義
づ
け
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
二
分
し
、
そ
れ
ら
が
本
文
で
示
し
た
よ
う
に
相
関
関
係
に
あ
る
と
い
う
、
旧
著
で
示
し
た
筆
者
に
よ
る
整
理

は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
や
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
の
中
心
的
な
構
成
員
で
あ
り
、
制
度
の
設
計
に
常
に
指
導
的

な
立
場
に
あ
っ
た
井
上
正
仁
教
授
に
よ
る
審
議
会
で
の
議
論
の
回
想
（
井
上
正
仁
ほ
か
「
連
続
公
開
講
演
会
「
司
法
制
度
改
革
の
ゆ
く
え
」【
第
7

回
】
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
裁
判
員
制
度
の
導
入
と
刑
事
司
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
九
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
六
頁
左
段
一
四
行
目
か
ら
右
段
七
行
目

（
二
九
）
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三
〇

ま
で
）
を
、
そ
の
着
想
の
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
に
関
し
て
、
田
口
守
一
教
授
は
、
筆
者
と
は
別
の
観
点
か
ら
議
論
の
整
理
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
田
口
教
授
は
、

裁
判
員
制
度
の
政
策
的
基
礎
を
、
国
民
的
基
盤
強
化
論
（「
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
と
信
頼
を
重
視
す
る
見
解
」）
と
正
し
い
裁
判
実
現
論

（「「
国
民
の
理
解
と
信
頼
」
と
い
う
要
素
は
、
裁
判
員
制
度
導
入
の
目
的
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
裁
判
員
制
度
を
導
入
し
た
「
結
果
」
で
あ
る
に

す
ぎ
」
ず
、「
裁
判
員
制
度
導
入
の
目
的
を
ま
ず
も
っ
て
「
よ
り
良
い
裁
判
」
の
実
現
あ
る
い
は
「
正
し
い
裁
判
」
の
実
現
と
見
る
見
解
」）
と
の
二

つ
に
整
理
し
た
う
え
で
、
前
者
の
見
地
に
立
つ
も
の
と
し
て
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
と
そ
れ
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
裁
判
員
法
一
条
の

規
定
を
挙
げ
る
一
方
で
、
後
者
の
論
者
と
し
て
、「
刑
事
裁
判
の
内
容
に
一
般
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
反
映
さ
せ
、
よ
り
良
い
裁
判
を
実
現
す

る
こ
と
が
制
度
導
入
の
趣
旨
で
あ
る
」
と
す
る
酒
巻
匡
教
授
（
酒
巻
匡
「
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
課
題
」
法
学
教
室
三
〇
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）

一
一
頁
）
や
、「
国
民
の
司
法
に
対
す
る
理
解
が
進
む
の
は
、
あ
く
ま
で
司
法
に
参
加
す
る
国
民
が
、
客
観
的
な
基
準
に
照
ら
し
て
適
切
と
い
え
る

裁
判
を
目
指
し
て
参
加
す
る
か
ら
で
あ
」
り
、「
よ
り
良
い
司
法
の
実
現
」
な
い
し
「
正
し
い
裁
判
の
実
現
」
に
こ
そ
国
民
参
加
の
意
味
が
あ
る

（
国
民
の
理
解
の
増
進
と
信
頼
の
向
上
は
「
後
か
ら
つ
い
て
く
る
二
次
的
な
効
果
」
に
す
ぎ
な
い
）
と
述
べ
る
長
谷
部
恭
男
教
授
（
長
谷
部
恭
男

「
司
法
権
の
概
念
と
裁
判
の
あ
り
方
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
四
六
頁
、
松
尾
浩
也
ほ
か
「
座
談
会　

裁
判
員
制
度
と
日
本

国
憲
法
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
四
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
頁
、
九
頁
（
と
も
に
長
谷
部
恭
男
発
言
））
を
挙
げ
る
（
田
口
教
授
は
挙
げ
て
い
な
い

が
、
よ
り
適
切
な
裁
判
の
実
現
に
裁
判
員
制
度
の
目
的
を
求
め
る
土
井
真
一
教
授
（
土
井
真
一
「
日
本
国
憲
法
と
国
民
の
司
法
参
加

│
法
の
支
配

の
担
い
手
に
関
す
る
覚
書
」『
岩
波
講
座
憲
法
4　

変
容
す
る
統
治
シ
ス
テ
ム
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
二
七
五
頁
）
も
正
し
い
裁
判
実
現
論

に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
）。
そ
の
う
え
で
、「
国
民
参
加
に
よ
っ
て
「
裁
判
内
容
が
よ
り
良
く
な
る
」
と
い
う
面
と
「
裁
判
が
よ
り
身
近
か
と
な

る
」
と
い
う
面
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
検
討
課
題
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
国
民
参
加
の
意
義
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
裁
判
内
容
に
関
す

る
実
体
的
な
意
義
と
裁
判
基
盤
に
関
す
る
制
度
的
な
意
義
の
双
方
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
」）
と
述
べ
た
う
え
で
、「
専
門
家
の
み
に
よ
る

裁
判
と
い
う
日
本
的
特
色
こ
そ
が
国
民
参
加
を
必
要
と
し
た
立
法
事
実
で
あ
っ
た
」
と
分
析
し
、「
裁
判
員
制
度
の
政
策
的
基
礎
と
し
て
は
、
ま
ず

も
っ
て
国
民
的
基
盤
強
化
論
と
い
う
正
当
な
出
発
点
を
再
確
認
す
べ
き
で
」
あ
る
と
主
張
す
る
（
田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
の
目
的
〔
増
補
版
〕』（
成

文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
三
四
〇
│
三
四
三
頁
、
原
文
マ
マ
）。
田
口
教
授
は
、「
な
ぜ
、
裁
判
員
制
度
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ

（
三
〇
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

三
一

の
立
法
事
実
は
何
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
視
点
等
か
ら
議
論
を
構
築
し
（
三
三
九
│
三
四
〇
頁
）、
筆
者
の
い
う
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
と
そ
の

展
開
形
と
の
対
立
を
描
い
て
お
り
（
一
方
で
、
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
に
相
当
す
る
も
の
は
「「
裁
判
官
か
ら
決
定
権
を
国
民
に
移
す
」
と
い
う

民
主
化
は
採
用
し
得
な
い
」
と
一
刀
両
断
し
て
お
り
（
三
四
四
頁
）、
そ
も
そ
も
議
論
の
俎
上
に
す
ら
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
）、
筆
者
の
議
論
枠
組
み

と
矛
盾
・
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
筆
者
は
、
基
本
的
に
は
、
田
口
教
授
の
こ
の
分
析
を
妥
当
で
あ
る
と
解
す
る
。

も
と
よ
り
、
筆
者
も
、
よ
り
正
し
い
裁
判
の
実
現
を
望
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
裁
判
官
の
み
に
よ
る
従
前
の
裁
判
よ
り
も
裁
判
員
が
参
加
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
裁
判
の
内
容
が
よ
り
正
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
（
よ
り
正
し
く
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
と
同
様
に
）
裁
判
員
制
度
の
導
入
時
点
に

お
い
て
理
論
的
に
十
分
な
論
証
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
そ
の
一
方
で
、
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
一
般
の
国
民
が
裁
判
内
容
の
決
定
に
関
与

す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
関
与
し
な
い
場
合
と
比
べ
て
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
と
い
う
議
論
は
、
論
理

的
に
成
り
立
ち
う
る
も
の
で
あ
っ
た
）。

（
9
） 

な
お
、
本
判
決
に
は
個
別
意
見
は
一
切
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
判
決
当
時
最
高
裁
判
所
を
構
成
す
る
裁
判
官
全
員
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
て

い
る
。

（
10
） 

本
判
決
が
、「
国
民
主
権
の
原
理
に
基
づ
き
」
で
は
な
く
「
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
っ
て
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
点
に
着
目
し
、
こ
こ

で
最
高
裁
判
所
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
国
民
主
権
の
原
理
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
国
民
主
権
の
理
念
で
あ
る
か
ら
、
国
民
主
権
の
原
理
そ
れ
自
体

の
探
求
は
必
要
な
い
と
す
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
判
決
が
「
の
理
念
」
と
い
う
修
辞
句
を
付
加
し
た
と
い
う
点
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

と
は
い
え
、
あ
る
概
念
に
対
し
て
「
の
理
念
」
と
い
う
修
辞
句
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
付
加
さ
れ
た
概
念
に
何
ら
か
の
意
味
を
変
化
さ
せ
る

効
果
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
国
民
主
権
の
理
念
は
国
民
主
権
の
原
理
そ
の
も
の
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
な
い
以
上
、
こ
こ
で
国
民
主

権
の
原
理
に
つ
い
て
真
剣
に
探
究
す
る
こ
と
の
意
義
は
あ
る
と
筆
者
は
解
す
る
。

筆
者
は
、
本
判
決
が
、
宮
澤
俊
義
（
芦
部
信
喜
補
訂
）『
全
訂
日
本
国
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
八
年
）
や
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）

『
憲
法
〔
第
六
版
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
の
記
述
を
意
識
し
て
、
敢
え
て
「
の
理
念
」
と
い
う
修
辞
句
を
付
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
澤
俊
義
教
授
は
、「
理
念

0

0

的
・
原
理
的
に
、
政
治
の
権
力
の
源
泉
が
国
民
に
由
来
す
る
と
す
る
建
前
」
と
し
て
、
国
民

主
権
を
定
式
化
し
た
（
三
八
頁
、
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。
ま
た
、
芦
部
信
喜
教
授
は
、
国
民
主
権
の
原
理
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
憲
法
制

（
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

三
二

定
権
力
、
す
な
わ
ち
、「
制
憲
権
は
、
近
代
立
憲
主
義
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
と
き
、
合
法
性
の
原
理
に
従
っ
て
、
自
ら
の
憲
法
典
の
中
に
制
度
化
し
、

①
国
家
権
力
の
正
当
性
の
究
極
の
根
拠
は
国
民
に
存
す
る
と
い
う
建
前

0

0

な
い
し
理
念

0

0

と
し
て
の
性
格
を
も
つ
国
民
主
権
の
原
理
、
お
よ
び
、
②
法
的

拘
束
に
服
し
つ
つ
憲
法
（
国
の
統
治
の
あ
り
方
）
を
改
め
る
憲
法
改
正
権
に
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
四
一
│
四
二
頁
、
傍
点
は
原
文

に
よ
る
）。
本
判
決
が
宮
澤
・
芦
部
両
教
授
の
い
う
建
前
な
い
し
理
念
と
し
て
の
国
民
主
権
の
原
理
を
意
図
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
宮
澤
・
芦
部
両

教
授
は
そ
の
建
前
な
い
し
理
念
と
し
て
の
国
民
主
権
の
原
理
を
権
力
的
契
機
で
は
な
く
正
当
性
の
契
機
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

本
文
で
筆
者
が
展
開
す
る
議
論
と
符
合
す
る
。

（
11
） 

新
屋
達
之
「
国
民
の
司
法
参
加
・
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性
（
刑
事
訴
訟
法
判
例
研
究
）」
法
律
時
報
八
四
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
九

頁
。
も
っ
と
も
、
新
屋
達
之
「
裁
判
員
制
度
導
入
の
意
義
と
現
段
階
で
の
課
題
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
三
〇
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
九
頁
に
お
け
る
記

述
か
ら
推
察
す
る
に
、
制
度
の
所
期
の
意
義
が
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
新
屋
教
授
も

（
否
定
的
に
評
価
し
な
が
ら
も
）
正
確
に
理
解
し
て
い
る
（「
現
実
の
裁
判
員
制
度
は
、
司
法
参
加
の
意
義
を
国
民
の
統
治
主
体
と
し
て
の
立
場
に
求

め
、
国
民
の
公
共
意
識
の
醸
成
や
公
共
的
事
項
へ
の
関
与
と
い
う
、
い
わ
ば
治
者
の
視
点
に
立
っ
て
構
想
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
国
民
が
本
来
有
す

る
治
者
・
被
治
者
の
両
面
性
は
分
断
さ
れ
、
国
民
は
治
者
の
目
線
で
法
廷
に
臨
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
制
度
設
計
の
関
心
も
権
利
保
障

を
い
か
に
実
現
す
る
か
と
い
う
観
点
は
相
対
化
・
希
薄
化
さ
れ
、
国
民
の
関
与
を
い
か
に
確
保
す
る
か
の
側
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
」）。
本
稿
に
お

い
て
筆
者
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
本
判
決
が
も
っ
ぱ
ら
国
民
主
権
の
原
理
か
ら
裁
判
員
制
度
を
位
置
づ
け
た
と
す
る
新
屋
教
授
の
理
解
で
あ
り
、

本
文
で
述
べ
る
と
お
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
適
切
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
筆
者
は
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
12
） 

葛
野
尋
之
『
刑
事
司
法
改
革
と
刑
事
弁
護
』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
一
六
年
）
三
一
│
三
二
頁
。
葛
野
教
授
は
、
筆
者
の
議
論
を
参
照
し
た
う

え
で
、「
裁
判
員
制
度
を
、
た
だ
民
主
主
義
原
理
に
よ
っ
て
単
純
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
る
（
三
三
頁
）
も

の
の
、
な
お
も
「
裁
判
員
制
度
の
目
的
を
民
主
主
義
原
理
か
ら
切
断
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
」
と
し
、「
裁
判
員
制
度
は
、
民
主
主

義
原
理
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
三
二
頁
）。
葛
野
教
授
は
、「
民
主
主
義
原
理
の
み
に
よ
っ
て
裁
判
員
制

度
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、「
民
主
司
法
の
ジ
レ
ン
マ
」
論
が
説
く
と
お
り
で
あ
る
」
と
す
る
（
そ
の
理
由
と
し
て
、「
司
法
の
機

能
は
、
本
来
、
政
治
権
力
や
民
意
の
専
横
か
ら
少
数
者
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
り
、
と
り
わ
け
刑
事
裁
判
に
お
い
て
は
、
国
家
の
刑
罰
権
に

（
三
二
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

三
三

直
面
す
る
被
疑
者
・
被
告
人
の
人
権
保
障
こ
そ
が
、
そ
の
本
質
的
機
能
と
い
う
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
）
一
方
で
、「
市
民
が
刑
事
裁
判

と
い
う
主
権
の
行
使
に
直
接
参
加
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
国
民
主
権
に
基
づ
く
民
主
主
義
原
理
に
よ
っ
て
こ
そ
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

裁
判
員
制
度
は
、
民
主
主
義
原
理
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
三
│
四
頁
）。
つ
ま
り
、
既
存
の
裁
判
員

制
度
を
単
純
に
民
主
主
義
の
原
理
か
ら
正
当
化
す
る
こ
と
の
理
論
的
難
点
を
十
分
に
理
解
し
た
う
え
で
、
敢
え
て
民
主
主
義
の
原
理
か
ら
基
礎
づ
け

よ
う
と
す
る
主
張
で
あ
り
、
筆
者
と
し
て
は
、
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
の
読
み
方
に
関
し

て
は
、
筆
者
は
葛
野
教
授
の
見
解
と
は
意
見
を
異
に
す
る
。

（
13
） 

司
法
制
度
改
革
審
議
会
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書

│
21
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度

│
」（
二
〇
〇
一
年
六
月
）
一
〇
一
│

一
一
四
頁
。
た
だ
し
、
審
議
会
意
見
書
全
体
の
総
論
部
分
で
は
、
憲
法
の
依
拠
す
る
国
民
主
権
が
真
の
意
味
で
実
現
さ
れ
る
た
め
に
何
が
必
要
と
さ

れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
審
議
会
が
設
定
す
る
司
法
制
度
改
革
の
根
本
的
な
課
題
で
あ
る
と
さ
れ
（
三
頁
）、
ま
た
、
国
民
的
基
盤
の
確

立
を
提
言
す
る
部
分
の
総
論
的
部
分
で
も
、
国
民
主
権
と
い
う
術
語
が
登
場
す
る
（
も
っ
と
も
、「
国
民
主
権
に
基
づ
く
統
治
構
造
の
一
翼
を
担
う

司
法
の
分
野
」
と
い
う
よ
う
に
、
統
治
構
造
に
か
か
る
修
飾
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
（
一
〇
一
頁
）、
裁
判
員
制
度
の
意
義
と

し
て
国
民
主
権
の
原
理
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）。

な
お
、
竹
下
賢
教
授
は
、
筆
者
の
議
論
に
つ
い
て
「〔
司
法
制
度
改
革
審
議
会
〕
意
見
書
の
総
論
部
分
を
無
視
し
て
」
い
る
と
断
定
し
て
い
る

（
竹
下
賢
「
日
本
の
裁
判
員
裁
判
制
度
と
民
主
主
義
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六
二
巻
四
・
五
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
九
五
頁
）
が
、
こ
れ
は
明
ら
か

な
誤
解
で
あ
る
。
筆
者
は
意
見
書
の
総
論
部
分
を
重
視

0

0

し
、
旧
著
に
お
い
て
も
言
及
す
る
（
拙
著
・
前
掲
注（
1
）一
一
二
頁
）
の
み
な
ら
ず
、
共
和

主
義
的
憲
法
観
に
基
づ
く
裁
判
員
制
度
の
意
義
の
再
構
成
の
た
め
の
重
要
な
論
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
（
同
二
三
四
│
二
三
六
頁
）。

（
14
） 

筆
者
は
、
旧
著
に
お
い
て
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
、
国
会
の
三
つ
の
ス
テ
ー
ジ
に

裁
判
員
法
の
立
法
過
程
を
分
け
た
う
え
で
、
各
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
制
度
の
意
義
が
し
ば
し
ば
争
わ
れ
、
か
つ
、
裁
判
員
制
度
の
設
計
に
お
い
て

中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
ア
ク
タ
ー
が
一
貫
し
て
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
を
批
判
し
、
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
を
唱
道
し
て
き
た
と
い
う
事
実

を
紹
介
し
た
（
拙
著
・
前
掲
注（
1
）一
四
│
一
四
九
頁
、
二
八
〇
頁
）。
例
え
ば
、
第
三
二
回
審
議
会
（
二
〇
〇
〇
年
九
月
二
六
日
）
で
は
、
竹
下

守
夫
会
長
代
理
が
、「
国
民
主
権
と
い
う
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
立
法
、
行
政
と
同
じ
よ
う
に
、
当
然
に
司
法
権
の
行
使
に
も
国
民
が
参
加
す
べ
き
で

（
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

三
四

あ
る
と
説
く
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
」
と
述
べ
、
司
法
の
民
主
的
正
統
性
は
裁
判
官
の
民
主
的
任
命
制
度
に
求
め
る
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
た
。
第
一
五
回
検
討
会
（
二
〇
〇
三
年
四
月
八
日
）
で
は
、
裁
判
員
制
度
が
国
民
主
権
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
審
議
会
意

見
書
の
考
え
方
で
あ
る
と
主
張
す
る
他
の
委
員
に
よ
る
発
言
に
対
し
て
、
井
上
正
仁
座
長
が
、「
国
民
主
権
云
々
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
は
、
審

議
会
で
も
か
な
り
難
し
い
議
論
の
あ
っ
た
点
で
、
裁
判
員
制
度
を
導
入
す
る
趣
旨
と
し
て
、
国
民
主
権
と
い
う
こ
と
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
出
て
く

る
も
の
と
は
必
ず
し
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
」、「
国
民
主
権
な
い
し
民
主
制
と
司
法
の
本
質
と
の
関
係

に
つ
い
て
か
な
り
議
論
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
…
…
、
審
議
会
全
体
と
し
て
は
必
ず
し
も
そ
う
い
う
立
場
に
立
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
」、「
そ
こ
は
意
見
書
で
も
ち
ゃ
ん
と
書
き
分
け
て
い
る
は
ず
で
す
の
で
、
注
意
深
く
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」
と
明
確
に
反
論
し
た
。
衆
議
院
本

会
議
（
二
〇
〇
四
年
三
月
一
六
日
）
で
は
、
裁
判
員
法
の
趣
旨
に
「
国
民
の
主
体
的
な
参
加
を
高
ら
か
に
う
た
い
上
げ
る
べ
き
で
は
な
い
」
か
と
の

議
員
か
ら
の
提
案
に
対
し
て
、
野
沢
太
三
法
務
大
臣
は
、
法
案
に
定
め
る
制
度
導
入
の
意
義
を
述
べ
る
に
と
ど
め
、
こ
れ
を
断
っ
た
。
こ
れ
ら
の
よ

う
に
、
制
度
の
設
計
に
指
導
的
な
立
場
の
論
者
な
い
し
制
度
設
計
に
責
任
を
負
う
政
府
は
、
立
法
過
程
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
、
理
解
増
進
・
信
頼

向
上
説
に
依
拠
し
、
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
を
明
確
に
否
定
し
て
い
た
。

（
15
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
〇
七
│
二
一
二
頁
。

（
16
） 

酒
巻
・
前
掲
注（
8
）一
五
頁
。

（
17
） 

酒
巻
・
前
掲
注（
8
）一
〇
頁
。
酒
巻
教
授
は
、
別
稿
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「〔
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
〕
意
見
書
は
、
確
か
に
冒

頭
部
分
で
は
国
民
主
権
原
理
と
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
一
定
の
関
係
を
述
べ
て
お
り
ま
す
が
、
制
度
の
具
体
的
基
本
設
計
の
部
分
に
つ
い
て

お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
国
民
主
権
で
あ
る
か
ら
国
民
参
加
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
素
朴
な
議
論
を
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
や
は
り
国
家
統
治
体
制
の
基
本
的
な
常
識
的
理
解
を
前
提
と
し
て
、
司
法
権
の
行
使
に
係
る
裁
判
員
制
度
は
民
主
主
義
と
直
結
す
る
制
度

と
し
て
は
構
想
さ
れ
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
」（
酒
巻
匡
ほ
か
「
座
談
会　

裁
判
員
制
度
の
可
能
性
と
課
題
」
法
律
時
報

七
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
三
頁
（
酒
巻
匡
発
言
））。
な
お
、
こ
の
座
談
会
の
参
加
者
で
あ
る
常
本
照
樹
教
授
（「
司
法
と
民
主
主
義
と
を
結

び
付
け
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
な
多
数
者
が
民
主
主
義
の
名
の
下
に
司
法
権
を
操
作
す
る
こ
と
に
道
を
開
き
か
ね
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
わ
け

で
す
し
、
い
わ
ゆ
る
少
数
者
の
保
護
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
配
慮
と
い
う
司
法
の
本
質
的
な
存
在
意
義
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」）
と

（
三
四
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

三
五

市
川
正
人
教
授
（「
や
は
り
司
法
権
の
行
使
が
民
主
主
義
の
ル
ー
ル
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
司
法
権
の
非
民
主
性
に
意
味
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
」、「
国
民
主
権
だ
か
ら
当
然
市
民
の
司
法
へ
の
参
加
だ
と
い
う
ふ
う
に
な
る
の
か
、
あ
ま
り
そ
れ
ば
か
り
強
調
す
る
議
論
は
ど
う
か
と
い

う
危
惧
を
私
な
ど
は
持
っ
て
い
」
る
）
も
、
憲
法
学
の
見
地
か
ら
、
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
に
対
し
て
否
定
的
な
評
価
を
し
て
い
る
（
一
二
│

一
三
頁
）。

（
18
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
一
四
頁
（
傍
点
は
原
文
に
よ
る
）。
単
純
な
民
主
主
義
の
原
理
で
は
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
筆
者

は
、
共
和
主
義
的
憲
法
観
に
基
づ
く
討
議
民
主
主
義
理
論
に
よ
っ
て
裁
判
員
制
度
を
再
定
位
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
れ
が
、
ま
さ
に
旧
著
の
主
題
で

あ
っ
た
。
一
方
、
国
民
主
権
の
原
理
を
（
国
民
が
主
権
者
と
し
て
統
治
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
原
理
と
い
う
意
味
で
は
な
く
）
国
家
機

関
が
統
治
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
の
原
理
と
し
て
と
ら
え
る
と
す
れ
ば
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
信
頼
の
向
上
と

い
う
裁
判
員
制
度
の
所
期
の
意
義
は
、
そ
の
意
味
に
お
け
る
国
民
主
権
の
原
理
の
発
現
形
態
と
評
価
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
肯
認
す
る
こ
と
が
、
本

稿
に
お
け
る
筆
者
の
主
眼
で
あ
る
。

（
19
） 

旧
著
に
お
い
て
筆
者
が
展
開
し
た
共
和
主
義
的
憲
法
観
に
基
づ
く
討
議
民
主
主
義
理
論
に
よ
る
裁
判
員
制
度
の
意
義
の
再
構
成
は
、
審
議
会
意

見
書
に
示
さ
れ
た
先
般
の
司
法
制
度
改
革
の
理
念
の
う
ち
、
統
治
客
体
か
ら
統
治
主
体
へ
の
国
民
意
識
の
転
換
を
基
底
的
前
提
と
し
、
か
つ
、
そ
の

よ
う
な
転
換
を
促
し
、
能
動
的
な
国
民
の
参
画
を
も
っ
て
、
司
法
を
政
治
部
門
と
並
び
「
公
共
性
の
空
間
」
を
支
え
る
討
議
の
場
と
し
て
再
構
築
し

よ
う
と
す
る
点
（
司
法
制
度
改
革
審
議
会
・
前
掲
注（
13
）四
│
八
頁
）
に
つ
い
て
、
共
和
主
義
な
い
し
討
議
民
主
主
義
を
志
向
す
る
諸
要
素
を
見
出

し
た
こ
と
な
ど
を
論
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
三
四
│
二
三
六
頁
参
照
）
が
、
国
民
主
権
の
原
理
に
関
し
て
、
本
稿
で
述
べ

る
よ
う
に
、
通
常
政
治
に
お
け
る
国
家
機
関
の
権
限
行
使
を
正
当
化
す
る
根
拠
が
国
民
に
由
来
す
る
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
意
見

書
に
示
さ
れ
た
改
革
の
理
念
は
、
ま
さ
に
国
民
主
権
の
原
理
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
も
評
価
し
う
る
。

（
20
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
八
〇
頁
（
傍
点
は
本
稿
に
お
い
て
筆
者
が
新
た
に
付
し
た
）。

（
21
） 

芦
部
・
前
掲
注（
10
）四
一
頁
。
芦
部
教
授
に
お
い
て
は
、
国
政
の
あ
り
方
の
最
終
的
な

0

0

0

0

（
な
い
し
は
、
終
局
的
な

0

0

0

0

）
決
定
や
、
公
権
力
行
使
の

正
当
化
の
究
極
的
な

0

0

0

0

権
威
な
ど
と
い
っ
た
修
飾
語
が
外
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅰ　

憲
法
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）

二
二
〇
│
二
四
九
頁
参
照
）。

（
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

三
六

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
国
民
主
権
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
従
前
よ
り
憲
法
学
の
世
界
に
お
い
て
も
異
論
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
例
え
ば
、
杉
原
泰
雄
教
授
は
、
日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
原
理
は
、「
国
内
に
お
け
る
国
家
権
力
自
体
の
帰
属
を
指
示
す
る
法
原
理
で
あ
」
っ

て
、「
国
家
意
思
の
最
終
ま
た
は
最
高
の
決
定
権
、
国
家
権
力
の
究
極
の
淵
源
、
憲
法
制
定
権
力
な
ど
の
帰
属
を
指
示
す
る
原
理
で
は
な
い
」
と
明

確
に
述
べ
て
い
る
（
杉
原
泰
雄
『
憲
法
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
一
九
五
頁
）。

（
22
） 

「
あ
る
い
は
箱
の
デ
ザ
イ
ン
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
山
本
龍
彦
「
国
民
主
権
と
統
治
行
為
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
二
九
号

（
二
〇
一
五
年
）
五
一
頁
）。
国
民
主
権
の
原
理
に
つ
い
て
、「
憲
法
学
説
の
多
く
は
、
…
…
憲
法
を
創
る
権
力

0

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
憲
法
制
定
権
力
が
国
民

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
こ
と

0

0

0

0

0

を
意
味
す
る
、
と
捉
え
て
き
」
て
お
り
、
政
治
が
「
国
民
の
制
定
し
た
憲
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
従
っ
て
行
わ
れ
る
限
り
、
常
に
、
国
民
の
名
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

正
当
化
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

」。
そ
し
て
、「
憲
法
を
、
政
治
を
閉
じ
込
め
る
「
箱
」
と
見
れ
ば
」、「
憲
法
学
説
の
多
く
は
、
制
憲
者
と
し
て
の
国
民
は
、
制
憲
時

に
、
制
憲
後
に
も
箱
を
そ
の
内
側
か
ら
変
え
ら
れ
る
よ
う
、
憲
法
改
正
権
者
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 、 

自
ら
も
箱
の
中
に
入
り
込
む
選
択
を
行
っ
た
も
の
と
考
え

る
」（
五
〇
│
五
一
頁
、
傍
点
は
原
文
に
よ
る
）。

（
23
） 

た
だ
し
、
伝
統
的
な
憲
法
学
の
理
解
に
お
い
て
も
、
通
常
政
治
に
お
け
る
権
力
性
や
正
当
性
を
議
論
す
る
文
脈
で
国
民
主
権
の
原
理
を
ま
っ
た

く
用
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
芦
部
教
授
も
、「
民
主
主
義
な
い
し
民
主
政
」
を
国
民
主
権
と
互
換
可
能
な
概
念
と
位
置
付
け
た

う
え
で
、「
人
権
の
保
障
を
終
極
の
目
的
と
す
る
原
理
な
い
し
制
度
と
解
す
べ
き
」
と
述
べ
る
（
芦
部
・
前
掲
注（
10
）二
八
七
頁
）
と
と
も
に
、
憲

法
が
「
国
会
を
「
国
権
の
最
高
機
関
」
と
し
、
内
閣
が
国
会
に
対
し
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
を
大
原
則
と
す
る
議
院
内
閣
制
…
…
を
採
用
」
す

る
こ
と
を
も
っ
て
、
国
民
主
権
が
日
本
国
憲
法
の
統
治
機
構
を
支
え
る
原
理
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
る
（
二
八
九
頁
）。

（
24
） 

こ
の
よ
う
な
理
解
が
、
松
井
茂
記
教
授
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
三
年
の
時
点
で
の
「
現
在
の
憲
法
学
の
支
配
的
な
傾
向
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
松

井
茂
記
「
国
民
主
権
原
理
と
憲
法
学
」『
岩
波
講
座
社
会
科
学
の
方
法
第
IV
巻 

社
会
変
動
の
な
か
の
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
一
五
頁
）。

「
主
権
は
あ
く
ま
で
統
一
体
と
し
て
の
国
民
に
あ
り
、
個
々
の
市
民
は
直
ち
に
主
権
の
行
使
に
参
加
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
」（
同
頁
）
た
め
、
民
主

主
義
的
基
礎
づ
け
説
が
唱
道
す
る
よ
う
に
、
個
々
の
国
民
が
主
権
者
と
し
て
裁
判
員
と
い
う
立
場
で
裁
判
過
程
に
直
接
に
参
加
す
る
の
は
当
然
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
は
採
り
え
な
い
。

（
25
） 

山
本
・
前
掲
注（
22
）五
一
頁
（
傍
点
は
、
原
文
に
よ
る
）。

（
三
六
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

三
七

同
じ
観
点
か
ら
出
発
し
ま
っ
た
く
異
な
る
議
論
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、
松
井
教
授
の
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
憲
法
を
制
定
す
る
レ
ベ
ル
の

問
題
と
制
定
さ
れ
た
憲
法
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
統
治
を
行
う
の
か
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
を
区
別
す
べ
き
だ
」
と
主
張
す
る
松
井
教
授
は
、「
日

本
国
憲
法
は
国
民
主
権
原
理
に
た
ち
政
府
の
権
力
の
正
当
性
の
源
泉
を
国
民
に
求
め
つ
つ
、
憲
法
の
も
と
で
の
統
治
は
国
民
の
多
数
者
が
決
定
す
べ

き
だ
と
い
う
民
主
主
義
原
理
を
定
め
て
い
る
と
理
解
し
、
民
主
主
義
を
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
の
統
治
の
基
本
原
則
と
考
え
」
る
べ
き
だ
と
提
言
す

る
（
松
井
茂
記
＝
井
上
典
之
「
憲
法
訴
訟
と
民
主
主
義
」
井
上
典
之
ほ
か
編
『
憲
法
学
説
に
聞
く

│
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
・
憲
法
講
義

│
』（
日
本

評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二
二
二
頁
（
松
井
茂
記
発
言
））。
松
井
教
授
は
、
国
民
主
権
の
問
題
を
考
え
る
に
際
し
て
、「
憲
法
制
定
と
い
う
「
憲
法

政
治
」
の
レ
ベ
ル
、
つ
ま
り
憲
法
制
定
権
力
の
問
題
と
、
そ
の
憲
法
の
下
で
組
織
さ
れ
る
日
常
の
統
治
と
い
う
「
通
常
政
治
」、
つ
ま
り
政
治
権
力

の
問
題
を
区
別
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。「
主
権
を
正
当
性
の
源
泉
と
捉
え
る
見
解
で
は
、
通
常

政
治
に
お
け
る
国
民
の
地
位
が
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
。
他
方
、
主
権
を
政
治
権
力
そ
の
も
の
と
捉
え
る
見
解
で
は
、
権
力
の
正
当
性
の
問
題

が
適
切
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
。
…
…
国
民
主
権
の
制
度
的
帰
結
を
認
め
る
学
説
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
を
国
民
主
権

の
中
に
読
み
込
む
こ
と
は
、
か
な
り
異
質
な
も
の
を
主
権
原
理
に
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
、
国
民
主
権
原
理
は
、
日
本
国
民
が
憲
法
制
定

者
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
統
治
の
正
当
性
の
根
拠
が
、
国
民
、
つ
ま
り
日
本
の
政
治
共
同
体
の
構
成
員
で
あ
る
「
市
民
」
の
総
体
に
あ
る
こ
と
の
意

味
で
あ
る
と
捉
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
…
…
そ
の
う
え
で
、
憲
法
に
基
づ
く
政
治
、
つ
ま
り
通
常
政
治
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
国
民
の
参
加
に

よ
り
国
民
の
意
思
を
反
映
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
「
民
主
主
義
」
の
問
題
と
捉
え
、
日
本
国
憲
法
は
国
民
主
権
原
理
に
立
脚
す
る
と
と
も
に
民

主
主
義
を
要
請
し
て
い
る
と
理
解
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）

一
三
六
│
一
三
七
頁
）。

（
26
） 

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
三
九
四
│
三
九
五
頁
。
佐
藤
教
授
は
、
実
定
憲
法
上
の
構
成
的
原
理
と
し
て
の
国

民
主
権
は
、
統
治
制
度
の
民
主
化
の
ほ
か
に
、「
統
治
制
度
と
そ
の
活
動
の
あ
り
方
を
不
断
に
監
視
し
問
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
”公
開
討
論
の
場
“

が
国
民
の
間
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
」
と
い
う
（
三
九
五
│
三
九
六
頁
）。

（
27
） 

安
西
文
雄
ほ
か
『
憲
法
学
読
本
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
二
五
七
頁
（
宍
戸
常
寿
執
筆
）。

（
28
） 

長
谷
部
恭
男
『
憲
法
〔
第
六
版
〕』（
新
世
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
四
頁
。
長
谷
部
教
授
は
、「「
国
民
主
権
」
の
下
で
、
市
民
の
直
接
の
政
治
参

（
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

三
八

加
を
ど
の
よ
う
な
制
度
的
枠
組
み
の
下
で
、
ど
こ
ま
で
認
め
る
の
が
妥
当
か
も
、
…
…
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
る
一
方
で
、「
主
権
と
い

う
概
念
に
基
づ
く
議
論
の
限
界
に
留
意
し
、
こ
の
概
念
に
あ
ま
り
多
く
の
も
の
を
読
み
込
み
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
注
記
し

て
い
る
（
一
五
頁
）。

（
29
） 
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
、
本
判
決
と
は
異
な
り
、「
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
っ
て
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、「
国
民
主
権
の
原
理
に
基
づ

き
」
と
い
う
直
截
的
な
表
現
を
用
い
て
い
る
点
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
実
定
法
上
も
、
国
民
主
権
と
い
う
概
念
は
、
憲
法
学
の
世
界
に
お
け
る
伝
統
的
な
理
解
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
実
定
憲
法
上
の
構
成
的
原

理
と
し
て
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
一
条
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
一
条
、
独

立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
一
条
、
内
閣
法
一
条
一
項
、
内
閣
府
設
置
法
四
条
一
項
一
二
号
）。

（
30
） 

も
と
よ
り
、
今
日
で
も
、
こ
の
よ
う
な
国
民
主
権
の
と
ら
え
方
に
正
面
か
ら
反
対
す
る
議
論
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
樋
口
教
授
は
、（「
法
律
の
中
に
「
主
権
」
が
出
て
く
る
こ
と
に
も
警
戒
的
で
」
あ
る
と
し
、「
国
民
主
権
の
理
念
に
の
っ
と
り
」
と
い
う
文

言
が
内
閣
法
一
条
に
あ
る
こ
と
に
関
し
て
、「
国
民
主
権
を
前
提
に
す
れ
ば
、
ま
ず
国
会
法
に
「
国
民
主
権
」
が
出
て
く
る
は
ず
で
す
が
、
国
会
で

は
な
く
て
、
内
閣
が
国
民
主
権
と
い
う
正
統
性
根
拠
を
援
用
し
て
い
る
」
が
、「
こ
れ
は
直
接
的
に
法
的
な
意
味
を
持
た
な
い
に
し
て
も
、
考
え
方

の
問
題
と
し
て
、
私
は
そ
の
異
常
さ
に
気
が
つ
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
」
る
と
述
べ
た
う
え
で
）「
裁
判
員
法
の
ほ
う
は
、
国
民
主
権
を
出
し
て
い
」

な
い
と
し
て
も
、「
実
定
法
運
用
の
場
面
で
主
権
と
い
う
観
念
が
出
て
く
る
の
に
対
し
て
は
、
私
は
な
お
良
く
な
い
と
い
う
考
え
方
で
」
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
（
樋
口
陽
一
「「
人
」（hom

m
e

）
と
「
市
民
」（citoyen

）
の
間
の
綱
渡
り
」
法
律
時
報
八
二
巻
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
七
頁
）。

（
31
） 

樋
口
陽
一
ほ
か
「
樋
口
陽
一
憲
法
学
と
の
対
話　

討
論
」
法
律
時
報
八
二
巻
五
号
三
〇
│
三
四
頁
（
樋
口
陽
一
発
言
）。
む
し
ろ
、「
裁
判
員
制

度
も
、
個
人
が
オ
ム
と
し
て
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
く
、
シ
ト
ワ
イ
ヤ
ン
を
土
台
と
し
た
制
度
に
な
っ
て
い
る
と
思
」
う

と
す
る
小
山
剛
教
授
の
理
解
（
三
一
頁
、
小
山
剛
発
言
）
が
妥
当
で
あ
る
と
筆
者
は
解
す
る
。

な
お
、「
コ
オ
ル
（C

orps

）
と
し
て
の
司
法
」（
樋
口
陽
一
『
憲
法　

近
代
知
の
復
権
へ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
一
三
六
│

一
三
七
頁
）
と
い
う
考
え
方
を
提
唱
す
る
樋
口
教
授
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
以
前
に
お
い
て
、「
裁
判
官
を
拘
束
す
る
効
果
を
持
つ
も
の
と
し
て

の
陪
審
の
制
度
を
、
日
本
国
憲
法
下
で
「
国
民
主
権
」
だ
け
を
も
っ
ぱ
ら
説
明
根
拠
と
し
て
正
統
化
す
る
こ
と
は
、
困
難
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と

（
三
八
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

三
九

述
べ
て
い
た
（
樋
口
陽
一
『
憲
法
Ⅰ
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）
四
八
六
頁
）。
な
お
、
拙
著
『
熟
慮
と
討
議
の
民
主
主
義
理
論

│
直
接
民
主

制
は
代
議
制
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
か
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
五
四
│
五
六
頁
も
参
照
。

（
32
） 
今
関
源
成
「
刑
事
裁
判
へ
の
「
国
民
参
加
」
と
は
何
か
？
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
政
治
変
動
と
憲
法
理
論
〔
憲
法
理
論
叢
書
（
19
）〕」（
敬

文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
一
二
四
頁
。
併
せ
て
、
次
の
指
摘
も
参
照
。「
国
民
主
権
だ
か
ら
司
法
権
も
国
民
が
直
接
行
使
で
き
る
と
い
っ
た
無
媒
介
な

主
権
論
は
、
法
の
支
配
が
貫
徹
す
べ
き
司
法
の
領
域
に
は
特
に
場
違
い
で
あ
り
、
権
力
の
至
高
性
を
連
想
さ
せ
る
主
権
者
国
民
と
い
う
主
体
を
招
喚

す
る
が
ゆ
え
に
立
憲
主
義
・
自
由
主
義
と
強
い
緊
張
関
係
に
立
つ
。
国
民
主
権
論
で
司
法
へ
の
国
民
参
加
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
」

（
一
二
九
頁
）。

（
33
） 

た
だ
し
、
本
文
で
論
ず
る
よ
う
に
国
民
主
権
の
原
理
を
通
常
政
治
に
お
け
る
裁
判
所
の
司
法
権
行
使
の
正
統
化
原
理
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
判
決
に
は
、
国
民
と
い
う
概
念
の
用
い
方
に
つ
い
て
説
明
が
不
十
分
な
点
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
決
は
、
次
の

よ
う
に
判
示
す
る
。「
こ
の
〔
裁
判
員
〕
制
度
が
国
民
主
権
の
理
念
に
沿
っ
て
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
強
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
員
の
職
務
等
は
、
司
法
権
の
行
使
に
対
す
る
国
民
の
参
加
と
い
う
点
で
参
政
権
と
同
様
の
権
限
を
国
民
に
付

与
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
苦
役
」
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
」（
一
三
〇
〇
頁
、
判
決
文
の
引
用
中
の
傍
線
は
、
本
稿
の
筆

者
に
よ
る
）。
こ
の
う
ち
、
第
一
文
に
い
う
二
つ
の
「
国
民
」
は
、
権
力
の
正
統
化
原
理
と
し
て
の
観
念
上
の
国
民
で
あ
る
一
方
で
、
第
二
文
に
い

う
二
つ
の
「
国
民
」
は
、
個
々
の
裁
判
に
お
い
て
裁
判
員
と
し
て
の
職
務
に
従
事
す
る
具
体
的
な
国
民
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
味
の
国
民
（
本
稿
の
筆
者
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
）
が
、
連
続
す
る
二
つ
の
文
章
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
点
、
宍
戸
常
寿
教
授
も
、「
国
民
の
司
法
参
加
と
い
う
場
面
で
、「
自
由
主
義
」
と
整
合
的
に
語
ら
れ
る
「
民
主
主
義
」
と
は
、
国
家
権
力
の

正
統
化
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
に
直
接
参
加
す
る
個
々
の
国
民
は
、
か
か
る
非
実
体
的
な
正
統
化
の
淵
源
と
し
て
の
「
国
民
」
を
裁
判
の
場

で
表
象
す
る
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
そ
れ
が
本
判
決
の
3（
4
）で
は
、
個
々
の
国
民
の
司
法
参
加
が
、
自
ら
の
資
格

で
直
接
に
行
使
す
る
参
政
権
と
、
同
様
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
」
点
を
問
題
視
し
て
い
る
（
宍
戸
常
寿
「
司
法
制
度
改
革
の
中
の
裁
判
官

│
裁
判
員
制
度
合
憲
判
決
」
駒
村
圭
吾
編
『
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
判
決

│
「
近
代
」
と
「
憲
法
」
を
読
み
解
く
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）

三
二
七
頁
）。

（
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

四
〇

（
34
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
〇
六
│
二
〇
七
頁
。

（
35
） 

司
法
制
度
改
革
審
議
会
「
中
間
報
告
」（
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
）
六
二
頁
は
、
国
民
的
基
盤
と
民
主
的
正
統
性
と
い
う
術
語
を
そ
れ
ぞ
れ
相
互

互
換
的
に
用
い
て
い
た
（「
国
家
へ
の
過
度
の
依
存
体
質
か
ら
脱
却
し
、
公
共
的
事
柄
に
対
す
る
能
動
的
姿
勢
を
強
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

国
民
が
、
裁
判
の
過
程
に
参
加
（
関
与
）
し
、
裁
判
内
容
に
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
が
よ
り
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の

司
法
に
対
す
る
理
解
・
支
持
が
深
ま
り
、
司
法
は
よ
り
強
固
な
国
民
的
基
盤
（
民
主
的
正
統
性
）
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
意
味
に
お
い
て
、
訴
訟
手
続
へ
の
国
民
参
加
は
国
民
主
権
の
原
理
と
関
連
す
る
」）。
た
だ
し
、
最
終
的
な
意
見
書
の
段
階
で
は
、
民
主
的
正
統
性

と
い
う
単
語
は
消
え
た
。

（
36
） 

司
法
制
度
改
革
審
議
会
・
前
掲
注（
13
）一
〇
一
頁
。

（
37
） 

最
高
裁
判
所
刑
事
局
の
課
長
と
し
て
裁
判
員
制
度
の
設
計
に
関
与
す
る
と
と
も
に
、
制
度
施
行
直
前
期
に
は
制
度
導
入
の
準
備
を
進
め
、
施
行

後
は
東
京
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
長
と
し
て
裁
判
員
裁
判
を
担
当
し
た
合
田
悦
三
判
事
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
一
〇
二
頁
に
い
う

「
一
般
の
国
民
が
、
裁
判
の
過
程
に
参
加
し
、
裁
判
内
容
に
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
が
よ
り
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の

司
法
に
対
す
る
理
解
・
支
持
が
深
ま
り
、
司
法
は
よ
り
強
固
な
国
民
的
基
盤
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
す
る
裁
判
員
制
度
の
意
義
に

つ
い
て
、「
裁
判
の
正
統
性
の
契
機
」
と
表
現
し
て
い
る
（
合
田
悦
三
「
裁
判
員
裁
判
の
公
判
審
理
の
在
り
方
を
考
え
る
際
の
出
発
点
」
井
田
良
ほ

か
編
集
代
表
『
川
端
博
先
生
古
稀
記
念
論
文
集 

下
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
七
五
一
│
七
五
二
頁
）。

（
38
） 

新
屋
教
授
は
、「
司
法
に
対
す
る
理
解
の
増
進
や
信
頼
の
向
上
と
い
う
、
そ
れ
自
体
は
重
要
だ
が
い
さ
さ
か
軽
い
目
的
で
国
民
の
司
法
参
加

（
裁
判
員
制
度
）
と
い
う
重
い
制
度
を
正
当
化
す
る
…
…
の
は
、
や
は
り
不
釣
り
合
い
の
感
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
新
屋
・
前
掲
注（
11
）「
国
民
の

司
法
参
加
・
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性
」一
二
九
頁
）。
し
か
し
、
司
法
に
対
す
る
理
解
の
増
進
と
信
頼
の
向
上
と
い
う
目
的
の
ど
こ
が
「
い
さ
さ
か
軽

い
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
憲
法
学
の
見
地
か
ら
い
え
ば
、
統
治
権
の
正
統
性
の
源
泉
で
あ
る
国
民
の
信
頼
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
「
い
さ
さ
か
軽
い

目
的
」
な
ど
と
評
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。

（
39
） 

判
決
文
に
は
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
帝
国
憲
法
改
正
案
第
一
読
会
で
あ
る
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
の
答
弁
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
民
主
主
義
的
な
司
法
機
関
と
し
て
陪
審
制
度
は
欠
か
せ
な
い
と
の
意
見
を
前
提
と
し
て
、
陪
審
制
度
に
関
す
る
規
定
を
（
当
時
審

（
四
〇
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

四
一

議
中
の
）
憲
法
に
挿
入
す
る
用
意
が
あ
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
大
臣
の
所
見
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
で
あ
る
。
判
決
文
で
の
引
用
は
若
干
表

現
が
加
工
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
議
事
録
に
あ
る
正
確
な
表
現
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
次
ニ
陪
審
問
題
ノ
点
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
憲
法
ニ

ハ
之
ニ
対
シ
マ
ス
ル
特
別
ノ
規
定
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
ガ
、
民
主
政
治
ノ
趣
旨
ニ
則
リ
マ
シ
テ
、
必
要
ナ
ル
規
定
ハ
法
律
ヲ
以
テ
定
メ
ラ
レ
、
現
在
ノ

制
度
ヲ
完
備
ス
ル
コ
ト
ハ
憲
法
ノ
毫
モ
嫌
ツ
テ
居
ル
所
デ
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
」（
官
報
号
外
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
八
号

（
一
九
四
六
年
六
月
二
八
日
）
一
一
四
頁
）。
こ
の
部
分
は
、
陪
審
制
度
が
民
主
政
治
の
趣
旨
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
に

も
解
し
う
る
が
、
質
問
者
は
「
民
主
主
義
ノ
特
徴
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
…
…
陪
審
制
度
ト
云
フ
モ
ノ
は
、
特
ニ
強
調
サ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
」
ず
、
ま
た
、

「
民
主
主
義
的
ノ
司
法
機
関
ト
シ
テ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
デ
ア
」
る
（
一
一
一
│
一
一
二
頁
）
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
答
弁
者
も
民
主

政
治
0

0

で
は
な
く
民
主
主
義

0

0

と
述
べ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
こ
こ
は
、
陪
審
制
度
は
（
質
問
者
が
期
待
す
る
と
こ
ろ
の
）
憲
法
に
条
文
を
設
け

る
の
で
は
な
く
、
必
要
が
あ
れ
ば
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
法
律
は
民
主
政
治

0

0

の
手
続
に
の
っ
と
っ
て
制
定
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
立
法
過
程
の
民
主
性
を
単
に
述
べ
た
だ
け
と
読
む
の
が
自
然
で
は
あ
ろ
う
。
な
お
、
判
決
文
で
は
、
金
森
大
臣
の
答
弁
の

上
記
引
用
部
分
の
直
後
の
「
詳
細
ハ
司
法
大
臣
ヨ
リ
御
答
弁
下
サ
ル
コ
ト
ト
存
ジ
テ
居
リ
マ
ス
」
と
の
発
言
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
続

く
木
村
篤
太
郎
司
法
大
臣
の
答
弁
は
、
な
ん
ら
憲
法
の
基
本
原
理
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
戦
前
の
旧
陪
審
制
度
が
「
不
活
発
デ
ア
リ
…
…
、
是
ハ

日
本
ノ
国
民
性
ニ
果
シ
テ
適
当
デ
ア
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
再
検
討
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
」
う
と
と
も
に
、
か
り
に
そ
れ
を
復
活
さ
せ
て

も
施
設
の
面
で
現
状
で
は
対
応
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
只
今
ノ
所
、
我
々
ハ
将
来
ノ
コ
ト
ヲ
十
分
ニ
検
討
致
シ
マ
シ
テ
、
陪
審
制
度
ヲ
復
活

ス
ベ
キ
デ
ア
ル
カ
否
ヤ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
考
究
ス
ル
積
リ
デ
ア
リ
マ
ス
」（
一
一
四
頁
）
と
し
て
、
き
わ
め
て
消
極
的
な
態
度
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

（
40
） 

葛
野
・
前
掲
注（
12
）三
五
頁
。

（
41
） 

土
井
・
前
掲
注（
8
）二
七
三
頁
。

（
42
） 

拙
稿
「
裁
判
員
の
職
務
等
と
被
告
人
の
裁
判
選
択
権
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題

│
続
・
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
」
日
本
法
学
八
二
巻
四
号

一
四
│
一
五
頁
。

（
43
） 

一
方
で
、
東
京
高
判
平
成
二
三
年
五
月
一
九
日
高
検
速
報
平
成
二
三
年
九
八
頁
（
速
報
番
号
三
四
四
〇
号
）
は
、「
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
に
照

（
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

四
二

ら
す
と
、
裁
判
員
法
上
の
義
務
と
し
て
所
論
が
指
摘
す
る
点
は
、
国
民
が
主
体
的
に
裁
判
権
の
行
使
に
関
与
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
上
記
の
よ
う
な

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
の
も
の
に
と
ど
ま
り
、
統
治
の
主
体
と
し
て
の
国
民
に
求
め
ら
れ
る
合
理
的
な
理
由
に
基
づ
く
公

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

共
的
な
責
務
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
違
憲
と
は
い
え
な
い
」（
一
〇
〇
│
一
〇
一
頁
、
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）
と
判
示
し

て
い
る
。

（
44
） 

葛
野
・
前
掲
注（
12
）三
一
頁
。

（
45
） 

葛
野
・
前
掲
注（
12
）三
五
頁
。

（
46
） 

裁
判
員
制
度
の
設
計
段
階
に
お
い
て
、
山
﨑
浩
一
弁
護
士
は
、
合
議
体
の
構
成
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、「
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
意
見
の
本

質
的
対
立
は
、
裁
判
に
対
す
る
国
民
参
加
の
意
義
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
次
の
よ
う

に
整
理
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
裁
判
員
の
数
を
少
な
く
し
た
い
と
い
う
意
見
を
と
る
も
の
は
、
現
在
の
職
業
裁
判
官
の
司
法
に
基
本
的
問
題
は

な
い
が
、
審
議
会
意
見
が
国
民
の
参
加
を
決
定
し
た
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
国
民
（
裁
判
員
）
の
影
響
力
を
少
な
く
し
た
い
と
い
う
者
、
国
民
が

参
加
す
る
こ
と
の
意
義
は
理
解
し
つ
つ
も
、
や
は
り
裁
判
の
最
終
的
な
決
定
主
体
は
職
業
裁
判
官
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
者
な
ど
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
論
者
は
裁
判
官
と
裁
判
員
の
「
協
働
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
い
い
と
こ
ろ
が
う
ま
く
作
用
す
る
こ
と
に
意

義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
員
の
数
を
多
く
し
た
い
と
い
う
意
見
に
立
つ
者
は
、
現
状
の
職
業
裁
判
官
に
よ
る
裁

判
に
対
す
る
不
信
、
不
満
を
前
提
に
し
、
裁
判
官
の
意
見
と
裁
判
員
の
意
見
が
対
立
す
る
場
合
を
想
定
し
、
そ
の
場
合
に
裁
判
員
に
裁
判
官
の
判
断

を
是
正
で
き
る
だ
け
の
「
力
」
を
与
え
た
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
前
者
が
裁
判
員
を
職

業
裁
判
官
の
補
完
物
と
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
は
裁
判
員
を
職
業
裁
判
官
と
対
立
す
る
も
の
、
否
、
対
立
す
る
こ
と

を
期
待
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
山
﨑
浩
一
「
裁
判
員
と
裁
判
官
の
役
割
分
担
・
裁
判
体
の
構
成
・
評
決
方
法
」

季
刊
刑
事
弁
護
三
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
六
│
二
七
頁
）。
表
現
に
は
必
ず
し
も
賛
同
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
妥
当
な
分

析
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
47
） 

第
五
一
回
司
法
制
度
改
革
審
議
会
（
二
〇
〇
一
年
三
月
一
三
日
）
に
お
い
て
、
裁
判
員
裁
判
の
合
議
体
に
お
け
る
裁
判
官
と
裁
判
員
の
員
数
を

め
ぐ
る
議
論
に
関
連
し
て
、
髙
木
剛
委
員
が
提
出
し
た
資
料
（
髙
木
剛
「「
裁
判
員
制
度
」
に
つ
い
て
（
説
明
要
旨
）」（
第
五
一
回
司
法
制
度
改
革

（
四
二
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

四
三

審
議
会
（
二
〇
〇
一
年
三
月
一
三
日
）
配
布
資
料
））
に
対
し
て
、
水
原
敏
博
委
員
は
、「
裁
判
員
の
数
が
裁
判
官
よ
り
も
ず
っ
と
多
く
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
…
…
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
裁
判
官
へ
の
不
信
で
、
違
っ
た
言
葉
で
言
っ
た
な
ら
ば
、
裁
判
官
と
裁

判
員
と
の
対
立
関
係
が
意
識
の
前
提
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
」
る
が
、「
で
も
、
私
た
ち
が
求
め
て
お
る
も
の
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
裁
判
官
と

裁
判
員
と
の
対
立
な
い
し
不
信
を
前
提
と
し
た
制
度
で
は
な
く
て
、
相
互
の
実
り
あ
る
協
働
関
係
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
続
け

て
、
井
上
委
員
は
、「
参
加
制
度
の
本
質
と
い
う
点
で
す
け
れ
ど
も
、
一
番
の
大
前
提
と
し
て
、
専
門
家
で
あ
る
裁
判
官
と
非
法
律
家
で
あ
る
裁
判

員
と
が
一
緒
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
の
違
い
か
ら
得
ら
れ
る
経
験
だ
と
か
知
見
だ
と
か
知
識

だ
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
共
有
し
あ
い
な
が
ら
裁
判
を
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
良
い
裁
判
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
私
の
理
解
す

る
と
こ
ろ
で
は
、
大
方
の
認
識
だ
っ
た
」
と
述
べ
た
。

（
48
） 

司
法
制
度
改
革
審
議
会
・
前
掲
注（
13
）一
〇
一
│
一
〇
二
頁
。

（
49
） 

井
上
正
仁
「「
考
え
ら
れ
る
裁
判
員
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
」
の
説
明
」（
第
二
八
回
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会

（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
八
日
）
配
布
資
料
）
八
│
九
頁
。
た
だ
し
、
井
上
座
長
は
、
裁
判
員
の
員
数
を
裁
判
官
の
員
数
の
二
倍
な
い
し
三
倍
以
上

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
議
論
が
、
裁
判
員
と
裁
判
官
と
が
対
立
・
対
抗
関
係
に
あ
る
と
す
る
と
ら
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
は
断
定
し

て
い
な
い
（
あ
く
ま
で
、
そ
の
よ
う
な
「
捉
え
方
を
、
も
し
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
ま
す
と
」
と
述
べ
る
と
お
り
、
仮
定
を
し
た
に
と
ど
ま
る
）。

（
50
） 

井
上
正
仁
「
考
え
ら
れ
る
裁
判
員
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
」（
第
二
八
回
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
配
布
資
料
）

一
頁
。
も
っ
と
も
、
裁
判
官
の
員
数
を
一
人
な
い
し
二
人
と
し
、
裁
判
員
の
員
数
を
九
人
な
い
し
一
一
人
と
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
た
日
本
弁
護
士

連
合
会
は
、「
裁
判
員
と
裁
判
官
と
を
対
立
・
対
抗
関
係
と
考
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
明
確
に
述
べ
た
う
え
で
、
上
記
の
主
張
は
井
上
座
長
に
よ

る
「「
考
え
ら
れ
る
裁
判
員
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
」
の
説
明
」
に
い
う
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
関
係
の
と
ら
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、「
職

業
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
間
に
は
、
専
門
的
知
識
や
経
験
の
多
寡
に
お
い
て
差
が
あ
る
こ
と
」
か
ら
「
参
加
す
る
裁
判
員
が
臆
せ
ず
意
見
を
言
う
た

め
に
は
、
裁
判
員
に
と
っ
て
の
議
論
の
環
境
整
備
が
必
要
で
あ
る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
日
本
弁
護
士
連
合
会
「
裁
判
員
制
度
及
び

刑
事
裁
判
の
充
実
・
迅
速
化
に
関
す
る
意
見
書
」（
二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
一
日
）
三
頁
）。
一
方
で
、「
職
業
裁
判
官
が
3
名
と
し
た
場
合
、
こ
れ

に
対
し
て
は
や
は
り
相
当
多
数
の
市
民
を
配
し
な
い
と
、「
一
般
人
の
様
々
な
社
会
経
験
」
を
も
っ
て
し
て
も
「
裁
判
官
の
法
的
知
識
と
実
務
経
験
」

（
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

四
四

に
は
対
抗
で
き
な
い
の
で
、〔
裁
判
員
の
員
数
を
〕
9
名
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」
も
の
と
し
て
、
森
野
俊
彦
「「
裁
判
員
制
度
」
の
制
度
設

計
は
い
か
に
な
さ
れ
る
べ
き
か

│
裁
判
官
と
市
民
の
実
質
的
協
働
を
目
指
し
て
」
季
刊
刑
事
弁
護
三
三
号
九
頁
。

（
51
） 
例
え
ば
、
石
松
竹
雄
弁
護
士
は
、「
裁
判
官
は
、
い
わ
ば
脇
役
で
あ
り
、
実
質
的
判
断
の
主
体
は
、
裁
判
員
で
あ
る
」、「
そ
う
し
て
こ
そ
、
一

般
国
民
が
裁
判
員
と
し
て
、
裁
判
に
実
質
的
主
体
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
石
松
竹
雄
「
飾
り
物
だ
け
の
国
民

参
加
に
な
ら
な
い
た
め
に

│
裁
判
員
制
度
設
計
上
の
最
低
条
件
」
季
刊
刑
事
弁
護
三
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
八
頁
）。
ま
た
、
審
議
会
に
お
い
て
、

髙
木
委
員
は
、「
裁
判
員
の
数
は
、
裁
判
官
の
数
の
「
数
倍
」
程
度
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
提
案
し
た
（
髙
木
・
前
掲
注（
47
）三
│
四
頁
）
が
、
高

田
昭
正
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
構
想
は
「
裁
判
員
だ
け
で
自
律
的
に
評
議
を
行
い
、
事
実
を
認
定
し
て
、
評
決
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

お
り
、
職
業
裁
判
官
は
、
裁
判
員
だ
け
で
主
体
的
・
実
質
的
に
裁
判
内
容
を
決
定
で
き
る
よ
う
、
援
助
者
と
し
て
関
与
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
職
業
裁
判
官
は
、
評
議
・
評
決
に
は
法
律
専
門
家
と
い
う
立
場
か
ら
後
見
的
・
補
充
的
に
の
み
関
与
し
、
裁
判

員
の
「
自
律
性
を
も
っ
た
主
体
的
、
実
質
的
な
判
断
」
を
援
助
し
、
尊
重
す
る
と
い
う
役
割
に
徹
す
べ
き
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
（
高
田
昭
正
「
国

民
の
司
法
参
加
と
髙
木
案

│
数
倍
の
「
裁
判
員
」
に
よ
る
独
立
評
決
」
月
刊
司
法
改
革
二
〇
号
（
二
〇
〇
一
年
）
三
六
頁
）。
一
方
、
裁
判
官
の

員
数
を
（
三
人
で
は
な
く
）
一
人
な
い
し
二
人
と
す
べ
き
と
す
る
意
見
に
関
し
て
、
井
上
座
長
は
、「
裁
判
員
制
度
は
国
民
が
自
律
的
・
主
体
的
に

裁
判
に
参
加
す
る
制
度
で
あ
り
、
そ
こ
で
裁
判
官
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
プ
ロ
と
し
て
の
知
識
・
経
験
を
提
供
し
、
裁
判
員
を
補
助
す
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
経
験
10
年
以
上
の
裁
判
官
で
あ
れ
ば
、
一
人
で
も
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
…
…
意
見
」
は
、「
裁

判
員
が
中
心
と
な
っ
て
判
断
を
し
、
裁
判
官
は
サ
ポ
ー
ト
役
と
し
て
こ
れ
を
支
え
る
と
い
う
制
度
イ
メ
ー
ジ
に
立
」
つ
も
の
で
あ
る
と
分
析
し
て
い

る
（
井
上
・
前
掲
注（
49
）三
頁
）。
ま
た
、
裁
判
員
の
員
数
を
裁
判
官
の
員
数
の
二
倍
な
い
し
三
倍
と
す
べ
き
と
す
る
意
見
に
つ
い
て
も
、「
裁
判
員

が
中
心
な
い
し
主
役
で
あ
り
、
裁
判
官
は
そ
れ
を
補
助
す
る
役
割
に
と
ど
ま
る
と
い
う
捉
え
方
」
に
依
拠
す
る
可
能
性
を
（
断
定
は
し
て
い
な
い
も

の
の
）
指
摘
し
て
い
る
（
九
頁
）。

（
52
） 

司
法
制
度
改
革
審
議
会
・
前
掲
注（
13
）一
〇
三
頁
。

（
53
） 

井
上
・
前
掲
注（
49
）四
頁
（
傍
線
は
原
文
に
よ
る
）。
な
お
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、「「
裁
判
官
は
裁
判
員
の
補
助
に
と
ど
ま
る
」
と
考
え

る
も
の
で
は
な
い
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
（
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注（
50
）四
頁
）。

（
四
四
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

四
五

（
54
） 

司
法
制
度
改
革
審
議
会
・
前
掲
注（
13
）一
〇
二
頁
。

（
55
） 

拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
五
八
│
二
五
九
頁
、
拙
稿
「
裁
判
所
に
お
け
る
素
人
と
専
門
家
と
の
熟
議
・
対
話
」
田
村
哲
樹
編
『
語
る

│
熟
議
／

対
話
の
政
治
学
』（
風
行
社
、
二
〇
一
〇
年
）
二
一
六
│
二
一
七
頁
。

（
56
） 
先
に
引
用
し
た
審
議
会
意
見
書
の
「
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
広
く
一
般
の
国
民
が
、
裁
判
官
と
と
も
に
責
任
を
分
担
し
つ
つ
協
働
し
、
裁

判
内
容
の
決
定
に
主
体
的
、
実
質
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
記
述
は
、
裁
判
員
と
裁
判
官
の
い
ず
れ
も
が
刑
事
裁
判
の
主
体
で
あ
る

べ
き
と
す
る
見
解
と
も
整
合
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
員
の
主
体
的
・
実
質
的
関
与
は
、
必
ず
し
も
裁
判
官
の
主
体
的
・
実
質
的
関
与
と
両
立
し
な

い
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
井
上
教
授
は
、「
裁
判
員
が
主
体
的
に
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
別
に
裁
判
官
の
主
体
的
な
判
断
と

い
う
の
を
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
対
等
の
立
場
で
主
体
的
に
判
決
形
成
に
加
わ
る
と
い
う
…
…
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
と

述
べ
て
い
る
（
井
上
正
仁
ほ
か
「
鼎
談
・
意
見
書
の
論
点
④　

国
民
の
司
法
参
加
・
刑
事
司
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）

一
三
九
頁
（
井
上
正
仁
発
言
））。
同
様
に
、
裁
判
員
を
主
役
と
し
裁
判
官
を
も
っ
ぱ
ら
補
助
役
と
見
る
見
解
を
排
し
、
裁
判
員
と
裁
判
官
の
い
ず
れ

も
が
主
体
で
あ
る
べ
き
と
解
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
大
澤
裕
「
合
議
体
の
構
成
」
現
代
刑
事
法
六
巻
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
八
頁
（「
裁

判
員
が
参
加
す
る
合
議
体
に
お
い
て
裁
判
員
は
主
体
で
あ
り
、
裁
判
官
が
専
門
家
と
し
て
そ
の
補
助
に
あ
た
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
裁
判
官
も
ま

た
主
体
で
あ
り
、
裁
判
官
の
役
割
が
裁
判
員
の
補
助
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」）、
今
崎
幸
彦
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
複
雑
困
難
事
件
の
審

理

│
司
法
研
修
所
に
お
け
る
裁
判
官
共
同
研
究
の
概
要

│
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
二
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
二
頁
（「
問
題
は
、
…
…
〔
裁

判
員
裁
判
の
評
議
に
お
い
て
〕
裁
判
官
が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ

う
し
た
考
え
方
、
例
え
ば
「
裁
判
官
は
、
司
会
役
に
徹
す
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
い
っ
た
考
え
方
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
〔
司
法
研
修
所

に
お
け
る
裁
判
員
制
度
を
主
題
と
す
る
裁
判
官
研
究
会
の
参
加
者
で
〕
異
論
が
な
か
っ
た
」）。

な
お
、
裁
判
員
を
主
役
と
し
裁
判
官
を
も
っ
ぱ
ら
補
助
役
と
見
る
見
解
は
、
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
と
親
和
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
安
村
勉

教
授
は
、「
国
民
主
権
に
裁
判
員
制
度
の
根
拠
が
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
裁
判
員
が
事
実
認
定
お
よ
び
量
刑
判
断
の
主
役
で
あ
っ
て
、
裁
判
員

の
判
断
が
裁
判
官
の
判
断
に
優
先
す
る
は
ず
で
あ
る
」
こ
と
に
な
る
が
、「
裁
判
員
が
主
役
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
の
役
割
は
「
プ
ロ
と
し
て
の
知

識
・
経
験
を
提
供
」
す
る
こ
と
で
あ
る
…
…
と
い
う
主
張
は
、
検
討
会
の
前
提
で
あ
る
審
議
会
の
立
場
と
異
な
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

（
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

四
六

と
い
え
」
る
と
分
析
す
る
（
安
村
勉
「
裁
判
体
の
構
成
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
八
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
九
│
六
〇
頁
）。

（
57
） 

高
橋
和
之
ほ
か
「〔
座
談
会
〕
憲
法
60
年

│
現
状
と
展
望
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
四
頁
（
蟻
川
恒
正
発
言
）。
蟻
川

教
授
は
、
そ
の
後
、
こ
の
議
論
を
展
開
さ
せ
て
、（
樋
口
教
授
の
理
論
で
は
「
国
家
に
参
加
し
つ
つ
、
国
家
に
対
抗
す
る
自
律
的
個
人
と
し
て
の
シ

ト
ワ
イ
ヤ
ン
が
想
定
さ
れ
」
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
）「
裁
判
員
は
国
家
に
参
加
し
て
判
決
を
下
す
主
体
的
役
割
を
担
」
う
が
、「
統
治
の
主

体
は
責
任
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
」、
裁
判
員
法
に
は
裁
判
員
が
責
任
を
負
う
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
職
務
に
つ
い

て
「
裁
判
員
は
責
任
を
負
え
」
ず
、
な
ら
ば
、「
シ
ト
ワ
イ
ヤ
ン
は
、
む
し
ろ
統
治
の
主
体
で
あ
る
裁
判
官
に
責
任
を
負
わ
せ
る
側
に
身
を
置
く
べ

き
で
は
な
い
か
」
と
し
て
、
新
た
な
問
題
提
起
を
す
る
（
樋
口
ほ
か
・
前
掲
注（
31
）三
三
頁
（
蟻
川
恒
正
発
言
）、
併
せ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
山
元

教
授
の
批
判
（
三
四
頁
）
も
参
照
）。

（
58
） 

高
橋
ほ
か
・
前
掲
注（
57
）一
五
頁
（
蟻
川
恒
正
発
言
）。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
樋
口
教
授
は
、「
最
近
の
何
々
審
議
会
〔
司
法
制
度
改
革

審
議
会
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
〕
に
よ
る
国
民
参
加
と
い
わ
れ
る
も
の

│
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
な
く
「
評
論
家
」
ふ
う
の
参
加

│
に

対
し
て
は
、
原
理
的
に
否
定
的
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
（
樋
口
ほ
か
・
前
掲
注（
31
）三
〇
頁
（
樋
口
陽
一
発
言
））。

（
59
） 

例
え
ば
、
石
松
竹
雄
＝
伊
佐
千
尋
『
裁
判
員
必
携

│
批
判
と
対
応
の
視
点
か
ら
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
60
） 

な
お
、
裁
判
員
制
度
の
設
計
段
階
に
お
い
て
た
び
た
び
提
案
さ
れ
た
、
一
定
の
場
合
（
被
告
人
が
裁
判
員
の
み
に
よ
る
判
断
を
求
め
る
場
合
、

検
察
官
が
裁
判
員
の
み
に
よ
る
判
断
を
求
め
る
場
合
（
死
刑
を
求
刑
す
る
事
件
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）、
ま
た
は
公
務
員
で
あ
る
裁

判
官
が
関
与
す
る
こ
と
が
相
当
で
は
な
い
と
（
提
案
者
に
よ
れ
ば
）
思
わ
れ
る
事
件
（
政
治
犯
罪
、
公
務
員
の
職
務
に
関
す
る
犯
罪
、
表
現
の
自
由

に
関
す
る
犯
罪
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
の
場
合
）
に
裁
判
員
の
み
で
事
実
認
定
に
つ
い
て
の
評
決
を
行
う
（
裁
判
官
に
は
事
実
認
定

に
つ
い
て
の
評
決
権
は
認
め
ず
、
量
刑
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
合
議
に
よ
る
も
の
と
す
る
）
と
い
う
独
立
評
決
制
の
提
案
（
髙
木
・
前

掲
注（
47
）六
│
七
頁
、
日
弁
連
司
法
改
革
実
現
本
部
「「
裁
判
員
制
度
」
の
具
体
的
制
度
設
計
要
綱
」（
二
〇
〇
二
年
七
月
）
五
二
頁
、
民
主
党
「
司

法
制
度
改
革
へ
の
意
見
」（
二
〇
〇
一
年
五
月
）
自
由
と
正
義
五
二
巻
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
五
一
│
一
五
二
頁
な
ど
）
も
、
そ
の
内
容
は
事
実

認
定
過
程
か
ら
裁
判
官
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
陪
審
制
度
の
導
入
論
と
同
列
に
扱
っ
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
拙
著
・
前
掲
注

（
1
）一
二
八
│
一
三
〇
頁
も
参
照
。

（
四
六
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

四
七

（
61
） 

土
井
・
前
掲
注（
5
）三
八
八
頁
。

（
62
） 

亀
井
源
太
郎
ほ
か
「﹇
座
談
会
﹈
憲
法
と
刑
事
法
の
交
錯
」
宍
戸
常
寿
ほ
か
編
『
憲
法
学
の
ゆ
く
え

│
諸
法
と
の
対
話
で
切
り
拓
く
新
た
な

地
平
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
四
一
頁
（
宍
戸
常
寿
発
言
）。
ま
た
、
宍
戸
教
授
は
、「「
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
」
で
裁
判
官
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
仮
に
憲
法
上
の
要
請
だ
と
す
れ
ば
、「
陪
審
員
の
み
で
評
議
し
、
有
罪
・
無
罪
の
評
決
を
行
う
」
…
…
と
い
う
意
味
で

の
陪
審
制
の
導
入
は
…
…
憲
法
改
正
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
も
述
べ
る
（
宍
戸
・
前
掲
注（
33
）三
二
二
頁
）。

（
63
） 

陪
審
制
度
や
参
審
制
度
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
説
明
と
し
て
、
拙
著
・
前
掲
注（
1
）二
六
〇
頁
注（
16
）。

（
64
） 

も
と
よ
り
、
わ
が
国
の
最
高
裁
判
所
が
諸
外
国
の
制
度
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
法
制
度
の

解
釈
と
の
関
連
で
の
み
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
外
国
法
研
究
の
見
地
か
ら
、
そ
の
正
確
さ
や
精
緻
さ
を
論
難
す
る
こ
と
の
意
義
は
な
い
。

（
65
） 

西
野
＝
矢
野
・
前
掲
注（
2
）二
九
八
│
二
九
九
頁
。

（
66
） 

西
野
＝
矢
野
・
前
掲
注（
2
）二
七
七
頁
。

（
67
） 

本
判
決
に
関
し
て
、
判
決
そ
の
も
の
と
調
査
官
解
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
宍
戸
・
前
掲
注（
33
）三
一
一
頁
。
宍
戸
教
授
は
、「
調
査
官
解

説
は
あ
く
ま
で
調
査
官
に
よ
る
解
説
で
あ
り
、
評
議
に
加
わ
っ
た
判
事
自
身
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
」
も
の
の
、「
全
員
一
致
の
大
法
廷
判
決

と
い
う
本
判
決
の
特
徴
か
ら
す
れ
ば
、
長
官
の
下
で
調
査
官
室
が
し
か
る
べ
き
役
割
を
果
た
し
た
に
相
違
な
い
以
上
、
調
査
官
解
説
を
適
宜
参
照
し

た
読
解
も
、
十
分
に
正
当
化
さ
れ
よ
う
」
と
述
べ
る
（
同
頁
）。

（
68
） 

旧
陪
審
制
度
を
擁
護
し
た
江
木
衷
弁
護
士
や
花
井
卓
蔵
弁
護
士
ら
の
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
も
、
事
実
問
題
・
法
解

釈
問
題
二
分
論
は
少
数
説
で
あ
り
、
政
府
は
、
事
実
認
定
が
裁
判
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
た
う
え
で
、
陪
審
に
よ
る
事
実
認
定
は
裁
判
官
に

よ
る
裁
判
の
補
助
的
性
質
に
留
ま
る
た
め
違
憲
と
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
た
（
中
原
精
一
「
明
治
憲
法
下
の
陪
審
制
と
憲
法
論
」
法
律

論
叢
六
一
巻
四
・
五
号
（
一
九
八
九
年
）
三
七
六
│
三
七
七
頁
、
三
八
八
│
三
八
九
頁
）。

（
69
） 

小
嶋
和
司
『
憲
法
概
説
』（
良
書
普
及
会
、
一
九
八
七
年
）
四
八
四
│
四
八
五
頁
。

（
70
） 

佐
藤
・
前
掲
注（
26
）五
九
八
頁
。

（
71
） 

裁
判
（「
或
事
実
に
つ
い
て
、
互
に
対
立
し
て
相
争
う
者
の
あ
る
と
き
、
第
三
者
が
対
立
者
の
主
張
を
聴
き
、
正
当
な
る
判
断
を
下
す
、
と
い

（
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

四
八

う
手
続
を
経
て
、
決
定
す
る
の
作
用
」）
と
司
法
（「
国
家
が
、
具
体
的
の
事
実
に
つ
い
て
、
法
を
宣
言
し
て
、
法
を
維
持
す
る
の
作
用
」）
と
を
明

確
に
区
別
し
た
う
え
で
、
後
者
に
つ
い
て
、
事
実
認
定
操
作
、
法
認
識
操
作
、
法
宣
言
操
作
と
い
う
三
つ
の
段
階
操
作
性
が
あ
る
と
す
る
議
論
で
あ

る
（
佐
藤
幸
治
『
現
代
国
家
と
司
法
権
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
三
三
│
三
四
頁
）。
同
じ
く
佐
々
木
教
授
の
司
法
と
裁
判
と
の
区
別
及
び
三
段

階
操
作
の
司
法
概
念
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、「
司
法
作
用
の
本
質
部
分
は
、
法
宣
言
・
維
持
の
段
階
に
あ
る
」
か
ら
、「
小
陪
審
制
度
の
も
と
で
、

事
実
認
定
作
用
を
陪
審
の
権
限
と
な
す
こ
と
も
、
法
宣
言
の
職
責
が
裁
判
所
に
留
保
さ
れ
れ
ば
違
憲
で
は
な
い
」
と
す
る
も
の
と
し
て
、
阪
本
昌
成

『
憲
法
理
論
Ⅰ
〔
補
訂
第
三
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
八
八
│
三
八
九
頁
。
一
方
、
芦
部
教
授
は
、「
司
法
と
裁
判
と
は
、
歴
史
的
に
異
な

る
意
味
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
両
者
を
と
く
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
」
と
解
し
て
い
る
（
芦

部
・
前
掲
注（
10
）三
三
七
頁
）。

な
お
、
佐
々
木
教
授
は
、「
わ
が
国
で
、
陪
審
は
裁
判
の
事
実
に
関
し
て
、
陪
審
員
の
判
断
を
裁
判
官
に
陳
述
す
る
に
止
ま
り
、
裁
判
の
事
実
を

認
定
す
る
も
の
で
な
い
。
従
て
司
法
の
作
用
に
属
し
な
い
。
故
に
、
裁
判
官
で
な
い
陪
審
員
が
こ
れ
を
行
う
て
も
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
」
た
め
、「
陪
審
制
度
の
如
き
も
こ
れ
を
法
律
で
定
め
る
こ
と
は
差
支
な
い
」
と
述
べ
、
旧
陪
審
制
度
に
つ
い
て
、
陪
審
の
答
申
に
裁
判
所

へ
の
拘
束
力
が
な
い
こ
と
を
合
憲
の
論
拠
と
し
て
い
た
（
佐
々
木
惣
一
『
改
訂
日
本
国
憲
法
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
三
六
七
│
三
六
八
頁
）。

（
72
） 

佐
藤
教
授
ら
の
見
解
が
「
事
実
認
定
が
司
法
作
用
に
当
た
ら
な
い
と
ま
で
は
し
て
い
な
い
」
点
は
重
要
で
あ
る
（
土
井
・
前
掲
注（
8
）二
六
三

頁
）。
す
な
わ
ち
、
も
し
「
裁
判
所
が
行
う
事
実
認
定
を
司
法
作
用
に
含
ま
れ
な
い
と
断
ず
る
と
す
る
と
、
か
か
る
事
実
認
定
が
い
か
な
る
国
家
作

用
に
分
類
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
例
え
ば
、
こ
れ
を
行
政
権
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
来
的
に
内
閣
の
権
能
で
あ
る
と
の

帰
結
を
生
み
か
ね
な
い
」
た
め
、「
法
律
上
の
争
訟
に
お
い
て
法
の
解
釈
・
適
用
の
対
象
と
な
る
事
実
の
認
定
は
、
こ
れ
を
司
法
作
用
と
見
る
の
が

適
当
で
あ
ろ
う
」（
同
頁
）。

（
73
） 

大
石
和
彦
「「
国
民
の
司
法
参
加
」
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題

│
司
法
制
度
改
革
審
議
会
最
終
意
見
書
を
受
け
て
」
白
鷗
法
学
一
八
号

（
二
〇
〇
一
年
）
一
三
二
頁
。
そ
の
一
方
で
、
事
実
問
題
・
法
解
釈
問
題
二
分
論
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
大
石
教
授
は
否
定
的
な

評
価
を
し
て
い
る
（
一
三
二
│
一
三
五
頁
）。

（
74
） 

亀
井
ほ
か
・
前
掲
注（
62
）三
七
頁
（
宍
戸
常
寿
発
言
）。

（
四
八
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

四
九

（
75
） 

例
え
ば
、
第
三
二
回
司
法
制
度
改
革
審
議
会
（
二
〇
〇
〇
年
九
月
二
六
日
）
で
は
、「
最
近
、
若
い
憲
法
学
者
の
中
で
は
、
常
職
の
裁
判
官
が

0

0

0

0

0

0

0

中
核
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

け
れ
ど
も
、
裁
判
所
の
構
成
要
素
と
し
て
陪
審
や
参
審
も
考
え
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
出
て
き
て
」
い
る

と
の
佐
藤
幸
治
会
長
の
発
言
が
あ
っ
た
（
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。

（
76
） 
井
上
委
員
は
、
さ
ら
に
重
ね
て
、「
職
業
裁
判
官
が
裁
判
所
の
基
本
的
な
い
し
必
須
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
動
か
し
難
い
わ
け
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
例
え
ば
職
業
裁
判
官
を
全
く
除
外
し
て
国
民
だ
け
で
裁
判
を
す
る
と
い
っ
た
こ
と
や
、
職
業
裁
判
官
の
存
在
が
実
質
的
に
意
味
を

持
た
な
い
よ
う
な
形
で
裁
判
が
進
め
ら
れ
、
裁
判
内
容
が
決
定
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
憲
法
上
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
（
第
五
一
回
司
法
制
度
改
革
審
議
会
議
事
録
）。
ま
た
、
同
日
の
審
議
会
の
配
布
資

料
で
あ
る
井
上
正
仁
「「
訴
訟
手
続
へ
の
新
た
な
参
加
制
度
」
骨
子
（
案
）
に
つ
い
て
（
補
足
説
明
）」
に
お
い
て
も
、「
憲
法
に
い
う
「
裁
判
所
」

と
は
職
業
裁
判
官
を
基
本
的
な
い
し
必
須
の
構
成
要
素
と
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、

井
上
ほ
か
前
掲
注（
56
）一
四
〇
頁
（
井
上
正
仁
発
言
）、
佐
藤
幸
治
ほ
か
『
司
法
制
度
改
革
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
三
三
九
│
三
四
〇
頁
（
井

上
正
仁
発
言
）
な
ど
も
参
照
。
な
お
、
第
六
回
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
（
二
〇
〇
二
年
九
月
三
日
）
に
お
い
て
も
、

裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
座
長
と
し
て
の
立
場
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
こ
こ
で
は
、
井
上
座
長

は
こ
の
議
論
を
支
持
す
る
姿
勢
を
敢
え
て
示
さ
ず
、
そ
の
よ
う
な
議
論
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
い
う
立
場
を
採
り
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
他
の

委
員
の
議
論
を
見
守
る
の
み
で
あ
っ
た
。

（
77
） 

市
川
正
人
「
国
民
参
加
と
裁
判
員
制
度
」
法
律
時
報
七
六
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
二
│
四
三
頁
。
土
井
教
授
も
、「
裁
判
官
と
は
全
く

独
立
に
下
級
裁
判
所
が
構
成
さ
れ
得
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
適
切
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
土
井
・
前
掲
注（
8
）二
五
九
頁
）。

（
78
） 

宍
戸
教
授
に
よ
れ
ば
、「
憲
法
学
の
大
勢
は
裁
判
員
制
度
を
合
憲
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
が
、「
こ
れ
ら
の
見
解
も
、
国
民
の
み
に
よ
る
裁
判

で
あ
っ
て
も
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
ま
で
断
言
せ
ず
、
職
業
裁
判
官
の
身
分
保
障
に
関
す
る
憲
法
の
規
定
が
空
転
し
な
い
た
め
に
は
、
や
は
り
職
業

裁
判
官
の
関
与
が
憲
法
上
必
要
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
」
と
い
う
（
宍
戸
常
寿
「
国
民
の
司
法
参
加
の
理
念
と
裁
判
員
制
度

│
憲
法
学
の
観
点

か
ら
」
後
藤
昭
編
『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
市
民
の
刑
事
司
法
参
加
』（
国
際
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
一
四
一
頁
）。

本
判
決
が
「
憲
法
は
、
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
と
し
て
裁
判
官
を
想
定
し
て
い
る
」
と
判
示
す
る
一
方
で
、
調
査
官
解
説
は
、「
裁
判
官

（
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

五
〇

が
、
下
級
裁
判
所
の
合
議
体
に
お
け
る
基
本
的
な
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
」（
一
〇
二
五
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
宍
戸
教
授
は
、
こ
の
「
想
定
し
て
い
る
」
と
「
憲
法
上
要
請
さ
れ
て
い
る
」
と
の
文
言
の
違
い
に
着
目
し
、「
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
本

判
決
と
調
査
官
解
説
の
間
に
は
、
微
妙
な
、
し
か
し
看
過
し
得
な
い
違
い
が
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
（
宍
戸
・
前
掲
注（
33
）三
一
九
頁
）。
ま
た
、

従
前
の
議
論
が
裁
判
官
を
裁
判
所
の
「
基
本
的
な
い
し
必
須
の
構
成
要
素
」
な
い
し
「
基
本
的
な
構
成
員
」
と
し
て
い
た
一
方
で
、
本
判
決
は
裁
判

官
を
「
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
同
教
授
は
、「
組
織
の
側
か
ら
「
裁
判
所
の
基
本
的
な
構
成

員
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
」
と
い
う
作
用
の
側
か
ら
見
た
表
現
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
」
を
指
摘
し
、「
些
細
な

字
句
の
修
正
に
と
ど
ま
る
」
可
能
性
を
留
保
し
つ
つ
も
、「
さ
し
あ
た
り
刑
事
裁
判
に
議
論
の
対
象
を
限
定
し
た
上
で
、
法
令
の
解
釈
に
係
る
判
断

及
び
訴
訟
手
続
に
関
す
る
判
断
が
裁
判
官
の
合
議
に
委
ね
ら
れ
る
点
（
裁
判
員
法
6
条
2
項
）
を
指
し
て
「
憲
法
が
定
め
る
刑
事
裁
判
の
諸
原
則
の

保
障
は
、
裁
判
官
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」（
本
判
決
1298
頁
）
と
表
現
す
る
こ
と
に
、
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
解
し
得
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、「
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
本
判
決
は
、
裁
判
官
が
「
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
」
で
あ
る
こ
と
が
、
刑
事
裁
判
の
諸
原
則

と
対
等
も
し
く
は
独
立
の
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
と
い
う
調
査
官
解
説
の
よ
う
な
読
み
方
も
、
よ
り
穏
当
な
読
み
方
も
、
と
も
に
許
容
し
得
る
幅
を

残
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
す
る
（
同
三
二
一
頁
）。

（
79
） 

西
野
教
授
は
、「
陪
審
制
で
は
、
裁
判
官
で
な
い
者
だ
け
が
被
告
人
の
有
罪
・
無
罪
を
決
め
る
制
度
で
あ
る
」
た
め
、
平
成
二
三
年
最
高
裁
大

法
廷
判
決
が
「
憲
法
は
、「
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
担
い
手
と
し
て
裁
判
官
を
想
定
し
て
い
る
」
と
断
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
陪
審
制
の

採
用
に
は
致
命
的
で
あ
る
」
と
分
析
す
る
（
西
野
・
前
掲
注（
3
）八
三
頁
）。
併
せ
て
、
同
九
〇
│
九
一
頁
も
参
照
。

（
80
） 

こ
れ
は
、
注（
76
）で
挙
げ
た
井
上
教
授
に
よ
る
審
議
会
配
布
資
料
「「
訴
訟
手
続
へ
の
新
た
な
参
加
制
度
」
骨
子
（
案
）
に
つ
い
て
（
補
足
説

明
）」
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
棟
居
快
行
「「
裁
判
員
」
制
度
の
憲
法
問
題
」
月
刊
司
法
改
革
二
〇
号
（
二
〇
〇
一
年
）
三
二
頁
）。

（
81
） 

土
井
・
前
掲
注（
5
）三
八
八
頁
。

（
82
） 

た
だ
し
、
裁
判
員
法
六
八
条
三
項
は
、
六
条
二
項
に
定
め
る
裁
判
官
の
み
の
合
議
に
よ
る
べ
き
判
断
（
法
令
の
解
釈
に
係
る
判
断
、
訴
訟
手
続

に
関
す
る
判
断
、
そ
の
他
裁
判
員
の
関
与
す
る
判
断
以
外
の
判
断
）
の
た
め
の
評
議
に
つ
い
て
も
、
裁
判
官
の
合
議
に
よ
り
、
裁
判
員
に
評
議
の
傍

聴
を
許
し
、
裁
判
員
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
員
の
意
見
を
聴
く
か
否
か
は
裁
判
官
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
意
見
聴

（
五
〇
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

五
一

取
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
と
い
う
制
度
趣
旨
に
沿
う
の
で
あ
れ
ば
、
六
条
二
項
に
定
め

る
構
成
裁
判
官
の
合
議
に
よ
る
べ
き
裁
判
所
の
判
断
に
つ
い
て
も
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
裁
判
官
の
基
本
的
担
い
手
性
が
確
保
さ
れ
る
限
り
で
、
裁

判
員
の
意
見
聴
取
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
弁
護
人
が
絞
首
刑
は
憲
法
三
六
条
、
三
一
条
に
違
反
す
る
旨
主
張
し
た
の
に
対
し
、

大
阪
地
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
判
タ
一
三
九
七
号
一
〇
四
頁
は
、「
裁
判
員
の
意
見
も
聴
い
た
（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る

法
律
68
条
3
項
）
上
、
弁
護
人
の
主
張
を
検
討
し
た
が
、
絞
首
刑
は
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
結
論
に
至
っ
た
」（
一
一
二
頁
）
と
明

示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
員
法
六
八
条
三
項
に
基
づ
く
対
象
外
事
項
へ
の
裁
判
員
の
事
実
上
の
参
加
は
、
今
後
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と

も
、
本
文
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
平
成
二
三
年
大
法
廷
判
決
が
、
制
度
の
憲
法
適
合
性
を
支
え
る
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
法
令
の
解
釈
に
係
る
判
断

等
が
裁
判
官
の
専
権
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
以
上
、
裁
判
官
の
み
の
合
議
に
よ
り
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
事
項
（
裁
判
員
法
六
条
二
項
）
に
つ

い
て
、
裁
判
官
の
実
質
的
な
判
断
権
が
制
限
さ
れ
た
り
、
裁
判
員
の
判
断
が
決
定
力
を
も
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
判
例
の
趣
旨
に
徴
し
て
、
憲
法
上
、

認
め
ら
れ
な
い
。
な
お
、
上
述
の
大
阪
地
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
の
評
釈
に
お
い
て
、
村
井
敏
邦
教
授
は
、「
裁
判
所
が
、
裁
判
員
の
意
見

も
聴
い
た
上
で
の
結
論
で
あ
る
と
、
判
決
の
中
で
あ
え
て
言
及
し
た
こ
と
の
意
味
」
を
考
え
る
べ
き
だ
と
し
、「
絞
首
刑
は
、
市
民
か
ら
選
ば
れ
た

裁
判
員
も
賛
成
し
た
上
で
の
合
憲
判
断
だ
と
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
絞
首
刑
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、
市
民
も
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
意
図
が

あ
っ
た
」
と
し
て
も
、「
裁
判
員
に
選
出
さ
れ
て
、
た
ま
た
ま
死
刑
事
件
を
担
当
さ
せ
ら
れ
た
市
民
の
判
断
を
憲
法
論
に
つ
い
て
の
市
民
の
意
見
と

し
て
、
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
村
井
敏
邦
「
絞
首
刑
の
合
憲
性
」
新
・
判
例
解
説W

atch

一
一
号

（
二
〇
一
二
年
）
一
四
六
頁
）
が
、
筆
者
も
村
井
教
授
の
意
見
に
賛
同
す
る
。
裁
判
員
が
国
民
の
代
表
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
拙
著
・

前
掲
注（
1
）四
二
頁
、
二
一
〇
│
二
一
一
頁
、
裁
判
員
の
違
憲
審
査
へ
の
関
与
の
可
否
を
め
ぐ
る
立
法
過
程
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
、
同
四
二
頁
、

八
〇
│
八
二
頁
。

（
83
） 

毛
利
透
「
裁
判
員
裁
判
の
憲
法
適
合
性
」
法
学
教
室
三
八
九
号
別
冊
付
録
〔
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
二－

Ⅰ
〕（
二
〇
一
三
年
）
三
頁
。

（
84
） 

前
注
。
宍
戸
教
授
も
、「
裁
判
員
制
度
は
合
憲
で
あ
る
と
い
う
結
論
は
既
に
定
ま
っ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
以
上
の
国
民
の
司
法
参
加
に

一
定
の
歯
止
め
を
仕
掛
け
た
こ
と
に
、
司
法
部
か
ら
見
れ
ば
本
判
決
の
最
大
の
意
義
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
分
析
し
て
い
る
（
宍

戸
・
前
掲
注（
33
）三
二
二
頁
）。

（
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

五
二

（
85
） 

毛
利
教
授
も
、「
本
判
決
の
特
徴
と
し
て
は
、
国
民
の
司
法
参
加
を
国
民
主
権
原
理
か
ら
正
当
化
す
る
と
い
う
、
論
争
の
余
地
あ
る
立
場
を
か

な
り
明
確
に
と
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
れ
と
も
関
連
し
て
、
裁
判
員
と
し
て
の
職
務
は
「
参
政
権
と
同
様
の
権
限
」
で
あ
る
か
ら
憲
法
18
条
の

禁
ず
る
「
苦
役
」
と
は
い
え
な
い
と
い
う
、
思
い
切
っ
た
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
毛
利
・
前
掲
注（
83
）

三
頁
）。

（
86
） 

笹
田
栄
司
ほ
か
「﹇
座
談
会
﹈
日
本
国
憲
法
研
究
第
1
回　

裁
判
員
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
〇
│
一
〇
三
頁
。

笹
田
教
授
は
、「
被
告
人
の
公
平
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
観
点
か
ら
問
題
が
残
る
の
で
は
な
い
か
と
思
」
う
と
述
べ
て
い
る
（
一
〇
一
頁
（
笹
田

栄
司
発
言
））。
た
だ
し
、
笹
田
教
授
は
、
主
と
し
て
、
憲
法
適
合
性
と
い
う
よ
り
も
、
裁
判
員
法
八
条
の
裁
判
員
の
職
権
行
使
の
独
立
と
の
関
係
で
、

（
区
分
審
理
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
）
部
分
判
決
の
制
度
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
し
て
い
る
（
笹
田
栄
司
「
憲
法
か
ら
見

た
裁
判
員
制
度
」
世
界
七
七
九
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
一
│
一
一
四
頁
、
同
「
裁
判
員
制
度
と
憲
法
的
思
考
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
三
号
八
五
│

八
七
頁
）。

（
87
） 

な
お
、
最
三
小
判
平
成
二
七
年
三
月
一
〇
日
刑
集
六
九
巻
二
号
二
一
九
頁
は
、
区
分
審
理
制
度
の
憲
法
三
七
条
一
項
適
合
性
を
認
め
た
。

（
88
） 

事
実
誤
認
を
理
由
に
裁
判
官
の
み
に
よ
る
控
訴
審
が
裁
判
員
裁
判
に
よ
る
第
一
審
判
決
を
破
棄
す
る
こ
と
が
憲
法
三
九
条
に
違
反
す
る
か
否
か

に
つ
い
て
、
最
一
小
判
平
成
二
四
年
二
月
一
三
日
刑
集
六
六
巻
四
号
四
八
二
頁
は
、
そ
の
憲
法
適
合
性
を
認
め
た
も
の
の
、
控
訴
審
が
第
一
審
判
決

に
事
実
誤
認
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
第
一
審
判
決
の
事
実
認
定
が
論
理
則
、
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
た
（
原
判
決
を
破
棄
し
た
）。
ま
た
、
傷
害
致
死
の
事
案
に
つ
き
懲
役
一
〇
年
の
求
刑
を
超
え
て
懲
役
一
五
年
に
処
す

る
と
す
る
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
判
断
が
憲
法
一
四
条
一
項
、
三
一
条
等
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
最
一
小
判
平
成
二
六
年
七
月
二
四
日
刑
集

六
八
巻
六
号
九
二
五
頁
は
、
そ
の
憲
法
適
合
性
を
認
め
た
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
の
量
刑
の
傾
向
か
ら
踏
み
出
し
、
公
益
の
代
表
者
で
あ
る
検
察
官
の

求
刑
を
大
幅
に
超
え
る
量
刑
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
・
説
得
的
な
根
拠
を
示
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
第
一
審
判
決
及
び
そ
れ
を
是
認
し

た
原
判
決
を
破
棄
し
た
。

（
89
） 

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
「
裁
判
員
裁
判
実
施
状
況
の
検
証
報
告
書
」（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
二
三
頁
は
、
裁
判
官
の
み
に
よ
る
裁
判
と
裁
判

員
の
参
加
す
る
裁
判
と
で
量
刑
分
布
（
同
じ
罪
名
の
判
決
人
員
全
体
に
占
め
る
割
合
）
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、「
殺
人
未
遂
、
傷
害
致
死
、
強
姦
致

（
五
二
）



裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性
（
柳
瀬
）

五
三

傷
。
強
制
わ
い
せ
つ
致
傷
及
び
強
盗
致
傷
の
各
罪
で
、
実
刑
の
う
ち
最
も
多
い
人
数
の
刑
期
が
、
重
い
方
向
へ
シ
フ
ト
し
て
い
る
」
と
分
析
し
て
い

る
。
な
お
、
い
わ
ゆ
る
性
犯
罪
事
件
で
は
裁
判
官
の
み
の
審
理
に
よ
る
判
決
よ
り
も
裁
判
員
裁
判
の
ほ
う
が
量
刑
が
重
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、

「
市
民
に
法
に
基
づ
く
公
平
な
判
断
を
期
待
で
き
な
い
事
件
、
典
型
的
に
は
性
犯
罪
事
件
に
関
し
て
は
、
裁
判
員
が
加
わ
っ
た
裁
判
体
は
、
も
は
や

憲
法
の
保
障
す
る
公
平
な
裁
判
所
（
憲
法
37
条
1
項
）
と
は
い
え
な
い
」
と
の
集
団
強
姦
致
傷
等
被
告
事
件
の
被
告
人
の
弁
護
人
に
よ
る
主
張
に
対

し
て
、
東
京
高
等
裁
判
所
は
、「
仮
に
性
犯
罪
事
件
の
量
刑
に
つ
い
て
所
論
の
い
う
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
し
て
も
、
…
…
む
し
ろ
国
民
の
健
全
な

社
会
常
識
が
刑
事
裁
判
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
裁
判
員
制
度
導
入
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
三
七
条
一
項
に
違
反
し

な
い
と
し
た
（
東
京
高
判
平
成
二
二
年
八
月
三
〇
日
高
検
速
報
平
成
二
二
年
九
二
頁
（
速
報
番
号
三
四
二
四
号
））。

（
五
三
）





契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

五
五

契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

│
契
約
不
適
合
物
の
買
主
の
許
で
の
滅
失
損
傷

│野　
　

中　
　

貴　
　

弘

Ⅰ　

序　

論

1　

問
題
の
前
提

2　

問
題
の
所
在

Ⅱ　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
対
価
危
険
移
転
契
機
の
評
価

1　

買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
と
矛
盾
挙
動

2　

契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

3　

引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
と
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
と
の
共
存

4　

小　

括

Ⅲ　

我
が
国
に
お
け
る
対
価
危
険
移
転
契
機
と
し
て
の
「
受
領
」
の
評
価

論　

説

（
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

五
六

1　

契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
の
処
遇

2　

買
主
の
救
済
手
段
と
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
と
の
関
係
性

3　

対
価
危
険
に
お
け
る
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」

4　

引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
と
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
と
の
共
存

Ⅳ　

民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
法
案
の
検
討

Ⅴ　

結　

論

1　

本
稿
の
ま
と
め

2　

残
さ
れ
た
課
題

Ⅰ　

序　

論

1　

問
題
の
前
提

売
買
契
約
の
買
主
が
売
主
の
契
約
不
適
合
責
任
を
理
由
に
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
お
い
て
、
売
買
目
的
物
が
解
除
前
に
買
主
の
許
で

不
可
抗
力
に
よ
っ
て
滅
失
し
て
い
た
と
き
、
こ
の
滅
失
の
危
険
は
契
約
当
事
者
の
ど
ち
ら
が
負
担
す
る
の
か
。

筆
者
は
、
前
稿
に
お
い
て
（
1
）

、
現
行
民
法
五
四
八
条
の
解
釈
と
し
て
、
右
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
買
主
の
解
除
を
許
容
す
る
余
地
が
あ

り
、
か
つ
、
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
買
主
に
い
っ
た
ん
移
転
し
た
対
価
危
険
も
、
買
主
の
解
除
に
よ
っ
て
売
主
に
回
帰
し
う

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
こ
で
危
険
が
回
帰
す
る
か
否
か
の
議
論
に
お
い
て
は
、
売
主
が
契
約
不
適
合
物
を
引
き
渡

し
た
こ
と
を
強
調
し
て
危
険
回
帰
を
認
め
る
立
場
と
、
買
主
の
領
域
内
か
ら
危
険
が
現
実
化
し
た
こ
と
か
ら
危
険
回
帰
を
否
定
す
る
立
場

（
五
六
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

五
七

と
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
我
が
国
で
は
、
現
在
、
前
者
の
売
主
負
担
説
も
有
力
で
あ
る
も
の
の
、
後
者
の
買
主
負
担
説
が
多
数
を
占

め
る
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
（
2
）

。

ド
イ
ツ
法
で
は
、
右
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
物
の
引
渡
し
に
よ
る
買
主
へ
の
危
険
移
転
を
認
め
た
う
え
で
（
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二
項

一
文
、
四
四
六
条
一
文
）、
買
主
の
解
除
に
よ
る
売
主
へ
の
危
険
の
跳
ね
戻
り
を
肯
定
す
る
（
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
（
3
）

）。
債
務
法
現
代
化
法

連
邦
政
府
草
案
の
理
由
書
（
以
下
、
単
に
「
草
案
理
由
書
」
と
い
う
。）
及
び
改
正
後
の
多
数
説
は
、
偶
然
滅
失
の
危
険
が
解
除
に
よ
り
跳
ね

戻
る
根
拠
を
売
主
の
義
務
違
反
（P

fl ichtverletzung

）
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
売
主
が
契
約
不
適
合
物
を
引
き
渡
し
た
と
い
う
要
素

を
、
買
主
の
支
配
領
域
内
か
ら
危
険
が
現
実
化
し
た
と
い
う
要
素
に
優
先
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
4
）

。

も
っ
と
も
、
売
主
が
契
約
不
適
合
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
売
主
負
担
と
す
る
論
理
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
我

が
国
に
お
い
て
も
、
売
主
の
責
任
を
過
度
に
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
は
や
売
主
に
対
す
る
不
当
な
制
裁
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
う
し
た
批
判
を
精
力
的
に
展
開
し
た
者
と
し
て
、
ホ
ン
ゼ
ル
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ホ
ン
ゼ
ル
は
、

一
九
七
〇
年
の
論
文
に
お
い
て
（
5
）

、
売
主
の
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
危
険
を
売
主
負
担
と
す
る
こ
と
を
不

当
と
し
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
履
行
遅
滞
中
の
不
能
（
6
）

の
規
定
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
八
七
条
（
7
）

を
持
ち
出
し
た
（
8
）

。
こ
の
旧
二
八
七
条
二
文

と
解
除
に
よ
る
売
主
へ
の
危
険
の
跳
ね
戻
り
を
認
め
る
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
五
〇
条
（
9
）

と
を
比
較
し
、
両
者
の
価
値
判
断
が
矛
盾
す
る
こ
と
を

論
じ
た
。
つ
ま
り
、
旧
二
八
七
条
二
文
に
よ
れ
ば
、
履
行
遅
滞
中
に
生
じ
た
目
的
物
の
偶
然
滅
失
で
あ
っ
て
も
、
遅
滞
が
な
か
っ
た
と
し

て
も
生
じ
た
で
あ
ろ
う
滅
失
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
者
は
責
任
を
負
わ
な
い
（
10
）

。
結
局
、
遅
滞
者
が
責
任
を
負
う
の
は
遅
滞
と
因
果
関
係
の
あ

る
損
害
に
限
ら
れ
る
と
い
う
理
解
が
得
ら
れ
る
（
11
）

。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
三
五
〇
条
が
、
買
主
の
許
で
生
じ
た
偶
然
に
よ
る
滅
失
に

つ
い
て
も
義
務
違
反
を
し
た
売
主
に
帰
責
さ
せ
て
い
る
た
め
不
当
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ホ
ン
ゼ
ル
は
、
遅
滞
中
の
不
能
か

（
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

五
八

ら
得
ら
れ
た
命
題
を
瑕
疵
担
保
解
除
の
局
面
に
敷
衍
し
て
当
て
は
め
、
売
主
が
責
任
を
負
う
べ
き
は
、
物
の
瑕
疵
と
因
果
関
係
の
あ
る
滅

失
損
傷
に
限
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
12
）

。

ホ
ン
ゼ
ル
が
遅
滞
中
の
不
能
で
の
処
理
を
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
根
拠
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
単
に
、
債

務
不
履
行
責
任
は
そ
の
不
履
行
と
因
果
関
係
の
あ
る
範
囲
に
の
み
及
ぶ
と
い
う
よ
う
に
一
般
的
に
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
遅
滞

中
の
不
能
で
の
処
理
を
比
較
対
象
に
し
た
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
冒
頭
の
ケ
ー
ス
は
、
右
に
述
べ
た
学
説
状
況

が
示
す
よ
う
に
、
売
主
が
契
約
不
適
合
物
を
引
き
渡
し
た
と
い
う
要
素
と
買
主
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
危
険
で
あ
る
と
い
う
要
素
と
が
競

合
す
る
局
面
で
あ
る
と
こ
ろ
、
ま
さ
に
遅
滞
中
の
不
能
は
、
契
約
不
適
合
責
任
と
危
険
負
担
と
の
競
合
局
面
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。
履
行
遅
滞
中
の
不
能
に
お
い
て
は
、
一
方
で
、
遅
滞
の
発
生
に
よ
っ
て
遅
滞
責
任
の
要
件
が
満
た
さ
れ
、
他
方
で
、

不
能
時
点
で
両
当
事
者
に
責
め
の
な
い
不
能
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
不
能
に
つ
い
て
危
険
負
担
の
要
件
も
満
た
さ
れ
る
た

め
、
原
則
と
し
て
遅
滞
責
任
と
危
険
負
担
と
が
競
合
す
る
（
13
）

。
つ
ま
り
、
売
主
の
債
務
不
履
行
責
任
と
い
う
い
わ
ば
責
任
法
理
と
、
危
険
法

理
と
の
競
合
に
お
け
る
優
先
関
係
を
（
多
く
は
無
意
識
に
）
論
じ
て
き
た
の
が
遅
滞
中
の
不
能
の
領
域
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
14
）

。
遅
滞
中
の
不

能
で
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
競
合
領
域
に
お
い
て
、
債
務
不
履
行
と
因
果
関
係
の
あ
る
危
険
の
限
度
で
責
任
法
理
が
優
先
す
る
と
の
帰
結

・

・

・

・

・

・

・

・
 

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

を
支
持
し
て
き
た

・

・

・

・

・

・

・

こ
と
に
な
ろ
う
（
15
）

。

ホ
ン
ゼ
ル
は
、
こ
う
し
て
遅
滞
中
の
不
能
で
発
展
し
て
き
た
両
要
素
の
射
程
を
め
ぐ
る
議
論
を
本
稿
冒
頭
の
ケ
ー
ス
に
敷
衍
し
て
当
て

は
め
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
瑕
疵
が
原
因
で
滅
失
に
至
っ
た
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
売
主
負
担
と
な
り
、
そ
の
他
は
、
そ
の
物
を
支
配

し
て
い
た
買
主
が
危
険
を
負
担
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
16
）

。
つ
ま
り
、
売
主
が
契
約
不
適
合
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
は
、
両
当
事
者
が
無
責

の
滅
失
損
傷
の
危
険
負
担
に
影
響
を
与
え
ず
、
買
主
の
領
域
内
か
ら
危
険
が
現
実
化
し
た
と
い
う
要
素
が
優
先
す
る
と
し
、
本
稿
冒
頭
の

（
五
八
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

五
九

ケ
ー
ス
で
の
危
険
配
分
に
あ
た
っ
て
、
売
主
が
不
適
合
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
売
主
負
担
を
導
く
こ
と
を
不
適
切
で
あ
る

と
し
た
の
で
あ
る
（
17
）

。
以
上
の
と
お
り
、
遅
滞
中
の
不
能
の
ケ
ー
ス
と
本
稿
冒
頭
の
ケ
ー
ス
と
で
は
異
な
る
点
が
あ
る
も
の
の
（
18
）

、
契
約
不
適

合
責
任
と
い
う
要
素
と
一
方
当
事
者
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
危
険
で
あ
る
と
い
う
要
素
と
が
競
合
す
る
局
面
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
が
ど
の

限
度
で
優
先
す
る
の
か
が
問
わ
れ
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
構
図
と
な
っ
て
い
る
（
19
）

。
売
主
が
契
約
不
適
合
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
を
理
由
と

し
て
売
主
負
担
を
導
く
見
解
へ
の
ホ
ン
ゼ
ル
の
批
判
は
、
こ
う
し
た
体
系
的
理
解
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
売
主
の
義
務
違
反
を
根

拠
と
し
た
売
主
負
担
説
は
、
先
述
の
と
お
り
債
務
法
改
正
後
の
多
数
説
で
は
あ
る
も
の
の
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
部
学
説
か
ら
今
な
お
、

原
状
回
復
障
害
に
つ
い
て
の
責
任
と
解
除
に
至
ら
し
め
た
義
務
違
反
と
を
混
同
し
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
て
い
る
（
20
）

。
我
が
国
で
は
、
売

主
負
担
説
に
は
こ
う
し
た
理
論
的
難
点
が
あ
る
と
し
て
買
主
負
担
と
す
る
見
解
が
多
数
を
占
め
る
（
21
）

。

2　

問
題
の
所
在

し
か
し
、
売
主
が
契
約
不
適
合
と
因
果
関
係
の
あ
る
危
険
に
限
っ
て
責
任
を
負
う
と
し
て
も
、
そ
の
因
果
関
係
の
捉
え
方
に
は
他
の
理

解
が
あ
り
得
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
ホ
ン
ゼ
ル
に
限
ら
ず
、
ド
イ
ツ
で
も
我
が
国
で
も
、
因
果
関
係
の
判
断
に
お
け
る
起
点
が
「
瑕
疵
」

と
さ
れ
て
き
た
が
（
22
）

、
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
も
売
主
の
債
務
不
履
行
責
任
と
理
解
さ
れ
る
と
き
、
履
行
遅
滞
中
の
不
能
に
お
け
る
「
遅

滞
」
に
相
当
す
る
因
果
関
係
の
起
点
は
、「
瑕
疵
」
で
は
な
く
「
瑕
疵
物
の
引
渡
し
」
で
あ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
特
定
物
ド
グ
マ

を
否
定
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
売
主
に
は
瑕
疵
の
な
い
物
を
給
付
す
る
義
務
が
あ
る
以
上
、
因
果
関
係
の
起
点
は
、「
瑕
疵
」
で
は
な

く
、「
瑕
疵
物
の
引
渡
し
」
と
す
る
方
が
よ
り
論
理
的
に
一
貫
し
て
い
る
（
23
）

。
こ
の
よ
う
に
因
果
関
係
の
起
点
を
「
契
約
不
適
合
物
の
引
渡

し
」
と
解
し
た
と
き
、「
売
主
が
契
約
不
適
合
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
に
よ
り
、
買
主
の
許
で
の

・

・

・

不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
が
生
じ
た
」
と

（
五
九
）
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し
て
、
契
約
不
適
合
と
買
主
の
許
で
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
余
地
が
出
て
く
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に

対
し
て
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
は
契
約
適
合
物

・

・

・

の
引
渡
し
が
あ
ろ
う
と
買
主
の
許
で
生
じ
た
で
あ
ろ
う
以
上
、
や
は
り
因
果
関
係
を

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
反
論
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
履
行
遅
滞
中
の
不
能
の
議
論
に
お
い
て
は
、
遅
滞
が
な
く
適
時
に
履
行
さ
れ
て
い
て
も
買
主
の
許
で
生
じ
た
で
あ
ろ
う
損
害

に
つ
い
て
は
例
外
と
し
て
買
主
負
担
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
単
純
に
本
稿
冒
頭
の
ケ
ー
ス
に
敷
衍
さ
せ
れ
ば
、
適
合
物
の
引
渡
し
が
な

さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
生
じ
た
で
あ
ろ
う
危
険
は
例
外
と
し
て
買
主
負
担
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
単
純
な
当
て
は
め
に
よ
れ
ば
、
履
行

遅
滞
中
の
不
能
の
場
合
、
現
実
に
は
売
主
の
許
で
滅
失
し
た
が
、
こ
れ
が
適
時
に
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
て
も
買
主
の
許
で
も
ま
た

・

・

・

・

・

・

・

・

滅

失
し
た
と
き
を
例
外
と
す
る
の
に
対
し
て
、
本
稿
冒
頭
の
ケ
ー
ス
で
は
、
現
実
に
は
買
主
の
許
で
契
約
不
適
合
物
が
滅
失
し
た
が
、
こ
れ

が
契
約
適
合
物
で
も
ま
た

・

・

・

・

・

・

・

・

・

滅
失
し
た
と
き
を
例
外
と
す
る
。
つ
ま
り
、
履
行
遅
滞
中
の
不
能
で
は
、
売
主
の
許
だ
け
で
な
く
買
主
の
許
で

も
不
可
抗
力
滅
失
を
す
る
と
い
う
、
ご
く
稀
な
ケ
ー
ス
の
み
が
例
外
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
本
稿
冒
頭
の
ケ
ー
ス
で
は
、
引
渡
し
自
体

は
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
契
約
不
適
合
が
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
滅
失
し
た
場
合
を
除
き
、
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
が
す
べ
て
買
主
負

担
と
な
る
。
両
者
で
、
原
則
と
例
外
が
逆
転
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
単
純
な
当
て
は
め
は
、
履
行
遅
滞

中
の
不
能
と
パ
ラ
レ
ル
な
理
解
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
、
履
行
遅
滞
中
の
不
能
と
同
じ
よ
う
に
、
不
履
行
と
の
因
果
関
係
の
有
無
と
い
う
点
に
着
目
し
た
と
き
、
ホ
ン
ゼ
ル
の
よ
う
に
、

買
主
の
領
域
内
か
ら
危
険
が
現
実
化
し
た
こ
と
を
根
拠
に
買
主
負
担
を
帰
結
す
る
立
場
（
24
）

は
、「
引
渡
し
」（
＝「
受
取
り
」）
を
重
視
し
て
お
り
、

こ
れ
は
見
方
を
換
え
れ
ば
、
引
渡
し
（
＝
受
取
り
）
を
、
売
主
の
不
履
行
と
滅
失
と
の
因
果
関
係
を
遮
断
す
る
要
素
と
し
て
理
解
し
て
い

る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
買
主
は
、
契
約
不
適
合
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
当
該
物
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
受

（
六
〇
）
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け
取
ら
な
け
れ
ば
買
主
の
許
で
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
も
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
受
領
時
の
買
主
に
は
、
目
的
物
の
契
約
適
合
性

に
つ
い
て
の
錯
誤
が
存
し
う
る
。
危
険
が
買
主
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
以
上
は
買
主
が
責
任
を
負
う
と
い
っ
た
我
が
国
の
多
数
説
や
、
買

主
が
契
約
に
お
い
て
リ
ス
ク
（
25
）

を
引
き
受
け
た
以
上
は
買
主
負
担
と
な
る
と
い
う
近
時
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
は
、
買
主
の
こ
う
し
た
錯
誤

に
特
別
の
保
護
を
与
え
て
い
な
い
と
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
当
事
者
の
認
識
を
完
全
に
捨
象
し
た
物
理
的
な
引
渡
し
（
＝
受
取
り
）
の

有
無
の
み
に
依
拠
し
て
買
主
負
担
を
帰
結
す
る
（
＝
不
履
行
と
の
因
果
関
係
を
遮
断
す
る
）
危
険
負
担
論
は
、
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
契
約
が

解
除
さ
れ
た
場
合
に
も
等
し
く
妥
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
受
領
時
の
買
主
に
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
あ
る
限
り
、

買
主
の
支
配
領
域
内
に
入
っ
た
こ
と
を
重
視
せ
ず
、
売
主
に
よ
る
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
買
主
の
許
で
の
不
可
抗
力
滅
失
と
の
因
果

関
係
を
肯
定
し
、
原
則
と
し
て
こ
の
危
険
を
不
履
行
を
し
た
売
主
の
負
担
と
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
履
行
遅
滞
中
の
不
能
論
と
の
真
の
パ
ラ

レ
ル
な
理
解
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
不
適
合
が
原
因
で
滅
失
し
た
場
合
に
限
っ
て
不
履
行
と
の
因
果
関
係
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
買
主

が
受
領
し
た
際
に
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
あ
る
限
り
、
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
を
撤
回
（
26
）

す
る
こ
と
を
認
め
、
不
履
行
と
買

主
の
許
で
の
不
可
抗
力
滅
失
と
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
う
し
て
因
果
関
係
が
肯
定
で
き
て
は
じ
め

て
、
不
可
抗
力
滅
失
の
危
険
に
つ
い
て
解
除
原
因
を
作
出
し
た
売
主
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
正
当
化
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
冒
頭
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
滅
失
の
危
険
負
担
を
考
え
る
う
え
で
、
売
主
に
よ
る
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
買
主

の
許
で
の
滅
失
と
の
因
果
関
係
を
問
題
と
し
、
こ
れ
に
あ
た
り
、「
契
約
不
適
合
が
あ
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
受
領
し
な
か
っ
た
」
と
い
う

契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
買
主
の
錯
誤
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
に
焦
点
を
当
て
る
。
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
論
の
も
と
で
、
不
適
合
を

知
ら
ず
に
し
た
「
受
取
り
（E

ntgegennahm
e

）」
な
い
し
「
受
領
（A

nnahm
e

）」
（
27
）

に
は
、
そ
の
後
に
生
じ
た
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷

の
危
険
配
分
に
あ
た
っ
て
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
最
終
的
な
危
険
負
担
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
買
主
の
意
思
的
要
素
が
ど
の

（
六
一
）
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二

よ
う
に
作
用
す
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
本
稿
の
構
成
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
本
稿
は
、
物
の
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
を
前
提
と
す
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
分
析

対
象
と
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
。
目
的
物
の
滅
失
損
傷
の
危
険
配
分
の
議
論
に
あ
っ
て
は
、
当
該
滅
失
損
傷
が
何
に
起
因
す
る
か

に
着
目
し
た
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
う
し
た
中
で
ド
イ
ツ
で
は
、
滅
失
損
傷
の
原
因
と
は
離
れ
て
、
そ
れ
以
前
の
買
主
の

契
約
時
の
決
定
あ
る
い
は
受
取
り
を
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
し
て
、
こ
の
点
か
ら
そ
の
後
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
に
つ
い
て
買
主

負
担
を
導
く
見
解
が
存
在
す
る
。
Ⅱ
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
紹
介
し
た
の
ち
、
リ
ス
ク
引
受
け
の
際
に
買
主
が
契
約
不
適
合
を
知
ら

な
か
っ
た
場
合
に
、
こ
の
リ
ス
ク
引
受
け
が
ど
う
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
か
、
す
な
わ
ち
リ
ス
ク
引
受
け
時
の
買
主
の
錯
誤
が
ど
う
取
り
扱

わ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
Ⅲ
章
で
は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
法
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
売
主

に
よ
る
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
買
主
の
許
で
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
と
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
要
素
と
し
て
、
契
約
適
合

性
へ
の
買
主
の
信
頼
に
着
目
す
る
。
買
主
が
履
行
と
し
て
受
領
を
す
る
こ
と
で
い
っ
た
ん
リ
ス
ク
引
受
け
を
し
て
も
、
そ
の
際
の
買
主
に

契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
あ
る
限
り
、
リ
ス
ク
引
受
け
を
撤
回
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
Ⅲ
章
で
は
、
そ
の
う
え
で
、
こ

う
し
た
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
と
買
主
が
選
択
す
る
救
済
手
段
と
の
関
係
性
や
、
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
と
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受

け
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。
最
後
に
Ⅳ
章
で
は
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
に
お
け
る
改
正
法
案
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
六
二
）
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Ⅱ　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
対
価
危
険
移
転
契
機
の
評
価

1　

買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
と
矛
盾
挙
動

⑴　

フ
ル
ー
メ
の
「
財
産
に
見
合
う
決
定
（verm

ögensm
äßige Entscheidung

）」
理
論

原
状
回
復
障
害
に
お
け
る
危
険
配
分
に
あ
た
り
、
買
主
の
「
受
取
り
」
や
「
受
領
」
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
論
稿
は
、

我
が
国
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
多
く
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
返
還
目
的
物
の
滅
失
損
傷
が
あ
っ
た
場
合
の
危
険
配
分
を
規
律

し
て
い
る
と
さ
れ
る
規
定
自
体
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
稿
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
い
て
は
、
そ
の

二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
改
正
前
、
解
除
前
の
滅
失
の
危
険
を
契
約
当
事
者
の
ど
ち
ら
が
負
担
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
当
該
滅
失
が
買
主
の

過
失
に
よ
り
生
じ
た
の
か
（
旧
三
五
一
条
（
28
）

）、
偶
然
の
事
情
に
よ
り
生
じ
た
の
か
（
旧
三
五
〇
条
）
に
着
目
し
た
危
険
配
分
を
し
て
い
た
（
29
）

。

こ
の
こ
と
は
、
債
務
法
改
正
後
も
同
様
で
あ
る
。
滅
失
損
傷
の
原
因
が
売
主
に
あ
る
場
合
に
は
売
主
負
担
と
な
る
し
（
三
四
六
条
三
項
一
文

二
号
前
段
）、
法
定
解
除
権
者
で
あ
る
買
主
が
自
己
の
事
務
に
お
い
て
通
常
用
い
ら
れ
る
注
意
を
尽
く
し
て
い
て
も
生
じ
た
滅
失
損
傷
の
場

合
に
は
、
買
主
の
返
還
義
務
に
代
わ
る
価
値
賠
償
義
務
は
消
滅
し
、
結
果
と
し
て
売
主
負
担
と
な
る
（
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
（
30
）

）。
こ
の

よ
う
に
、
法
自
体
が
滅
失
損
傷
の
原
因
に
着
目
し
て
の
危
険
配
分
を
志
向
し
て
い
る
た
め
に
（
31
）

、
対
価
危
険
に
お
い
て
は
、
滅
失
損
傷
の
原

因
か
ら
離
れ
て
時
系
列
的
に
そ
の
前
に
位
置
す
る
「
受
取
り
」
や
「
受
領
」
が
そ
れ
ほ
ど
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
滅
失
損
傷
の
原
因
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
前
の
時
点
で
の
買
主
の
行
為
を
リ
ス
ク
引
受
け

と
評
価
す
る
こ
と
を
起
点
と
し
て
買
主
負
担
を
導
く
一
連
の
見
解
が
あ
る
。
買
主
が
契
約
な
い
し
そ
の
後
の
履
行
過
程
に
お
い
て
リ
ス
ク

（
六
三
）
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を
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
引
受
け
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
の
解
除
に
よ
る
危
険
の
跳
ね
戻
り
は
禁
止
さ
れ
る

と
し
、
旧
三
五
一
条
が
解
除
を
認
め
な
い
の
は
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
よ
る
も
の
と
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
の
嚆
矢
は
、
フ
ル
ー
メ
の
「
財
産
に
見
合
う
決
定
（verm
ögensm

äßige E
ntscheidung

）」
（
32
）

理
論
に
あ
る
と
評
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
33
）

。
フ
ル
ー
メ
の
議
論
は
、
不
当
利
得
法
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
。
フ
ル
ー
メ
は
明
示
的
に
こ
そ
述
べ
な
い
も

の
の
、
財
産
に
見
合
う
決
定
理
論
と
は
、
物
を
受
領
し
た
買
主
が
有
す
る
、
自
己
の
物
で
あ
る
と
の
信
頼
を
ど
う
処
遇
す
る
か
に
着
目
し

た
議
論
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
自
己
の
物
で
あ
る
と
の
信
頼
保
護
」、
す
な
わ
ち
「
取
得
の
法
的
存
続
に
つ
い
て
の
信
頼
保
護
」（S

chutz des guten G
laubens 

an die R
echtsbeständigkeit des E

rw
erbs

）
は
、
ド
イ
ツ
民
法
八
一
八
条
三
項
（
34
）

の
利
得
消
滅
の
抗
弁
の
制
度
趣
旨
と
さ
れ
る
（
35
）

。
法
律
上
の

原
因
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
買
主
は
、
当
該
物
を
自
己
の
物
と
し
て
取
り
扱
う
し
、
そ
う
取
り
扱
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
が
ゆ
え

に
、
利
得
消
滅
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
う
し
た
買
主
の
自
己
の
物
と
の
信
頼
は
、
前
稿
で
も
取
り
上
げ
た

と
お
り
、
ド
イ
ツ
の
一
部
学
説
に
よ
り
、
原
状
回
復
障
害
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
部
学
説
に
よ
れ
ば
、
買
主
の
自
己
の
物
と
の
信
頼
は
、
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
の
根
拠
、
つ
ま
り
は
、
物
が
法
定
解
除
権
者
で
あ
る

買
主
の
許
で
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
滅
失
損
傷
し
た
場
合
に
解
除
に
よ
る
売
主
へ
の
危
険
の
跳
ね
戻
り
を
認
め
る
根
拠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
36
）

。

例
え
ば
、
リ
ン
ケ
は
、
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
が
危
険
の
跳
ね
戻
り
を
認
め
る
趣
旨
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
37
）

。

解
除
権
の
行
使
前
に
は
、
返
還
債
務
者
は
、（
完
全
な
）
権
利
者
で
あ
り
、
か
つ
、

│
念
の
た
め
に
述
べ
て
お
く
と
法
定
解
除
権
が
問

題
と
な
る

│
自
身
が
そ
う
思
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
解
除
原
因
に
つ
い
て
の
認
識
を
欠
い
て
い
る
限
り
で
返
還
義
務
を
見
込

（
六
四
）
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む
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
返
還
債
務
者
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
受
領
し
た
給
付
対
象
を
、
こ
れ
が
そ
の
契
約
と
合
致

す
る
限
り
に
お
い
て
、
自
己
の
物
の
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
、
と
り
わ
け
消
費
し
た
り
譲
渡
し
た
り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
同
時
に
、
法
が
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
に
お
い
て
照
準
を
合
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
の
自
己
の
事
務
に
お
け
る
注
意
の
注
意

基
準
（
自
己
の
物
に
お
け
る
と
同
一
の
注
意
義
務
）
は
、
説
明
が
つ
く
。
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
返
還
債
務
者
の
ふ
る
ま
い
を
評
価
す
る
こ
と
だ

け
が
、
法
定
解
除
権
者
は
、
解
除
原
因
の
認
識
前
に

│
な
ぜ
な
ら
ば
、
返
還
債
務
者
は
ま
さ
に
そ
の
給
付
対
象
を
自
身
の
財
産
の
一
部

と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

│
そ
の
物
の
不
注
意
な
取
扱
い
は
自
己
の
負
担
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
十
分
に
斟
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
周
知
の
と
お
り
、
こ
う
し
た
理
解
を
も
と
に
双
務
契
約
に
お
い
て
も
そ
の
信
頼
が
保
護
さ
れ
て
利
得
消
滅
の
抗
弁
が
認
め

ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
広
く
売
主
負
担
と
い
う
帰
結
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
で
は
双
務
契
約
に
お
け
る
牽
連
性
の
観
点
か
ら

望
ま
し
く
な
い
と
理
解
す
る
の
が
圧
倒
的
多
数
の
見
方
で
あ
っ
た
（
38
）

。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
で
も
我
が
国
で
も
、
自
己
の
物
と

の
信
頼
保
護
を
根
拠
と
し
た
利
得
消
滅
の
抗
弁
の
適
用
範
囲
を
広
く
制
限
す
る
方
向
で
の
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
展
開
さ
れ
た
差
額
説
や
事
実
上
の
双
務
契
約
の
理
論
も
ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
39
）

。
フ
ル
ー
メ
の
見
解
も
ま
た
こ
の
利
得
消
滅
の
抗

弁
の
適
用
範
囲
を
目
的
論
的
に
制
限
す
る
流
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
フ
ル
ー
メ
は
、
右
の
諸
説
の
よ
う
に
利
得
消
滅
の
抗
弁
の
制
度

趣
旨
と
は
別
の
観
点
か
ら
買
主
負
担
を
導
く
の
で
は
な
く
（
40
）

、
こ
の
買
主
の
自
己
の
物
で
あ
る
と
の
信
頼
を
保
護
す
る
こ
と
の
是
非
あ
る
い

は
そ
の
保
護
条
件
そ
の
も
の
に
立
ち
向
か
っ
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
41
）

。
必
ず
し
も
明
示
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
買
主
の
信
頼
と
は
い
っ
た
い
何
か
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
本
稿
冒
頭
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
危
険
負
担
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
わ

（
六
五
）
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け
で
あ
る
。
フ
ル
ー
メ
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
（
42
）

。

買
主
が
、
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
、
売
買
代
金
を
相
手
方
に
支
払
う
代
わ
り
に
目
的
物
を
買
主
自
身
の
財
産
の
一
部
に
組
み
入
る
と
い

う
決
断
を
し
た
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
物
の
運
命
は
、
買
主
の
財
産
の
運
命
の
一
部
で
あ
り
、
買
主
自
身
に
帰
責
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
買
主
は
、
自
身
の
能
力
に
お
い
て
こ
の
交
換
を
決
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
物
が
買
主
の
許

で
滅
失
す
る
と
き
、
売
買
契
約
の
無
効
は
、
法
的
考
察
に
と
っ
て
も
と
も
と
関
連
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
売
買
契
約
の
買
主
に
は
、
自
身
の
給
付
に
代
え
て
受
け
取
っ
た
反
対
給
付
を
自
身
の
財
産
に
組

み
入
れ
る
と
い
う
決
定
が
あ
る
（
43
）

。
す
な
わ
ち
、
買
主
の
自
己
の
物
で
あ
る
と
の
信
頼
は
（
言
い
換
え
れ
ば
、
買
主
が
自
己
の
物
と
し
て
取
り

扱
っ
て
よ
い
の
は
）、
対
価
負
担
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
お
よ
そ
双
務
契
約
で
は
こ
の
対
価
負
担
と
切
り
離
せ
な
い
（
44
）

。
し
た
が
っ
て
、

目
的
物
が
偶
然
の
事
情
で
滅
失
損
傷
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
た
と
え
目
的
物
の
滅
失
損
傷
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
返
還
債
務
者
が
有
責
で

な
く
と
も
、
返
還
債
務
者
に
こ
の
危
険
を
帰
責
可
能
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
（
45
）

。
契
約
時
の
決
定
後
の
利
得
消
滅
は
買
主
の
自
己
責
任
と

な
り
、
対
価
の
限
度
で
八
一
八
条
三
項
の
利
得
消
滅
の
抗
弁
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
46
）

。
フ
ル
ー
メ
は
こ
う
し
て
、
買
主
の
自

己
の
物
と
の
信
頼
の
保
護
条
件
と
し
て
対
価
負
担
を
求
め
、
こ
の
観
点
か
ら
利
得
消
滅
の
抗
弁
の
援
用
を
否
定
し
た
。

た
だ
し
、
フ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
買
主
（
利
得
債
務
者
）
の
決
定
を
買
主
（
利
得
債
務
者
）
に
帰
責
し
う
る
か
否
か
と
い
う

判
断
が
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
錯
誤
者
や
詐
欺
被
害
者
、
さ
ら
に
は
制
限
行
為
能
力
者
等
に
は
こ
の
契
約
時
の
決
定
を
帰
責
し
え
な

い
と
す
る
（
47
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
利
得
が
消
滅
し
た
場
合
、
利
得
消
滅
の
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、

（
六
六
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

六
七

（
行
為
無
能
力
者
や
制
限
行
為
能
力
者
を
除
い
た
）
錯
誤
者
や
詐
欺
被
害
者
ら
は
、
い
つ
ま
で
も
保
護
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ル
ー
メ
は
、

受
領
物
を
自
己
の
目
的
の
た
め
に
何
ら
か
の
方
法
で
使
用
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
自
己
決
定
に
よ
り
生
じ
た
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
。
契
約
時
の
決
定
を
「
第
一
の
決
定
」
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
自
己
の
物
と
し
て
使
用
を
す
る
と
い
う
「
第
二
の
決

定
」
を
理
由
に
そ
こ
か
ら
生
じ
る
危
険
を
帰
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
48
）

。

以
上
に
つ
き
、
本
稿
の
問
題
関
心
と
の
関
係
で
特
筆
す
べ
き
は
、
フ
ル
ー
メ
が
、
返
還
債
務
者
へ
の
帰
責
を
語
る
に
あ
た
り
、
滅
失
損

傷
の
原
因
に
着
目
し
て
の
返
還
債
務
者
へ
の
帰
責
で
は
な
く
、
そ
の
前
の
時
点
で
の
買
主
の
行
為
（
決
定
）
を
も
と
に
返
還
債
務
者
へ
の

帰
責
を
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
契
約
時
の
決
定
を
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
す
る
（
49
）

。

こ
の
特
徴
は
、
当
時
（
債
務
法
改
正
前
）
の
解
除
の
原
状
回
復
論
に
お
け
る
有
力
説
と
比
較
を
す
る
こ
と
で
鮮
明
に
な
る
。
既
に
前
稿

で
紹
介
し
た
と
お
り
、
債
務
法
改
正
前
に
お
い
て
は
、
偶
然
滅
失
の
売
主
負
担
を
定
め
る
旧
三
五
〇
条
は
不
当
で
あ
り
、
こ
の
不
当
な
旧

三
五
〇
条
の
適
用
範
囲
を
狭
め
る
た
め
に
、
旧
三
五
一
条
の
「
過
失
」
を
広
く
解
す
る
見
解
が
、
時
に
通
説
と
さ
れ
る
ほ
ど
有
力
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
フ
ォ
ン
・
ケ
メ
ラ
ー
は
、
物
の
滅
失
が
解
除
権
者
の
自
由
な
行
為
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
れ
ば
、
旧
三
五
一
条
の
「
過

失
」
と
し
て
十
分
で
あ
る
と
す
る
（
50
）

。
こ
の
見
解
は
、
滅
失
損
傷
に
至
っ
た
買
主
の
自
由
な
行
為
を
、
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
し
て

い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
な
お
滅
失
損
傷
時
点
で
の
原
因
行
為
に
縛
ら
れ
た
リ
ス
ク
引
受
け
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

フ
ル
ー
メ
は
、
滅
失
損
傷
の
原
因
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
給
付
と
引
き
換
え
に
反
対
給
付
を
得
て
自
身
の
財
産
の
一
部
に
組
み
入
れ

る
と
い
う
契
約
時
の
買
主
の
決
定
に
着
目
し
て
買
主
負
担
を
導
く
。
こ
こ
に
、
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
に
着
目
す
る
見
解
の
中
に
も
、
有

力
説
の
よ
う
に
滅
失
損
傷
時
の
買
主
に
リ
ス
ク
引
受
け
が
あ
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
立
場
と
、
滅
失
損
傷
時
に
限
ら
ず
に
滅
失
損
傷
時

あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
が
あ
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
フ
ル
ー
メ
の
立
場
と
の
対
立
構
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

（
六
七
）
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六
八

の
で
あ
る
（
51
）

。

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
フ
ル
ー
メ
は
、
契
約
取
消
し
前
の
目
的
物
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
危
険
配
分
に
あ
た
っ
て
、
当
該
滅

失
損
傷
の
原
因
に
の
み
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
買
主
に
は
対
価
負
担
と
引
き
換
え
に
当
該
物
を
自
分
の
物
に
す
る
と
い
う
決
定
、
あ
る

い
は
自
己
の
危
険
で
物
を
使
用
す
る
と
い
う
決
定
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
れ
に
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
を
見
出
し
、
広
く
買
主
負
担

と
い
う
帰
結
を
正
当
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。
買
主
の
自
己
の
物
と
の
信
頼
は
、
危
険
の
跳
ね
戻
り
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑵　
「
受
取
り
」
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
論

ア　

フ
ル
ー
メ
の
財
産
に
見
合
う
決
定
理
論
へ
の
批
判

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ル
ー
メ
は
、
基
本
的
に
双
務
契
約
の
締
結
そ
れ
自
体
を
危
険
配
分
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と
捉
え
た
。
し
た
が
っ

て
、
不
当
利
得
債
務
者
は
実
際
に
は
契
約
が
有
効
な
場
合
と
同
じ
よ
う
に
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
利
得
消
滅
の
抗
弁
を
定
め
た

八
一
八
条
三
項
は
広
範
囲
に
わ
た
り
空
文
化
す
る
こ
と
に
な
る
（
52
）

。

こ
う
し
た
契
約
時
の
決
定
に
重
き
を
置
い
た
フ
ル
ー
メ
の
理
論
は
、
大
き
く
み
て
二
つ
の
方
向
か
ら
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（
53
）

。

一
つ
目
が
、
契
約
が
無
効
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
無
効
な
契
約
の
基
礎
に
あ
る
当
事
者
の
意
思
か
ら
一
定
の
危
険
負
担
を
導
き
出
す
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
の
批
判
で
あ
る
（
54
）

。
契
約
時
の
決
定
は
、
契
約
の
解
消
に
伴
っ
て
一
緒
に
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
二
つ
目
の
批
判
は
、
解
除
の
場
合
に
つ
い
て
定
め
た
旧
三
五
〇
条
の
価
値
判
断
と
矛
盾
し
て
お
り
妥
当
で
な
い
と
の
も
の

で
あ
っ
た
（
55
）

。

（
六
八
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

六
九

フ
ル
ー
メ
は
、
一
つ
目
の
批
判
に
対
し
、
給
付
と
引
き
換
え
に
す
る
と
い
う
契
約
時
の
決
定
は
「
意
思
表
示
」（W

illenserklärung

）

で
は
な
く
、「
現
実
」（W

irklichkeit

）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
契
約
が
無
効
と
い
う
評
価
を
受
け
て
も
こ
の
契
約
時
の
決
定
は
影
響
を
受
け

な
い
と
す
る
（
56
）

。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
の
錯
誤
者
や
詐
欺
被
害
者
等
で
あ
っ
て
も
財
産
に
見
合
う
決
定
を
し
た
と
い
う
「
現
実
」

は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
帰
責
で
き
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
と
の
再
反
論
が
さ
れ
て
い
る
（
57
）

。
こ
れ
に

対
し
、
二
つ
目
の
解
除
の
場
合
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
フ
ル
ー
メ
は
、
例
え
ば
買
主
が
法
定
解
除
し
た
際
に
は
売
主
に
義
務
違
反
が
あ

り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
旧
三
五
〇
条
が
売
主
負
担
と
す
る
こ
と
も
不
当
で
は
な
い
と
し
、
不
当
利
得
法
に
お
い
て
買
主
負
担
と
な
る
こ

と
と
も
矛
盾
し
な
い
と
す
る
（
58
）

。

そ
の
後
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
は
、
二
つ
の
方
向
に
分
化
す
る
（
59
）

。
ひ
と
つ
が
、
フ
ル
ー
メ
と
は
異
な
り
、
旧
三
五
〇
条
・
旧
三
五
一

条
が
滅
失
損
傷
の
原
因
に
着
目
し
た
危
険
配
分
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
あ
く
ま
で
滅
失
損
傷
の
原
因
に
着
目
す
る
立
場
で
あ

り
、
先
に
示
し
た
債
務
法
改
正
前
の
フ
ォ
ン
・
ケ
メ
ラ
ー
ら
の
有
力
説
あ
る
い
は
カ
ナ
ー
リ
ス
の
見
解
を
こ
う
し
た
立
場
に
分
類
し
う
る
（
60
）

。

買
主
の
契
約
不
適
合
物
の
受
取
り
や
受
領
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
本
稿
の
問
題
意
識
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
（
61
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
も

う
ひ
と
つ
、
契
約
時
の
決
定
こ
そ
重
視
し
な
い
も
の
の
、
滅
失
損
傷
以
前
の
買
主
の
「
受
取
り
」
に
着
目
す
る
点
で
フ
ル
ー
メ
の
理
論
に

影
響
を
受
け
た
立
場
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
後
者
の
先
駆
的
研
究
で
あ
る
、
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
レ
ー
プ
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
買
主

の
契
約
不
適
合
物
の
受
取
り
や
受
領
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
の
検
討
に
入
っ
て
い
こ
う
。

イ　

ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
の
リ
ス
ク
引
受
け
論

ま
ず
、
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
旧
三
五
一
条
の
「
過
失
」
を
極
め
て
広
く
解
す
る
当
時
の
有
力
説
、
す
な
わ
ち
、
滅
失
損
傷
が
買

（
六
九
）
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七
〇

主
の
自
由
な
行
為
に
よ
る
場
合
に
は
旧
三
五
一
条
の
過
失
が
あ
る
も
の
と
し
て
買
主
負
担
と
す
る
見
解
は
、
基
準
が
恣
意
的
で
、
か
つ
旧

三
五
一
条
の
適
用
範
囲
が
な
お
狭
す
ぎ
る
と
い
う
（
62
）

。
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
は
、
不
当
利
得
法
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
始
め
、
不
当
利
得
法
に
お

け
る
差
額
説
の
根
拠
づ
け
に
あ
た
り
旧
四
四
六
条
一
項
一
文
（
63
）

の
危
険
負
担
規
定
が
出
発
点
に
な
る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
旧
四
四
六
条

一
項
一
文
の
制
度
趣
旨
は
矛
盾
挙
動
の
禁
止
に
あ
る
と
理
解
し
、
物
の
占
有
者
が
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
そ
の
事
実
と
は
、
リ

ス
ク
の
引
受
け
で
あ
っ
て
、
物
を
害
す
る
作
用
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
先
の
有
力
説
と
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に
な
る
表
現
を
す
れ

ば
、
矛
盾
挙
動
の
禁
止
に
お
い
て
大
切
な
の
は
、
当
該
滅
失
が
自
由
な
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
か
否
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

占
有
者
が
そ
の
物
を
使
用
す
る
た
め
に
自
己
の
財
産
の
中
に
受
け
入
れ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
は
、

フ
ル
ー
メ
と
同
様
に
滅
失
損
傷
の
原
因
か
ら
離
れ
た
危
険
配
分
を
志
向
し
つ
つ
も
、
買
主
の
「
受
取
り
」（E

ntgegennahm
e

）
を
リ
ス
ク

引
受
け
と
評
価
し
、
そ
れ
故
に
そ
れ
以
降
、
買
主
が
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
危
険
を
売
主
に
転
嫁
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
の
で

あ
る
。
所
有
者
の
よ
う
に
物
を
使
う
た
め
に
物
を
領
域
内
に
引
き
受
け
た
者
は
、
物
の
危
険
も
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
生
じ
た
損
害

を
売
主
に
転
嫁
し
て
は
な
ら
な
い
（
64
）

。

ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
論
理
は
解
除
効
果
論
に
お
い
て
も
同
様
に
妥
当
す
る
。
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
は
、
旧
三
五
〇
条
が
瑕

疵
と
因
果
関
係
の
な
い
偶
然
滅
失
の
危
険
を
も
売
主
に
負
わ
せ
て
い
る
点
で
、
こ
れ
を
極
め
て
不
当
で
あ
る
と
評
価
し
、
買
主
が
物
を
受

け
取
る
こ
と
で
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
た
以
上
は
買
主
が
以
後
の
危
険
を
負
担
す
べ
き
と
す
る
。
つ
ま
り
、
解
除
権
が
消
滅
す
る
た
め
に
買

主
が
危
険
を
負
担
す
る
旧
三
五
一
条
も
ま
た
、
矛
盾
挙
動
の
禁
止
を
受
け
た
規
定
で
あ
る
と
し
、
買
主
は
自
己
の
以
前
の
リ
ス
ク
引
受
け

に
背
い
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
後
に
生
じ
た
危
険
を
売
主
に
転
嫁
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
（
65
）

。

以
上
の
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
の
理
論
に
お
い
て
は
、
受
取
り
時
の
買
主
の
認
識
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
不
適
合
を
知
ら
ず
に
し
た
受
取
り
に

（
七
〇
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

七
一

強
い
拘
束
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ウ　

レ
ー
プ
の
リ
ス
ク
引
受
け
論

レ
ー
プ
も
ま
た
、
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
同
様
、
受
取
り
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
を
問
題
と
し
た
（
66
）

。
レ
ー
プ
は
、
フ
ル
ー
メ
が
詐
欺
被
害
者

等
に
は
契
約
時
の
第
一
の
決
定
を
帰
責
で
き
な
い
と
し
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
買
主
が
自
身
の
目
的
に
従
っ
て
使
用
し
た
場
合
（
第
二
の
決

定
が
あ
っ
た
場
合
）
に
は
こ
れ
を
帰
責
で
き
る
と
し
て
買
主
負
担
を
導
い
た
点
に
着
目
す
る
。
フ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
詐
欺
被
害
者
等
で

あ
る
買
主
が
自
動
車
を
使
用
し
た
後
に
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
と
、
詐
欺
被
害
者
等
で
あ
る
買
主
が
自
動
車
を
ガ
レ
ー
ジ

に
駐
車
し
て
い
た
と
こ
ろ
盗
難
に
遭
っ
た
ケ
ー
ス
と
で
危
険
負
担
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
レ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
区
別
は

適
切
で
な
い
（
67
）

。
一
般
に
買
主
に
は
、
物
の
「
受
取
り
」（E

ntgegennahm
e

）
の
時
点
で
リ
ス
ク
引
受
け
た
る
決
定
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
う
し
て
買
主
が
そ
の
物
を
自
身
の
財
産
と
し
て
引
き
受
け
た
以
上
は
、
一
度
使
用
し
た
後
に
不
可
抗
力
に
よ
り
滅
失
し
た
か
使
用
前
に

ガ
レ
ー
ジ
か
ら
盗
ま
れ
た
か
は
重
要
で
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
受
取
り
を
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
す
る
点
で
、
レ
ー
プ

は
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
同
様
で
あ
る
。

た
だ
し
、
レ
ー
プ
は
、
売
主
に
よ
る
詐
欺
が
あ
っ
た
場
合
に
も
こ
の
リ
ス
ク
引
受
け
を
買
主
に
帰
責
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
は
別
問
題

で
あ
る
と
す
る
（
68
）

。
こ
こ
が
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
の
相
違
点
と
な
る
。
レ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
帰
責
さ
せ
る
べ
き
か
ど
う
か
の
判
断
に
あ

た
っ
て
は
、
解
除
の
場
合
の
旧
三
五
〇
条
・
旧
三
五
一
条
の
価
値
判
断
は
無
視
で
き
ず
、
不
当
利
得
法
に
お
い
て
も
こ
の
価
値
判
断
を
前

提
と
す
べ
き
だ
と
い
う
。
解
除
法
と
不
当
利
得
法
と
は
競
合
し
う
る
以
上
、
買
主
が
取
消
し
を
す
る
か
瑕
疵
担
保
解
除
を
す
る
か
と
い
う

偶
然
の
事
情
に
よ
っ
て
買
主
に
不
利
益
が
生
じ
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
レ
ー
プ
は
、
フ
ル
ー
メ
や
ヴ
ィ
ー

（
七
一
）
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七
二

リ
ン
グ
と
異
な
り
、
買
主
が
過
失
に
よ
っ
て
滅
失
さ
せ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場
合
（
旧
三
五
一
条
の
価
値
判
断
で
買
主
負
担
）
を
除
き
、
詐

欺
を
さ
れ
た
買
主
は
原
則
と
し
て
受
取
り
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
を
帰
責
さ
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
（
旧
三
五
〇
条
の
価
値
判
断
）。

こ
の
よ
う
に
レ
ー
プ
は
、
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
同
様
に
受
取
り
を
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
し
つ
つ
も
、
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
は
異
な
り
、
一

定
の
場
合
に
売
主
負
担
と
い
う
結
論
を
支
持
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
レ
ー
プ
も
ま
た
、
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
同
様
に
、
受
取
り
時
に
お
け
る

買
主
の
認
識
を
取
り
上
げ
て
は
い
な
か
っ
た
。

2　

契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

以
上
の
よ
う
な
リ
ス
ク
引
受
け
論
に
対
し
て
、
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
を
問
題
と
し
、
危
険
負
担
に
お
い
て
買
主
の
認
識
を
考

慮
す
る
立
場
が
あ
る
。
そ
の
嚆
矢
と
思
わ
れ
る
の
は
、
一
八
九
〇
年
の
ボ
ル
ツ
ェ
論
文
で
あ
る
。
ボ
ル
ツ
ェ
は
、
ド
イ
ツ
普
通
法
の
規
定

上
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
合
に
売
主
が
偶
然
滅
失
の
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
は
、
売
主
が
瑕
疵
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
か
ら
正
当
化
で
き
る
と
す
る
。
仮
に
、
契
約
締
結
の
際
に
買
主
が
売
買
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
買

主
は
、
売
買
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
か
つ
、
滅
失
と
い
う
損
失
も
免
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
（
69
）

。
つ
ま
り
、
ボ

ル
ツ
ェ
の
見
解
で
は
、
売
主
が
瑕
疵
物
を
引
き
渡
し
た
こ
と
か
ら
直
接
に
売
主
負
担
を
導
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
媒
介
項
と
し
て
、
買
主

が
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
せ
ず
、
買
主
が
滅
失
と
い
う
損
失
を
負
う
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
論
理
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
を
加
味
し
て
売
主
負
担
を
導
く
論
理
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
が
制
定
さ
れ
た
後
も
ジ
ッ
キ
ン

ガ
ー
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
（
70
）

。
ジ
ッ
キ
ン
ガ
ー
は
、
ロ
ー
マ
法
上
、
売
買
目
的
物
の
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
、
売

（
七
二
）
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買
目
的
物
の
全
て
の
瑕
疵
を
買
主
に
告
知
す
る
義
務
が
売
主
に
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
売
主
が
こ
の
義
務
を
懈
怠
し
た
場
合
に
は
、
買
主
が

契
約
締
結
時
に
既
に
物
の
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
点
に
着
目
を
し
、
現
行
法
（
債
務
法
改
正

前
民
法
）
上
も
、
瑕
疵
担
保
法
に
お
い
て
は
、
買
主
が
契
約
締
結
時
点
に
お
い
て
既
に
物
の
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
状
態
を
想
定
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
契
約
締
結
時
に
瑕
疵
を
知
っ
て
い
る
買
主
は
、
契
約
を
ま
っ
た
く
締
結
し
な
い
か
、
あ

る
い
は
そ
の
瑕
疵
物
の
対
価
と
し
て
わ
ず
か
な
代
金
し
か
払
わ
な
い
と
い
う
選
択
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
こ
ろ
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
目

的
は
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
前
者
の
場
合
に
お
い
て
、
買
主
が
ま
る
で
契
約
を
締
結
し

な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
状
態
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
契
約
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
当
然
な
が
ら
、
物
は
買
主
に
引
き
渡

さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
物
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
の
危
険
も
買
主
に
移
転
す
る
こ
と
は
な
い
。
ジ
ッ
キ
ン
ガ
ー
は
、
こ
う
し
た
論
理
か

ら
、
旧
三
五
〇
条
が
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
負
担
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
目
的
か
ら
し
て
必
然
的
な
帰
結
で
あ
り
、

こ
れ
を
正
当
化
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
論
理
は
、
二
〇
〇
二
年
債
務
法
改
正
を
経
た
現
在
で
も
、
次
に
挙
げ
る
デ
ル
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
デ
ル
は
、

解
除
に
よ
る
危
険
の
跳
ね
戻
り
を
認
め
る
根
拠
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
草
案
理
由
書
と
同
様
、
あ
く
ま
で
売
主
の
義
務
違
反
に
求
め
る

が
、
こ
れ
は
決
し
て
売
主
へ
の
制
裁
で
は
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
71
）

。

瑕
疵
あ
る
給
付
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
、
解
除
を
基
礎
づ
け
る
義
務
違
反
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
解
除
権
者
が
仮
に
事
後

的
な
義
務
違
反
を
知
っ
て
い
れ
ば
給
付
対
象
を
受
け
取
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
危
険
は
買
主
に
全
く
移
転
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
前

提
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
は
、
契
約
に
適
合
し
た
給
付
の
保
持
に
つ
い
て
の
信
頼
を
保
護
し

（
七
三
）
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て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
四
六
条
以
下
の
新
規
定
に
お
い
て
は
、
議
論
に
お
い
て
既
に
周
知
の
論
拠
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
か
つ
、
そ
こ

か
ら
、
契
約
に
適
合
し
た
給
付
を
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
の
解
除
の
場
合
に
は
、
三
二
六
条
一
項
一
文
、
四
四
六
条
一
文
、
六
四
四
条
一
項

一
文
か
ら
導
か
れ
る
危
険
配
分
が
覆
さ
れ
る
と
い
う
規
準
が
形
成
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
に
適
合
し
な
い
給
付
の
場
合
、（
草
案

理
由
書
が
述
べ
て
い
る
と
お
り

│
筆
者
注
）
解
除
の
相
手
方
は
危
険
移
転
が
最
終
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
頼
し
て
は
な
ら
な
い
の
に
対

し
て
、
危
険
移
転
は
、
結
局
、
契
約
に
適
合
し
た
給
付
を
し
た
者
の
み
に
利
益
に
な
る
。

デ
ル
は
、
ボ
ル
ツ
ェ
や
ジ
ッ
キ
ン
ガ
ー
の
見
解
を
瑕
疵
物
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
契
約
不
適
合
の
場
合
一
般
に
広
げ
る
。
ま
た
、
ボ
ル

ツ
ェ
ら
は
、
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
「
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
が
、
デ
ル
は
、
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
「
受

け
取
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
を
挙
げ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ル
は
、
物
の
引
渡
し
に
よ
り
対
価
危
険
が
移
転
す
る
法
制
度
（
三
四
六
条
二
項
一
文
、

四
四
六
条
一
文
）
を
前
提
に
、
買
主
が
当
該
物
を
受
け
取
る
際
に
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
受
け
取
ら
ず
、
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
買

主
に
危
険
が
移
転
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
買
主
の
許
で
の
不
可
抗
力
滅
失
と
売
主
の
義
務
違
反
と
を
結
び
付
け
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
フ
ル
ー
メ
も
デ
ル
も
、「
買
主
の
信
頼
」
を
問
題
と
し
つ
つ
も
、
デ
ル
は
、
フ
ル
ー
メ
が
着
目
し
た

「
自
己
の
物
で
あ
る
と
の
信
頼
」、
す
な
わ
ち
「
取
得
の
法
的
存
続
に
つ
い
て
の
信
頼
」
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
契
約
適
合
性
へ

の
信
頼
」
を
取
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。「
契
約
適
合
性
へ
の
信
頼
」
は
、「
自
己
の
物
で
あ
る
と
の
信
頼
」
の
い
わ
ば
出
発
点
を
形
成
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
両
者
は
同
じ
も
の
と
い
う
評
価
も
で
き
よ
う
が
、「
自
己
の
物
で
あ
る
と
の
信
頼
」
が
対
価
負
担

と
引
き
換
え
に
保
護
さ
れ
る
と
考
え
う
る
の
に
対
し
て
、「
契
約
適
合
性
へ
の
信
頼
」
は
そ
う
し
た
対
価
負
担
と
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ

（
七
四
）
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と
が
で
き
る
筋
合
い
の
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
デ
ル
の
右
の
論
述
は
、
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
買
主
に
錯
誤
が
あ
る

以
上
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
を
認
め
る
と
い
う
形
で
、「
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
」
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
デ
ル
は
、
危
険
移
転
が
物
の
引
渡
し
に
よ
り
生
じ
る
こ
と
を
意
識
し
て
か
、
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
受
け
取
ら
な
か
っ

・

・

・

・

・

・

・

た・

で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
デ
ル
が
論
じ
て
い
る
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、

「
受
取
り
」
と
は
区
別
さ
れ
る
、
買
主
の
意
思
的
行
為
で
あ
る
「
受
領
」
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
仮
に
対
価
危
険
が
「
受
領
」
に
よ
り

買
主
に
移
転
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
受
領
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
こ
と
で
売
主
に
危
険
が
跳
ね
戻
る
こ
と
を
説
明
し
う
る
。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
対
価
危
険
の
移
転
は
、
物
の
「
引
渡
し
」
に
よ
り
生
じ
る
（
四
四
六
条
一
文
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
引
渡

し
に
後
れ
る
「
受
領
」
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
が
な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
、
危
険
移
転
を
生
じ
さ
せ
る
事
実
と
し
て

の
引
渡
し
自
体
は
残
り
続
け
る
以
上
、
買
主
負
担
と
な
る
こ
と
は
揺
ら
が
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
を
認
め
る

体
系
の
も
と
で
、
そ
れ
と
は
別
の
「
受
領
」
や
そ
れ
に
現
れ
る
リ
ス
ク
引
受
け
と
そ
の
撤
回
を
論
じ
る
意
味
が
あ
る
の
か
、
論
じ
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
の
点
を
検
討
し
よ
う
。

3　

引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
と
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
と
の
共
存

事
実
と
し
て
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
対
価
危
険
が
移
転
す
る
法
体
系
の
も
と
で
、
買
主
が
目
的
物
を
受
領
し
た
際
の
認
識
を
基
準
と
し
て

最
終
的
な
危
険
負
担
を
決
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
三
項
一
文
一・

号・

で
あ
る
。

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
物
の
引
渡
し
に
よ
り
買
主
に
危
険
が
移
転
す
る
。
そ
の
た
め
、
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
目

（
七
五
）
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的
物
の
返
還
不
能
の
危
険
は
、
原
則
と
し
て
買
主
が
負
担
す
る
（
三
四
六
条
二
項
一
文
）。
そ
の
危
険
の
負
担
は
、
買
主
が
価
値
賠
償
義
務

を
負
う
と
い
う
形
で
実
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
買
主
負
担
に
は
例
外
が
あ
り
、
同
条
三
項
一
文
で
、
一
定
の
場
合
（
一
号
か
ら
三
号

に
該
当
す
る
場
合
）
に
は
、
買
主
の
価
値
賠
償
義
務
が
消
滅
す
る
（
つ
ま
り
は
売
主
負
担
に
な
る
）。
前
稿
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
三
四
六
条

三
項
一
文
三・

号・

は
、
法
定
解
除
権
者
で
あ
る
買
主
の
許
で
生
じ
た
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
に
つ
い
て
買
主
を
免
責
す
る
が
、
一
部
学

説
は
、
こ
の
規
定
の
適
用
を
、
法
定
解
除
権
者
で
あ
る
買
主
の
解
除
原
因
認
識
前
ま
で
に
限
定
解
釈
し
よ
う
と
す
る
（
72
）

。
も
っ
と
も
、
こ
の

よ
う
な
解
除
権
者
の
解
除
原
因
の
認
識
に
着
目
す
る
視
点
は
、
何
も
学
説
に
よ
る
解
釈
に
独
自
な
も
の
で
は
な
い
。
先
に
挙
げ
た
三
四
六

条
三
項
一
文
一・

号・

は
、
買
主
の
価
値
賠
償
義
務
が
消
滅
す
る
（
売
主
負
担
と
な
る
）
場
合
と
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

三
四
六
条
三
項
一
文
一
号

解
除
を
基
礎
づ
け
る
瑕
疵
が
、
対
象
を
加
工
ま
た
は
改
造
中
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き

三
項
一
文
一
号
は
、
解
除
を
基
礎
づ
け
る
瑕
疵
が
買
主
に
よ
る
物
の
加
工
等
の
際
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
の
規
定
で
あ
り
、

返
還
債
務
者
で
あ
る
買
主
が
受
領
物
を
加
工
等
し
た
場
合
に
は
買
主
に
価
値
賠
償
義
務
が
あ
る
と
し
た
二
項
一
文
二
号
の
例
外
に
な
る
。

学
説
に
は
、
こ
の
規
定
を
物
の
加
工
や
改
造
の
局
面
に
限
定
せ
ず
、
瑕
疵
が
物
の
消
費
に
際
し
て
初
め
て
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
に
も
類

推
適
用
す
る
見
解
が
あ
る
（
73
）

。
こ
の
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
た
だ
し
書
の
規
定
内
容
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
（
74
）

。

同
号
に
よ
れ
ば
、
買
主
が
物
の
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
等
を
し
た
場
合
に
は
買
主
は
同
号
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
が
、
買
主
が
加
工
す
る

前
に
瑕
疵
を
発
見
し
た
場
合
に
は
免
責
を
受
け
な
い
（
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
に
よ
り
価
値
賠
償
義
務
を
負
担
す
る
）。
三
四
六
条
三
項
一
文

（
七
六
）
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七
七

一
号
に
お
い
て
は
、
物
の
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
を
前
提
と
し
つ
つ
も

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

、
最
終
的
な
危
険
負
担
を
決
す
る
に
あ
た
っ
て
契
約
不
適
合
に

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

つ
い
て
の
買
主
の
認
識
が
重
視
さ
れ

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

、
解
除
原
因
の
認
識
が
危
険
配
分
の
転
換
点
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。
こ
こ
に
、
引
渡
し
と

い
う
事
実
行
為
を
危
険
負
担
に
あ
た
っ
て
絶
対
視
し
な
い
解
釈
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
物
の
引
渡
し
時
点
か
ら
買
主
が
契
約
不
適
合
を
認

識
す
る
時
点
ま
で
に
生
じ
た
危
険
は
、
解
除
に
よ
っ
て
な
お
売
主
に
跳
ね
戻
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
先
に
み
た
デ
ル
の
論
理
は
、
最
終
的
な
危
険
負
担
を
決
す
る
に
あ
た
っ
て
買
主
の
認
識
が
影
響
す
る
こ
と
を
、
三
項
一

文
一
号
に
限
定
を
せ
ず
、
三
項
一
文
三
号
に
お
い
て
も
広
く
展
開
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

4　

小　

括

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
法
自
体
が
滅
失
損
傷
の
原
因
に
着
目
し
た
危
険
配
分
を
し
て
お
り
（
旧
三
五
〇
条
以
下
、
現
行

法
三
四
六
条
二
項
・
三
項
）、
学
説
の
多
く
も
こ
れ
を
尊
重
し
た
危
険
配
分
を
し
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、
フ
ル
ー
メ
の
財
産
に
見

合
う
決
定
理
論
を
皮
切
り
に
、
滅
失
損
傷
の
原
因
よ
り
も
前
の
時
点
で
の
買
主
の
言
動
に
リ
ス
ク
引
受
け
を
見
出
す
見
解
も
ま
た
有
力
で

あ
っ
た
。
フ
ル
ー
メ
は
、
契
約
取
消
し
前
の
目
的
物
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
危
険
配
分
に
あ
た
っ
て
、
買
主
に
は
対
価
負
担
と

引
き
換
え
に
当
該
物
を
自
分
の
物
に
す
る
と
い
う
決
定
、
あ
る
い
は
自
己
の
危
険
で
物
を
使
用
す
る
と
い
う
決
定
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、

こ
れ
に
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
を
見
出
し
、
広
く
買
主
負
担
と
い
う
帰
結
を
正
当
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
フ
ル
ー
メ
の
見
解
に
影
響

を
受
け
た
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
は
、
目
的
物
の
滅
失
損
傷
の
前
に
位
置
す
る
買
主
の
「
受
取
り
」
を
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
し
て
、
そ

こ
か
ら
買
主
負
担
を
導
く
。
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
の
理
論
で
は
、
受
取
り
時
に
お
け
る
買
主
の
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
取

り
上
げ
ら
れ
な
い
。
受
取
り
時
の
買
主
の
認
識
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
し
た
受
取
り
に
強
い
拘
束
力
が
与
え
ら
れ

（
七
七
）
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て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
レ
ー
プ
は
、
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
同
様
に
、
買
主
の
「
受
取
り
」
を
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
し
つ
つ
も
、
旧
三
五
〇
条

の
価
値
判
断
を
尊
重
し
、
詐
欺
被
害
者
等
で
あ
る
買
主
に
は
受
取
り
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
の
決
定
を
帰
責
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

す
る
。
し
か
し
、
受
取
り
を
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
し
つ
つ
、
そ
の
後
に
生
じ
た
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
と
い
う
危
険
を
売
主
負
担
と
す

る
の
は
矛
盾
に
映
る
。
こ
の
リ
ー
プ
の
論
理
に
は
、
リ
ス
ク
引
受
け
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
買
主
の
契
約
適
合
性
に
対
す
る
認
識
を
問
題

と
し
な
い
「
受
取
り
」
で
も
っ
て
最
終
的
な
危
険
負
担
を
決
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
予
兆
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

事
実
、
こ
う
し
た
契
約
不
適
合
に
つ
い
て
の
買
主
の
認
識
を
危
険
負
担
に
お
い
て
重
視
す
る
見
解
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
古
く
よ
り
主
張

さ
れ
、
か
つ
、
こ
う
し
た
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
が
、
現
行
法
に
お
い
て
売
主
へ
の
危
険
の
跳
ね
戻
り
を
認
め
る
三
四
六
条
三
項

一
文
三
号
の
根
拠
づ
け
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ル
ツ
ェ
や
ジ
ッ
キ
ン
ガ
ー
は
、
買
主
が
瑕
疵
を

知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
重
視
し
、
買
主
の
許
で
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
の
危
険
を
売
主
負
担
と
す

る
こ
と
を
正
当
化
し
、
デ
ル
は
、
こ
う
し
た
論
理
を
引
き
継
ぎ
、
買
主
が
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
受
け
取
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

受
け
取
ら
な
け
れ
ば
買
主
に
危
険
が
移
転
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
、
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
が
買
主
の
法
定
解
除
に
よ

り
危
険
が
売
主
に
跳
ね
戻
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
が
指
摘
す
る
矛
盾
挙
動
と
い
う
観
点
か
ら

論
ず
れ
ば
、
受
領
時
の
買
主
に
は
そ
の
物
が
契
約
適
合
物
で
あ
る
と
信
じ
た
こ
と
に
つ
き
錯
誤
が
あ
る
以
上
、
リ
ス
ク
引
受
け
を
撤
回
す

る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
り
矛
盾
挙
動
の
対
象
と
な
る
先
行
行
為
で
あ
る
リ
ス
ク
引
受
け
が
法
的
に
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
た
め
に
、

解
除
に
よ
る
危
険
転
嫁
も
矛
盾
挙
動
と
は
評
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
契
約
適
合
物
に
限
ら
ず
、
契
約
不
適
合
物
で
あ
っ
て
も
そ
の
引
渡
し
に
よ
り
危
険
が
移
転
す
る
と
い
う
法
体
系
の
も
と
で
、

（
七
八
）
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そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
（
時
系
列
的
に
後
れ
る
）
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
や
そ
の
際
の
錯
誤
を
理
由
と
し
た
撤
回
を
論
じ
る
可
能
性
に

つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
が
、
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
で
あ
り
、
か
つ
、
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
が
契
約
適
合
性

へ
の
買
主
の
信
頼
を
保
護
し
て
い
る
と
す
る
ド
イ
ツ
法
学
説
で
あ
っ
た
。
事
実
た
る
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
危
険
が
移
転
す
る
法
体
系
の

も
と
で
も
、
こ
う
し
た
危
険
移
転
は
終
局
的
な
も
の
で
は
な
く
、
最
終
的
な
危
険
負
担
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
買
主
の
契
約
不
適
合
に

関
す
る
認
識
を
問
題
に
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
議
論
を
、
我
が
国
に
お
い
て
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
検
討
し
て
い
こ
う
。

Ⅲ　

我
が
国
に
お
け
る
対
価
危
険
移
転
契
機
と
し
て
の
「
受
領
」
の
評
価

1　

契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
の
処
遇

先
述
の
と
お
り
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
買
主
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
危
険
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
不
可
抗
力
滅
失
の
危
険
を
買
主
の

負
担
と
す
る
見
解
が
多
数
を
占
め
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
買
主
の
「
受
取
り
」
を
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
近
時
、
我
が
国
の
不
当
利
得
法
に
お
い
て
も
、
買
主
負
担
を
導
く
に
あ
た
っ
て
、
買
主
の
支
配
領
域
内
か

ら
生
じ
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
給
付
と
引
き
換
え
に
反
対
給
付
を
得
る
と
い
う
買
主
の
契
約
時
の
決
定
を
重
視
す
る
見
解
も

主
張
さ
れ
て
い
る
（
75
）

。

な
る
ほ
ど
、
契
約
な
い
し
そ
の
履
行
過
程
に
お
け
る
買
主
の
一
定
の
言
動
を
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
し
、
そ
れ
以
降
に
現
実
化
し
た
危

険
を
買
主
の
負
担
と
す
る
こ
と
は
説
得
力
を
有
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
の
議
論
に
目
を
向
け
た
と
き
、
一
方
で
、

（
七
九
）
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フ
ル
ー
メ
の
契
約
時
の
決
定
に
よ
る
買
主
へ
の
帰
責
論
を
批
判
し
て
、
契
約
時
の

・

・

・

・

決
定
は
取
消
し
や
解
除
に
よ
り
帰
責
評
価
の
対
象
と
な

ら
な
い
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
、
そ
の
後
の
契
約
の
履
行
過
程
で
の
リ
ス
ク
引
受
け
は
取
消
し
や
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
条
件

に
存
続
す
る
と
い
う
の
は
、
整
合
し
な
い
解
釈
に
映
る
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
引
受
け
が
、
解
除
に
よ
り
な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ

る
の
か
否
か
、
解
除
に
そ
れ
だ
け
の
効
果
が
あ
る
か
否
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
契
約
時
の
決
定
や
そ
の
後
の
受
取
り
あ
る
い
は
受
領

に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
は
、
契
約
が
有
効
で
あ
り
続
け
る
過
程
に
お
い
て
は
危
険
負
担
者
の
決
定
の
た
め
に
当
然
に
機
能
す
る
が
、
こ
と

契
約
が
解
消
さ
れ
る
に
至
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
リ
ス
ク
引
受
け
が
な
お
有
効
な
も
の
と
み
ら
れ
る
べ
き
か
否
か

の
解
明
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
契
約
時
の
決
定
を
重
視
す
る
フ
ル
ー
メ
説
の
難
点
も
、
契
約
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
以
上
、
契
約
時
の
決
定
も
機
械
的
に

・

・

・

・

当
然
に

・

・

・

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
形
式
論
理
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
買
主
が
契
約
を
取
り
消
し
た
り
解
除
す
る
局
面

に
お
い
て
、
契
約
時
に
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
買
主
と
し
て
は
、
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
そ
も
そ
も
契
約
を
締
結
し
な

か
っ
た
と
の
意
思
を
有
す
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
買
主
に
は
、
契
約
解
消
と
と
も
に
契
約
時
に
し
た
決
定
も
ま
た
撤
回
す
る

意
思
が
あ
り
、
売
主
と
買
主
の
利
益
調
整
と
し
て
も
買
主
の
そ
う
し
た
意
思
が
保
護
さ
れ
る
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
契
約
時
の
決
定
を
重

視
す
る
考
え
が
不
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
る
は
ず
で
あ
る
（
76
）

。
こ
の
点
は
、
い
み
じ
く
も
フ
ル
ー
メ
自
身
が
認
識
・
指
摘
し
て
お
り
、
買

主
が
詐
欺
被
害
者
や
錯
誤
者
等
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
買
主
の
契
約
時
の
決
定
を
帰
責
し
え
な
い
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
思
考
過
程
は
、
契
約
以
後
の
履
行
過
程
に
お
け
る
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
に
も
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。
デ

ル
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
買
主
の
領
域
内
か
ら
危
険
が
生
じ
た
こ
と
を
理
由
に
買
主
負
担
と
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
買
主
と
し
て
は
、
受

領
す
る
際
に
契
約
不
適
合
物
で
あ
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
受
領
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
要
素
を
完
全
に
蚊
帳
の

（
八
〇
）
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外
に
置
く
の
は
不
合
理
で
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
契
約
不
適
合
物
で
あ
る
と
し
て
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
買
主
へ
の
危
険
の
移
転
も
生
じ
な

か
っ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
し
た
と
き
、
買
主
が
解
除
す
る
局
面
に
お
い
て
は
、
契
約
時
の
決
定
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
契
約
不
適
合
を

知
ら
ず
に
し
た
リ
ス
ク
引
受
け
も
ま
た
、
買
主
と
し
て
は
解
除
と
と
も
に
撤
回
し
よ
う
と
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
買
主
に

契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
あ
る
以
上
、
そ
の
撤
回
を
認
め
る
の
が
出
発
点
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
て
い
わ
ば
自
然
に
、
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
に
生
じ
た
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
と
い
う

危
険
を
買
主
が
負
担
す
る
い
わ
れ
は
な
い
。
矛
盾
挙
動
の
禁
止
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
解
除
に
よ
っ
て
危
険
を
売
主
に
転
嫁
し
よ
う

と
す
る
際
に
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
先
行
行
為
た
る
リ
ス
ク
引
受
け
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
契
約
不
適

合
物
で
あ
ろ
う
と
買
主
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
危
険
は
買
主
が
負
担
す
る
」
と
い
う
い
わ
ば
徹
底
し
た
危
険
負
担
論
や
、
買
主
が
契
約
適

合
物
で
あ
る
と
勘
違
い
し
た
状
態
で
の
リ
ス
ク
引
受
け
に
は
、
一
定
の
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
は
、
こ
う
し
た
論
理
で
も
っ
て
、
売
主
に
よ
る
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
買
主
の
許
で
の
不
可
抗
力
滅
失
と
の
因
果
関
係
を
認
め

る
可
能
性
は
、
既
に
我
が
国
に
お
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
映
る
。
花
本
教
授
は
、
解
除
前
に
物
が
買
主
の
許
で
不
可
抗
力
滅
失

し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
契
約
が
解
消
さ
れ
る
際
に
は
、
物
の
支
配
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
危
険
配
分
法
則
は
妥
当
し
な
い
と
す
る
。

つ
ま
り
、
買
主
に
と
っ
て
既
に
目
的
物
が
不
要
の
物
で
、
か
つ
自
分
が
支
払
っ
た
代
金
に
見
合
う
も
の
で
は
な
い
以
上
、
物
の
支
配
を
前

提
に
危
険
を
買
主
に
負
担
さ
せ
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
花
本
教
授
は
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
物
の
支
配
も
滅
失

損
傷
に
つ
い
て
の
帰
責
事
由
も
な
い
売
主
に
危
険
を
負
担
さ
せ
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
し
、「
一
段
階
前
に
遡
っ
て
契
約
解
除
へ
の
道
を

開
い
た
者
に
危
険
を
負
担
さ
せ
る
ほ
か
な
い
」
と
す
る
（
77
）

。
こ
こ
で
は
、
買
主
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
危
険
で
あ
る
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル

を
重
視
す
べ
き
で
な
い
論
拠
が
語
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
花
本
教
授
は
、
買
主
に
と
っ
て
不
要
の
物
で
あ
っ
た
こ

（
八
一
）
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と
を
、
買
主
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
危
険
で
あ
る
以
上
買
主
が
負
担
す
べ
き
と
い
う
命
題
を
否
定
す
る
こ
と
に
用
い
て
い
る
（
78
）

。
し
か
し
、

こ
こ
で
も
う
一
歩
先
に
進
み
、
買
主
に
と
っ
て
不
要
な
物
で
あ
り
、
受
領
時
の
買
主
に
は
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
あ
る
こ
と
に

も
着
目
す
れ
ば
、
売
主
に
よ
る
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
買
主
の
許
で
の
滅
失
損
傷
と
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
論
理
に
つ
な
が
る
わ

け
で
あ
る
。

2　

買
主
の
救
済
手
段
と
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
と
の
関
係
性

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
は
、
買
主
が
契
約
不
適
合
を
認
識
し
た
際
に
採
る
救
済
手
段
と
の
関
係
で
、
次
の
よ

う
に
整
理
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
①
買
主
が
解
除
や
代
物
請
求
で
は
な
く
、
瑕
疵
修
補
請
求
な
り
代
金
減
額
請
求
を
す
る
場

合
、
買
主
に
と
っ
て
そ
の
契
約
不
適
合
物
も
一
定
の
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
い
て
い
の
場
合
、
仮
に
、
受
取
り
時

あ
る
い
は
受
領
時
に
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、（
異
議
を
留
め
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
）
受
取
り
お
よ
び
受
領
を
し
て
い
た
と
も

い
え
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
引
渡
し
後
の
危
険
を
買
主
負
担
と
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し

に
よ
っ
て
買
主
に
移
転
し
た
危
険
が
、
最
終
的
に
買
主
の
許
に
そ
の
ま
ま
留
ま
る
こ
と
に
な
る
（
79
）

。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
②
買
主
が
契
約
の
解
除
や
代
物
請
求
を
す
る
場
合
、
当
該
物
で
は
買
主
が
そ
の
契
約
を
し
た
目
的
を
達
成
で
き

な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
当
該
契
約
不
適
合
物
は
買
主
に
と
っ
て
（
少
な
く
と
も
主
観
的
に
は
）
不
要
な
物
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
仮
に
、

受
領
時
に
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
受
領
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
買
主
に
錯
誤
が
存
在
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
し
た
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
解
除
や
代
物
請
求
と
い
う
意
思
表
示
に
は
、

「
契
約
不
適
合
が
あ
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
受
領
し
な
か
っ
た
」
と
の
買
主
の
意
思
が
現
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

（
八
二
）
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れ
る
（
80
）

。
買
主
の
解
除
や
代
物
請
求
は

・

・

・

・

・

・

・

・

、
基
本
的
に
、
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
買
主
の
錯
誤
を
理
由
と
し
た
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
を
前

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

提
と
し
て
い
る

・

・

・

・

・

・

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
81
）

。

3　

対
価
危
険
に
お
け
る
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」

以
上
、
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
と
そ
の
撤
回
を
論
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
リ
ス
ク
引
受
け
を
契
約
の
履
行
過
程
に
お
い
て
位
置
づ
け
る

な
ら
ば
、「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
こ
そ
が
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
の
典
型
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
、
契
約
目
的
物
が
売

主
か
ら
買
主
に
物
理
的
に
引
き
渡
さ
れ
れ
ば
、
当
該
物
が
梱
包
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
ろ
う
と
、
買
主
の
「
受
取
り
」
と
な
る
。
し
か
し
、
物

が
梱
包
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
買
主
が
そ
の
物
を
実
際
に
確
認
し
て
い
な
い
段
階
で
は
、
そ
れ
を
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
リ
ス
ク
引
受
け
は
、
梱
包
を
解
い
て
、
物
の
状
態
を
ひ
と
と
お
り
確
認
し
、
そ
の
物
を
「
履
行
と
し
て
受
領
（
82
）

」

し
た
場
合
に
生
じ
る
（
83
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
ま
で
展
開
し
て
き
た
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
は
、
買
主
の
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
に
見
出

さ
れ
る
（
84
）

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
概
念
は
、
給
付
危
険
と
の
関
係
で
生
成
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
売
主
の
瑕
疵
担
保

責
任
の
法
的
性
質
の
議
論
に
お
い
て
債
務
不
履
行
責
任
説
に
立
脚
す
る
立
場
か
ら
、
債
務
不
履
行
責
任
と
瑕
疵
担
保
責
任
と
を
区
別
す
る

契
機
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
（
85
）

。
も
っ
と
も
、
受
領
を
契
機
に
債
務
不
履
行
責
任
か
ら
瑕
疵
担
保
責
任
へ
切
り
替
わ
る
と
す
る
と
、
受
領

後
は
そ
の
物
が
全
く
役
に
立
た
な
い
物
で
あ
ろ
う
と
、
買
主
は
完
全
履
行
請
求
が
で
き
な
く
な
る
（
86
）

。
そ
こ
で
、
こ
の
「
履
行
と
し
て
の
受

領
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
意
味
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
買
主
の

履
行
と
し
て
の
受
領
に
「
契
約
適
合
性
の
承
認
」（
性
状
の
承
認
）
が
あ
る
と
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
こ
の
受
領
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
り
、

（
八
三
）
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履
行
と
し
て
の
受
領
＝
特
定
合
意
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
錯
誤
無
効
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
債
務
不
履
行
責
任
が
「
再
生
」
さ

れ
、
代
物
請
求
等
の
完
全
履
行
請
求
が
で
き
る
と
主
張
さ
れ
る
（
87
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
行
と
し
て
の
受
領
に
は
、「
契
約
適
合
性
の
承

認
」（
性
状
の
承
認
）
が
含
ま
れ
ず
、「
客
体
と
し
て
の
承
認
」
の
み
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
履
行
と
し
て
の
受
領
以
後
、
瑕
疵

担
保
責
任
の
特
別
規
律
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
が
、「
性
状
の
承
認
」
を
し
て
い
な
い
以
上
、
瑕
疵
が
あ
る
点
に
つ
い
て
は
売
主
の
債

務
不
履
行
と
し
て
の
評
価
も
残
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
債
務
不
履
行
責
任
と
瑕
疵
担
保
責
任
と
の
時
的
区
分
は
否
定
さ
れ
、
両
責
任
は
併
存

す
る
と
さ
れ
る
（
88
）

。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
履
行
と
し
て
の
受
領
の
錯
誤
無
効
は
論
じ
ら
れ
な
い
（
89
）

。
あ
る
い
は
、
最
判
昭
和
三
六
年
一
二
月

一
五
日
の
よ
う
に
、「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
を
「
瑕
疵
の
存
在
を
認
識
し
た
上
で
こ
れ
を
履
行
と
し
て
認
容
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
と
し
て
理
解
し
、
そ
も
そ
も
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
を
後
ら
せ
る
こ
と
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
も
示
さ
れ
て
い
る
（
90
）

。

こ
の
よ
う
に
、「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
は
、
給
付
危
険
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
論
者
に
よ
り
様
々
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
共
通

の
理
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
対
価
危
険
と
の
関
係
で
は
履
行
と
し
て
の
受
領
が
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
履
行
と
し
て
の
受
領
は
、
以
後
、

受
領
物
に
生
じ
る
危
険
を
買
主
が
引
き
受
け
る
と
の
意
思
の
現
れ
で
あ
り
、
こ
こ
に
錯
誤
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
の
撤
回
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
リ
ス
ク
引
受
け
が
法
的
に
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
矛
盾
挙
動
と
な
る
よ
う
な
先
行
行
為
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な

り
、
買
主
の
解
除
あ
る
い
は
代
物
請
求
に
よ
っ
て
、
物
の
引
渡
し
に
よ
り
い
っ
た
ん
は
買
主
に
移
転
し
て
い
た
危
険
が
売
主
へ
回
帰
す
る

こ
と
に
な
る
。
履
行
と
し
て
の
受
領
は
、
対
価
危
険
に
お
け
る
こ
う
し
た
説
明
概
念
と
し
て
の
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。

（
八
四
）
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4　

引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
と
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
と
の
共
存

た
だ
し
、
ド
イ
ツ
法
の
分
析
の
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
対
価
危
険
に
お
い
て
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
と
そ
の
撤
回
を
重
視
す
る
こ

と
に
障
害
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
対
価
危
険
の
移
転
は
、
物
の
引
渡
し
に
よ
り
生
じ
る
以
上
、
引
渡
し
に
後
れ

る
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
が
撤
回
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
、
引
渡
し
に
よ
る
効
果
自
体
は
残
り
続
け
、
買
主

負
担
と
な
る
こ
と
は
揺
ら
が
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
91
）

。
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
を
認
め
る
体
系
の
も
と
で
、
そ
れ
と
は
別
の

「
受
領
」
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
と
そ
の
撤
回
を
論
じ
る
意
味
が
あ
る
の
か
、
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
（
92
）

。

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
は
、
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
は
最
終
的
な
危
険
の
所
在
を
決
め
る
も
の
で
は
な
く
、
引
渡
し

に
よ
る
危
険
移
転
を
認
め
る
体
系
に
お
い
て
も
、
最
終
的
な
危
険
負
担
を
決
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
買
主
が
契
約
不
適
合
性
を
認
識
し
て

い
た
か
否
か
を
問
題
に
し
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
は
、
あ
く
ま
で
加
工
や
改
造
の
場
面
に

限
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
う
し
た
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
論
と
買
主
の
認
識
を
加
味
し
た
リ
ス
ク
引
受
け
論
と
の
共
存
を
、
右
の
よ

う
な
形
に
限
定
す
る
合
理
性
は
な
い
。
引
渡
し
に
よ
り
対
価
危
険
が
買
主
に
移
転
す
る
も
の
の
、
こ
れ
は
終
局
的
な
危
険
負
担
を
決
す
る

も
の
で
は
な
く
、
買
主
の
意
思
的
行
為
で
あ
る
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
が
な
さ
れ
て
初
め
て
、
終
局
的
な
危
険
負
担
を
決
す
る
う
え
で

の
リ
ス
ク
引
受
け
が
な
さ
れ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
例
外
が
あ
り
、
リ
ス
ク
引
受
け
た
る
履
行
と
し
て
の
受
領
の
際
に
買
主

が
契
約
不
適
合
物
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
を
前
提
と
し
た
解
除
あ
る
い
は
代
物
請
求
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
ん
は
買
主
に
移
転
し
た
危
険
が
売
主
に
回
帰
す
る
の
で
あ
る
。

先
述
の
と
お
り
、
我
が
国
で
は
給
付
危
険
と
の
関
係
で
の
み
履
行
と
し
て
の
受
領
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
履
行
と
し
て
の
受
領
に
ど
の

よ
う
な
意
味
を
付
与
す
る
か
は
と
も
か
く
、
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
買
主
が
一
定
の
危
険
（
給
付
危
険
）
を
負
担
す

（
八
五
）
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る
に
あ
た
っ
て
は
、
買
主
が
そ
の
物
を
履
行
と
し
て
認
め
た
か
否
か
と
い
う
買
主
の
意
思
的
要
素
を
要
求
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
93
）

。
こ
の
こ

と
は
、
対
価
危
険
で
も
同
様
に
妥
当
す
る
。
や
は
り
、
買
主
が
契
約
不
適
合
を
認
識
す
る
前
と
後
と
で
は
、
危
険
配
分
を
す
る
に
あ
た
っ

て
の
利
益
状
況
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
法
案
の
検
討

改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
の
も
と
で
は
、
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
給
付
危
険
（
同
項
前
段
）
お
よ
び
対
価
危
険
（
同
項
後
段
）
が
移
転
す

る
と
説
か
れ
る
（
94
）

。
こ
れ
は
、
契
約
適
合
物
の
場
合
に
限
っ
て
い
え
ば
妥
当
で
あ
る
。
買
主
は
、
引
渡
し
後
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷

を
理
由
と
し
て
は
、
代
物
請
求
や
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
支
払
義
務
も
免
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
と
契
約
不
適
合
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
は
複
雑
で
あ
る
。
前
稿
で
検
討
し
た
と
お
り
、
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
前
段

の
「
目
的
物
」
に
は
、
特
定
物
売
買
に
お
け
る
契
約
不
適
合
物
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
種
類
売
買
に
お
け
る
契
約
不
適
合
物
も
含
ま
れ
る

と
解
さ
れ
る
（
95
）

。
そ
う
す
る
と
、
契
約
適
合
物
の
場
合
と
同
様
、
契
約
不
適
合
物
の
場
合
に
も
、
そ
の
引
渡
し
に
よ
り
給
付
危
険
が
買
主
に

移
転
す
る
と
も
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
契
約
不
適
合
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
後
に
買
主
の
許
で
不
可
抗
力
に
よ
り
滅
失
損

傷
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
買
主
は
、
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
一
年
以
内
に
売
主
に
通
知
を
す
れ
ば
（
改
正
法
案
五
六
六
本
文
）、
追
完
請

求
、
代
金
減
額
請
求
、
損
害
賠
償
請
求
お
よ
び
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
96
）

。
し
た
が
っ
て
、
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
が
な
さ

れ
た
場
合
に
は
、
契
約
不
適
合
の
給
付
危
険
は
な
お
売
主
に
あ
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
対
価
危
険
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
本
来
一
〇
の
価
値
を
持
つ
物
が
売
買
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
売
主
か
ら

（
八
六
）
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買
主
に
七
の
価
値
を
持
つ
契
約
不
適
合
物
が
引
き
渡
さ
れ
、
買
主
は
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
「
履
行
と
し
て
受
領
」
し
、
そ
の
後
買
主

の
許
で
不
可
抗
力
に
よ
り
損
傷
し
て
五
の
価
値
に
下
が
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
買
主
が
売
主
の
契
約
不
適
合
責
任
に
基
づ

き
解
除
あ
る
い
は
代
物
請
求
を
し
た
と
き
、
買
主
は
、
現
在
五
の
価
値
し
か
有
さ
な
い
物
を
売
主
に
返
還
し
さ
え
す
れ
ば
、
支
払
っ
た
売

買
代
金
全
額
の
返
還
あ
る
い
は
代
物
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

買
主
が
代
金
減
額
請
求
を
選
択
し
た
と
き
に
は
、
物
の
引
渡
し
後
に
生
じ
た
不
可
抗
力
に
よ
る
損
傷
の
危
険
（
七
か
ら
五
に
下
が
っ
た

分
）
は
買
主
負
担
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
買
主
が
解
除
や
代
物
請
求
を
選
択
し
た
場
合
、
引
渡
し
後
に
生
じ
た
不
可
抗
力
に
よ
る
損

傷
の
危
険
（
七
か
ら
五
に
下
が
っ
た
分
）
は
契
約
当
事
者
の
ど
ち
ら
が
負
担
す
る
の
か
。
先
述
の
と
お
り
、
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
前
段

は
、
引
渡
し
後
に
滅
失
損
傷
し
た
と
し
て
も
、
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
た
代
物
請
求
や
契
約
の
解
除
を
否
定
し
て
い
な
い
（
＝
契
約
不

適
合
の
給
付
危
険
は
売
主
に
あ
る
）。
し
か
し
、
こ
れ
は
代
物
請
求
や
契
約
の
解
除
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
代
物
請
求
や
契
約
の
解

除
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
引
渡
し
後
の
滅
失
損
傷
の
危
険
が
誰
の
負
担
か
（
対
価
危
険
）
に
つ
い
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
み
る
こ

と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
買
主
が
売
主
の
契
約
不
適
合
責
任
を
追
及
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
、
引
渡
し
後
に
生
じ
た
滅
失
損
傷
す
ら
も
売
主
に
転
嫁
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
解
釈
が
想
定
さ
れ
る
。
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
の
「
目
的
物
」
に
契
約
不
適
合
物
も
含
ま
れ
、
そ
の
引
渡
し

で
対
価
危
険
が
移
転
す
る
と
考
え
る
以
上
、
原
則
と
し
て
買
主
負
担
と
す
る
の
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
契
約
不
適
合
物
で
あ
ろ
う
と
引

渡
し
後
は
買
主
の
支
配
領
域
に
あ
る
以
上
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
危
険
は
買
主
の
負
担
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
、
我
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
多

数
説
と
符
合
す
る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
右
の
例
で
示
せ
ば
、
買
主
が
契
約
を
解
除
し
た
と
き
、
買
主
は
五
の
価
値
に
下
が
っ
た
そ
の

物
の
返
還
に
加
え
て
、（
七
か
ら
五
に
下
が
っ
た
分
の
）
二
に
相
当
す
る
価
値
の
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
（
97
）

。

（
八
七
）
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し
か
し
、
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
の
「
目
的
物
」
に
種
類
売
買
に
お
け
る
契
約
不
適
合
物
も
含
ま
れ
る
と
解
し
た
と
し
て
も
（
98
）

、
契
約

不
適
合
物
の
場
合
、
引
渡
し
後
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
対
価
危
険
を
も
解
除
や
代
物
請
求
に
よ
り
売
主
に
転
嫁
で
き
る
と
解
す

る
余
地
も
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
に
法
的
根
拠
を
与
え
る
構
成
こ
そ
が
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
論
お
よ
び

「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
に
現
れ
る
リ
ス
ク
引
受
け
と
そ
の
撤
回
と
い
う
リ
ス
ク
引
受
け
論
の
共
存
構
成
で
あ
る
。
契
約
不
適
合
物
で
あ

ろ
う
と
そ
の
引
渡
し
に
よ
り
い
っ
た
ん
は
危
険
が
移
転
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
最
終
的
な
危
険
負
担
を
決
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ

で
重
要
な
の
は
買
主
の
意
思
的
要
素
で
あ
る
。
こ
の
買
主
の
意
思
的
行
為
で
あ
る
リ
ス
ク
引
受
け
た
る
履
行
と
し
て
の
受
領
は
、
受
領
時

に
買
主
が
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
限
り
、
撤
回
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
撤
回
は
、「
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
受
領

し
な
か
っ
た
」
と
い
う
買
主
の
意
思
の
現
れ
で
あ
る
。
買
主
が
解
除
や
代
物
請
求
を
す
る
局
面
と
い
う
の
は
、
こ
の
撤
回
が
前
提
と
さ
れ

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
先
の
例
で
示
せ
ば
、
買
主
は
五
の
価
値
に
下
が
っ
た
そ
の
物
を
売
主
に
返
し
さ

え
す
れ
ば
、
支
払
っ
た
代
金
全
額
の
返
還
を
請
求
で
き
る
。
つ
ま
り
、
原
則
と
し
て
買
主
が
負
担
す
る
と
こ
ろ
の
、
引
渡
し
後
の
不
可
抗

力
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
危
険
が
、
売
主
に
回
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
買
主
が
解
除
を
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
代
物
請
求
を
し
た

場
合
も
同
様
で
あ
る
（
Ⅲ
章
二
節
参
照
（
99
）

）。

Ⅴ　

結　

論

1　

本
稿
の
ま
と
め

買
主
の
法
定
解
除
前
に
売
買
目
的
物
が
買
主
の
許
で
不
可
抗
力
に
よ
り
滅
失
し
た
場
合
の
危
険
負
担
に
お
い
て
は
、
売
主
が
契
約
不
適

（
八
八
）
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合
物
を
引
き
渡
し
た
と
い
う
要
素
と
買
主
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
危
険
で
あ
る
と
い
う
要
素
と
が
競
合
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た

競
合
局
面
に
お
け
る
危
険
負
担
の
在
り
方
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
際
、
履
行
遅
滞
中
の
不
能
論
に
お
け
る
責
任
法
理
と
危
険
法
理
と
の

競
合
の
調
整
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
単
純
に
右
ケ
ー
ス
に
当
て
は
め
る
と
、
売
主
負
担
と
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
契
約
不
適
合
ゆ
え

に
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
は
全
て
買
主
負
担
と
な
る
こ
と
が
導
か
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、
買
主
に
は
「
契
約
不
適
合
が
あ
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
受
領
し
な
か
っ
た
」
と
の
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
あ
り
う
る
。

こ
う
し
た
買
主
の
受
領
時
の
錯
誤
は
、
買
主
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
危
険
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
買
主
負
担
を
帰
結
す
る
こ
と
を
再
考
さ

せ
る
と
と
も
に
、
仮
に
こ
の
錯
誤
が
保
護
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、「
受
取
り
」
あ
る
い
は
「
受
領
」
を
右
の
因
果
関
係
の
遮
断
要
素
と
せ
ず

に
、
売
主
に
よ
る
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
買
主
の
許
で
生
じ
た
不
可
抗
力
滅
失
と
の
因
果
関
係
を
も
肯
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
う

る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
し
た
買
主
の
「
受
取
り
」
や
「
受
領
」
に
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
の
か
を
検
討

し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

日
本
民
法
で
も
ド
イ
ツ
民
法
で
も
、
右
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
危
険
配
分
は
、
滅
失
原
因
に
着
目
し
た
規
定
で
対
処
し
て
き
た
（
日
本
民

法
五
四
八
条
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
五
〇
条
以
下
、
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二
項
・
三
項
）。
そ
の
た
め
、
滅
失
原
因
か
ら
離
れ
て
そ
れ
以
前
の
買
主

の
行
為
（
受
取
り
あ
る
い
は
受
領
）
に
着
目
す
る
見
解
は
決
し
て
多
く
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
フ
ル
ー
メ
の
財
産
に
見
合
う
決
定
理

論
に
影
響
を
受
け
た
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
は
、
買
主
の
物
の
「
受
取
り
」
を
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
し
、
以
後
は
た
と
え
滅
失
の
原
因
が
不
可

抗
力
で
あ
ろ
う
と
も
買
主
の
負
担
に
な
る
と
し
た
。
受
取
り
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
い
る
以
上
、
そ
れ
以
後
に
生
じ
た
危
険
を

解
除
に
よ
っ
て
売
主
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
矛
盾
挙
動
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
の
論
理
は
、
契
約
適
合
物
の
場
合
に
は
妥
当
し
て
も
、
契
約
不
適
合
物
が
引
き
渡
さ
れ
、
か
つ
買

（
八
九
）
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主
が
契
約
不
適
合
を
認
識
し
て
い
な
い
場
合
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
検
討
結
果
で
あ
る
。
レ
ー
プ
は
、
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
と

同
様
に
「
受
取
り
」
を
買
主
の
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
し
つ
つ
も
、
売
主
に
よ
る
詐
欺
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
き
、
不
可
抗
力
滅
失
に
つ
い

て
直
ち
に
買
主
負
担
と
せ
ず
に
、
旧
三
五
〇
条
以
下
の
価
値
判
断
を
優
先
さ
せ
た
。
レ
ー
プ
は
、
受
取
り
を
リ
ス
ク
引
受
け
と
評
価
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の
後
に
生
じ
た
危
険
を
売
主
負
担
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
に
論
じ
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
に
、
原
状
回
復
に
お
け
る
最
終
的
な
危
険
負
担
を
決
す
る
に
あ
た
り
、
買
主
の
認
識
を
捨
象
し
た
、
物
理
的
な
引
渡
し

（
＝
受
取
り
）
の
み
に
依
拠
す
る
こ
と
の
限
界
が
現
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ボ
ル
ツ
ェ

の
よ
う
に
、「
瑕
疵
が
あ
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
」
と
の
買
主
の
意
思
を
加
味
し
た
う
え
で
売
主
負
担
と
す
る
論

理
が
古
く
か
ら
主
張
さ
れ
、
債
務
法
改
正
前
に
は
ジ
ッ
キ
ン
ガ
ー
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
も
、
デ
ル
の
よ
う

に
、
契
約
不
適
合
物
で
あ
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
受
け
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
要
素
を
重
視
し
て
、
売
主
の
義
務
違
反
か
ら
売
主
負
担
を
導

く
こ
と
を
正
当
化
す
る
論
理
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
が
指
摘
す
る
矛
盾
挙
動
と
い
う
観
点
か
ら
論
ず
れ
ば
、
受

領
時
の
買
主
に
は
そ
の
物
が
契
約
適
合
物
で
あ
る
と
信
じ
た
こ
と
に
つ
き
錯
誤
が
あ
る
以
上
、
履
行
と
し
て
の
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受

け
の
撤
回
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
矛
盾
挙
動
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
先
行
行
為
が
法
的
に
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
解
除
に

よ
る
危
険
転
嫁
も
矛
盾
挙
動
と
は
評
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
契
約
適
合
物
に
限
ら
ず
、
契
約
不
適
合
物
で
あ
っ
て
も
そ
の
引
渡
し
に
よ
り
危
険
が
移
転
す
る
と
い
う
法
体
系
の
も
と
で
、

そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
（
時
系
列
的
に
後
れ
る
）「
受
領
」
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
や
そ
の
撤
回
を
論
じ
る
可
能
性
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え

て
い
る
の
が
、
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
三
項
一
文
一・

号・

で
あ
り
、
か
つ
、
三
四
六
条
三
項
一
文
三・

号・

が
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
を

保
護
し
て
い
る
と
す
る
ド
イ
ツ
法
学
説
で
あ
っ
た
。
物
理
的
な
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
危
険
が
移
転
す
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
危
険
移
転

（
九
〇
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

九
一

は
終
局
的
な
も
の
で
は
な
く
、
最
終
的
な
危
険
負
担
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
買
主
の
意
思
的
要
素
が
影
響
す
る
。
受
領
物
に
契
約
不
適

合
が
あ
っ
た
場
合
、
買
主
は
売
主
の
契
約
不
適
合
責
任
を
理
由
と
し
て
契
約
の
解
除
や
代
物
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
受
領
時
に

買
主
が
契
約
不
適
合
物
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
を
主
張
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

引
渡
し
後
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
危
険
を
も
解
除
あ
る
い
は
代
物
請
求
に
よ
っ
て
売
主
に
転
嫁
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
買
主
は

受
領
物
の
滅
失
損
傷
に
つ
き
価
値
賠
償
義
務
を
負
わ
な
い
。
解
除
や
代
物
請
求
は
、（
原
則
と
し
て
（
100
）

）
買
主
の
こ
う
し
た
撤
回
主
張
を
前
提

に
含
ん
だ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

先
述
の
と
お
り
、
本
稿
冒
頭
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
我
が
国
の
多
数
説
は
買
主
負
担
説
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①
物
の
契
約
不
適

合
（
瑕
疵
）
と
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
と
は
因
果
関
係
が
な
い
こ
と
、
②
買
主
の
支
配
下
で
生
じ
た
滅
失
で
あ
る
こ
と
、
③
買
主
は
契
約

時
に
対
価
負
担
と
引
き
換
え
に
物
を
取
得
す
る
と
い
う
「
財
産
上
の
決
定
」
を
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で

の
検
討
の
結
果
、
契
約
時
お
よ
び
受
領
時
の
買
主
に
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
あ
る
場
合
、
買
主
の
領
域
内
か
ら
危
険
が
生
じ
た

こ
と
や
、
買
主
の
契
約
時
の
リ
ス
ク
引
受
け
決
定
を
重
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
②
③
が
根
拠
と
な
る
こ
と
の
否
定
）。
ま
た
、「
契
約
不

適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
締
結
せ
ず
、
受
領
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
要
素
が
媒
介
項
と
な
り
、
売
主
に
よ
る
契
約
不
適
合

物
の
引
渡
し
と
買
主
の
許
で
の
滅
失
と
の
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
う
る
（
①
が
根
拠
に
な
る
こ
と
の
否
定
）。
し
た
が
っ
て
、
受
領
時
の
買
主

に
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
あ
り
、
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
受
領
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
お
い
て
は
、
右
の
買
主
負

担
説
の
理
由
付
け
は
説
得
力
を
有
し
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
右
の
よ
う
に
、
売
主
に
よ
る
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
買
主
の
許

で
の
滅
失
と
の
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
解
除
原
因
を
作
出
し
た
売
主
（
解
除
の
相
手
方
）
が
危
険
を
負
担

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
売
主
（
解
除
の
相
手
方
）
負
担
説
が
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
九
一
）
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八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

九
二

こ
れ
ま
で
我
が
国
で
は
、「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
と
そ
の
錯
誤
無
効
が
、
給
付
危
険
と
の
関
係
で
の
み
論
じ
ら
れ
て
き
た
。「
履
行
と

し
て
の
受
領
」
に
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
、
買
主
の
錯
誤
無
効
に
よ
り
買
主
は
如
何
な
る
権
利
を
主
張
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
等

に
つ
き
争
い
が
あ
る
ま
ま
、
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
を
迎
え
る
。
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
法
案
に
お
い
て
、
債
務
不
履
行
責
任
と
契
約

不
適
合
責
任
と
を
区
別
す
る
契
機
は
物
の
「
引
渡
し
」
で
あ
り
（
101
）（

改
正
法
案
五
六
二
条
一
項
）、
契
約
不
適
合
責
任
の
適
用
契
機
と
し
て
の

「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
そ
の
役
割
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
（
102
）

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
買
主
の
意
思
的
行
為
で

あ
る
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
は
、
今
後
も
、
対
価
危
険
に
お
い
て
最
終
的
な
危
険
負
担
を
決
す
る
基
準
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

2　

残
さ
れ
た
課
題

以
上
の
よ
う
に
、
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
を
理
由
と
し
た
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
、
受
領

時
に
錯
誤
が
存
す
る
限
り
、
買
主
は
い
つ
ま
で
も
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤
回
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
受
領
時
に
は
錯
誤

が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
後
の
買
主
の
言
動
次
第
で
は
危
険
配
分
が
変
わ
る
余
地
が
あ
り
、
撤
回
を
主
張
す
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
う
る
（
103
）

。
も

は
や
撤
回
で
き
な
い
だ
け
の
履
行
と
し
て
の
受
領
（
リ
ス
ク
引
受
け
）
が
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
論
じ
て

き
た
因
果
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
受
取
り
や
契
約
適
合
性
を
知
ら
ず
に
し
た
受
領
は
因
果
関
係
を
遮
断
す
る
要
素
と
は
な
ら
な

い
も
の
の
、
そ
れ
以
降
の
買
主
の
言
動
が
因
果
関
係
を
遮
断
す
る
可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
そ
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
時
期
如
何
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
受
領
後
、
た
と
え
買
主
が
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ

ろ
う
と
も
、
買
主
が
そ
の
受
領
物
を
自
身
の
目
的
に
従
っ
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
も
は
や
リ
ス
ク
引
受
け
を
撤
回
で
き
ず
、
以
後
の
不

（
九
二
）



契
約
適
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へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

九
三

可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
は
買
主
負
担
に
な
る
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
ち
う
る
（
104
）

。
一
方
で
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
契
約
適
合
性
へ
の
買

主
の
信
頼
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
し
た
使
用
と
い
う
リ
ス
ク
引
受
け
に
つ
い
て
も
、
契
約

不
適
合
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
使
用
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
や
は
り
使
用
に
現
れ
る
リ
ス
ク
引
受
け
の
撤

回
が
で
き
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
以
上
の
ふ
た
つ
の
解
釈
の
そ
も
そ
も
の
前
提
と
し
て
、
物
の
用
法
に
従
っ
た
使
用
行
為
を
リ

ス
ク
引
受
け
と
評
価
す
る
こ
と
の
是
非
も
問
題
と
な
ろ
う
。
用
法
に
従
っ
た
使
用
を
す
る
限
り
、
消
費
物
を
別
と
す
れ
ば
、
原
則
と
し
て

そ
の
行
為
自
体
か
ら
滅
失
損
傷
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
用
法
に
従
っ
た
使
用
か
ら
生
じ
た
使
用
利
益
に
つ
い
て
は
、
原
状
回
復

と
し
て
売
主
に
帰
属
す
る
と
解
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
用
法
に
従
っ
た
使
用
の
場
合
、
買
主
に
帰
責
で
き
る
の
は
そ

の
使
用
か
ら
生
じ
た
利
益
の
返
還
義
務
が
限
度
で
あ
る
と
の
解
釈
も
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
他
日
を

期
し
た
い
。

（
1
） 

拙
稿
「
契
約
不
適
合
物
の
危
険
移
転
法
理

│
危
険
の
移
転
と
解
除
に
よ
る
そ
の
回
帰
」
日
法
八
二
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
六
七
頁
以
下
。

（
2
） 

解
除
原
因
を
作
出
し
た
売
主
が
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
危
険
を
負
担
す
べ
き
と
す
る
前
者
の
見
解
と
し
て
、
鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講
義

〔
四
訂
版
〕』（
創
文
社
・
二
〇
〇
一
年
）
一
六
四
頁
、
小
野
秀
誠
『
給
付
障
害
と
危
険
の
法
理
』（
信
山
社
・
一
九
九
六
年
）
八
二
・
八
三
頁
、

一
七
八
頁
以
下
お
よ
び
二
〇
八
頁
、
花
本
広
志
「『
目
的
物
の
返
還
不
能
と
解
除
権
の
帰
趨
』
に
関
す
る
覚
書
」
独
協
四
一
号
（
一
九
九
五
年
）

二
九
五
頁
以
下
、
円
谷
峻
「
国
連
統
一
売
買
法
に
お
け
る
解
除
権
と
目
的
物
の
返
還
不
能
」
一
論
一
〇
九
巻
一
号
（
一
九
九
三
年
）
七
九
頁
注（
7
）、

同
『
現
代
契
約
法
の
課
題

│
国
際
取
引
と
民
法
理
論
』（
一
粒
社
・
一
九
九
七
年
）
三
一
三
頁
、
新
田
孝
二
『
危
険
負
担
と
危
険
配
分
』（
信
山

社
・
一
九
九
八
年
）
二
一
四
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
法
に
お
け
る
契
約
解
除
と
日
本
法
と
の
比
較
」
関
東
学
園
二
五
号

（
二
〇
〇
二
年
）
二
七
頁
以
下
、
同
「
詐
欺
に
よ
る
取
消
し
・
契
約
解
除
に
基
づ
く
清
算
関
係
に
お
け
る
危
険
配
分
（R

isikoverteilung

）」
関
東

（
九
三
）
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本
法
学　
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第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

九
四

学
園
三
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
七
五
頁
以
下
、
同
「
契
約
解
除
に
よ
る
原
状
回
復
及
び
取
消
し
に
よ
る
清
算
関
係
に
お
け
る
危
険
配
分
の
ま
と
め
」

関
東
学
園
三
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
五
頁
以
下
、
半
田
吉
信
「
売
買
の
解
除
、
無
効
、
取
消
と
危
険
負
担
」
好
美
清
光
先
生
古
稀
記
念
『
現
代

契
約
法
の
展
開
』（
経
済
法
令
研
究
会
・
二
〇
〇
〇
年
）
一
七
四
頁
以
下
、
平
野
裕
之
『
民
法
総
合
5
契
約
法
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
九

頁
。そ

れ
に
対
し
、
不
可
抗
力
に
よ
り
滅
失
損
傷
し
た
物
を
支
配
し
て
い
た
買
主
が
危
険
を
負
担
す
べ
き
と
す
る
後
者
の
見
解
と
し
て
、
山
中
康
雄

「
解
除
の
効
果
」『
総
合
判
例
研
究
叢
書
⑽
』（
有
斐
閣
・
一
九
五
八
年
）
二
〇
二
・
二
〇
三
頁
、
四
宮
和
夫
『
請
求
権
競
合
論
』（
一
粒
社
・

一
九
七
八
年
）
二
〇
四
頁
、
好
美
清
光
「
契
約
の
解
除
の
効
力
」
遠
藤
浩
ほ
か
監
修
『
現
代
契
約
法
体
系
第
2
巻
現
代
契
約
の
法
理
⑵
』（
有
斐

閣
・
一
九
八
四
年
）
一
八
二
・
一
八
三
頁
、
本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
下
）

│
解
除
に
基
づ
く
清
算
義
務
の
重
畳
的
性
格
」

判
タ
五
五
七
号
（
一
九
八
五
年
）
四
五
・
四
六
頁
、
松
本
恒
雄
『
現
代
民
法
講
義
5
契
約
法
〔
改
訂
版
〕』
石
外
克
喜
編
（
法
律
文
化
社
・
一
九
九
四

年
）
一
二
二
・
一
二
八
頁
、
藤
原
正
則
『〈
法
律
学
の
森
〉
不
当
利
得
法
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
二
年
）
一
七
三
頁
、
潮
見
佳
男
『〈
法
律
学
の
森
〉

債
権
総
論
Ⅰ
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
・
二
〇
〇
三
年
）
四
五
五
・
四
五
六
頁
、
山
本
敬
三
『
民
法
講
義
Ⅳ－

1
契
約
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）

二
〇
一
・
二
〇
二
頁
、
山
下
末
人
『
新
版
注
釈
民
法
⒀
債
権
⑷
〔
補
訂
版
〕』〔
谷
口
知
平
＝
五
十
嵐
清
編
〕（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）
九
〇
六
頁
、

内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
〔
第
三
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
一
年
）
九
八
・
九
九
頁
。

こ
う
し
た
学
説
状
況
の
整
理
と
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）七
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
3
） 

二
〇
〇
二
年
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
民
法
関
連
条
文
（
邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
岡
孝
編
『
契
約
法
に
お
け
る
現
代
化
の
課
題
』（
法
政
大
学

出
版
局
・
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
し
た
。）

【
第
三
四
六
条
（
解
除
の
効
果
）】

1　

契
約
当
事
者
の
一
方
が
契
約
に
よ
り
解
除
権
を
留
保
し
た
場
合
ま
た
は
法
定
解
除
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
解
除
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、

受
領
し
た
給
付
を
返
還
し
、
か
つ
、
収
取
し
た
利
益
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
に
代
え
て
、
価
値
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴　

給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
が
、
取
得
し
た
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
と
き

（
九
四
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

九
五

⑵　

債
務
者
が
受
領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
し
、
ま
た
は
改
造
し
た
と
き

⑶　

受
領
し
た
対
象
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
用
法
に
従
っ
て
使
用
に
置
い
た
（Ingebrauchnahm

e

）
こ
と
に
よ
り
生
じ

た
損
傷
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い

契
約
に
お
い
て
反
対
給
付
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
反
対
給
付
は
、
価
値
賠
償
の
算
定
に
際
し
て
基
礎
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

消
費
貸
借
の
使
用
利
益
に
関
す
る
価
値
賠
償
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
、
使
用
利
益
の
価
値
が
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3　

価
値
賠
償
義
務
は
、
次
の
各
号
の
場
合
に
消
滅
す
る
。

⑴　

解
除
を
基
礎
づ
け
る
瑕
疵
が
、
対
象
を
加
工
ま
た
は
改
造
中
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き

⑵　

債
権
者
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
そ
の
損
害
が
債
権
者
の
許
で
も
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
き

⑶　

法
定
解
除
権
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
権
者
が
自
己
の
事
務
に
つ
い
て
通
常
用
い
る
べ
き
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
損

傷
ま
た
は
滅
失
が
解
除
権
者
（
権
限
者
）
の
許
で
生
じ
た
と
き

残
存
す
る
利
得
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4　

債
権
者
は
、
本
条
第
一
項
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
第
二
八
〇
条
か
ら
第
二
八
三
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

【
第
四
四
六
条
（
危
険
お
よ
び
負
担
の
移
転
）】

売
買
目
的
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
、
そ
の
偶
然
の
滅
失
お
よ
び
損
傷
の
危
険
は
買
主
に
移
転
す
る
。
そ
の
引
渡
し
の
時
か
ら
、
収
益
は
買
主
に
帰

属
し
、
買
主
は
物
の
負
担
を
引
き
受
け
る
。
買
主
が
受
領
遅
滞
に
陥
る
と
き
は
、
引
渡
し
が
あ
っ
た
の
と
同
様
と
す
る
。

（
4
） B

egründung zum
 G
esetzentw

urf zur M
odernisierung des S

chuldrechts vom
 14.5.2001, B

T
-D
rucks.14 / 6040, S

.196; 

A
ndreas T

H
IE
R
, R
ücktrittsrecht und B

ereicherungshaftung: Z
ur R

eichw
eite von §

346 A
bs.3 S

.1 N
r.3 B

G
B
 und seinen 

W
irkungen für die bereicherungsrechtliche R

ückabw
icklung gegenseitiger V

erträge, F
estschrift für A

ndreas H
eldrich zum

 70. 

G
eburtstag, 2005, S

444 ff.; C
laus-W

ilhelm
 C
A
N
A
R
IS
, S
chuldrechtsm

odernisierung 2002, S
.X
L
I ff.; H

orst K
O
N
Z
E
N
, 

S
chuldrechtsreform

, R
ücktritt und W

egfall der B
ereicherung bei gescheiterten A

ustauschverhältnissen, F
estschrift für C

laus-

（
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

九
六

W
ilhelm

 C
anaris, 2007, S

.621,625; D
irk L

O
O
S
C
H
E
L
D
E
R
S
, S
chuldrecht A

llgem
einer T

eil, 12. A
uflage, 2014, R

dN
r.827; 

F
lorian F

A
U
S
T
, in: P

eter H
U
B
E
R
 / F

lorian F
A
U
S
T
, S
chuldrechtsm

odernisierung, 2002, K
ap.10, R

dN
r.35 f.; S

tephan 

L
O
R
E
N
Z
, S
chuldrechtsreform

 2002: P
roblem

schw
erpunkte drei Jahre danach, N

JW
., 2005, S

.1893; Y
ves D

Ö
L
L
, 

R
ückgew

ährstörungen beim
 R
ücktritt, diss., 2011, S

.246. 

こ
の
点
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）

九
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
5
） H

einrich H
O
N
S
E
L
L
, G
efahrtragung und S

chadensersatz bei arglistiger T
äuschung, M

D
R
., 1970, S

.719.

（
6
） 

履
行
遅
滞
中
の
不
能
と
は
、
一
般
に
、
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
履
行
遅
滞
後
に
債
務
者
の
責
め
の
な
い
履
行
不
能
が
生
じ
た
場
面
を
指
す
。

今
日
の
判
例
・
通
説
は
、
こ
の
履
行
遅
滞
後
の
不
能
を
、
履
行
不
能
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
の
問
題
と
し
て
扱
う
。
こ
れ
ま
で
我
が
国
で
は
、
履
行

遅
滞
中
の
不
能
は
債
務
不
履
行
の
問
題
と
し
て
、
受
領
遅
滞
中
の
不
能
は
危
険
負
担
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
扱
わ
れ
て
き
た
（
小
野
・
前
掲
注

（
2
）三
六
二
頁
の
注（
10
）を
参
照
）。
こ
の
点
に
つ
き
、
北
居
教
授
は
、「
フ
ラ
ン
ス
民
法
か
ら
旧
民
法
に
お
い
て
危
険
負
担
法
理
で
処
理
さ
れ
て
い

た
遅
滞
後
の
不
能
問
題
は
、
現
行
民
法
へ
の
修
正
段
階
で
損
害
賠
償
法
理
へ
と
再
構
成
さ
れ
、
そ
の
論
理
が
以
後
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
も
引
き
継

が
れ
て
き
た
」 

と
し
、「
ド
イ
ツ
で
も
我
が
国
で
も
通
説
は
、
す
で
に
発
生
し
て
い
た
遅
滞
は
不
能
に
よ
っ
て
当
然
に
終
了
し
、
そ
れ
以
後
履
行
不

能
理
論
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遅
滞
と
不
能
の
機
能
領
域
を
完
全
に
区
分
」
し
て
い
る
と
分
析
す
る
。
詳
細
は
、
北
居
功
「
遅
滞
後
の

不
能

│
危
険
法
理
と
責
任
法
理
と
の
競
合
」
法
学
雑
誌
タ
ー
ト
ン
ヌ
マ
ン
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
7
） 

二
〇
〇
二
年
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
の
邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
椿
寿
夫
・
右
近
健
男
編
『
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論
』（
日
本
評
論
社
・

一
九
八
八
年
）
お
よ
び
右
近
健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』（
三
省
堂
・
一
九
九
五
年
）
を
参
照
し
た
（
以
下
同
様
）。

【
旧
第
二
八
七
条
】

債
務
者
は
、
遅
滞
中
、
す
べ
て
の
過
失
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
務
者
は
、
遅
滞
中
に
偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
た
給
付
不
能

に
つ
い
て
も
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
給
付
を
適
時
に
行
っ
て
も
損
害
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
8
） 

な
お
、
ホ
ン
ゼ
ル
は
、
厳
密
に
は
、
旧
二
八
七
条
に
加
え
て
、
不
法
行
為
の
場
合
の
ド
イ
ツ
民
法
八
四
八
条
も
比
較
対
象
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
不
当
利
得
法
・
不
法
行
為
法
の
条
文
の
邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
椿
寿
夫
・
右
近
健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
不
当
利
得
・
不
法
行
為
法
』（
三
省

（
九
六
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

九
七

堂
・
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
し
た
。

【
第
八
四
八
条
（
物
の
侵
奪
に
お
け
る
偶
然
の
事
情
に
つ
い
て
の
責
任
）】

不
法
行
為
に
よ
っ
て
他
人
か
ら
侵
奪
し
た
物
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
者
は
、
そ
の
物
の
偶
然
の
滅
失
、
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
生
じ
た
物
の
偶

然
の
返
還
不
能
あ
る
い
は
偶
然
の
損
傷
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
侵
奪
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
滅
失
、
そ
の
他
の
返
還
不
能
あ
る
い

は
損
傷
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
9
） 

【
旧
第
三
五
〇
条
】

解
除
は
、
解
除
権
者
の
受
領
し
た
対
象
が
偶
然
に
よ
り
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
。

（
10
） 

北
居
教
授
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
お
い
て
は
、
債
務
の
永
久
化
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
債
務
者
の
免
責
を
認
め
な
い
立
場
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ

う
に
解
さ
な
い
立
場
を
引
き
継
い
だ
の
が
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
で
あ
り
、
こ
れ
が
モ
ム
ゼ
ン
に
よ
り
責
任
法
理
へ
と
純
化
さ
れ
、
因
果
関
係
の
問
題
と
さ
れ

て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
北
居
・
前
掲
注（
6
）四
一
頁
以
下
。

（
11
） 

我
が
国
に
は
明
文
規
定
こ
そ
な
い
も
の
の
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
解
す
る
の
が
判
例
・
通
説
で
あ
る
。
通
説
は
、
こ
の
履
行
遅
滞
中
の
不
能
を
、

履
行
遅
滞
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
履
行
不
能
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
を
前
提
と
し
、
こ
の
履
行
不
能
を
「
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」

に
基
づ
く
も
の
と
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
の
が
原
則
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
仮
に
債
務
者

が
適
時
に
履
行
を
し
て
い
た
と
し
て
も
目
的
物
の
滅
失
と
い
っ
た
不
能
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
例
外
と
し
て
債
務
者
は
免
責
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
免
責
は
、
当
該
遅
滞
と
債
権
者
の
不
能
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
が
存
在
し
な
い
た
め
と
説
明
さ
れ
る
。
我
妻
榮
『
新
訂
債
権
総
論
』（
岩

波
書
店
・
一
九
六
四
年
）
一
四
五
頁
、
於
保
不
二
雄
『
債
権
総
論
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
七
二
年
）
九
二
頁
注（
11
）・
一
〇
七
頁
、
松
坂
佐
一

『
民
法
提
要
債
権
総
論
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
八
二
年
）
八
一
頁
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
〔
増
補
版
〕』（
悠
々
社
・
一
九
九
二
年
）

一
三
九
頁
、
林
良
平
ほ
か
『
債
権
総
論
〔
第
三
版
〕』〔
林
良
平
（
安
永
正
昭
補
訂
）〕（
青
林
書
院
・
一
九
九
六
年
）
九
四
頁
注（
1
）、
鈴
木
・
前
掲

注（
2
）二
一
三
頁
、
潮
見
・
前
掲
注（
2
）三
五
八
頁
、
北
川
善
太
郎
『
債
権
総
論
（
民
法
講
要
Ⅲ
）〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
四
年
）
九
五

頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅲ
〔
第
三
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
五
年
）
一
四
二
頁
、
平
野
裕
之
『
債
権
総
論
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
五
年
）

二
一
七
頁
、
加
藤
雅
信
『
新
民
法
体
系
Ⅲ
債
権
総
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
一
五
三
頁
、
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
〔
第
三
版
〕』（
岩
波
書

（
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

九
八

店
・
二
〇
一
四
年
）
一
三
二
・
一
三
三
頁
。
な
お
、
北
居
・
前
掲
注（
6
）三
三
頁
以
下
は
、
履
行
遅
滞
中
の
不
能
の
問
題
が
一
貫
し
て
履
行
不
能
論

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
れ
を
不
能
論
と
し
て
で
は
な
く
遅
滞
論
と
し
て
論
じ
る
可
能
性
を
模
索
す
る
。
ま
た
、
危
険
負
担
の
問

題
と
し
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
小
野
・
前
掲
注（
2
）三
五
三
頁
以
下
も
参
照
。

判
例
も
結
論
に
お
い
て
同
様
で
あ
る
。
大
判
明
治
三
九
年
一
〇
月
二
九
日
民
録
一
二
輯
一
三
五
八
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
〇
日
判

時
七
八
一
号
八
九
頁
。

な
お
、
こ
こ
で
我
が
国
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。
右
に
述
べ
た
我
が
国
に
お
け
る
履
行
遅
滞
中
の
不
能
に
つ
い
て

の
判
例
・
学
説
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
の
審
議
過
程
に
お
い
て
も
異
論
が
な
く
、
今
回
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
に
お

い
て
も
、
改
正
法
案
四
一
三
条
の
二
と
し
て
、
遅
滞
中
の
不
能
の
規
定
を
置
く
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
履
行
遅
滞
中
の
不
能
を
履
行
不
能
の
問

題
と
し
て
扱
う
こ
と
や
、
例
外
と
し
て
の
債
務
者
の
免
責
を
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
も
法
制
審
議
会
の
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る

（
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
六
八
A
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
案
の
た
た
き
台
⑶
」（http://w

w
w
.m
oj.go.jp/

content/000117654.pdf

）
一
二
頁
以
下
参
照
）。
た
だ
し
、
中
間
試
案
段
階
ま
で
は
ま
さ
に
判
例
・
通
説
ど
お
り
の
理
解
が
形
に
さ
れ
た
も
の
の
、

そ
れ
以
降
の
要
綱
仮
案
作
成
の
段
階
で
、
例
外
的
に
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
点
（
た
だ
し
書
相
当
部
分
）
が
条
文
案
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
。
債
務

者
が
例
外
的
に
免
責
さ
れ
る
た
だ
し
書
の
規
律
は
解
釈
に
委
ね
る
形
と
な
っ
た
（
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
七
九－

三
「
民
法
（
債
権
関
係
）

の
改
正
に
関
す
る
要
綱
仮
案
の
原
案
（
そ
の
一
）
補
充
説
明
」（http://w

w
w
.m
oj.go.jp/content/000124058.pdf

）
一
一
頁
参
照
）。
も
っ
と
も
、

法
制
審
議
会
で
の
議
事
録
に
表
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
れ
は
、
正
確
な
表
現
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
立
法
技
術
的
理
由
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
た
だ
し
書
相
当
部
分
に
よ
る
債
務
者
の
免
責
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、
こ
の
た
だ
し
書
を
削
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
を
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
九
〇
回
会
議

（
二
〇
一
四
年
六
月
一
〇
日
）
議
事
録
（http://w

w
w
.m
oj.go.jp/content/001128483.pdf

）
四
八
頁
以
下
）。

諸
外
国
に
お
け
る
遅
滞
中
の
不
能
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
小
野
・
前
掲
注（
2
）三
五
四
頁
以
下
を
参
照
。
危
険
負
担
の
原
則
を
債
権
者
主
義
と

す
る
か
債
務
者
主
義
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
危
険
移
転
の
効
果
と
し
て
重
要
と
な
る
の
が
、「
履
行
遅
滞
後
の
不
能
」
な
の
か
「
受
領
遅
滞
後
の
不

能
」
な
の
か
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
九
八
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

九
九

（
12
） H

einrich H
O
N
S
E
L
L
, a. a. O

. 

（F
n.5

）, S
.719.

（
13
） 

こ
う
し
て
、
遅
滞
中
の
不
能
の
問
題
の
中
に

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

、
遅
滞
責
任
（
損
害
賠
償
責
任
・
責
任
法
理
）
と
危
険
負
担
（
無
責
の
当
事
者
の
リ
ス
ク
配
分
・

危
険
法
理
）
と
の
競
合
・
交
錯
が
明
ら
か
に
な
る
。
北
居
・
前
掲
注（
6
）三
二
頁
以
下
参
照
。

（
14
） 
「
履
行
遅
滞
中
の
不
能
」
に
お
い
て
は
危
険
法
理
と
責
任
法
理
と
が
同
時
に
問
題
と
な
り
、「
受
領
遅
滞
中
の
不
能
」
に
お
い
て
は
危
険
法
理
と

責
任
法
理
と
が
衝
突
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

（
15
） 

北
居
教
授
は
、
こ
う
し
た
危
険
負
担
と
遅
滞
責
任
と
が
競
合
す
る
場
合
、「
債
務
者
が
遅
滞
責
任
を
負
う
限
り
遅
滞
後
の
不
能
に
つ
い
て
債
務

者
は
債
務
か
ら
の
解
放
を
原
則
と
し
て
主
張
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
遅
滞
責
任
が
危
険
負
担
法
理
に
優
先
す
る
と
解
す
べ
き
」
と
し
、「
遅
滞

責
任
が
除
去
さ
れ
て
初
め
て
危
険
負
担
法
理
が
前
面
に
登
場
す
る
と
の
形
で
、
両
者
の
優
劣
関
係
を
認
め
る
べ
き
」
と
す
る
。
北
居
・
前
掲
注（
6
）

六
四
頁
。

（
16
） 

こ
の
こ
と
は
、
売
主
の
「
瑕
疵
な
く
し
て
も
滅
失
し
た
は
ず
で
あ
る
」
と
の
仮
定
的
な
主
張
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
瑕
疵
が
な

か
っ
た
な
ら
ば
当
該
滅
失
は
生
じ
な
か
っ
た
か
否
か
が
立
証
の
争
点
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
小
野
・
前
掲
注（
2
）一
四
七
頁
参
照
。

（
17
） H

einrich H
O
N
S
E
L
L
, a. a. O

. 

（F
n.5

）, S
.719.

（
18
） 

遅
滞
中
の
不
能
は
、
売
主
の
履
行
遅
滞
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
問
お
う
と
す
る
局
面
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
い
ま
本
稿
で
問
題
と
し

て
い
る
の
は
、
両
当
事
者
が
無
責
の
滅
失
損
傷
の
危
険
を
ど
う
配
分
す
る
か
と
い
う
危
険
負
担
の
局
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
者
は
、
こ
の
危
険
負

担
者
の
決
定
に
あ
た
り
、
契
約
不
適
合
と
い
う
要
素
を
根
拠
と
し
て
売
主
負
担
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
問
題
に
し
て
い
る
。
売
主
の
契
約
不
適

合
と
い
う
要
素
と
買
主
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
リ
ス
ク
で
あ
る
と
い
う
要
素
と
は
、
あ
る
べ
き
危
険
負
担
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
優
先
す
る
の
か
と
い

う
位
置
づ
け
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
19
） 

こ
の
点
、
小
野
・
前
掲
注（
2
）一
四
七
頁
は
、「
瑕
疵
あ
る
物
の
滅
失
の
危
険
負
担
は
、
こ
の
『
複
数
の
障
害
』
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
同
様
の
問
題
は
、
ほ
か
に
も
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
売
主
の
責
任
は
、
瑕
疵
の
代
わ
り
に
遅
滞
で
も
よ
い
し
、
そ
の
責
に
帰
す
べ
き
損
傷

で
も
よ
い
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
履
行
遅
滞
中
の
不
能
を
扱
う
に
あ
た
り
、
本
稿
は
、
冒
頭
に
ケ
ー
ス
と
し
て
挙
げ
た
と
お
り
、
解

除
前・

に
目
的
物
が
返
還
不
能
に
な
っ
た
局
面
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
解
除
後・

に
返
還
不
能
が
生
じ
た
局
面
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

（
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
〇
〇

な
い
。
従
前
、
解
除
後
の
返
還
不
能
に
つ
い
て
、
履
行
遅
滞
中
の
不
能
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
磯
村
保
「
契
約
の
無
効
・
取
消
の
清

算

│
各
論
的
考
察
」
私
法
四
八
号
（
一
九
八
五
年
）
四
五
頁
以
下
。
ま
た
こ
う
し
た
議
論
は
ド
イ
ツ
に
も
存
在
す
る
。T

im
o F
E
S
T
, D
er 

E
infl uss der rücktrittsrechtlichen W

ertungen auf die bereicherungsrechtliche R
ückabw

icklung nichtiger V
erträge, 2006, S

.51.

）。

買
主
が
返
還
義
務
を
遅
滞
し
て
い
る
間
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
と
い
う
点
で
、
履
行
遅
滞
中
の
不
能
と
比
較
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
稿
は
、
そ
う
し
た
点
で
履
行
遅
滞
中
の
不
能
を
取
り
上
げ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
20
） B

ernd L
IN
K
E
, D
ie R
ückabw

icklung gescheiterter gegenseitiger V
erträge, 2007, S

.57 f.

（
21
） 

前
掲
注（
2
）の
各
文
献
参
照
。
ま
た
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
詳
解
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅳ
各
種
の
契
約
⑴
』（
商
事

法
務
・
二
〇
一
〇
年
）
一
一
七
頁
以
下
も
参
照
。

（
22
） 

た
と
え
ば
、
本
田
純
一
「
給
付
利
得
と
解
除
規
定
」
私
法
四
一
号
（
一
九
七
九
年
）
二
六
頁
、
小
野
・
前
掲
注（
2
）一
四
七
頁
な
ど
。

（
23
） 

今
回
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
に
お
い
て
、
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
契
約
不
適
合
責
任
へ
と
移
行
し
、
債
務
不
履
行
責
任
に
統
合
・
一

元
化
さ
れ
る
。
売
主
に
は
契
約
に
適
合
し
た
物
を
給
付
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
潮
見
佳
男
『
民
法
（
債
権
関
係
）

改
正
法
案
の
概
要
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
・
二
〇
一
五
年
）
二
三
〇
頁
以
下
、
北
居
功
「
不
動
産
売
買
に
お
け
る
売
主
の
契
約
不
適
合
責
任
」

日
不
三
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
二
頁
以
下
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
で
述
べ
た
と
お
り
、
売
主
の
契
約
不
適
合
責
任
の
射
程
を
考
え
る
際
の
因

果
関
係
の
起
点
を
、「
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
」
と
す
る
解
釈
と
整
合
し
よ
う
。

（
24
） 

近
時
こ
う
し
た
見
解
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、M

atrhias W
O
L
G
A
S
T
, D
as reform

ierte R
ücktrittsfolgenrecht vor dem

 

H
intergrund der E

ntw
icklung im

 deuchen und im
 französischen R

echt, 2005, S
.284

を
参
照
。

（
25
） 

本
稿
で
は
、
危
険
負
担
や
危
険
移
転
と
い
っ
た
「
危
険
」
と
い
う
用
語
の
他
、
リ
ス
ク
引
受
け
と
い
っ
た
よ
う
に
「
リ
ス
ク
」
と
い
う
用
語
も

用
い
る
が
、
基
本
的
に
両
者
を
同
義
の
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。

（
26
） 

本
稿
で
は
、
受
領
時
に
契
約
適
合
性
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
あ
っ
た
買
主
が
、
受
領
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
行
為
を
、

リ
ス
ク
引
受
け
の
「
撤
回
」
と
表
現
す
る
。
藤
田
教
授
は
、
買
主
が
「
売
主
の
給
付
を
一
応
履
行
と
し
て
認
容
し
て
い
た
が
、
た
と
え
ば
検
査
し
て

も
発
見
で
き
な
い
瑕
疵
の
た
め
誤
解
し
て
い
た
場
合
、
買
主
は
当
初
の
履
行
認
容
表
明
を
訂
正
・
撤
回
し
、
代
物
請
求
・
解
除
（
損
害
賠
償
を
含

（
一
〇
〇
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

一
〇
一

む
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
お
り
（
藤
田
寿
夫
『
表
示
責
任
と
契
約
法
理
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
九
四
年
）
一
二
九
頁
）、
本
稿
の

リ
ス
ク
引
受
け
と
そ
の
撤
回
と
い
う
構
成
は
こ
の
藤
田
教
授
の
理
論
か
ら
示
唆
を
得
て
い
る
。

（
27
） 
「
受
領
」
は
、
物
の
物
理
的
な
「
受
取
り
」
と
は
区
別
さ
れ
る
、
給
付
の
契
約
適
合
性
を
承
認
す
る
と
の
買
主
の
意
思
的
行
為
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
民
法
で
は
、
三
六
三
条
に
お
い
て
「
履
行
と
し
て
の
受
領
（A

nnahm
e als E

rfüllung

）」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
の
法
的
性
質
等
の
議
論
に

つ
い
て
は
、D

irk O
L
Z
E
N
, in: S

taudingers K
om
m
entar zum

 B
G
B
., B
uch 2, 2016, §

363 R
dN
r.13 f.

を
参
照
。

（
28
） 

【
旧
第
三
五
一
条
】

解
除
は
、
受
領
し
た
対
象
の
著
し
い
損
傷
、
滅
失
そ
の
他
の
返
還
不
能
に
つ
い
て
、
解
除
権
者
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
、
排
除
さ
れ
る
。
対
象

の
重
要
な
部
分
の
滅
失
は
、
著
し
い
損
傷
と
同
様
と
し
、
第
二
七
八
条
に
よ
り
解
除
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
他
人
の
過
失
は
、
権
限
者
自
身
の
過

失
と
同
様
と
す
る
。

（
29
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
説
明
お
よ
び
債
務
法
改
正
前
の
学
説
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）八
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
30
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
1
）九
一
│
九
三
頁
参
照
。

（
31
） 

本
稿
で
、「
滅
失
損
傷
の
原
因
に
着
目
す
る
立
場
」
と
し
て
整
理
す
る
見
解
の
中
に
は
、
最
終
結
論
と
し
て
、
目
的
物
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅

失
損
傷
の
危
険
を
売
主
負
担
と
す
る
見
解
も
あ
れ
ば
買
主
負
担
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
具
体
的
に
は
、
後
掲
注（
60
）参
照
）。
本
稿
で
問
題
と
し
て

い
る
の
は
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
か
ら
、
滅
失
損
傷
の
原
因
に
着
目
す
る
こ
と
が
自
動
的
に
何
か
必
然
的
な
帰
結
を
生
む
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
整
理
を
し
た
の
は
、
滅
失
損
傷
の
危
険
配
分
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
滅
失
損
傷
の
原

因
が
何
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
立
場
と
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
滅
失
損
傷
以
前
の
買
主
の
行
為
に
着
目
し
て
一
定
の
結
論
を
導
こ
う
と
す
る
立

場
と
が
あ
る
と
こ
ろ
、
本
稿
で
買
主
の
「
受
取
り
」
や
「
受
領
」
の
意
味
を
探
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
立
場
の
相
違
を
明
確
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
32
） 

こ
の“verm

ögensm
äßige E

ntscheidung ”

つ
い
て
は
、
我
が
国
で
「
財
産
的
決
定
」
あ
る
い
は
「
財
産
上
の
決
定
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
（
前
者
：
山
田
幸
二
『
現
代
不
当
利
得
法
の
研
究
』（
創
文
社
・
一
九
八
九
年
）
一
六
一
頁
、
後
者
：
川
角
由
和
『
不
当
利
得
と
は
な

に
か
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
四
年
）
二
二
七
頁
、
油
納
健
一
「
い
わ
ゆ
る
『
使
用
利
益
』
返
還
義
務
に
つ
い
て
の
一
考
察

│
無
効
な
利
用
型

（
一
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
〇
二

契
約
に
お
け
る
『
使
用
利
益
』
を
中
心
に
」
神
戸
四
八
巻
三
号
（
一
九
九
八
年
）
七
一
五
頁
、
藤
原
正
則
『
新
注
釈
民
法
⒂
債
権
⑻
』〔
窪
田
充
見

編
〕（
有
斐
閣
・
二
〇
一
七
年
）
一
〇
〇
頁
）、
本
稿
で
は
、
本
文
の
と
お
り
「
財
産
に
見
合
う
決
定
」
と
の
訳
語
を
用
い
る
。
な
お
、
原
語
に
込
め

ら
れ
た
意
味
内
容
か
ら
す
れ
ば
、「
給
付
と
引
き
換
え
に
す
る
決
定
」
と
の
訳
語
も
あ
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
33
） 
我
が
国
に
お
い
て
、
フ
ル
ー
メ
の
財
産
に
見
合
う
決
定
理
論
を
扱
っ
た
文
献
と
し
て
、
本
田
純
一
「
給
付
利
得
と
解
除
規
定
⑶

│
西
ド
イ
ツ

に
お
け
る
近
時
の
理
論
展
開
を
中
心
と
し
て
」
成
城
六
号
（
一
九
八
〇
年
）
七
五
頁
以
下
、
山
田
・
前
掲
注（
32
）一
六
〇
頁
以
下
、
川
角
・
前
掲
注

（
32
）二
二
五
頁
以
下
、
油
納
・
前
掲
注（
32
）七
一
五
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
フ
ル
ー
メ
の
ロ
ー
マ
不
当
利
得
法
の
研
究
に
つ
い
て
、
芹
澤
悟
「『
利

得
の
消
滅
』
と
ロ
ー
マ
法
源

│
Ｗ
・
フ
ル
ー
メ
『
利
得
の
消
滅
』
論
文
前
半
部
の
紹
介
」
亜
大
二
九
巻
二
号
（
一
九
九
四
年
）
一
七
五
頁
以
下
も

参
照
。

（
34
） 

【
第
八
一
八
条
三
項
】

受
領
者
は
、
利
得
が
現
存
し
て
い
な
い
限
度
に
お
い
て
、
返
還
ま
た
は
価
値
賠
償
の
義
務
を
免
れ
る
。

（
35
） K

arl L
A
R
E
N
Z
 / C

laus-W
ilhelm

 C
A
N
A
R
IS
, L
ehrbuch des S

chuldrechts, B
d.Ⅱ
, H
albband 2, 13 A

ufl age, 1994, S
.296. 

日

本
民
法
七
〇
三
条
の
利
得
消
滅
の
抗
弁
の
趣
旨
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藤
原
・
前
掲
注（
32
）一
一
〇

頁
以
下
を
参
照
。

（
36
） B

ernd L
IN
K
E
, a. a. O

. 

（F
n.20

）, S
.56 ff .; C

hristoph C
O
E
N
, V
ertragsscheitern und R

ückabw
icklung, 2003, S

.203; M
artin 

S
C
H
W
A
B
, in: M

artin S
C
H
W
A
B
 / C

arl-H
einz W

IT
T
, E
xam
ensw

issen zum
 neuen S

chuldrecht, 2. A
ufl age, 2003, S

.364 ff .; 

C
laus-W

ilhelm
 C
A
N
A
R
IS
, a. a. O

. 

（F
n.4

）, S
.X
L
I ff .; H

orst K
O
N
Z
E
N
, a. a. O

. 

（F
n.4

）, S
.621,625; D

irk L
O
O
S
C
H
E
L
D
E
R
S
, a. 

a. O
. 

（F
n.4

）, R
dN
r.827; F

lorian F
A
U
S
T
, a. a. O

. 

（F
n.4

）, K
ap.10, R

dN
r.35 f.; S

tephan L
O
R
E
N
Z
, a. a. O

. 

（F
n.4

）, S
.1893; 

ders., L
eistungsstorüngen beim

 A
utokauf, D

A
R
., 2006, S

.617 ff .; Y
ves D

Ö
L
L
, a. a. O

. 

（F
n.4

）, S
.246. 

こ
の
点
に
つ
き
、
拙
稿
・
前

掲
注（
1
）九
六
│
九
八
頁
参
照
。

（
37
） B

ernd L
IN
K
E
, a. a. O

. 

（F
n.20

）, S
.58 f.

（
38
） K

arl L
A
R
E
N
Z
 / C
laus-W

ilhelm
 C
A
N
A
R
IS
, a. a. O

. 

（F
n.35

）, S
.321.

（
一
〇
二
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

一
〇
三

（
39
） 

不
当
利
得
に
お
け
る
差
額
説
（S

aldotheorie

）
と
は
、
物
の
引
渡
し
の
時
点
に
お
け
る
客
観
的
価
値
と
支
払
わ
れ
た
代
金
と
の
差
額

（S
aldo

）
を
不
当
利
得
に
お
け
る
利
得
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
双
務
契
約
に
お
け
る
双
方
の
給
付
の
依
存
関
係
を
認
め
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
こ

う
し
た
差
額
説
に
よ
る
と
、
買
主
は
差
額
分
の
利
得
返
還
請
求
権
し
か
有
さ
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
目
的
物
滅
失
の
危
険
は
買
主
が
負
う
こ
と
に

な
る
。
差
額
説
や
事
実
上
の
双
務
契
約
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
本
田
・
前
掲
注（
33
）七
一
頁
以
下
、
川
角
・
前
掲
注（
32
）二
四
二
頁
以
下
、
藤
原
・

前
掲
注（
32
）一
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
40
） 

差
額
説
お
よ
び
事
実
上
の
双
務
契
約
理
論
（
い
わ
ゆ
る
新
差
額
説
）
に
対
す
る
フ
ル
ー
メ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
川
角
・
前
掲
注（
32
）二
四
四

〜
二
四
八
頁
（
と
り
わ
け
二
四
八
頁
）
を
参
照
。
フ
ル
ー
メ
は
、
契
約
が
無
効
で
あ
る
以
上
、
契
約
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
法
制
度
を

用
い
て
こ
れ
を
単
に
巻
き
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
を
嫌
い
、
無
効
と
い
う
法
秩
序
の
判
断
を
前
提
と
し
て
不
当
利
得
法
の
枠
内
で
妥
当
な
処
理
を
目
指

そ
う
と
す
る
。

（
41
） B

ernhard R
E
N
G
IE
R
, W
egfall der B

ereicherung, A
cP
., 177, 1977, S

.425 ff .

（
42
） W

erner F
L
U
M
E
, D
er W

egfall der B
ereicherung in der E

ntw
icklung vom

 röm
ischen zum

 geltenden R
echt, in: F

estchrift 

für H
ans N

iederm
eyer, 1953, S

.165.

（
43
） W

erner F
L
U
M
E
, D
ie S
aldotheorie und die R

echtsfi gur der ungerechtfertigten B
ereicherung, A

cP
., 194, 1994, S

.439 f. 

し

た
が
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
無
償
契
約
の
場
合
に
は
、
フ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
受
領
物
を
返
還
で
き
な
い
利
得
債
務
者
は
、
返
還
不
能
の
原
因
と
は

無
関
係
に
利
得
消
滅
の
抗
弁
を
主
張
で
き
る
。W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.42

）, S
.157 ff .

（
44
） 

な
お
、
フ
ル
ー
メ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
財
産
に
見
合
う
決
定
に
よ
る
リ
ス
ク
引
受
け
に
と
っ
て
、
買
主
が
既
に
売
買
代
金
を
支
払
っ
た
か
ど
う
か

は
重
要
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
財
産
に
見
合
う
決
定
は
反
対
給
付
の
合
意
に
よ
っ
て
既
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
反
対
給
付
の
提
供
に

よ
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.42

）, S
.167.

（
45
） W
erner F

L
U
M
E
, D
ie E
ntreicherungsgefahr und die G

efahrtragung bei R
ücktritt und W

andlung, N
JW
. 1970, S

.1163 ff . 

こ

れ
に
対
し
て
、
フ
ル
ー
メ
も
、
給
付
物
そ
れ
自
体
と
因
果
関
係
の
あ
る
利
得
消
滅
に
つ
い
て
は
、
八
一
八
条
三
項
の
利
得
消
滅
の
抗
弁
を
認
め
る
。

こ
の
点
も
我
が
国
に
お
い
て
既
に
、
川
角
・
前
掲
注（
32
）
二
四
四
・
二
四
五
頁
等
に
紹
介
が
あ
る
。

（
一
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
〇
四

（
46
） W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.42

）, S
.165 f.; ders., a. a. O

. 

（F
n.45

）, S
.1163 f.

（
47
） W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.42

）, S
.172 f.; ders., a. a. O

. 

（F
n.43

）, S
.440 f.,450. 

た
だ
し
、
フ
ル
ー
メ
は
、
錯
誤
を
理
由
と
し
た

取
消
し
の
場
合
、
錯
誤
取
消
権
者
は
契
約
時
の
決
定
こ
そ
帰
責
さ
れ
な
い
も
の
の
、
ド
イ
ツ
民
法
一
二
二
条
に
よ
り
信
頼
利
益
の
賠
償
義
務
を
負
担

す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
結
果
と
し
て
錯
誤
者
で
あ
る
買
主
が
利
得
消
滅
の
危
険
を
負
担
す
る
と
し
て
い
た
。W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.43

）, S
.441. 

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
既
に
川
角
・
前
掲
注（
32
）二
四
六
頁
お
よ
び
二
六
四
頁
注（
56
）に
紹
介
が
あ
る
。

（
48
） W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.45

）, S
.1164 ff .; ders., a. a. O

. 

（F
n.43

）, S
.443 f.,445 F

n.47. 

こ
の
点
も
、
本
田
・
前
掲
注（
33
）

八
九
頁
、
川
角
・
前
掲
注（
32
）二
五
三
・
二
五
四
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
第
二
の
決
定
か
ら
買
主
に
帰
責
で
き
る
の
は
、
使
用
が
原
因
で
生
じ
た
滅

失
損
傷
で
あ
り
、
使
用
中
に
偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
た
滅
失
損
傷
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
第
一
の
契
約
時
の
決

定
と
は
取
扱
い
を
異
に
し
て
い
る
。W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.45

）, S
.1166.

（
49
） D

agm
ar K

A
IS
E
R
, D
ie R
ückabw

icklung gegenseitiger V
erträge w

egen N
icht- und S

chlechterfüllung nach B
G
B
, 2000, S

.310 

ff .; B
ernhard R

E
N
G
IE
R
, a. a. O

. 
（F
n.41

）, S
.426.

（
50
） E

rnst von C
A
E
M
M
E
R
E
R
, m
ortuus redhibetur, F

estschrift für K
arl L

arenz. zum
 70. G

eburtstag, 1973, S
.627 ff . 

詳
細
は
、

拙
稿
・
前
掲
注（
1
）八
七
頁
を
参
照
。

（
51
） 

こ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
旧
三
五
一
条
が
矛
盾
挙
動
禁
止
の
観
点
か
ら
の
規
定
で
あ
る
と
し
て
も
、
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
先
行
行
為
が
ど

の
時
点
ま
で
広
げ
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
以
上
の
フ
ル
ー
メ
の
議
論
は
不
当
利
得
法
に
お
け
る
議
論
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意

を
要
す
る
。

（
52
） B

ernhard R
E
N
G
IE
R
, a. a. O

. 

（F
n.41

）, S
.426.

（
53
） 

フ
ル
ー
メ
の
見
解
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
既
に
、
山
田
・
前
掲
注（
32
）一
六
四
頁
で
紹
介
が
あ
る
。

（
54
） M
alte D

IE
S
S
E
L
H
O
R
S
T
, D
ie N
atur der S

ache als außergesetzliche R
echtsquelle verfolgt an der R

echtsprechung zur 

S
aldotheorie, 1968, S

.153; D
agm
ar K

A
IS
E
R
, a. a. O

. 

（F
n.49

）, S
.322; B

ernhard R
E
N
G
IE
R
, a. a. O

. 

（F
n.41

）, S
.440 ff .

（
55
） M

alte D
IE
S
S
E
L
H
O
R
S
T
, a. a. O

. 

（F
n.54

）, S
.58; B

ernhard R
E
N
G
IE
R
, a. a. O

. 

（F
n.41

）, S
.426.

（
一
〇
四
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

一
〇
五

（
56
） W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.42

）, S
.166 f.; ders., a. a. O

. 

（F
n.45

）, S
.1163 F

n.22; ders., a. a. O
. 

（F
n.43

）, S
.440.

（
57
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

ernd L
IN
K
E
, a. a. O

. 

（F
n.20

）, S
.119 ff .

が
詳
し
い
。

（
58
） W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.43

）, S
.445.

（
59
） 
フ
ル
ー
メ
の
財
産
に
見
合
う
決
定
理
論
が
カ
ナ
ー
リ
ス
ら
の
議
論
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
相
違
点
に
つ
き
、D

agm
ar K

A
IS
E
R
, a. a. O

. 

（F
n.49

）, S
311 ff .

（
60
） 

た
だ
し
、
前
掲
注（
31
）で
も
述
べ
た
と
お
り
、
滅
失
損
傷
の
原
因
が
不
可
抗
力
に
あ
る
以
上
、
滅
失
損
傷
の
原
因
に
着
目
す
る
こ
と
が
自
動
的

に
何
か
必
然
的
な
帰
結
を
生
む
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
先
に
示
し
た
債
務
法
改
正
前
の
フ
ォ
ン
・
ケ
メ
ラ
ー
ら
の
有
力
説
は
、
滅
失
損
傷
の
原
因

が
買
主
の
自
由
な
行
為
に
よ
る
か
否
か
に
着
目
し
て
、
広
く
買
主
負
担
と
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
旧
三
五
〇
条
の

価
値
判
断
を
尊
重
し
、
偶
然
滅
失
の
場
合
に
は
売
主
負
担
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
カ
ナ
ー
リ
ス
は
、
買
主
に
は
対
価
負
担
と
引
き
換
え
に
給
付
を
得

る
と
い
う
決
定
が
あ
る
と
す
る
フ
ル
ー
メ
の
議
論
に
強
く
影
響
を
受
け
た
一
人
で
あ
り
、
カ
ナ
ー
リ
ス
の
利
得
消
滅
の
抗
弁
の
犠
牲
限
度

（O
bfergrenze

）
論
に
そ
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
カ
ナ
ー
リ
ス
も
ま
た
、
フ
ル
ー
メ
と
異
な
り
、
あ
く
ま
で
滅
失
損
傷
の

原
因
に
着
目
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
滅
失
損
傷
の
原
因
か
ら
離
れ
て
リ
ス
ク
配
分
を
論
ず
る
こ
と
を
基
本
的
に
否
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。

C
laus-W

ilhelm
 C
A
N
A
R
IS
, D
ie G
egenleistungskondiktion, F

estschrift für W
erner L

orenz zum
 siebzigsten G

eburtstag, 1991, 

S
.24 f.,29. 

カ
ナ
ー
リ
ス
の
犠
牲
限
度
論
は
、
買
主
が
価
値
賠
償
義
務
を
負
う
場
合
の
そ
の
賠
償
価
値
の
算
定
の
問
題
（
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二

項
二
文
）
に
大
き
く
か
か
わ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
61
） 

た
だ
し
、
滅
失
損
傷
時
以
前
の
買
主
の
言
動
に
着
目
し
な
い
姿
勢
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
し
た
受
取
り
や
受
領
を
重

視
で
き
な
い
と
評
価
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

（
62
） H
ans Josef W

IE
L
IN
G
, S
ynallagm

a bei N
ichtigkeit und gesetzlichem

 R
ücktritt, JuS

., 1973, S
.399. 

ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
の
見
解
に

つ
い
て
も
、
本
田
純
一
「
給
付
利
得
と
解
除
規
定
⑵

│
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
理
論
展
開
を
中
心
と
し
て
」
成
城
四
号
（
一
九
七
九
年
）

八
〇
頁
以
下
に
紹
介
が
あ
る
。

（
63
） 

【
旧
第
四
四
六
条
】

（
一
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
〇
六

1　

売
買
目
的
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
、
そ
の
偶
然
の
滅
失
お
よ
び
損
傷
の
危
険
は
買
主
に
移
転
す
る
。
そ
の
引
渡
し
の
時
か
ら
、
収
益
は
買
主

に
移
転
し
、
買
主
は
物
の
負
担
を
引
き
受
け
る
。

2　

土
地
ま
た
は
登
記
さ
れ
た
船
舶
も
し
く
は
建
造
中
の
船
舶
の
買
主
が
、
引
渡
し
の
前
に
所
有
者
と
し
て
土
地
登
記
簿
、
船
舶
登
記
簿
、
建
造

中
船
舶
登
記
簿
に
登
記
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
効
力
は
、
登
記
の
時
か
ら
生
じ
る
。

（
64
） H

ans Josef W
IE
L
IN
G
, a. a. O

. 

（F
n.62

）, S
.397.

（
65
） H

ans Josef W
IE
L
IN
G
, a. a. O

. 

（F
n.62

）, S
.399. 

以
上
に
対
し
、
レ
ン
ギ
ー
ア
は
、
ヴ
ィ
ー
リ
ン
グ
と
同
様
、
買
主
の
矛
盾
挙
動
に
着
目

し
つ
つ
も
、
無
効
の
場
合
の
リ
ス
ク
配
分
を
両
当
事
者
の
意
思
か
ら
取
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
、
契
約
時
の
決
定
で
も
受
取
り
で
も
な

い
、
受
領
物
を
自
身
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
と
い
う
決
定
に
リ
ス
ク
引
受
け
を
見
出
し
た
。B

ernhard R
E
N
G
IE
R
, a. a. O

. 

（F
n.41

）, 

S
.440 ff . 

レ
ン
ギ
ー
ア
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
山
田
・
前
掲
注（
32
）一
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
66
） H

artm
ut R
E
E
B
, G
rundproblem

e des B
ereicherungsrechts, 1975, S

.117 f.

（
67
） H

artm
ut R
E
E
B
, a. a. O

. 

（F
n.66
）, S

.117. 

な
お
、
こ
う
し
た
区
別
が
適
切
で
な
い
と
す
る
評
価
は
、
改
正
草
案
理
由
書
と
同
様
で
あ
る
。

B
T
-D
rucks.14 / 6040, S

.196.

（
68
） H

artm
ut R
E
E
B
, a. a. O

. 

（F
n.66

）, S
.117 f. 

こ
の
点
に
つ
き
、
既
に
、
本
田
・
前
掲
注（
33
）九
〇
頁
に
紹
介
が
あ
る
。

（
69
） A

. B
O
L
Z
E
, D
er A

nspruch auf R
ückgabe aus einem

 nichtigen G
eschaft, A

cP
., 76, 1890, S

.253.

（
70
） C

hristian S
IC
K
IN
G
E
R
, G
efahrtragung und H

aftung beim
 R
ücktritt vom

 K
aufvertrag, diss., 1994, S

.157 ff . 

（
71
） Y

ves D
Ö
L
L
, a. a. O

. 

（F
n.4

）, S
.244 f.

（
72
） D

irk L
O
O
S
C
H
E
L
D
E
R
S
, a. a. O

. 

（F
n.4

）, R
dN
r.827; M

artin S
C
H
W
A
B
, a. a. O

. 

（F
n.36

）, S
.364 f. 

な
お
、
偶
然
に
よ
る
滅
失

損
傷
の
場
合
に
は
限
定
解
釈
を
せ
ず
に
、
偶
然
で
は
な
い
が
解
除
権
者
が
自
己
の
事
務
に
お
い
て
通
常
用
い
ら
れ
る
注
意
を
尽
く
し
て
い
て
も
生
じ

た
滅
失
損
傷
の
場
合
に
限
っ
て
、
解
除
原
因
認
識
前
ま
で
に
限
定
解
釈
を
す
る
見
解
も
あ
る
。S

tephan L
O
R
E
N
Z
, a. a. O

. 

（F
n.36

）, S
.617 

ff . 

詳
細
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）一
三
六
・
一
三
七
頁
の
注（
106
）を
参
照
。

（
73
） M

artin S
C
H
W
A
B
, a. a. O

. 

（F
n.36

）, S
.361 f.; D

irk L
O
O
S
C
H
E
L
D
E
R
S
, a. a. O

. 

（F
n.4

）, R
nN
r.822.

（
一
〇
六
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

一
〇
七

（
74
） 

【
旧
第
四
六
七
条
】

瑕
疵
担
保
解
除
に
つ
い
て
は
、
約
定
解
除
権
に
適
用
さ
れ
る
第
三
四
六
条
か
ら
第
三
四
八
条
、
第
三
五
〇
条
か
ら
第
三
五
四
条
、
お
よ
び
第

三
五
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
五
二
条
の
場
合
に
お
い
て
、
瑕
疵
が
物
の
加
工
に
際
し
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
解

除
は
排
除
さ
れ
な
い
。
売
主
は
買
主
に
対
し
て
、
契
約
の
費
用
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
75
） 

磯
村
・
前
掲
注（
19
）五
二
頁
、
松
岡
久
和
「
不
当
利
得
法
の
全
体
像

│
給
付
利
得
法
の
位
置
づ
け
を
中
心
に
」
ジ
ュ
リ
一
四
二
八
号

（
二
〇
一
一
年
）
九
頁
、
藤
原
・
前
掲
注（
32
）一
〇
〇
頁
。
磯
村
教
授
は
、
買
主
の
所
有
権
帰
属
に
対
す
る
信
頼
は
、
必
然
的
に
、
目
的
物
の
対
価

と
し
て
支
払
っ
た
代
金
が
買
主
の
財
産
か
ら
逸
出
し
て
売
主
に
確
定
的
に
帰
属
す
る
と
い
う
観
念
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
す
る
。

（
76
） 

Ⅱ
章
一
節
⑵
ア
を
参
照
。

（
77
） 

花
本
・
前
掲
注（
2
）二
九
六
頁
。

（
78
） 

た
だ
し
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）一
一
六
・
一
一
七
頁
で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
う
し
た
理
由
か
ら
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
自
体
を
否
定
す
る
こ

と
は
回
避
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
花
本
教
授
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
小
野
教
授
の
論
述
も
ま
た
、「
真
に
買
主
の
領
域
内
に
入
っ
た
と
は

ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
」
を
問
題
と
し
て
い
る
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
買
主
の
領
域
内
か
ら
生
じ
た
危
険
は
買
主
が
負
担
す
べ
き
と
す
る
命

題
の
射
程
へ
の
意
識
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
小
野
・
前
掲
注（
2
）二
〇
八
頁
）。

（
79
） 

こ
の
点
、
磯
村
保
「
売
買
契
約
法
の
改
正

│
『
担
保
責
任
』
規
定
を
中
心
と
し
て
」L

A
W
 A
N
D
 P
R
A
C
T
IC
E

一
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）

八
六
頁
も
、
修
補
請
求
の
場
合
に
は
、「
引
渡
時
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
契
約
不
適
合
部
分
に
つ
い
て
の
修
補
請
求
は
排
除
さ
れ
な
い
」
も
の
の
、

「
引
渡
後
に
生
じ
た
目
的
物
の
損
傷
部
分
に
つ
い
て
の
修
補
請
求
は
で
き
な
い
」
と
し
て
お
り
、
修
補
請
求
の
場
合
に
引
渡
し
後
の
危
険
を
買
主
負

担
と
す
る
点
で
本
稿
の
立
場
と
同
一
で
あ
る
。

（
80
） 

こ
の
①
②
に
お
け
る
危
険
移
転
の
相
違
を
合
理
的
に
説
明
す
る
の
が
、
契
約
不
適
合
物
で
あ
ろ
う
と
そ
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
危
険
が
い
っ
た
ん

買
主
に
移
転
す
る
が
、
買
主
の
解
除
や
代
物
請
求
に
よ
っ
て
、
危
険
が
売
主
に
回
帰
す
る
と
い
う
危
険
移
転
法
理
で
あ
る
。
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）

一
一
六
・
一
一
七
頁
を
参
照
。

（
81
） 

藤
田
教
授
は
、
前
掲
注（
26
）で
紹
介
し
た
と
お
り
、（
引
渡
し
の
際
に
検
査
を
し
て
も
発
見
で
き
な
い
瑕
疵
が
あ
る
物
の
場
合
に
）
履
行
認
容

（
一
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
〇
八

と
そ
の
撤
回
と
い
う
構
成
に
よ
り
債
務
不
履
行
責
任
と
瑕
疵
担
保
責
任
と
を
区
分
す
る
こ
と
を
提
言
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
藤
田
教
授
は
、
こ
う
し

た
履
行
認
容
撤
回
と
買
主
の
選
択
す
る
救
済
手
段
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
本
文
で
述
べ
た
私
見
と
同
様
で
あ
る

（
藤
田
・
前
掲
注（
26
）一
二
九
頁
）。「
買
主
は
売
主
の
給
付
を
一
応
履
行
と
し
て
認
容
し
て
い
た
が
、
た
と
え
ば
検
査
し
て
も
発
見
で
き
な
い
瑕
疵

の
た
め
誤
解
し
て
い
た
場
合
、
買
主
は
当
初
の
履
行
認
容
表
明
を
訂
正
・
撤
回
し
、
代
物
請
求
・
解
除
（
損
害
賠
償
を
含
む
）
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
物
の
瑕
疵
が
軽
微
で
あ
り
、
当
初
の
一
応
の
履
行
認
容
が
適
切
で
あ
れ
ば
、
買
主
は
履
行
認
容
表
明
を
維
持
し
、
瑕
疵
あ
る
物
を
保
持
し
て
、

損
害
賠
償
の
み
を
求
め
る
」。

（
82
） 

我
が
国
に
お
い
て
買
主
の
「
受
領
」
に
着
目
し
た
研
究
と
し
て
、
藤
田
・
前
掲
注（
26
）六
七
頁
以
下
、
森
田
宏
樹
『
契
約
責
任
の
帰
責
構
造
』

（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
二
年
）
二
八
五
頁
以
下
、
北
居
功
『
契
約
履
行
の
動
態
理
論
Ⅱ

│
弁
済
受
領
論
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
三
年
）

一
六
九
頁
以
下
（
第
二
章
「
特
定
合
意
論
」）・
二
五
九
頁
以
下
（
第
三
章
「
商
法
第
五
二
六
条
論
」）・
三
六
一
頁
以
下
（
第
五
章
「
二
つ
の
『
受

領
』
概
念
」）、
池
田
清
治
「
不
特
定
物
と
瑕
疵
担
保

│
特
に
目
的
物
『
受
領
』
の
法
的
意
味
づ
け
に
つ
い
て
」
民
研
五
六
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）

三
頁
以
下
。

（
83
） 

藤
田
・
前
掲
注（
26
）八
五
頁
以
下
は
、
ク
レ
マ
ー
の
見
解
を
丁
寧
に
紹
介
し
つ
つ
、
い
か
な
る
場
合
に
「
履
行
と
し
て
受
領
」
し
た
と
い
え
る

か
に
つ
き
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
な
お
、
藤
田
教
授
は
、「
履
行
認
容
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
を
含
め
一
般
に
用

い
ら
れ
る
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
と
同
義
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
藤
田
教
授
は
、
ク
レ
マ
ー
の
見
解
を
前
提
に
、
日
本
民
法
に
お
け

る
隠
れ
た
瑕
疵
を
、
①
引
渡
し
に
際
し
検
査
す
れ
ば
発
見
し
う
る
「
明
白
な
瑕
疵
」
と
、
②
引
渡
し
に
際
し
検
査
し
て
も
発
見
で
き
な
い
「
隠
れ
た

瑕
疵
」
と
に
区
分
し
、
①
と
②
の
ど
ち
ら
の
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
の
か
を
区
別
し
た
う
え
で
、
い
か
な
る
場
合
に
履
行
認
容
（
履
行
と
し
て
の
受

領
）
を
し
た
と
評
価
で
き
る
の
か
を
考
察
す
る
（
藤
田
・
前
掲
注（
26
）一
二
七
頁
以
下
）。

①
の
「
明
白
な
瑕
疵
」
の
場
合
、
瑕
疵
を
発
見
す
る
た
め
の
相
当
な
機
会
・
期
間
が
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
買
主
が
遅
滞
な
く
明
確
に
拒

絶
を
明
示
し
な
い
と
き
に
、
買
主
の
行
態
は
履
行
認
容
と
評
価
さ
れ
る
と
す
る
（
藤
田
・
前
掲
注（
26
）一
二
七
頁
）。
ま
た
、
右
の
検
査
期
間
内
で

あ
り
、
買
主
が
拒
絶
権
を
行
使
で
き
る
状
況
下
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
買
主
が
、「
一
方
で
瑕
疵
を
知
り
な
が
ら
引
き
渡
さ
れ
た
物
を
使
用
し
、
加
工

し
、
も
し
く
は
転
売
し
、
そ
の
結
果
、
も
は
や
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
か
、
著
し
く
毀
損
さ
れ
た
状
態
で
の
み
返
還
で
き
る
状
態
に
至
り
な
が
ら
、

（
一
〇
八
）
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他
方
で
拒
絶
す
る
と
表
明
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
買
主
の
矛
盾
す
る
行
態
の
た
め
信
義
則
に
よ
り
拒
絶
権
の
行
使
が
許
さ
れ
な
い
と
き
、
買
主
は
引

き
渡
さ
れ
た
物
を
履
行
と
し
て
認
容
し
た
」
と
評
価
さ
れ
る
と
す
る
（
藤
田
・
前
掲
注（
26
）一
二
七
・
一
二
八
頁
）。
そ
れ
に
対
し
、
買
主
が
瑕
疵

を
知
ら
ず
に
そ
の
物
を
使
用
等
す
る
場
合
、「
買
主
が
瑕
疵
発
見
の
た
め
の
物
の
検
査
に
と
っ
て
不
可
欠
で
な
い
使
用
・
加
工
・
転
売
を
す
る
と
き
」

に
は
、「
そ
の
使
用
は
、
民
法
五
四
八
条
の
い
う
『
過
失
』
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
目
的
物
の
使
用
は
、
そ
の
物
の
返
還
を
不
能
と
す
る
か
著
し
く
毀

損
す
る
と
き
、
履
行
認
容
と
評
価
さ
れ
る
」
と
す
る
（
藤
田
・
前
掲
注（
26
）一
二
八
頁
）。

以
上
に
対
し
、
②
の
「
隠
れ
た
瑕
疵
」
の
場
合
、
通
常
、
買
主
は
履
行
と
し
て
認
容
す
る
と
さ
れ
、
問
題
は
、
買
主
が
瑕
疵
を
発
見
し
た
際
に
以

前
の
履
行
認
容
を
維
持
す
る
か
撤
回
す
る
か
、
そ
し
て
撤
回
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
撤
回
で
き
る
か
否
か
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
認
容
を
撤
回

で
き
る
か
否
か
に
あ
た
っ
て
は
、
①
の
場
合
と
同
様
、
買
主
が
履
行
と
し
て
認
容
し
た
目
的
物
を
買
主
の
行
為
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
返
還
不
能
等

の
状
態
に
し
た
場
合
が
問
題
と
な
り
、「
こ
こ
で
も
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
区
別
」
さ
れ
る
。
買
主
が
瑕
疵
を
知
り
な
が
ら
使

用
等
を
す
る
と
撤
回
権
は
排
除
さ
れ
る
の
に
対
し
、
瑕
疵
を
知
ら
な
い
と
き
は
、「
原
則
と
し
て
買
主
が
物
の
使
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
物
の
滅
失
お

よ
び
著
し
い
毀
損
」
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
。
物
の
瑕
疵
に
よ
る
滅
失
損
傷
は
売
主
負
担
と
な
り
、「
物
の
変
形
に
際
し
て
初
め
て
瑕
疵
が
現

わ
れ
る
場
合
や
、
検
査
し
て
も
発
見
で
き
な
い
狭
義
の
隠
れ
た
瑕
疵
が
物
の
使
用
に
際
し
て
初
め
て
現
わ
れ
る
場
合
に
は
」
撤
回
権
は
排
除
さ
れ
な

い
と
す
る
（
藤
田
・
前
掲
注（
26
）一
二
九
頁
）。

（
84
） 

本
文
の
よ
う
な
「
受
取
り
」
と
「
受
領
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
82
）に
掲
げ
た
文
献
の
ほ
か
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員

会
編
・
前
掲
注（
21
）八
六
頁
な
ど
参
照
。

（
85
） 

森
田
・
前
掲
注（
82
）二
八
五
頁
以
下
、
同
「
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
私
法
五
一
号
（
一
九
八
九
年
）
一
二
九
頁
以
下
。
ま
た

近
時
で
は
、
不
履
行
の
証
明
責
任
の
所
在
の
観
点
か
ら
、
そ
の
機
能
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
藤
田
・
前
掲
注（
26
）一
二
七
頁
、
北
居
・
前
掲
注（
82
）

三
六
一
頁
以
下
・
五
二
七
頁
・
五
二
八
頁
注（
18
）参
照
。
北
居
教
授
曰
く
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
契
機
と
し
て
の
受
領
は
、
買
主
の
瑕
疵
の
認
識

を
前
提
と
す
る
（
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
履
行
と
し
て
の
受
領
と
評
価
さ
れ
な
い
の
で
は
な
く
、
認
識
せ
ず
と
も
履
行
と
し
て
の
受
領
は
あ
る
が
、

錯
誤
無
効
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、
結
果
と
し
て
買
主
の
瑕
疵
の
認
識
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る
。）
の
に
対
し
て
、
証
明
責
任
の
転
換
時
期
と

し
て
の
受
領
は
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
受
領
す
る
場
面
が
想
定
さ
れ
る
と
す
る
（
北
居
・
前
掲
注（
82
）三
八
四
頁
参
照
）。

（
一
〇
九
）
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学　

第
八
十
三
巻
第
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号
（
二
〇
一
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年
六
月
）

一
一
〇

（
86
） 

舟
橋
諄
一
「
判
批
」
判
例
民
事
法
大
正
一
四
年
度
一
六
一
頁
。

（
87
） 

北
居
・
前
掲
注（
82
）二
〇
五
頁
以
下
。
こ
の
北
居
説
か
ら
す
れ
ば
、
履
行
と
し
て
の
受
領
に
よ
り
種
類
債
権
は
特
定
（
民
法
四
〇
一
条
二
項
）

す
る
た
め
、
以
後
は
特
定
物
ド
グ
マ
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
こ
う
し
た
特
定
物
ド
グ
マ
を
前
提
と
し
て
、

双
務
契
約
に
お
け
る
対
価
的
均
衡
を
回
復
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
当
初
、
森
田
宏
樹
教
授
に
よ
り
展
開
さ
れ
た
、
履
行
と
し

て
の
受
領
を
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
契
機
と
す
る
時
的
区
分
説
は
、
履
行
と
し
て
の
受
領
と
い
う
買
主
の
弁
済
受
領
に
よ
り
売
主
の
履
行
義
務
が
消

滅
す
る
が
、「
受
領
時
に
お
い
て
買
主
に
通
常
要
求
さ
れ
る
確
認
・
検
査
に
よ
っ
て
も
発
見
し
え
な
い
『
隠
れ
た
』
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
契

約
に
適
合
し
た
給
付
が
な
さ
れ
た
と
正
当
に
信
じ
て
目
的
物
を
受
領
し
た
買
主
の
履
行
認
容
の
意
思
に
は
錯
誤
が
あ
っ
た
と
い
え
る
」
た
め
、
買
主

と
し
て
は
「
こ
の
よ
う
な
履
行
認
容
の
意
思
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
買
主
は
弁
済
受
領
の
有
効
性
を
否
定
し
て
、
改
め
て
売
主
の
債
務

不
履
行
責
任
を
追
及
し
う
る
」
と
し
、「
こ
の
よ
う
に
、
目
的
物
の
『
受
領
』
後
に
も
、
売
主
の
責
任
追
及
が
許
容
さ
れ
る
要
件
を
定
め
た
の
が
瑕

疵
担
保
責
任
の
規
定
で
あ
る
」
と
し
た
。
つ
ま
り
、
買
主
が
弁
済
受
領
（
債
務
消
滅
合
意
）
を
否
定
（
錯
誤
無
効
主
張
）
し
て
追
及
で
き
る
の
が
瑕

疵
担
保
責
任
で
あ
る
と
す
る
構
成
で
あ
っ
た
（
森
田
・
前
掲
注（
85
）一
二
九
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注（
82
）二
八
五
頁
以
下
（
と
り
わ
け

三
〇
六
・
三
〇
八
頁
）。
森
田
説
の
こ
の
よ
う
な
理
解
に
つ
き
、
下
森
定
「
瑕
疵
担
保
責
任
論
の
新
た
な
展
開
と
そ
の
検
討
」
山
畠
正
男
先
生
・

五
十
嵐
清
先
生
・
藪
重
夫
先
生
古
稀
記
念
『
民
法
学
と
比
較
法
学
の
諸
相
Ⅲ
』（
信
山
社
・
一
九
九
八
年
）
二
二
七
頁
参
照
。）。
こ
れ
に
対
し
、
北

居
教
授
の
論
理
は
、
履
行
と
し
て
の
受
領
が
あ
ろ
う
と
も
瑕
疵
担
保
責
任
の
追
及
は
可
能
で
あ
り
（
す
な
わ
ち
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
追
及
に
錯
誤
無

効
の
主
張
は
不
要
で
あ
り
）、
履
行
と
し
て
の
受
領
の
錯
誤
無
効
に
よ
り
債
務
不
履
行
責
任
が
再
生
さ
れ
る
と
す
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

（
88
） 

潮
見
佳
男
『〈
法
律
学
の
森
〉
契
約
各
論
Ⅰ

│
総
論
・
財
産
権
移
転
型
契
約
・
信
用
供
与
型
契
約
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
二
年
）
二
〇
七
頁
以

下
。
な
お
、
性
状
承
認
お
よ
び
客
体
承
認
に
つ
い
て
は
、
下
村
正
明
「
履
行
認
容
の
概
念
と
効
果
に
関
す
る
覚
書
」
阪
大
法
学
一
四
五
・
一
四
六
号

（
一
九
八
八
年
）
四
七
七
頁
以
下
参
照
。

（
89
） 

潮
見
教
授
は
、
履
行
と
し
て
の
受
領
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
「
性
質
面
で
の
適
合
性
」
ま
で
承
認
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、

「
客
体
と
し
て
の
承
認
」
を
伴
う
受
領
が
あ
れ
ば
、
四
〇
一
条
二
項
の
意
味
で
の
給
付
対
象
（
客
体
）
の
特
定
が
あ
っ
た
と
考
え
る
（
潮
見
・
前
掲

注（
88
）二
〇
七
頁
以
下
）。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
後
は
原
則
と
し
て
特
定
物
ド
グ
マ
を
認
め
る
方
が
よ
り
論
理
的
で
あ
り
、
履
行
と

（
一
一
〇
）
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し
て
の
受
領
の
錯
誤
無
効
を
論
じ
る
こ
と
な
く
当
然
に
代
物
請
求
を
認
め
る
の
は
論
理
的
に
一
貫
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
90
） 

民
集
一
五
巻
一
一
号
二
八
五
二
頁
。
同
判
決
は
、「
不
特
定
物
を
給
付
の
目
的
物
と
す
る
債
権
に
お
い
て
給
付
せ
ら
れ
た
も
の
に
隠
れ
た
瑕
疵

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
債
権
者
が
一
旦
こ
れ
を
受
領
し
た
か
ら
と
い
っ
て
」
債
務
不
履
行
責
任
を
追
及
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、「
債
権
者

が
瑕
疵
の
存
在
を
認
識
し
た
上
で
こ
れ
を
履
行
と
し
て
認
容
し
債
務
者
に
対
し
い
わ
ゆ
る
瑕
疵
担
保
責
任
を
問
う
な
ど
の
事
情
が
存
す
れ
ば
格
別
、

然
ら
ざ
る
限
り
、
債
権
者
は
受
領
後
も
な
お
、
取
替
な
い
し
追
完
の
方
法
に
よ
る
完
全
な
給
付
の
請
求
を
な
す
権
利
を
有
」
す
る
も
の
と
し
た
。
つ

ま
り
、
買
主
の
受
領
だ
け
で
は
債
務
不
履
行
責
任
は
消
滅
せ
ず
、
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
履
行
と
し
て
認
容
し
た
場
合
に
限
っ
て
瑕
疵
担
保

責
任
へ
と
切
り
替
わ
る
と
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
に
対
し
て
は
、「
瑕
疵
の
存
在
を
認
識
し
た
上
で
こ
れ
を
履
行
と
し
て
認
容
す
る
」
と

い
う
よ
う
な
状
態
は
通
常
想
定
で
き
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
（
た
と
え
ば
、
星
野
英
一
「
判
批
」
法
協
八
〇
巻
五
号
（
一
九
六
四
年
）
七
一
五
頁
、

野
澤
正
充
「
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
」
私
法
七
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
五
九
頁
参
照
。）。

（
91
） 

こ
こ
で
、
藤
田
教
授
の
よ
う
に
、
履
行
と
し
て
の
受
領
（
＝
藤
田
教
授
の
い
う
「
履
行
認
容
」）
に
よ
り
対
価
危
険
が
移
転
す
る
と
考
え
る
の

で
あ
れ
ば
、
こ
の
受
領
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
こ
と
で
の
売
主
へ
の
危
険
の
回
帰
は
容
易
に
理
解
で
き
る
（
藤
田
・
前
掲
注（
26
）一
二
六
頁
）。

し
か
し
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）六
七
頁
以
下
で
詳
細
に
検
討
し
た
と
お
り
、
物
の
物
理
的
な
引
渡
し
に
よ
っ
て
対
価
危
険
が
買
主
に
移
転
す
る
。
こ

の
こ
と
は
、
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
で
も
揺
る
が
な
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
契
約
適
合
物
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
契
約
不
適
合
物
の

場
合
で
あ
っ
て
も
異
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
不
適
合
物
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
危
険
移
転
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
買
主
が
そ
の
後
代
金
減
額
請
求
を
し

た
場
合
や
買
主
の
権
利
が
期
間
制
限
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
の
危
険
移
転
を
説
明
す
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
92
） 

対
価
危
険
に
お
い
て
履
行
と
し
て
の
受
領
が
ほ
と
ん
ど
問
題
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
様
々
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法

（
日
本
民
法
五
四
八
条
）
が
滅
失
損
傷
の
原
因
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
原
因
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
解
釈
で
は
既
に
、
物
の
引
渡
し
に
よ

る
危
険
移
転
論
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
引
渡
し
に
よ
る
危
険
移
転
を
認
め
る
体
系
の
も
と
で
買
主
の

意
思
的
要
素
が
危
険
負
担
に
ど
う
影
響
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
理
解
が
曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

「
物
の
引
渡
し
に
よ
り
危
険
移
転
が
生
じ
た
以
上
、
こ
の
危
険
が
売
主
へ
回
帰
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
我
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
前
提
に

も
、
引
渡
し
に
後
れ
る
履
行
と
し
て
の
受
領
を
論
じ
な
い
要
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
一
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
一
二

（
93
） 

潮
見
・
前
掲
注（
88
）二
〇
八
頁
。

（
94
） 

潮
見
佳
男
「
売
買
・
請
負
の
担
保
責
任

│
契
約
不
適
合
構
成
を
介
し
た
債
務
不
履
行
責
任
へ
の
統
合
・
一
元
化
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
四
五
号

（
二
〇
一
五
年
）
一
九
頁
以
下
、
山
野
目
章
夫
「
民
法
の
債
権
関
係
の
規
定
の
見
直
し
に
お
け
る
売
買
契
約
の
新
し
い
規
律
の
構
想
」
曹
時
六
八
巻

一
号
（
二
〇
一
六
年
）
九
・
一
四
頁
以
下
、
山
本
敬
三
「
契
約
責
任
法
の
改
正

│
民
法
改
正
法
案
の
概
要
と
そ
の
趣
旨
」
曹
時
六
八
巻
五
号

（
二
〇
一
六
年
）
三
六
頁
以
下
、
野
澤
正
充
「
売
買

│
瑕
疵
担
保
責
任
か
ら
契
約
不
適
合
責
任
へ
」
法
セ
ミ
七
三
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
三
七
頁
。

な
お
、
磯
村
・
前
掲
注（
79
）八
八
頁
お
よ
び
同
頁
注（
53
）も
参
照
。

（
95
） 

た
だ
し
、
前
掲
注（
94
）に
掲
げ
た
文
献
の
う
ち
で
も
、
潮
見
教
授
、
山
本
教
授
お
よ
び
磯
村
教
授
は
、
種
類
売
買
に
お
い
て
契
約
不
適
合
物
が

引
き
渡
さ
れ
て
も
、「
特
定
」（
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
前
段
）
さ
れ
な
い
と
し
て
、「
目
的
物
」
に
種
類
売
買
に
お
け
る
契
約
不
適
合
物
は
含
ま

れ
な
い
と
す
る
（
潮
見
・
前
掲
注（
94
）一
九
頁
以
下
、
山
本
・
前
掲
注（
94
）三
九
頁
以
下
、
磯
村
・
前
掲
注（
79
）八
七
頁
。
た
だ
し
、
磯
村
・
前
掲

注（
79
）八
七
・
八
八
頁
注（
52
）の
記
述
は
、
買
主
が
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
場
合
に
も
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
の
適
用
が
あ
る
こ
と

を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。）。
し
か
し
、
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
が
求
め
て
い
る
の
は
売
買
の
目
的
物
と
し
て
の
「
特
定
」
で
あ
り
、

民
法
四
〇
一
条
二
項
が
規
律
す
る
種
類
債
務
の
特
定
と
同
義
に
解
す
る
必
然
性
は
な
い
。
む
し
ろ
、
改
正
法
案
五
六
七
条
二
項
の
表
現
と
の
対
比
か

ら
、「
目
的
物
」
に
は
種
類
売
買
に
お
け
る
契
約
不
適
合
物
も
含
ま
れ
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）

一
一
〇
・
一
一
一
頁
参
照
。
な
お
、
磯
村
教
授
は
、
右
の
よ
う
に
解
し
つ
つ
も
、「
目
的
物
の
契
約
不
適
合
と
は
無
関
係
な
事
情
に
よ
り
生
じ
た
滅

失
・
損
傷
に
つ
い
て
、
い
っ
た
ん
自
己
の
支
配
下
に
置
い
た
買
主
が
そ
の
リ
ス
ク
を
売
主
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余

地
も
あ
る
。」
と
し
た
う
え
で
、「
解
釈
論
と
し
て
も
、
買
主
が
滅
失
し
た
目
的
物
に
代
え
て
、
代
物
請
求
を
す
る
場
合
に
、
仮
に
契
約
不
適
合
で

あ
っ
た
原
物
が
買
主
の
下
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
買
主
は
そ
の
原
物
返
還
義
務
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
物
返
還
不
能
の
場
合
に
、

価
額
返
還
義
務
を
負
わ
な
い
の
か
等
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
民
法
四
〇
一
条
二
項
に
よ
る
種
類
債

権
の
特
定
を
認
め
ず
、
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
の
適
用
も
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
不
適
合
物
が
売
主
か
ら
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
よ
う
と
、

給
付
危
険
も
対
価
危
険
も
移
転
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
磯
村
教
授
は
、
引
渡
し
後
に
生
じ
た
損
傷
に
つ
い
て

で
あ
っ
て
も
、
当
該
「
損
傷
部
分
に
つ
い
て
履
行
の
追
完
と
し
て
修
補
請
求
」
す
る
こ
と
を
認
め
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
買

（
一
一
二
）



契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼
（
野
中
）

一
一
三

主
が
、
何
故
に
、
原
物
返
還
不
能
の
リ
ス
ク
を
価
値
賠
償
義
務
と
い
う
形
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
疑
問
で
あ
る
。
買
主
が
価
値
賠
償
義

務
を
負
う
と
い
う
結
論
自
体
は
ひ
と
つ
の
解
釈
と
し
て
あ
り
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
対
価
危
険
を
買
主
が
負
担
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
96
） 
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
前
段
の
表
現
お
よ
び
同
五
六
二
条
以
下
を
参
照
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）一
一
二
頁
参
照
。

（
97
） 

こ
の
点
で
、
引
渡
し
後
の
不
可
抗
力
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
危
険
に
つ
き
、
買
主
の
支
配
下
で
生
じ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
買
主
が
価
値
賠
償
義

務
を
負
担
す
る
方
向
で
の
解
釈
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
磯
村
・
前
掲
注（
79
）八
七
頁
お
よ
び
同
頁
注（
52
）参
照
。
た
だ
し
、
磯
村
教
授
は
、
本

稿
本
文
と
は
異
な
り
、
種
類
売
買
に
お
け
る
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
に
は
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
の
適
用
が
な
い
と
解
し
た
う
え
で
、
買
主
が

価
値
賠
償
義
務
を
負
担
す
る
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
前
掲
注（
95
）で
述
べ
た
と
お
り
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
疑

問
で
あ
る
。

（
98
） 

こ
れ
に
対
し
、
改
正
法
案
五
六
七
条
一
項
の
「
目
的
物
」
に
契
約
不
適
合
物
が
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
場
合
に
は
、
滅
失
損
傷
に
つ
き
買
主
に

責
任
が
あ
る
よ
う
な
と
き
を
除
き
、
売
主
負
担
と
な
ろ
う
。

（
99
） 

解
除
の
場
合
と
代
物
請
求
の
場
合
と
で
同
一
の
危
険
配
分
に
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
磯
村
・
前
掲
注（
79
）八
七
・
八
八
頁
の
注

（
52
）参
照
。

（
100
） 

本
稿
の
論
理
か
ら
し
て
当
然
だ
が
、
受
領
時
に
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
買
主
の
解
除
に
よ
っ
て
も
引
渡
し
後
の
不
可
抗
力
に

よ
る
滅
失
損
傷
の
危
険
を
売
主
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
買
主
は
滅
失
損
傷
に
つ
き
価
値
賠
償
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
101
）
た
だ
し
、
藤
田
寿
夫
「
債
権
法
改
正
案
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
と
債
務
不
履
行
」
法
時
八
七
巻
（
二
〇
一
五
年
）
九
七
頁
以
下
は
、
改
正
法
案
の

下
に
お
い
て
も
、
改
正
法
案
五
六
二
条
等
に
お
け
る
「
引
渡
し
」
の
意
味
が
問
題
に
な
る
と
し
、
こ
の
「
引
渡
し
」
を
請
負
契
約
に
お
け
る
「
引
取

り
」
と
同
様
に
、「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
102
） 

た
だ
し
、
給
付
危
険
と
の
関
係
で
「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
概
念
が
ま
っ
た
く
不
要
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
買
主
が

契
約
不
適
合
を
知
り
つ
つ

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

「
履
行
と
し
て
の
受
領
」
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
買
主
が
な
お
売
主
の
契
約
不
適
合
責
任
を
追
及
で
き
る
の
か
と
い
う

点
が
問
題
と
な
ろ
う
（
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
前
掲
注（
21
）九
一
頁
以
下
参
照
）。
給
付
危
険
と
の
関
係
で
、「
受
領
」
が
ど
の
よ

（
一
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
一
四

う
な
意
味
を
持
つ
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
給
付
危
険
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
①
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
後
も
売
主
の
契
約
不
適
合
責
任
が

存
続
す
る
こ
と
（
＝
契
約
不
適
合
の
給
付
危
険
が
売
主
に
あ
る
こ
と
）、
②
契
約
不
適
合
責
任
と
し
て
代
物
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮

し
た
理
論
枠
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
説
明
す
る
論
理
と
し
て
、「
受
領
」
に
は
「
特
定
」
も
含
め
何
ら
の
法
的
な
意

義
も
持
た
せ
な
い
と
い
う
解
釈
も
ひ
と
つ
の
方
向
性
と
し
て
あ
り
え
よ
う
が
、
実
際
に
お
い
て
買
主
が
そ
の
物
を
履
行
と
し
て
認
容
し
て
受
領
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
「
特
定
」
の
意
味
を
認
め
な
い
の
は
不
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
契
約
不
適
合
責
任
と
し
て
買
主
が

行
使
す
る
解
除
あ
る
い
は
代
物
請
求
に
は
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
対
価
危
険
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
特
定
合
意
の
錯
誤
無
効
主
張

が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
買
主
が
契
約
不
適
合
を
知
り
つ
つ
「
履
行
と
し
て
受

領
」
を
し
た
場
合
に
は
、
特
定
が
生
じ
て
い
る
う
え
に
、
こ
れ
に
つ
き
錯
誤
も
存
し
な
い
以
上
、
買
主
は
、
受
領
時
に
別
途
異
議
を
留
め
て
い
た
よ

う
な
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
少
な
く
と
も
代
物
請
求
権
を
行
使
で
き
な
い
と
の
解
釈
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。

（
103
） 

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
・
前
掲
注（
21
）九
一
頁
以
下
参
照
。

（
104
） 

先
述
の
と
お
り
、
フ
ル
ー
メ
は
詐
欺
被
害
者
等
の
場
合
に
こ
う
し
た
解
釈
を
提
言
し
た
。
自
動
車
の
買
主
が
無
効
な
契
約
に
基
づ
き
受
領
し
た

車
に
乗
る
と
き
、
自
ら
の
決
定
に
従
っ
て
そ
の
車
を
事
故
に
よ
る
滅
失
損
傷
の
危
険
に
さ
ら
し
た
の
で
あ
っ
て
、
買
主
は
こ
の
決
定
に
基
づ
き
滅
失

損
傷
の
危
険
を
帰
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.45

）, S
.1164 ff .; ders., a. a. O

. 

（F
n.43

）, 

S
.443 f.,445 F

n.47. 

な
お
、
先
述
の
と
お
り
、
こ
の
第
二
の
決
定
か
ら
買
主
に
帰
責
で
き
る
の
は
、
使
用
が
原
因
で
生
じ
た
滅
失
損
傷
で
あ
り
、

使
用
中
に
偶
然
に
生
じ
た
滅
失
損
傷
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。W

erner F
L
U
M
E
, a. a. O

. 

（F
n.45

）, S
.1166. 

こ
の
点
で
、

磯
村
・
前
掲
注（
19
）五
四
頁
も
参
照
。

（
一
一
四
）



自
白
法
則
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
（
澤
田
）

一
一
五

自
白
法
則
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則

│
自
白
に
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
は
適
用
さ
れ
る
か

│
澤　
　

田　
　

康　
　

広

第
一　

問
題
の
所
在

1　

自
白
の
重
要
性

被
疑
者
の
取
調
べ
は
、
実
体
的
真
実
を
発
見
す
る
た
め
に
極
め
て
重
要
な
捜
査
手
法
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
自
白

の
証
拠
価
値
は
非
常
に
高
い
。
近
時
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
機
を
使
用
し
て
電
話
や
メ
ー
ル
等
の
通
信

を
す
る
の
が
当
た
り
前
と
な
り
、
ま
た
、
防
犯
カ
メ
ラ
が
各
種
店
舗
の
み
な
ら
ず
街
中
に
広
く
普
及
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
画
像
解
析

や
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
等
の
科
学
捜
査
が
発
達
し
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
各
種
客
観
証
拠
を
収
集
す
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
に
な
っ
た
。
と
こ

論　

説

（
一
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
一
六

ろ
が
、
客
観
的
証
拠
を
重
視
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
も
の
の
、
客
観
的
証
拠
に
よ
っ
て
認
定
で
き
る
事
実
に
は
限
界
が
あ
る

こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
客
観
的
証
拠
と
い
う
点
と
点
を
結
び
つ
け
る
線
と
し
て
の
被
疑
者
供
述
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ

の
被
疑
者
供
述
を
得
る
た
め
の
被
疑
者
の
取
調
べ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
（
1
）

。
捜
査
官
が
被
疑
者
の
取
調
べ
に
よ
っ
て
得

た
供
述
内
容
を
録
取
し
た
も
の
が
供
述
調
書
（
供
述
録
取
書
）
で
あ
り
、
被
疑
者
が
被
疑
事
実
を
認
め
る
供
述
を
「
自
白
」
と
い
い
、
自

白
を
録
取
し
た
も
の
が
自
白
調
書
で
あ
る
。

自
白
の
定
義
（
意
義
）
に
つ
い
て
、
学
説
は
諸
説
あ
り
、
判
例
も
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
自
白
の
意
義
を
有
罪

の
自
認
と
限
定
的
に
解
し
た
と
し
て
も
、
自
白
以
外
の
不
利
益
な
事
実
の
承
認
の
み
で
、
補
強
証
拠
な
し
に
有
罪
を
認
定
し
得
る
わ
け
で

は
な
い
し
（
憲
法
三
八
条
三
項
、
刑
訴
法
三
一
九
条
二
項
）、
そ
の
承
認
が
強
制
、
拷
問
等
に
わ
た
っ
た
結
果
な
ら
ば
そ
れ
が
任
意
性
な
し
と

し
て
証
拠
能
力
を
失
う
点
で
は
差
は
な
い
か
ら
、
自
白
の
定
義
（
意
義
）
の
論
議
は
刑
事
訴
訟
法
上
ほ
と
ん
ど
無
意
味
に
近
い
（
2
）

。
自
白
は
、

古
く
か
ら
長
い
間
、「
証
拠
の
王
（
女
王
）」
と
称
さ
れ
、
刑
事
手
続
の
中
で
も
特
別
に
価
値
を
置
か
れ
、
尊
重
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、

真
実
を
知
る
犯
人
が
自
ら
真
相
を
語
る
が
故
に
そ
の
証
拠
価
値
を
高
く
認
め
ら
れ
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
裁
判
員
裁

判
に
お
い
て
自
白
調
書
が
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
る
事
案
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
現
在
で
も
変
わ
り
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
の
捜
査
、

公
判
に
お
い
て
は
、
大
半
の
事
件
は
自
白
事
件
で
あ
り
（
3
）

、
裁
判
員
裁
判
で
は
な
い
通
常
事
件
の
自
白
事
件
の
大
半
で
は
、
公
判
で
自
白
調

書
が
採
用
さ
れ
、
取
り
調
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
白
が
、
推
論
過
程
を
経
な
け
れ
ば
事
実
認
定
に
使
え
な
い
情

況
証
拠
（
間
接
証
拠
）
と
は
違
い
、
直
接
犯
罪
事
実
を
認
定
で
き
る
直
接
証
拠
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
実
際
の
刑
事
裁

判
に
お
け
る
自
白
の
地
位
は
依
然
と
し
て
高
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
4
）

。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
現
実
の
事
件
の
中
に
、
自
白
を
事
実
認
定

の
資
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
（
自
白
の
有
無
）
に
よ
っ
て
最
終
的
な
結
論
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
も
の
が
極
め
て
多
い
と
い

（
一
一
六
）
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う
現
状
に
も
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
5
）

。

な
お
、
念
の
た
め
付
言
し
て
お
く
が
、
自
白
調
書
が
重
要
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
白
そ
の
も
の
の
価
値
が
重
要
な
の

で
あ
る
。
近
時
、
警
察
で
も
検
察
庁
で
も
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
が
進
ん
で
お
り
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
の
大
半
の
取
調
べ
は
録
音
・

録
画
さ
れ
て
い
る
現
状
に
あ
り
（
6
）

、
平
成
二
八
年
法
律
第
五
四
号
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
八
年
五
月
成
立
、
平
成

三
一
年
六
月
二
日
ま
で
に
施
行
予
定
）
で
は
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
の
被
疑
者
取
調
べ
の
全
過
程
録
音
・
録
画
が
義
務
化
さ
れ
、
任
意
性

が
争
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
録
音
・
録
画
記
録
媒
体
の
証
拠
調
べ
請
求
が
義
務
付
け
ら
れ
た
（
刑
訴
法
三
〇
一
条
の
二
）。
し
か
し
な
が
ら
、

裁
判
実
務
で
は
録
音
・
録
画
の
記
録
媒
体
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
又
は
Ｂ
Ｒ－

Ｄ
）
を
証
拠
採
用
す
る
こ
と
に
未
だ
消
極
的
な
傾
向
に
あ
り
、
ま
し
て
い

わ
ゆ
る
録
音
・
録
画
の
記
録
媒
体
を
実
質
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
は
極
め
て
消
極
的
で
あ
り
（
7
）

、
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
た
事
案
の

大
半
は
自
白
調
書
の
任
意
性
、
信
用
性
立
証
の
た
め
の
補
助
証
拠
と
し
て
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
自
白
調
書
に
つ
い
て
そ
の
証
拠

能
力
を
問
題
と
し
て
い
る
。

2　

自
白
の
証
拠
能
力
に
対
す
る
規
制

し
か
し
、
特
別
に
価
値
を
置
か
れ
、
尊
重
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
捜
査
段
階
で
被
疑
者
か
ら
録
取
し
た
自
白
調
書
は
、
公
判
段
階
で

は
無
制
限
に
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
自
白
調
書
を
公
判
廷
に
証
拠
と
し
て
顕

出
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
る
（
そ
の
場
合
は
、
刑
訴
法
三
二
八
条
の
弾
劾
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
（
8
）

。
な
お
、
近
時

の
裁
判
実
務
、
特
に
裁
判
員
裁
判
で
は
、
自
白
調
書
の
証
拠
能
力
は
否
定
し
な
い
が
、
自
白
調
書
の
採
用
・
取
調
べ
に
先
立
っ
て
被
告
人
質
問
を
実
施
し
、

そ
の
上
で
、
必
要
性
な
し
と
い
う
理
由
で
証
拠
採
用
し
な
い
例
が
多
い
。
裁
判
員
裁
判
で
は
な
い
通
常
事
件
に
お
い
て
も
、
同
様
に
、
自
白
調
書
の
採
用

を
留
保
し
て
被
告
人
質
問
を
先
行
さ
せ
、
必
要
な
供
述
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
自
白
調
書
を
採
用
し
な
い
（
検
察
官
が
請
求
を
撤
回
し
な
け
れ
ば
却
下
）

（
一
一
七
）
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と
い
う
訴
訟
指
揮
を
と
る
裁
判
体
も
あ
る
（
9
）

。）。

自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
、
憲
法
は
、「
強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
又
は
不
当
に
長
く
抑
留
若
し
く

は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
は
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」（
憲
法
三
八
条
二
項
）
と
定
め
、
こ
れ
を
受
け
て
、
刑
事
訴
訟

法
は
、「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
、
不
当
に
長
く
抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
そ
の
他
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑

い
の
あ
る
自
白
は
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」（
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
）
と
定
め
、
自
白
の
証
拠
能
力
に
厳
し
い
規
制
を

設
け
て
い
る
（「
自
白
法
則
（
自
白
排
除
法
則
（
10
）

）」）。
刑
事
訴
訟
法
と
憲
法
の
両
規
定
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
範
囲
が
同
じ
な
の
か
は

議
論
が
あ
り
、
判
例
も
か
つ
て
は
、
刑
訴
法
が
、
憲
法
の
文
言
に
は
な
い
「
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑
の
あ
る
自
白
」
と
規
定
し
て

い
る
た
め
、
刑
訴
法
が
憲
法
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し
た
も
の
で
あ
る
旨
明
言
し
て
い
た
が
（
11
）

、
そ
の
後
、
偽
計
に
よ
る
自
白
の
証
拠
能
力
が

問
題
と
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
任
意
性
に
疑
い
が
あ
る
自
白
を
証
拠
に
採
用
す
る
こ
と
は
、「
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
規
定
に
違
反

し
、
ひ
い
て
は
憲
法
三
八
条
二
項
に
も
違
反
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
両
者
の
適
用
範
囲
は
同
一
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
12
）

。

3　

自
白
法
則
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則

自
白
法
則
（
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
）
の
根
拠
（
趣
旨
）
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
、
虚
偽
排
除
説
、
人
権
擁
護
説
、
違
法
排
除
説
の
三
説

が
主
張
さ
れ
、
対
立
し
て
き
た
が
、
現
在
の
裁
判
実
務
は
、
虚
偽
排
除
説
と
人
権
擁
護
説
の
二
つ
（
折
衷
説
、
併
用
説
）
を
根
拠
と
し
て
い

る
と
言
わ
れ
、
通
説
は
違
法
排
除
説
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
13
）

。
と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
判
所
が
、
昭
和
五
三
年
に
証
拠
物
に
関
す
る
違
法

収
集
証
拠
排
除
法
則
を
明
言
し
た
（
最
判
昭
和
五
三
年
九
月
七
日
刑
集
三
二
巻
六
号
一
六
七
二
頁
）
以
降
、
自
白
の
証
拠
能
力
の
有
無
を
判
断

す
る
際
、
自
白
法
則
だ
け
で
は
な
く
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
も
適
用
し
、
そ
の
証
拠
能
力
を
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
自
白
排
除

（
一
一
八
）
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の
根
拠
を
二
元
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
学
説
（
二
元
説
、
二
元
論
、
二
段
構
え
の
考
え
方
）
が
実
務
家
の
支
持
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
学

説
上
も
有
力
と
な
っ
て
い
る
（
14
）

。
同
説
は
、
自
白
に
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
適
用
を
否
定
す
る
い
わ
れ
は
な
い
な
ど
と
す
る
。
最
高
裁

判
例
に
は
未
だ
自
白
に
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
し
た
事
例
は
な
い
が
、
東
京
高
判
平
成
一
四
年
九
月
四
日
（
い
わ
ゆ
る
ロ
ザ
ー
ル

事
件
控
訴
審
判
決
（
15
）

）
は
、
自
白
に
も
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
採
用
で
き
な
い
理
由
は
な
い
と
し
て
二
元
説
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

本
稿
は
、
果
た
し
て
、
本
当
に
、
自
白
に
も
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
し
て
証
拠
能
力
を
否
定
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
、
自
白
法
則
の
実
質
的
根
拠
を
整
理
し
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
併
せ
て
ロ
ザ
ー
ル
事
件
判
決
の
検
討
も
し
た
い
。
そ

こ
で
、
ま
ず
、
自
白
排
除
の
根
拠
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
。

第
二　

自
白
法
則
（
自
白
排
除
）
の
根
拠

1　

学
説
の
流
れ

自
白
法
則
の
根
拠
（
趣
旨
）
と
し
て
は
、
伝
統
的
に
虚
偽
排
除
説
、
人
権
擁
護
説
が
主
張
さ
れ
、
両
説
は
、
い
ず
れ
も
取
り
調
べ
ら
れ

る
側
（
供
述
者
）
の
心
理
・
認
識
（
主
観
面
）
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
問
題
と
し
、
任
意
性
に
疑
い
の
あ
る
自
白
を
排
除
す
る

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
点
で
「
任
意
性
説
」
と
も
総
称
さ
れ
る
（
16
）

。

こ
れ
に
対
し
、
自
白
が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
供
述
者
の
主
観
的
な
心
理
状
態
と
は
独
立
に
、
自
白
採
取
過
程
（
自
白
獲
得
手
続
）
の
違

法
性
を
根
拠
と
す
る
違
法
排
除
説
が
提
唱
さ
れ
た
（
17
）

。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

⑴　

虚
偽
排
除
説

刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
に
規
定
さ
れ
る
強
制
、
拷
問
、
脅
迫
、
不
当
に
長
期
の
身
柄
拘
束
な
ど
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
自
白
に
は
、
類

（
一
一
九
）
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一
二
〇

型
的
、
外
形
的
に
見
て
虚
偽
（
嘘
）
が
含
ま
れ
て
い
る
危
険
が
高
く
、
類
型
的
に
信
用
性
に
乏
し
く
、
真
実
の
発
見
を
阻
害
す
る
危
険
が

大
き
い
た
め
、
誤
判
（
誤
っ
た
事
実
認
定
）
を
防
止
、
予
防
す
る
た
め
に
も
か
か
る
自
白
を
排
除
す
べ
き
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
刑
訴
法
立

法
の
当
初
（
昭
和
二
二
年
頃
）、
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
（
18
）

。

こ
の
説
で
は
、
被
疑
者
が
心
理
的
な
影
響
を
受
け
、
虚
偽
（
嘘
）
を
言
う
（
虚
偽
自
白
を
誘
発
す
る
）
お
そ
れ
の
あ
る
状
況
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
が
証
拠
能
力
の
有
無
の
基
準
に
な
る
が
、
現
実
に
虚
偽
自
白
を
誘
発
し
や
す
い
状
況
が
あ
っ
た
か
の
判
断
は
容
易
で
は
な
い
し
、

結
局
、
自
白
の
真
実
性
の
検
討
と
そ
の
肯
定
に
よ
っ
て
証
拠
能
力
を
認
め
る
判
断
に
傾
き
や
す
く
証
明
力
の
判
断
と
の
区
別
が
困
難
に
な

る
と
の
批
判
が
あ
っ
た
（
19
）

。

し
か
し
、
虚
偽
排
除
説
は
、
あ
く
ま
で
自
白
採
取
の
方
法
に
虚
偽
自
白
を
誘
発
す
る
「
お
そ
れ
」
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
当
該
自
白
の
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
自
白
の
証
明
力
の
程
度
に
よ
っ

て
証
拠
能
力
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
の
で
（
20
）

、
上
記
批
判
は
必
ず
し
も
正
鵠
を
射
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
任
意

性
の
判
断
が
微
妙
、
困
難
な
事
案
で
、
自
白
内
容
が
客
観
証
拠
に
合
致
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
事
実
上
、
任
意
性
を
肯
定
す
る
方

向
に
傾
き
や
す
い
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
（
21
）

、「
類
型
的
に
虚
偽
自
白
を
誘
発
し
や
す
い
状
況
か
ど
う
か
も
評
価
を
含
む
も
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
自
白
の
証
明
力
の
判
断
が
先
行
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
、
任
意
性

に
疑
い
は
な
い
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
22
）

。
ま
た
、「
強
制
、
拷
問
、
脅
迫
が
加
え
ら
れ
て
得
ら

れ
た
自
白
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
自
白
が
真
実
で
あ
る
と
判
明
し
て
も
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
重
大
な
人

権
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
で
は
、
虚
偽
排
除
説
は
人
権
擁
護
説
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
。」
と
の
指
摘
も
あ
る
（
23
）

。

（
一
二
〇
）
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⑵　

人
権
擁
護
説

憲
法
三
八
条
二
項
（
及
び
そ
れ
を
受
け
た
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
）
は
、
黙
秘
権
を
保
障
す
る
憲
法
三
八
条
一
項
（「
何
人
も
自
己
に
不
利
益

な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
」）
の
担
保
規
定
と
考
え
、
黙
秘
権
と
い
う
被
疑
者
の
人
権
を
擁
護
す
る
た
め
、
黙
秘
権
（
供
述
の
自
由
）
が
侵
害

さ
れ
た
場
合
、
つ
ま
り
自
由
な
意
思
に
基
づ
か
な
い
供
述
を
し
た
場
合
、
そ
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

こ
の
見
解
で
は
、
任
意
性
の
な
い
自
白
と
は
黙
秘
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
手
段
で
得
ら
れ
た
自
白
を
い
い
、
強
制
等
に
よ
る
自
白
は
、

黙
秘
権
を
侵
害
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
自
白
は
、
真
実
か
虚
偽
か
を
問
わ
ず
、
被
疑
者
の
人
権
保
障
の
見
地
か
ら
排
除

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
24
）

。
な
お
、
人
権
擁
護
説
の
見
解
は
多
岐
に
分
か
れ
、
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
は
、
黙
秘
権
に
限
ら
ず
、
人
身

の
自
由
、
さ
ら
に
は
、
憲
法
上
の
人
権
一
般
を
対
象
に
、
そ
れ
を
侵
害
し
て
得
ら
れ
た
自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
保

証
を
担
保
す
る
規
定
だ
と
す
る
も
の
も
あ
る
（
25
）

。

人
権
擁
護
説
に
対
し
て
は
、
黙
秘
権
と
自
白
法
則
を
混
同
（
同
一
視
）
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
批
判
（
26
）

や
、
供
述
す
る
か
否
か
の
意
思

の
自
由
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
被
告
人
の
心
理
（
内
心
面
）
に
関
す
る
事
実
認
定
の
困
難
さ
の
ゆ
え
に
、
現
実
に
は
機
能
し
え
な

い
（
27
）

、
強
制
等
の
違
法
行
為
が
行
わ
れ
て
も
、
意
思
決
定
の
自
由
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
排
除
さ
れ
な
い
と
す
る
の
は
明
文
規
定
に
反

す
る
な
ど
の
批
判
が
あ
る
（
28
）

。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
約
束
自
白
（
被
疑
者
が
有
利
に
扱
っ
て
も
ら
う
約
束
の
も
と
自
白
し
、
実
際
に
有
利
に
扱
っ
て
も

ら
っ
た
場
合
）
に
は
、
非
自
発
的
な
自
白
で
も
証
拠
能
力
を
否
定
し
に
く
い
で
の
で
は
と
の
批
判
が
あ
る
（
29
）

。

⑶　

併
用
説
（
折
衷
説
）

自
白
法
則
の
根
拠
を
、
虚
偽
排
除
説
及
び
人
権
擁
護
説
の
両
面
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
両
説
を
併
用
す
べ
き
と
す
る
の
が
併
用

説
（
折
衷
説
）
で
あ
る
。
同
説
で
は
、
虚
偽
自
白
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
況
で
得
ら
れ
た
自
白
や
供
述
の
自
由
を
中
心
と
す
る
被

（
一
二
一
）
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疑
者
・
被
告
人
の
人
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
手
段
で
得
ら
れ
た
自
白
は
、
任
意
性
を
欠
く
と
し
て
証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
る
。

判
例
は
、
伝
統
的
に
虚
偽
排
除
説
に
立
つ
が
、
現
在
の
実
務
の
多
く
は
、
虚
偽
排
除
説
と
人
権
擁
護
説
の
併
用
説
に
依
っ
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る
（
30
）

。

⑷　

違
法
排
除
説

こ
の
よ
う
な
実
務
の
運
用
に
対
し
、
自
白
が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
自
白
を
獲
得
す
る
手
続
き
（
自
白
採
取
過
程
）
に
お
け
る
適
正
手
続

（
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
）
な
い
し
合
法
手
続
を
担
保
す
る
一
つ
の
手
段
で
あ
る
と
し
、
捜
査
官
に
よ
る
自
白
採
取
過
程
に
違
法
が
あ
る
場
合

に
は
、
自
白
が
真
実
で
あ
る
か
否
か
と
は
無
関
係
に
自
白
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
違
法
排
除
説
が
あ
る
。

そ
の
法
的
根
拠
は
、
憲
法
三
八
条
二
項
及
び
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
を
適
正
手
続
を
担
保
す
る
た
め
の
証
拠
排
除
に
関
す
る
注
意
規
定

と
位
置
づ
け
、
憲
法
三
一
条
を
総
括
的
規
定
と
し
、
憲
法
三
三
条
、
三
四
条
、
三
六
条
、
三
七
条
な
ど
か
ら
も
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
（
31
）

。

こ
れ
は
、
虚
偽
排
除
説
及
び
人
権
擁
護
説
が
、
い
ず
れ
も
取
調
べ
を
受
け
る
側
（
供
述
す
る
側
）
の
視
点
に
立
ち
、
そ
の
心
理
状
態
に

着
目
し
て
自
白
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
違
法
排
除
説
は
、
取
調
べ
を
行
う
側
の
視
点
に
立
ち
、
取
調
官
の
態

度
・
方
法
に
着
目
し
て
、
取
調
べ
の
手
段
（
取
調
べ
行
為
の
違
法
の
有
無
・
程
度
）
を
問
題
と
す
る
点
で
、
発
想
を
大
き
く
転
換
し
た
も
の

と
い
え
る
（
32
）

。

そ
の
た
め
、
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
に
規
定
す
る
「
強
制
、
拷
問
、
脅
迫
等
」
に
よ
る
自
白
は
、
強
制
等
の
違
法
な
取
調
べ
に
よ
っ
て

獲
得
さ
れ
た
自
白
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
、
任
意
性
に
疑
い
が
あ
る
自
白
も
、
任
意
性
に
疑
い
が
あ
る
よ
う
な
自

白
を
も
た
ら
す
よ
う
な
取
調
べ
方
法
は
違
法
だ
か
ら
、
証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
説
で
は
、
憲
法
三
八

条
二
項
及
び
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
が
規
定
す
る
「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
、
不
当
に
長
く
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
」
は
、

（
一
二
二
）
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自
白
採
取
過
程
に
お
け
る
違
法
の
例
示
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
違
法
排
除
説
の
核
心
は
、
自
白
法
則
を
違
法
収
集
排

除
法
則
（
33
）

の
自
白
版
と
捉
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
自
白
採
取
過
程
の
違
法
の
有
無
・
程
度

を
問
題
に
す
れ
ば
よ
く
、
任
意
性
の
有
無
は
無
関
係
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
違
法
な
手
続
と
自
白
と
の
間
の
因
果
関
係
は
必
要
で
は
な
く
、

「
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
先
後
の
関
係
が
あ
れ
ば
よ
い
」
と
し
て
い
る
（
34
）

。

こ
の
説
は
、
取
調
べ
を
受
け
る
側
の
主
観
的
な
心
理
状
態
を
問
題
に
す
る
虚
偽
排
除
説
及
び
人
権
擁
護
説
は
、
そ
の
事
実
認
定
の
困
難

さ
故
に
機
能
し
て
い
な
い
と
批
判
し
た
上
で
、
手
続
過
程
の
違
法
や
、
取
調
官
の
態
度
・
方
法
に
着
目
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
証

拠
能
力
の
判
断
基
準
が
客
観
化
し
、
明
確
に
な
る
た
め
、
機
能
し
や
す
く
な
る
利
点
が
あ
る
と
主
張
す
る
（
35
）

。
こ
の
よ
う
に
、
併
用
説
（
折

衷
説
）
か
ら
発
想
を
転
換
し
て
自
白
法
則
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し
、
証
拠
能
力
の
判
断
基
準
を
客
観
化
、
明
確
化
し
よ
う
と
し
て
提
唱
さ

れ
た
違
法
排
除
説
は
、
学
説
の
中
で
も
広
く
承
認
さ
れ
て
い
き
（
36
）

、
最
高
裁
が
証
拠
物
に
つ
き
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
明
言
し
、
最
高

裁
の
裁
判
例
の
意
見
中
に
違
法
排
除
説
を
と
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
現
れ
（
37
）

、
下
級
審
の
裁
判
例
に
も
、
違
法
排
除
説
に
立
つ
と
認
め
ら

れ
る
も
の
が
増
え
（
38
）

、
通
説
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

2　

併
用
説
（
折
衷
説
）
を
妥
当
と
す
る
論
拠

憲
法
三
八
条
二
項
及
び
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
各
規
定
に
よ
れ
ば
、
任
意
性
の
判
断
は
、
供
述
す
る
者
の
側
か
ら
み
る
べ
き
で
あ
る

と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
他
方
、
違
法
排
除
説
は
、
そ
の
文
言
を
無
視
す
る
も
の
で
、
実
定
法
上
の
解
釈
論
と
し
て
は
妥
当
で
は
な

い
と
い
う
批
判
や
（
39
）

、
証
拠
能
力
の
判
断
基
準
が
客
観
化
で
き
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
法
上
、
取
調
べ
に
関
す
る
準
則
は
供
述
拒

否
権
の
告
知
（
一
九
八
条
二
項
）
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
た
め
、
証
拠
能
力
の
判
断
基
準
を
「
フ
ェ
ア
・
ト
ラ
イ
ア
ル
の
観
念
な
い
し

文
明
国
家
の
基
準
で
あ
る
礼
譲
の
観
念
」
に
求
め
、
裁
判
所
が
価
値
衡
量
に
よ
っ
て
こ
れ
に
反
す
る
か
を
判
断
す
る
と
す
る
の
は
（
40
）

、
非
常

（
一
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
二
四

に
抽
象
的
な
内
容
で
、
裁
判
所
の
裁
量
の
範
囲
が
広
く
な
り
す
ぎ
、
適
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
広
範
な
自
白
排
除
が
不
可
能
に
な
り
、

捜
査
官
に
対
す
る
指
針
と
し
て
は
役
に
立
た
な
い
と
も
批
判
さ
れ
る
（
41
）

。
さ
ら
に
、
違
法
排
除
説
が
、
判
例
の
採
用
す
る
違
法
収
集
証
拠
排

除
法
則
の
基
準
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
の
基
準
が
、
違
法
が
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
よ
う
な
重
大
な

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
将
来
に
お
け
る
違
法
な
捜
査
の
抑
制
の
見
地
か
ら
相
当
で
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
裁
判
所
は
、
手
続
の
違
法
性
や
適
正
手
続
違
反
の
有
無
と
と
も
に
将
来
の
違
法
捜
査
の
抑
止
の
観
点
か
ら
自
白
を
排
除
す
べ
き
か
否

か
と
い
う
政
策
判
断
も
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
判
断
は
単
な
る
違
法
性
の
有
無
の
確
認
ほ
ど
は
容
易
で
は
な
い
上
、「
重
大
な

違
法
」
の
存
在
を
要
求
す
る
こ
と
か
ら
、
虚
偽
排
除
説
及
び
人
権
擁
護
説
よ
り
も
そ
の
自
白
排
除
の
範
囲
が
狭
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

の
批
判
も
あ
る
（
42
）

。

そ
れ
ゆ
え
、
違
法
排
除
説
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
そ
の
後
、
刑
訴
法
三
一
九
条
は
、
違
法
排
除
説
の
み
を
根
拠
と
す
る
の
で
は
な
く
、
前
記
併
用
説
（
折
衷
説
）
の
趣
旨
も
総
合

的
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
総
合
説
（
43
）

も
多
く
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
、
虚
偽
排
除
説
と
人
権
擁
護
説
と
の
間
に
は

親
和
性
が
あ
る
が
、
違
法
排
除
説
と
は
基
盤
を
共
有
し
て
い
な
い
の
で
、
三
趣
の
根
拠
で
理
解
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
な
整
合
性
に
欠
け

る
と
の
批
判
が
あ
る
（
44
）

。

他
方
、
自
白
法
則
の
根
拠
と
し
て
伝
統
的
に
主
張
さ
れ
て
き
た
虚
偽
排
除
説
及
び
人
権
擁
護
説
に
は
、
い
ず
れ
も
難
点
は
あ
る
が
、
憲

法
及
び
刑
訴
法
が
規
定
す
る
強
制
等
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
自
白
は
、
類
型
的
に
虚
偽
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
信
用
性
に
乏

し
い
こ
と
か
ら
、
か
か
る
自
白
に
証
拠
能
力
を
認
め
れ
ば
事
実
認
定
を
誤
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
自
白

法
則
が
虚
偽
排
除
的
観
点
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

（
一
二
四
）
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ま
た
、
憲
法
三
八
条
二
項
が
、
一
項
の
「
何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
。」
と
の
規
定
を
受
け
、
刑
訴
法

三
一
九
条
一
項
が
排
除
さ
れ
る
自
白
の
例
と
し
て
「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
」
等
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
自

白
法
則
を
適
用
す
る
前
提
と
し
て
、
違
法
又
は
不
当
な
自
白
獲
得
手
段
の
存
在
が
当
然
に
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
も
、

そ
も
そ
も
、
歴
史
的
に
見
て
、
自
白
獲
得
の
た
め
に
拷
問
等
の
人
権
侵
害
が
行
わ
れ
た
と
い
う
苦
い
体
験
に
基
づ
き
、
か
か
る
条
項
が
設

け
ら
れ
た
立
法
の
経
緯
に
照
ら
し
て
も
、
自
白
法
則
は
、
自
白
の
獲
得
を
目
的
と
し
た
違
法
又
は
不
当
な
捜
査
活
動
を
防
止
し
て
適
正
な

手
続
の
履
践
を
確
保
す
る
と
と
も
に
人
権
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
観
点
を
有
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
（
45
）

。

し
た
が
っ
て
、
自
白
法
則
の
根
拠
と
し
て
は
、
虚
偽
排
除
説
及
び
人
権
擁
護
説
の
両
面
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
両
説
を
併
用
す

る
併
用
説
（
折
衷
説
）
を
妥
当
と
考
え
る
。

第
三　

自
白
に
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
す
べ
き
か

1　

違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
と
自
白
法
則
と
の
関
係

  

自
白
法
則
を
違
法
収
集
排
除
法
則
の
自
白
版
と
捉
え
る
違
法
排
除
説
は
、
自
白
の
任
意
性
の
有
無
や
因
果
関
係
の
有
無
を
問
題
と
せ

ず
、
自
白
採
取
過
程
に
違
法
が
あ
る
場
合
に
自
白
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
味
で
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
一
元
説
と
い
え
る
。

他
方
、
虚
偽
排
除
説
や
人
権
擁
護
説
（
併
用
説
を
含
む
）
で
は
、
自
白
法
則
自
体
か
ら
自
白
採
取
過
程
に
違
法
が
あ
る
場
合
の
自
白
排

除
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
虚
偽
排
除
説
や
人
権
擁
護
説
（
併
用
説
を
含
む
）
か
ら
も
、
自
白
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
、
自
白
法

則
（
任
意
性
）
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
と
を
使
い
分
け
、
双
方
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
の
が
相
当
と
す
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則

二
元
説
（
二
元
説
）
が
あ
り
、
現
在
は
、
そ
の
考
え
方
が
大
勢
の
よ
う
で
あ
る
（
46
）

。

（
一
二
五
）
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し
た
が
っ
て
、
二
元
説
で
は
、
併
用
説
が
任
意
性
が
な
い
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
自
白
は
、
類
型
的
に
虚
偽
自
白
を
誘
発
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
状
況
下
で
の
自
白
や
、
黙
秘
権
を
侵
害
す
る
よ
う
な
手
段
で
得
ら
れ
た
自
白
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法

則
を
自
白
に
も
適
用
し
て
、
自
白
採
取
過
程
に
違
法
が
あ
る
場
合
に
も
自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
違
法
収
集
排
除
法
則
は
、
適
正
手
続
の
保
障
、
司
法
の
無
瑕
性
・
廉
潔
性
の
保
持
、
将
来
の
違
法
捜
査
の
抑
止
の
三
つ
を

根
拠
と
し
、
捜
査
手
続
（
証
拠
の
収
集
手
続
）
が
違
法
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
収
集
し
た
証
拠
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
、
事
実
認

定
の
資
料
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
法
則
で
あ
り
、
判
例
は
、
証
拠
物
の
押
収
等
の
手
続
に
、
憲
法
三
五
条
及
び
こ
れ
を
受
け
た
刑
訴
法

二
一
八
条
一
項
等
の
所
期
す
る
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
よ
う
な
重
大
な
違
法
が
あ
り
（
違
法
の
重
大
性
）、
こ
れ
を
証
拠
と
し
て
許

容
す
る
こ
と
が
、
将
来
に
お
け
る
違
法
な
捜
査
の
抑
制
の
見
地
か
ら
し
て
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
排
除
相
当
性
）
に
お
い
て

は
、
そ
の
証
拠
能
力
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
す
べ
き
と
し
て
い
る
（
最
判
昭
和
五
三
年
九
月
七
日
刑
集
三
二
巻
六
号
一
六
七
二
頁
）。

違
法
排
除
説
や
二
元
説
は
、
か
か
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
趣
旨
が
証
拠
物
の
よ
う
な
非
供
述
証
拠
の
み
な
ら
ず
、
供
述
証
拠
、

つ
ま
り
自
白
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
（
47
）

、
ま
た
、
取
調
べ
の
違
法
は
な
い
（
自
白
法
則
の
適
用
は
な
い
）

が
な
お
自
白
の
証
拠
能
力
が
問
題
と
な
る
場
合
も
否
定
で
き
な
い
か
ら
な
ど
と
し
て
（
48
）

、
自
白
に
も
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

2　

違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
適
用
範
囲

し
か
し
な
が
ら
、
自
白
法
則
の
適
用
は
な
い
が
、
自
白
の
証
拠
能
力
が
問
題
と
な
る
場
合
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
違
法
収

集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
す
る
と
す
る
の
は
、
結
論
を
先
取
り
し
た
議
論
で
あ
り
相
当
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
、
自
白
法
則
（
併
用
説
）

で
処
理
で
き
な
い
が
自
白
の
証
拠
能
力
が
問
題
と
な
る
場
合
と
い
う
も
の
が
実
際
に
あ
る
の
か
も
疑
問
で
あ
る
（
49
）

。
ま
た
、
適
正
手
続
の
保

（
一
二
六
）
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障
、
司
法
の
無
瑕
性
・
廉
潔
性
の
保
持
、
将
来
の
違
法
捜
査
の
抑
止
と
い
う
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
趣
旨
が
自
白
に
も
当
て
は
ま
る

こ
と
自
体
は
否
定
し
な
い
が
、
憲
法
及
び
刑
訴
法
が
、
特
別
に
規
定
を
設
け
て
自
白
の
証
拠
能
力
に
厳
し
い
規
制
（
自
白
法
則
）
を
設
け

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
自
白
の
証
拠
能
力
は
、
そ
の
範
囲
で
否
定
す
る
の
が
法
の
趣
旨
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
れ

を
超
え
て
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
趣
旨
が
当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
同
法
則
を
自
白
に
も
適
用
し
、
証
拠
能
力
を
否

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
も
そ
も
、
憲
法
及
び
刑
訴
法
が
、
任
意
性
に
疑
い
の
あ
る
自
白
の
典
型
的
事
例
と
し
て
「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
」
を

例
示
的
に
列
挙
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
自
白
法
則
を
適
用
す
る
前
提
に
は
違
法
又
は
不
当
な
自
白
獲
得
手
段
が
当
然
に
予
定
さ
れ

て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
中
で
も
、
違
法
性
が
最
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
拷
問
の
場
合
に
も
自
白
と
の
間
に
因
果
関
係
を
要

求
し
（
50
）

、「
不
当
に
長
く
抑
留
若
し
く
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
」
の
場
合
も
、
そ
の
抑
留
又
は
拘
禁
と
自
白
と
の
間
に
因
果
関
係
の
存
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
51
）

。
自
白
が
、
証
拠
採
取
手
段
と
直
結
す
る
証
拠
物
と
は
異
な
り
、
そ
の
獲
得
手
続
と
の
間
に
は

自
白
を
す
る
か
否
か
、
自
白
す
る
と
し
て
い
か
な
る
内
容
の
自
白
を
す
る
か
と
い
う
供
述
者
の
意
思
決
定
が
介
在
す
る
と
い
う
構
造
的
特

性
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
違
法
又
は
不
当
な
自
白
獲
得
手
段
に
よ
り
前
記
の
よ

う
な
供
述
者
の
意
思
決
定
を
侵
害
し
た
結
果
自
白
が
な
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
の
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
52
）

。

そ
う
す
る
と
、
自
白
に
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
し
て
も
、
違
法
な
捜
査
手
続
と
自
白
と
の
間
に
因
果
関
係
を
必
要
と
す
る
限

り
、
結
局
、
任
意
性
に
疑
い
が
あ
る
場
合
に
し
か
自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
逆

に
言
え
ば
、
将
来
の
違
法
な
捜
査
を
抑
止
す
る
た
め
に
自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
は
、
自
白
獲
得
を
目
的
と
し
て
違
法
、

不
当
な
捜
査
活
動
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
、
供
述
者
の
意
思
決
定
を
侵
害
し
た
よ
う
な
場
合
に
の
み
、
そ
の
自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定

（
一
二
七
）
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す
れ
ば
必
要
十
分
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
任
意
性
に
疑
い
が
あ
る
場
合
を
超
え
て
、
そ
れ
以
上
に
、
違
法

収
集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
し
て
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
白
法
則
に
つ
い
て
虚
偽
排
除
及
び
人
権
擁
護
の
両
面
か
ら
考
察
す
る
併
用
説
を
相
当
と
す
る
私
見
か
ら
は
、
自
白
の

証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
任
意
性
に
疑
い
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
自
白
に
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
す

る
必
要
は
な
く
、
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
（
53
）

。

な
お
、
判
例
は
、
証
拠
物
に
関
し
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
採
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
最
判
昭
和
五
三
年
九
月
七
日
）
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
証
拠
物
に
関
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
同
法
則
が
自
白
に
ま
で
適
用
で
き
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
証

拠
物
に
関
し
採
用
し
た
証
拠
法
則
が
自
白
に
も
適
用
で
き
る
と
の
論
理
的
必
然
性
も
な
い
（
54
）

。
実
際
に
、
そ
の
後
の
最
高
裁
判
例
を
見
て

も
、
任
意
性
に
疑
い
が
あ
る
自
白
で
あ
る
と
し
て
そ
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
た
事
例
は
存
在
し
て
も
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
自
白

に
適
用
し
て
そ
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
た
事
例
は
現
在
ま
で
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
、
最
判
昭
和
五
八
年
七
月
一
二
日
（
神
戸
ホ
ス
テ
ス

宅
放
火
事
件
（
55
）

）
に
お
け
る
伊
藤
正
己
裁
判
官
の
補
足
意
見
（「
そ
れ
が
単
に
違
法
に
収
集
さ
れ
た
第
一
次
的
証
拠
と
な
ん
ら
か
の
関
連
を
も
つ
証
拠

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
一
律
に
排
除
す
べ
き
で
は
な
く
、
第
一
次
的
証
拠
の
収
集
方
法
の
違
法
の
程
度
、
収
集
さ
れ
た
第
二
次
的
証
拠
の
重

要
さ
の
程
度
、
第
一
次
的
証
拠
と
第
二
次
的
証
拠
と
の
関
連
性
の
程
度
等
を
考
慮
し
て
総
合
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」）
が
違
法
収
集
証
拠
排

除
法
則
を
自
白
に
も
適
用
す
る
と
の
理
解
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。」
と
指
摘
す
る
見
解
（
56
）

も
あ
る
が
、「（
最
高
裁
は
）
未
だ
違
法
収
集
証

拠
排
除
法
則
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
は
認
め
て
い
な
い
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（
57
）

。
ま
た
、
下
級
審
判
例
の
中
に
も
違
法
収
集
証

拠
排
除
法
則
を
適
用
し
て
自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
た
事
例
は
あ
る
も
の
の
、
未
だ
多
く
は
み
ら
れ
な
い
原
因
は
、
証
拠
排
除
が
問
題

と
な
る
ほ
ど
の
重
大
な
違
法
が
あ
る
場
合
に
は
、
通
常
、
任
意
性
も
否
定
で
き
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
は
、
任
意
性
に
疑
い
が
あ
る

（
一
二
八
）
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と
の
理
由
で
証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
る
例
が
多
い
こ
と
や
、
自
白
法
則
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
ど
ち
ら
で
も
証
拠
能
力
が
否
定
さ

れ
る
場
合
に
は
、
実
務
家
と
し
て
は
、
明
文
の
規
定
が
あ
り
、
憲
法
問
題
で
も
あ
る
自
白
法
則
で
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
方
が
妥
当
で
あ

る
と
い
う
感
覚
を
抱
き
や
す
い
か
ら
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
58
）

。

3　

ロ
ザ
ー
ル
事
件
控
訴
審
判
決
の
検
討

こ
の
点
に
関
し
、
東
京
高
判
平
成
一
四
年
九
月
四
日
（
い
わ
ゆ
る
ロ
ザ
ー
ル
事
件
控
訴
審
判
決
）
は
、
殺
人
事
件
の
被
疑
者
が
、
当
初
は

参
考
人
と
し
て
任
意
同
行
を
受
け
、
そ
れ
以
降
、
九
泊
一
〇
日
に
わ
た
る
宿
泊
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
間
、
警
察
官
か
ら
厳
重
に
監
視

さ
れ
た
状
態
で
、
一
日
も
休
み
も
な
く
連
日
長
時
間
の
取
調
べ
を
受
け
た
結
果
得
ら
れ
た
自
白
（
被
疑
者
の
上
申
書
、
逮
捕
後
に
作
成
さ
れ
た

検
察
官
調
書
）
の
証
拠
能
力
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
当
該
取
調
べ
が
実
質
的
な
身
柄
拘
束
に
当
た
り
、
任
意
捜
査
と
し
て
許

容
さ
れ
る
限
界
を
超
え
た
違
法
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
自
白
、
及
び
自
白
を
有
力
な
疎
明
資
料
と
し
て
な
さ
れ
た
逮

捕
・
勾
留
中
に
得
ら
れ
た
自
白
は
違
法
収
集
証
拠
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
た
。
同
判
決
は
、「
自
白
を
内
容
と
す
る

供
述
証
拠
に
つ
い
て
も
、
証
拠
物
の
場
合
と
同
様
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
採
用
で
き
な
い
理
由
は
な
い
か
ら
、
手
続
の
違
法
が
重

大
で
あ
り
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
違
法
捜
査
抑
止
の
見
地
か
ら
相
当
で
な
い
場
合
に
は
、
証
拠
能
力
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
。」
と
判
示
し
て
、
自
白
に
も
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
が
適
用
で
き
る
と
明
示
し
た
が
、
同
時
に
自
白
法
則
の
適
用
（
任
意
性
判

断
）
が
問
題
と
な
り
得
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
点
で
、
二
元
説
に
た
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
、「
採
用
で
き
な
い
理
由
は
な
い
」
と
い
う
だ
け
で
、
何
ら
具
体
的
な
根
拠
を
示
さ
ず
に
、
自
白
に
違
法

収
集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
上
、
こ
の
事
案
で
は
、
一
〇
日
間
と
い
う
連
日
の
長
時
間
に
わ
た

る
取
調
べ
自
体
を
、
類
型
的
に
任
意
性
に
疑
い
が
あ
る
自
白
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
情
況
と
し
て
、
自
白
法
則
（
任
意
性
）
の
問
題

（
一
二
九
）
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と
捉
え
、
そ
の
任
意
性
判
断
に
よ
っ
て
証
拠
能
力
の
有
無
を
決
す
べ
き
で
あ
っ
た
事
案
と
言
え
る
（
59
）

。

寺
崎
嘉
博
教
授
は
、
ロ
ザ
ー
ル
事
件
の
一
審
判
決
（
千
葉
地
判
平
成
一
一
年
九
月
八
日
）
に
対
し
、「『
基
本
的
人
権
』
の
保
障
と
い
う
抽

象
的
な
概
念
に
逃
げ
込
み
、
根
本
的
な
考
察
を
回
避
し
て
い
る
」
と
評
し
、
高
裁
判
決
が
逮
捕
後
の
検
察
官
調
書
の
証
拠
能
力
を
否
定
し

た
論
理
（「
検
察
官
調
書
作
成
時
は
未
だ
被
告
人
が
違
法
な
任
意
取
調
べ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
の
で
、
本
件
自
白
は
、
違
法
な
捜
査
手
続
に
よ
り
獲
得
さ

れ
た
証
拠
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
由
来
す
る
証
拠
」
だ
か
ら
「
証
拠
能
力
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。」）
に
対
し
、「
こ
の
よ
う
な
論
理
を
採
る
く
ら

い
な
ら
ば
『
違
法
な
任
意
取
調
べ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
』
自
白
に
は
任
意
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
論
理
構
成
す
る
方
が
素
直
で
あ
ろ
う
」

と
批
判
す
る
（
寺
崎
・
後
掲
注（
43
）四
二
六
頁
）
が
、
至
極
も
っ
と
も
で
あ
る
。

な
お
、
同
教
授
は
、
任
意
性
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
最
高
裁
が
、
手
錠
を
施
し
た
ま
ま
で
取
調
べ
を
行
っ
た
際
の
自
白
に
つ
い
て
不

任
意
性
を
推
認
さ
せ
る
と
い
う
判
断
枠
組
を
提
示
し
た
（
60
）

と
し
て
、「
自
白
獲
得
手
続
が
違
法
で
あ
れ
ば
自
白
の
不
任
意
性
が
推
定
さ
れ
る

と
い
う
判
断
枠
組
」
を
用
い
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
（
61
）

。

そ
も
そ
も
、
実
務
上
、
自
白
の
任
意
性
が
争
わ
れ
た
場
合
、
被
告
人
側
か
ら
自
白
強
要
等
の
事
情
を
主
張
さ
せ
る
ほ
か
、
具
体
的
な
争

点
を
明
確
に
す
る
た
め
の
被
告
人
質
問
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
、
任
意
性
を
争
う
根
拠
と
な
る
具
体
的
な
争
点
を
明
確
に
し
た
上
で
、
取

調
官
（
警
察
官
、
検
察
官
等
）
の
証
人
尋
問
等
を
実
施
す
る
な
ど
の
ほ
か
、
客
観
的
な
証
拠
と
し
て
、
被
告
人
の
捜
査
段
階
に
お
け
る
全
て

の
供
述
調
書
（
供
述
経
過
を
立
証
趣
旨
と
す
る
）
や
留
置
人
出
入
簿
、
取
調
状
況
報
告
書
、
取
調
官
作
成
の
メ
モ
や
備
忘
録
（
そ
れ
ら
を
も
と

に
作
成
し
た
取
調
経
過
一
覧
表
）
を
請
求
す
る
な
ど
し
て
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
が
（
62
）

、
自
白
の
任
意
性
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
負
う
検
察
官

は
、
自
白
の
任
意
性
を
争
う
根
拠
と
し
て
捜
査
手
続
（
自
白
獲
得
手
続
）
の
違
法
性
を
主
張
さ
れ
た
場
合
、
自
白
の
任
意
性
に
関
す
る
事

実
の
み
な
ら
ず
、
捜
査
手
続
の
適
法
性
等
に
つ
い
て
も
立
証
し
、
仮
に
捜
査
手
続
に
違
法
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
同
捜
査
手
続
と
自
白
と

（
一
三
〇
）
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の
間
に
因
果
関
係
は
な
い
と
い
う
立
証
を
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
検
察
官
の
立
証
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
事
実
上
、
捜
査
手
続

（
自
白
獲
得
手
続
）
が
違
法
で
あ
れ
ば
、
自
白
の
不
任
意
性
が
推
定
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
前
記
寺
崎
教
授
の

判
断
枠
組
は
非
常
に
傾
聴
に
値
す
る
（
63
）

。

第
四　

被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
の
実
情
と
録
音
・
録
画
が
も
た
ら
し
た
影
響

こ
れ
ま
で
見
た
き
た
と
お
り
、
自
白
法
則
の
根
拠
と
し
て
は
、
虚
偽
排
除
説
及
び
人
権
擁
護
説
の
併
用
説
が
相
当
で
あ
る
上
、
自
白
に

は
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

な
お
、
前
記
し
た
と
お
り
、
併
用
説
（
任
意
性
説
を
含
む
）
に
対
し
て
、
取
り
調
べ
ら
れ
る
側
（
供
述
人
）
の
心
理
・
認
識
と
い
う
主
観

面
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
自
白
排
除
の
基
準
と
す
る
こ
と
か
ら
、
か
か
る
供
述
人
の
心
理
（
内
心
面
）
に
関
す
る
事
実
認
定

の
困
難
さ
の
ゆ
え
に
、
現
実
に
は
機
能
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
あ
っ
た
。

確
か
に
、
人
の
心
理
へ
の
影
響
の
有
無
は
、
客
観
的
か
つ
明
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
長
年
刑
事
裁
判
に
携

わ
っ
て
き
た
裁
判
官
か
ら
も
、「
取
調
べ
の
可
視
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、『
自
白
の
任
意
性
に
関
す
る
判
断
』
は
刑
事
裁
判
に

お
け
る
も
っ
と
も
困
難
で
重
要
な
作
業
の
一
つ
で
あ
る
。」
と
も
言
わ
れ
、
そ
の
最
大
の
原
因
が
、
自
白
調
書
の
作
成
状
況
、
つ
ま
り
取

調
べ
状
況
（
捜
査
官
の
発
問
や
態
度
、
そ
れ
に
対
す
る
被
疑
者
の
供
述
状
況
や
態
度
、
取
調
室
の
雰
囲
気
等
）
を
見
た
わ
け
で
も
な
い
裁
判
官
が
、

取
調
官
と
被
疑
者
（
被
告
人
）
の
相
対
立
す
る
供
述
の
、
い
ず
れ
が
信
用
で
き
る
か
と
い
う
困
難
な
判
断
を
迫
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
さ

れ
る
（
64
）

。
と
こ
ろ
が
、
検
察
庁
で
は
、
裁
判
員
制
度
の
施
行
（
平
成
二
一
年
五
月
）
に
備
え
、
平
成
一
八
年
八
月
か
ら
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
に

（
一
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
三
二

お
け
る
任
意
性
の
効
果
的
・
効
率
的
な
立
証
の
必
要
か
ら
被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
の
試
行
を
始
め
（
65
）

、
裁
判
員
制
度
施
行
以
降
、
そ

の
試
行
対
象
事
件
や
対
象
範
囲
を
漸
次
拡
大
し
、
現
在
で
は
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
の
大
多
数
に
つ
い
て
、
被
疑
者
取
調
べ
の
全
過
程

の
録
音
・
録
画
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
警
察
に
お
い
て
も
、
平
成
二
〇
年
九
月
か
ら
一
部
の
都
府
県
で
、
平
成
二
一
年
四
月
か
ら
は

全
都
道
府
県
に
お
い
て
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
の
被
疑
者
取
調
べ
に
つ
い
て
録
音
・
録
画
の
試
行
が
開
始
さ
れ
（
66
）

、
平
成
二
八
年
一
〇
月

一
日
か
ら
は
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
等
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
67
）

。

検
察
庁
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
は
、
試
行
の
当
初
は
、
供
述
調
書
を
作
成
（
録
取
）
し
た
後
に
、

そ
の
読
み
聞
か
せ
（
閲
読
）
場
面
や
、
そ
の
後
に
簡
単
な
取
調
べ
の
レ
ビ
ュ
ー
を
し
た
状
況
を
録
音
・
録
画
し
て
任
意
性
立
証
に
使
用
し

よ
う
と
し
て
い
た
が
（
い
わ
ゆ
る
「
読
み
聞
け
レ
ビ
ュ
ー
方
式
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
方
法
）、
試
行
の
対
象
や
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
た
結
果
、
現

在
で
は
、
そ
の
大
多
数
に
お
い
て
、
被
疑
者
が
取
調
室
に
入
室
す
る
と
こ
ろ
か
ら
退
室
す
る
と
こ
ろ
ま
で
の
全
過
程
を
録
音
・
録
画
す
る

方
法
で
（
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
ブ
方
式
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
。）、
検
察
官
の
背
後
に
設
置
さ
れ
た
カ
メ
ラ
に
よ
り
、
被
疑
者
を
正
面
か
ら
撮
影
し

て
い
る
の
で
、
被
疑
者
の
表
情
の
み
な
ら
ず
、
検
察
官
の
挙
動
ま
で
も
（
背
面
か
ら
で
は
あ
る
が
）
が
記
録
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
被
疑
者
の
取
調
べ
が
、
弁
護
人
が
立
ち
会
わ
な
い
密
室
で
実
施
さ
れ
る
と
は
い
え
、
録
音
・
録
画
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
取

調
室
で
の
一
部
始
終
が
映
像
及
び
音
声
に
よ
り
記
録
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
後
日
、
そ
の
記
録
媒
体
を
視
聴
す
る
こ
と
に
よ
り
、

取
調
室
で
の
被
疑
者
の
様
子
、
供
述
態
度
、
取
調
官
の
発
問
や
そ
の
言
動
等
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
録
音
・
録
画

記
録
媒
体
を
視
聴
す
れ
ば
、
当
該
取
調
べ
が
、
被
疑
者
の
心
理
に
影
響
を
与
え
、
虚
偽
自
白
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
況
だ
っ
た
の

か
、
被
疑
者
の
供
述
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
被

疑
者
取
調
べ
が
録
音
・
録
画
さ
れ
て
い
る
限
り
、
裁
判
官
が
、
取
調
官
と
被
疑
者
（
被
告
人
）
の
相
対
立
す
る
供
述
の
、
い
ず
れ
が
信
用

（
一
三
二
）
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で
き
る
か
と
い
う
困
難
な
判
断
を
迫
ら
れ
る
と
い
う
事
態
は
想
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
被
疑
者
の
取
調
べ
が
全
過
程
に
お
い
て
録
音
・

録
画
さ
れ
て
い
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
記
録
媒
体
が
弁
護
人
に
開
示
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
公
判
に
お
い
て
、
被
告
人
の
自
白
の
任
意
性
が
争
わ
れ
る
事
件
が
激
減
し
た
。

平
成
一
七
年
一
月
か
ら
平
成
二
〇
年
一
二
月
ま
で
の
四
年
間
に
、
第
一
審
で
判
決
宣
告
さ
れ
た
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
は
一
万
二
二
五

件
で
あ
り
、
そ
の
中
で
任
意
性
が
争
わ
れ
た
も
の
は
三
四
五
件
（
三
・
四
％
）、
そ
の
う
ち
任
意
性
に
疑
い
あ
り
と
し
て
自
白
調
書
の
証
拠

請
求
が
却
下
さ
れ
た
件
数
は
二
五
件
（
七
・
二
％（68
）

）
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
一
年
中
に
第
一
審
で
判
決
宣
告
さ
れ
た
裁
判
員
裁
判
対
象

事
件
一
六
五
三
件
の
う
ち
任
意
性
が
争
わ
れ
た
事
件
が
六
一
件
（
三
・
六
九
％
）
で
、
任
意
性
が
否
定
さ
れ
て
証
拠
請
求
を
却
下
さ
れ
た
事

件
は
一
件
（
〇
・
〇
六
％
）
と
激
減
し
た
（
69
）

。
さ
ら
に
、
平
成
二
三
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
四
年
四
月
三
〇
日
ま
で
の
一
一
か
月
間
に
、
第

一
審
で
判
決
宣
告
さ
れ
た
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
は
一
四
五
七
件
、
そ
の
う
ち
任
意
性
が
争
わ
れ
た
事
件
は
六
六
件
（
約
四
・
五
％
）
で

あ
っ
た
が
、
平
成
二
三
年
九
月
以
降
に
公
判
請
求
し
た
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
で
平
成
二
四
年
四
月
ま
で
に
第
一
審
判
決
を
受
け
た

一
二
三
件
に
限
っ
て
み
る
と
、
任
意
性
が
争
わ
れ
た
事
件
は
わ
ず
か
一
件
の
み
で
あ
っ
た
（
70
）

。

こ
の
よ
う
な
統
計
を
見
る
限
り
、
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
が
拡
大
す
る
に
連
れ
、
被
告
人
の
自
白
の
任
意
性
が
争
わ
れ
る
事
件
が
激
減

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
弁
護
人
が
録
音
・
録
画
記
録
媒
体
を
視
聴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
張
を
予
定
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
任
意
性
を
疑
わ
せ
る
事
由
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
た
た
め
、
そ
の
主
張
を
撤
回
し
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
近
時
任
意
性
の
争
点
化
が
激
減
し
た
こ
と
が
、
録
音
・
録
画
記
録
媒
体
の
視
聴
に
よ
り
任
意
性
が
判
断
で
き
る
こ
と
の
証
左

で
あ
る
（
71
）

。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
が
実
施
さ
れ
て
い
て
も
、
取
調
べ
の
様
子
か
ら
被
疑
者
の
内
心
に
及
ん
で
い

（
一
三
三
）
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第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
三
四

る
影
響
を
認
定
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
が
（
72
）

、
そ
の
難
易
度
に
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
前
記
の
統
計
上
の
数
字
を

見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
、
録
音
・
録
画
記
録
媒
体
を
視
聴
し
て
も
被
疑
者
の
内
心
に
及
ん
で
い
る
影
響
を
認
定
す
る
こ
と
が

困
難
と
い
う
の
か
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
被
疑
者
取
調
べ
の
全
過
程
録
音
・
録
画
が
進
ん
で
い
る
実
務
の
現
状
を
前
提
に
す
る
と
、
事
実
認
定
の
困
難
さ
ゆ
え
に
現

実
に
は
機
能
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
併
用
説
（
任
意
性
説
）
に
対
す
る
批
判
が
失
当
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
は
、
い
わ
ゆ
る
今
市
事
件
（
栃
木
・
茨
城
に
ま
た
が
る
女
子
児
童
殺
人
事
件
）
公
判
に
お
い
て
、
法
廷
で
約
七
時
間
超

も
の
被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
記
録
媒
体
を
取
り
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
白
調
書
の
任
意
性
、
信
用
性
を
認
め
、
被
告
人
の
犯
人

性
を
認
定
し
た
（
宇
都
宮
地
判
平
成
二
八
年
四
月
八
日
（
73
）

）。
同
裁
判
を
担
当
し
た
裁
判
員
（
補
充
裁
判
員
を
含
む
）
は
、
判
決
後
に
応
じ
た
記
者

会
見
に
お
い
て
、
法
廷
で
被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
記
録
媒
体
を
取
り
調
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
映
像
に
は
文
面
だ
け
で
は
伝
わ

ら
な
い
情
報
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。」「
表
情
や
し
ぐ
さ
が
よ
く
わ
か
り
、
判
断
材
料
の
大
き
な
部
分
を
占
め
た
。」「
臨
場
感
が
あ
り
、
自

分
の
目
で
見
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
。」（
平
成
二
八
年
四
月
九
日
讀
賣
新
聞
）、「
見
て
印
象
が
固
ま
っ
た
。
非
常
に
意
味
は
あ
っ
た
。」

「
な
か
っ
た
ら
判
断
で
き
な
か
っ
た
。」（
同
日
下
野
新
聞
）
な
ど
と
述
べ
、
被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
記
録
媒
体
の
取
調
べ
が
自
白
の

任
意
性
判
断
の
決
め
手
に
な
っ
た
旨
を
明
言
し
て
い
る
。

同
判
決
に
対
し
て
は
、「
一
体
ど
う
し
て
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
任
意
性
判
断
が
で
き
る
と
い
う
の
か
。」
と
い
う
否
定
的
意
見
（
74
）

も
あ
る
が
、
前
記
の

よ
う
な
裁
判
員
の
感
想
を
前
提
と
す
る
と
、
な
ぜ
録
音
・
録
画
記
録
媒
体
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
任
意
性
判
断
が
で
き
な
い
の
か
に
つ
い

て
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

な
お
、
同
事
件
の
裁
判
員
の
記
者
会
見
で
は
、「
録
音
・
録
画
さ
れ
て
い
な
い
部
分
で
何
か
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
議
論
に
な
る
の
で
、

（
一
三
四
）



自
白
法
則
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
（
澤
田
）

一
三
五

や
る
か
ら
に
は
全
部
し
た
方
が
い
い
。」（
同
日
讀
賣
新
聞
）
と
い
う
全
過
程
録
音
・
録
画
や
公
判
廷
に
お
け
る
そ
の
取
調
べ
の
必
要
性
を

説
く
意
見
も
あ
っ
た
。
自
白
の
任
意
性
判
断
を
確
実
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
今
後
、
さ
ら
に
、
被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
の

在
り
方
や
、
公
判
廷
に
お
け
る
録
音
・
録
画
記
録
媒
体
の
取
調
べ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

第
五　

ま
と
め

以
上
の
と
お
り
、
自
白
法
則
の
根
拠
に
つ
い
て
併
用
説
の
立
場
を
と
る
が
、
自
白
に
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
適
用
す
る
べ
き
で
は

な
い
と
考
え
る
。

た
だ
、
適
正
手
続
の
保
障
及
び
基
本
的
人
権
の
擁
護
を
指
向
す
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
趣
旨
は
、
そ
れ
自
体
尊
重
す
べ
き
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
違
法
な
い
し
不
適
正
な
捜
査
手
続
の
後
に
自
白
が
得
ら
れ
た
場
合
、
当
該
自
白
の
任
意
性
に
つ
い
て
は

慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
信
用
性
に
つ
い
て
も
よ
り
慎
重
な
判
断
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。

自
白
の
任
意
性
及
び
信
用
性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
判
断
し
て
い
く
べ
き
か
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

稲
川
龍
也
「
被
疑
者
取
調
べ
及
び
供
述
調
書
の
在
り
方
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
一
三
年
六
月
号
（
ぎ
ょ
う
せ
い
）
五
六
頁
。

（
2
） 

河
上
和
雄
『
自
白
・
証
拠
法
ノ
ー
ト
⑵
』（
立
花
書
房
、
一
九
八
二
年
）
五
頁
。

（
3
） 

平
成
二
七
年
の
通
常
第
一
審
事
件
の
終
局
人
員
六
万
八
八
七
人
の
う
ち
、
五
万
四
五
二
一
人
が
自
白
事
件
で
あ
る
（
司
法
統
計
年
報
二
〇
一
五

年
第
三
九
表
通
常
第
一
審
事
件
の
終
局
総
人
員
│
公
判
前
整
理
手
続
及
び
期
日
間
整
理
手
続
の
実
施
状
況
別
合
議
・
単
独
、
自
白
の
程
度
別
│
全
地

方
・
簡
易
裁
判
所
）。

（
4
） 

関
口
和
徳
「
自
白
排
除
法
則
の
研
究
㈠
」
北
大
法
学
論
集
五
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
九
六
頁
、
渡
邉
一
弘
「
自
白
の
証
拠
能
力
│
検
察

（
一
三
五
）
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第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
三
六

の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ら
編
『
新
刑
事
手
続
Ⅲ
』（
悠
々
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
一
三
頁
。

（
5
） 

木
谷
明
「
自
白
の
任
意
性
判
断
な
ど
に
関
す
る
提
言
│
平
成
一
二
年
の
二
つ
の
裁
判
例
を
題
材
と
し
て
」『
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

下
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
四
三
〇
頁
。

（
6
） 
最
高
検
察
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.kensatsu.go.jp/content/001215542.pdf

）
に
よ
る
と
、
平
成
二
七
年
四
月
か
ら
翌
二
八
年

三
月
ま
で
の
一
年
間
に
お
い
て
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
の
九
九
・
六
％
に
お
い
て
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
九
二
・
二
％
に
お
い

て
全
過
程
の
録
音
・
録
画
が
実
施
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
平
成
二
八
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
間
で
は
、
九
九
・
九
％
に
お
い
て
取
調
べ
の
録
音
・

録
画
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。）。

（
7
） 

東
京
高
判
平
成
二
八
年
八
月
一
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
二
九
号
一
三
二
頁
。

（
8
） 

東
京
高
判
昭
和
二
六
年
七
月
二
七
日
高
刑
集
四
巻
一
三
号
一
七
一
五
頁
。

（
9
） 

清
野
憲
一
「『
被
告
人
質
問
先
行
』
に
関
す
る
一
考
察
」
判
例
時
報
二
二
五
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
七
頁
以
下
。

（
10
） 

「
自
白
法
則
」
と
呼
ぶ
か
、「
自
白
排
除
法
則
」
と
呼
ぶ
か
に
実
質
的
に
意
味
は
な
く
、
別
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
自
白
排
除

法
則
を
自
白
法
則
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
自
白
法
則
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
を
と
も
に
包
摂
す
る
概
念
と
す
る
考
え
も
あ
る

（
松
田
岳
士
「
刑
事
訴
訟
法
三
一
九
条
一
項
に
つ
い
て
（
上
）」
阪
大
法
学
五
六
巻
五
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
三
頁
、
関
口
・
前
掲
注（
4
）七
〇
〇

頁
）。

（
11
） 

最
判
昭
和
二
四
年
一
〇
月
一
三
日
刑
集
三
巻
一
〇
号
一
六
五
〇
頁
。

（
12
） 

最
大
判
昭
和
四
五
年
一
一
月
二
五
日
刑
集
二
四
巻
一
二
号
一
六
七
〇
頁
、
大
澤
裕
「
自
白
の
任
意
性
と
そ
の
立
証
」
松
尾
浩
也
ら
編
『
刑
事
訴

訟
法
の
争
点
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
一
七
〇
頁
、
三
井
誠
「
自
白
の
証
拠
能
力
│
判
例
⑴
」
法
学
教
室
二
三
九
号
一
〇
七
頁
、
小

林
充
「
自
白
法
則
と
証
拠
排
除
法
則
の
将
来
」
現
代
刑
事
法
第
四
巻
六
号
五
八
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
13
） 

山
田
道
郎
『
証
拠
の
森
│
刑
事
証
拠
法
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
五
頁
は
、「
い
ま
だ
一
致
を
み
て
い
な
い
。
判
例
も
、
ほ
ぼ
一

致
し
た
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
な
お
微
妙
な
動
き
が
認
め
ら
れ
る
。」
と
す
る
。
長
井
秀
典
「
自
白
の
証
拠
能
力
に

つ
い
て
│
実
務
家
の
立
場
か
ら
」
刑
法
雑
誌
第
五
二
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
一
七
頁
、
大
澤
裕
「
自
白
の
証
拠
能
力
と
い
わ
ゆ
る
違
法
排
除

（
一
三
六
）



自
白
法
則
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
（
澤
田
）

一
三
七

説
」
研
修
二
〇
〇
六
年
四
月
号
（
六
九
四
号
）
四
頁
は
、「
虚
偽
排
除
説
、
人
権
擁
護
説
と
対
置
さ
れ
て
き
た
違
法
排
除
説
が
、
そ
の
ま
ま
の
も
の

と
し
て
、
今
日
、
通
説
あ
る
い
は
多
数
説
の
地
位
に
あ
る
と
い
え
る
か
に
は
、
疑
問
が
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

（
14
） 
洲
見
光
男
「
自
白
の
証
拠
能
力
に
関
す
る
研
究
の
意
義
」
刑
法
雑
誌
第
五
二
巻
一
号
六
八
頁
、
大
澤
・
前
掲
注（
13
）一
三
頁
、
同
・
前
掲
注

（
12
）一
七
二
頁
。

（
15
） 

判
例
時
報
一
八
〇
八
号
一
四
四
頁
、
第
一
審
は
千
葉
地
判
平
成
一
一
年
九
月
八
日
（
判
例
時
報
一
七
一
三
号
一
四
三
頁
）。

（
16
） 

大
澤
・
前
掲
注（
13
）七
頁
、
小
林
・
前
掲
注（
12
）五
八
頁
。

（
17
） 

田
宮
裕
「
取
調
と
自
白
法
則
」『
捜
査
の
構
造
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）
二
九
三
頁
、
鈴
木
茂
嗣
「
自
白
排
除
法
則
序
説
」『
続
・
刑
事
訴

訟
の
基
本
構
造
下
巻
』（
成
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
五
二
五
頁
、
同
「
自
白
排
除
法
則
序
説
」
佐
伯
千
仭
博
士
還
暦
祝
賀
『
犯
罪
と
刑
罰
（
下
）』

（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
）
三
〇
四
頁
以
下
。

（
18
） 

栗
本
一
夫
『
新
刑
事
訴
訟
法
上
の
諸
問
題
』（
立
花
書
房
、
一
九
五
二
年
）
八
六
頁
、
藤
岩
睦
郎
「
自
白
」
団
藤
重
光
編
『
法
律
実
務
講
座
刑

事
編
第
八
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
）
一
七
九
二
頁
、
一
八
一
三
頁
。

（
19
） 

田
宮
・
前
掲
注（
17
）二
八
五
頁
。

（
20
） 

最
判
昭
和
四
一
年
七
月
一
日
刑
集
二
〇
巻
六
号
五
三
七
頁
は
、
自
白
の
真
実
性
は
他
の
証
拠
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、
任
意
性
に
疑

い
が
あ
る
と
し
て
証
拠
能
力
を
否
定
し
て
い
る
。

（
21
） 

古
江
頼
隆
『
事
例
演
習
刑
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
二
七
四
頁
以
下
。

（
22
） 

川
出
敏
裕
「
自
白
の
証
拠
能
力
⑴
」
警
察
学
論
集
第
六
八
巻
第
四
号
一
六
四
頁
。

（
23
） 

池
田
修
・
前
田
雅
英
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
（
第
五
版
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
四
〇
八
頁
。

（
24
） 

平
場
安
治
「
自
白
の
任
意
性
」
佐
伯
千
仭
＝
団
藤
重
光
編
集
『
総
合
判
例
研
究
叢
書　

刑
事
訴
訟
法
㈠
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）
一
〇
頁

以
下
、
平
場
『
改
訂
刑
事
訴
訟
法
講
義
（
改
訂
三
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）
一
八
〇
頁
、
鴨
良
弼
『
刑
事
証
拠
法
』（
日
本
評
論
社
、

一
九
六
二
年
）
二
〇
六
頁
、
藤
岩
・
前
掲
注（
18
）一
七
九
二
頁
、
栗
本
一
夫
『
実
務
刑
事
証
拠
法
』（
立
花
書
房
、
一
九
六
〇
年
）
八
〇
頁
な
ど
。

（
25
） 

江
家
義
男
『
刑
事
証
拠
法
の
基
礎
理
論
（
三
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
五
二
年
）
三
三
頁
。

（
一
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
三
八

（
26
） 

田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
【
新
版
】』
三
四
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）、
石
川
才
顕
『
刑
事
手
続
と
人
権
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
）

二
三
九
頁
。

（
27
） 
渡
辺
修
『
被
疑
者
取
調
べ
の
法
的
規
制
』（
三
省
堂
、
一
九
九
二
年
）
三
二
〇
頁
、
多
田
辰
也
「
自
白
の
任
意
性
と
そ
の
立
証
」
松
尾
浩
也
ら

編
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
一
九
八
頁
。

（
28
） 

田
宮
・
前
掲
注（
26
）三
四
八
頁
以
下
。

（
29
） 

平
場
・
前
掲
注（
24
）『
総
合
判
例
研
究
叢
書　

刑
事
訴
訟
法
㈠
』
一
一
頁
、
江
家
・
前
掲
注（
25
）三
三
頁
、
小
林
・
前
掲
注（
12
）五
八
頁
以
下
、

大
澤
・
前
掲
注（
12
）一
七
〇
頁
。

（
30
） 

川
上
拓
一
「
自
白
の
証
拠
能
力
│
裁
判
の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ら
編
『
新
刑
事
手
続
Ⅲ
』
一
九
〇
頁
、
野
間
禮
二
「
特
集
／
違
法
収
集
自
白
の

証
拠
能
力
㈠
序
説
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九
七
号
（
一
九
七
九
年
）
七
頁
以
下
、
石
井
一
正
「
自
白
の
証
拠
能
力
」
大
阪
刑
事
実
務
研
究
会
編
『
刑
事

公
判
の
諸
問
題
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
八
九
年
）
四
〇
六
頁
、
加
藤
克
佳
「
自
白
法
則
に
つ
い
て
│
現
状
と
課
題
│
」
刑
法
雑
誌
第
五
二
巻

一
号
七
四
頁
、
江
家
・
前
掲
注（
25
）三
三
頁
、
東
京
高
判
昭
和
六
〇
年
一
二
月
一
三
日
（
判
例
時
報
一
一
八
三
号
三
頁
）。

（
31
） 

田
宮
・
前
掲
注（
17
）二
八
一
頁
以
下
、
同
「
自
白
の
証
拠
法
上
の
地
位
⑵
」
警
察
研
究
三
四
巻
三
号
（
良
書
普
及
会
、
一
九
六
三
年
）
三
頁
以

下
、
同
「
生
き
か
え
っ
た
自
白
法
則
│
違
法
排
除
へ
の
黎
明
│
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七
〇
号
（
一
九
七
一
年
）
一
〇
四
頁
、
同
・
前
掲
注（
26
）三
四
九

頁
以
下
、
な
お
違
法
排
除
説
の
根
拠
規
定
を
す
べ
て
憲
法
三
八
条
二
項
、
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
に
求
め
る
見
解
も
あ
る
（
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴
訟

法
（
改
訂
版
）』（
青
林
書
林
、
一
九
九
〇
年
）
二
二
一
頁
、
田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
法
（
第
六
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
三
八
二
頁
）。

（
32
） 

川
出
・
前
掲
注（
22
）一
六
五
頁
、
田
宮
・
前
掲
注（
26
）三
四
九
頁
、
上
口
裕
『
刑
事
訴
訟
法
（
第
四
版
）』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
四
九
六

頁
。

（
33
） 

井
上
正
仁
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
排
除
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
）
五
四
四
頁
以
下
、
石
井
一
正
『
刑
事
実
務
証
拠
法
（
第
五
版
）』

（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
二
二
頁
以
下
、
注
釈
刑
事
訴
訟
法
（
新
版
）
第
五
巻
（
植
村
立
郞
）
七
七
頁
以
下
、
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

刑
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）
第
七
巻
（
安
廣
文
夫
）
四
九
〇
頁
以
下
等
。

（
34
） 

田
宮
・
前
掲
注（
17
）二
九
六
頁
。

（
一
三
八
）



自
白
法
則
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
（
澤
田
）

一
三
九

（
35
） 

田
宮
・
前
掲
注（
26
）三
四
九
頁
。

（
36
） 

最
決
昭
和
五
〇
年
六
月
一
二
日
（
判
例
時
報
七
七
九
号
一
二
四
頁
）
に
お
け
る
団
藤
重
光
裁
判
官
の
補
足
意
見
「
緊
急
逮
捕
の
適
法
性
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
こ
の
違
法
は
勾
留
を
も
違
法
な
ら
し
め
る
。
…
こ
の
勾
留
中
に
作
成
さ
れ
た
被
告
人
の
供
述
調
書
は
証
拠
能
力
を
欠
き
」

と
し
て
い
る
。

（
37
） 

最
判
昭
和
五
八
年
七
月
一
二
日
刑
集
三
七
巻
六
号
七
九
一
頁
の
伊
藤
正
己
裁
判
官
の
補
足
意
見
（
い
わ
ゆ
る
別
件
逮
捕
の
事
案
）、
最
決
昭
和

五
九
年
二
月
二
九
日
刑
集
三
八
巻
三
号
四
七
九
頁
の
木
下
忠
良
・
大
橋
進
両
裁
判
官
の
補
足
意
見
（
違
法
な
取
調
べ
が
当
然
に
任
意
性
に
影
響
す
る

と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
実
質
的
に
違
法
排
除
説
を
と
っ
た
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。）。

（
38
） 

仙
台
高
秋
田
支
部
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
六
日
高
刑
集
三
三
巻
四
号
三
五
一
頁
「
自
白
を
得
る
目
的
で
違
法
な
任
意
同
行
を
行
い
、
こ
れ
を

利
用
し
て
取
調
べ
を
行
っ
た
結
果
、
被
告
人
の
自
白
を
得
た
も
の
…
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
違
法
な
任
意
同
行
に
引
き
続
く
取
調
べ
に
よ
り
得

た
被
告
人
の
自
白
の
証
拠
能
力
は
も
と
よ
り
、
そ
の
後
の
緊
急
逮
捕
及
び
勾
留
中
に
な
さ
れ
た
被
告
人
の
一
切
の
自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
べ
き

も
の
」。

（
39
） 

小
林
・
前
掲
注（
12
）六
〇
頁
、
古
江
・
前
掲
注（
21
）二
七
六
頁
。

（
40
） 

田
宮
・
前
掲
注（
17
）二
九
四
頁
。

（
41
） 

山
田
・
前
掲
注（
13
）一
〇
八
頁
。

（
42
） 

小
林
・
前
掲
注（
12
）六
一
頁
、
渡
辺
・
前
掲
注（
27
）三
二
二
頁
以
下
。

（
43
） 

松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法
下
（
新
版
補
正
第
二
版
）』（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
四
二
頁
、
佐
藤
文
哉
「
コ
メ
ン
ト
」
三
井
誠
ほ
か
編
『
刑
事

手
続
下
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
）
八
三
三
頁
、
渡
辺
・
前
掲
注（
27
）三
三
一
頁
、
寺
崎
嘉
博
「
自
白
法
則
に
つ
い
て
」『
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀

祝
賀
論
文
集
下
巻
』
四
一
二
頁
。
寺
崎
教
授
は
「
三
趣
競
合
説
」
と
呼
ぶ
。

（
44
） 

寺
崎
・
前
掲
注（
43
）四
一
四
頁
以
下
。

（
45
） 

大
野
恒
太
郎
「
自
白
│
検
察
の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ほ
か
編
『
刑
事
手
続
下
』
八
〇
八
頁
以
下
、
小
林
・
前
掲
注（
12
）五
九
頁
。

（
46
） 

長
井
・
前
掲
注（
13
）一
一
八
頁
、
小
林
・
前
掲
注（
12
）六
一
頁
、
島
田
仁
郎
「
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑
い
の
あ
る
自
白
と
は
│
自
白
法

（
一
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
四
〇

則
」
松
尾
浩
也
編
『
刑
事
訴
訟
法
Ⅱ
』（
有
斐
閣
大
学
双
書
、
一
九
九
二
年
）
二
九
八
頁
、
石
井
・
前
掲
注（
30
）四
〇
六
頁
、
同
・
前
掲
注（
33
）

二
六
三
頁
、
大
谷
剛
彦
「
自
白
の
任
意
性
」
平
野
龍
一
・
松
尾
浩
也
編
『
新
実
例
刑
事
訴
訟
法
Ⅲ
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）
一
三
七
頁
な
ど
。

（
47
） 
野
間
・
前
掲
注（
30
）八
頁
、
石
井
・
前
掲
注（
30
）四
〇
六
頁
、
大
澤
・
前
掲
注（
13
）一
〇
頁
。

（
48
） 
石
井
・
前
掲
注（
30
）四
〇
六
頁
。
な
お
、
自
白
法
則
の
適
用
は
な
い
が
、
自
白
の
証
拠
能
力
が
問
題
と
な
る
場
合
の
例
と
し
て
、
法
定
の
期
間

を
超
え
た
身
柄
拘
束
中
の
自
白
、
違
法
な
別
件
逮
捕
・
勾
留
中
の
本
件
の
自
白
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
小
林
・
前
掲
注（
12
）六
〇
頁
）。

（
49
） 

寺
崎
・
前
掲
注（
43
）四
一
六
頁
、
四
一
九
頁
。

（
50
） 

東
京
高
判
昭
和
三
二
年
一
二
月
二
六
日
高
刑
集
一
〇
巻
一
二
号
八
二
六
頁
。

（
51
） 

最
大
判
昭
和
二
三
年
六
月
二
三
日
刑
集
二
巻
七
号
七
一
五
頁
、
河
村
澄
夫
「
長
期
拘
禁
と
自
白
の
因
果
関
係
」『
証
拠
法
体
系
Ⅱ
』（
日
本
評
論

社
、
一
九
七
〇
年
）
一
四
六
頁
、
最
大
判
昭
和
二
三
年
一
一
月
一
七
日
刑
集
二
巻
一
二
号
一
五
五
八
頁
、
最
判
昭
和
二
三
年
九
月
一
八
日
刑
集
二
巻

一
〇
号
一
二
〇
九
頁
。

（
52
） 

大
野
・
前
掲
注（
45
）八
〇
九
頁
。

（
53
） 

鈴
木
義
男
「
四
夜
に
わ
た
り
被
疑
者
を
警
察
署
近
辺
の
ホ
テ
ル
等
に
宿
泊
さ
せ
て
取
調
べ
を
続
行
し
た
こ
と
の
適
否
」（
判
例
評
論
三
一
〇
号
）

六
四
頁
・
判
例
時
報
一
一
二
九
号
。

（
54
） 

寺
崎
・
前
掲
注（
43
）四
二
〇
頁
。

（
55
） 

刑
集
三
七
巻
六
号
七
九
一
頁
。

（
56
） 

池
田
公
博
「
自
白
の
証
拠
能
力
│
違
法
排
除
の
あ
り
方
・
派
生
証
拠
の
取
扱
い
│
」（
刑
法
雑
誌
五
二
巻
第
一
号
一
一
五
頁
）。

（
57
） 

角
田
正
紀
「
違
法
な
身
柄
拘
束
中
の
自
白
」
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
第
七
版
（
一
九
九
八
年
）
一
六
九
頁
。

（
58
） 

長
井
・
前
掲
注（
13
）一
一
九
頁
。

（
59
） 

平
田
元
「
取
調
べ
手
続
の
違
法
と
自
白
」（
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
第
九
版
（
二
〇
一
一
年
）
一
六
三
頁
、
田
口
守
一
「
演
習
刑
事
訴
訟
法
」

法
学
教
室
三
五
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
三
七
頁
。

（
60
） 

最
判
昭
和
三
八
年
九
月
一
三
日
刑
集
一
七
巻
八
号
一
七
〇
三
頁
、
最
大
判
昭
和
二
六
年
八
月
一
日
刑
集
五
巻
九
号
一
六
八
四
頁
。

（
一
四
〇
）



自
白
法
則
と
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
（
澤
田
）

一
四
一

（
61
） 

寺
崎
・
前
掲
注（
43
）四
二
三
頁
。

（
62
） 

岩
倉
広
修
・
三
輪
篤
志
「
自
白
の
任
意
性
が
問
題
と
な
る
事
案
の
審
理
計
画
・
審
理
の
在
り
方
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
一
一
号
（
二
〇
一
五

年
）
二
六
頁
以
下
。

（
63
） 
い
わ
ゆ
る
別
件
逮
捕
勾
留
中
に
な
さ
れ
た
自
白
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
、「
他
に
特
に
任
意
性
を
認
め
る
に
足
り
る
特
別
な
事
情
の
な
い
限
り
、

任
意
性
に
疑
い
の
あ
る
自
白
と
評
価
さ
れ
る
と
す
る
考
え
」
は
（
大
野
・
前
掲
注（
45
）八
一
二
頁
以
下
、
鈴
木
・
前
掲
注（
53
）六
八
頁
、
河
上
・
前

掲
注（
2
）一
八
八
頁
）、
か
か
る
違
法
な
身
柄
拘
束
中
の
自
白
の
場
合
に
は
、
自
白
の
不
任
意
性
が
推
定
さ
れ
る
の
と
同
様
の
結
論
を
と
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

（
64
） 

木
谷
・
前
掲
注（
5
）四
三
〇
頁
。

（
65
） 

最
高
検
察
庁
「
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
の
試
行
に
つ
い
て
の
検
証
結
果
」（
二
〇
〇
九
年
二
月
）
一
頁
。

（
66
） 

平
成
二
二
年
警
察
白
書
八
一
頁
。

（
67
） 

平
成
二
八
年
九
月
一
五
日
付
け
警
察
庁
刑
事
局
長
通
達
第
六
三
号
「
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
の
試
行
指
針
」。

（
68
） 

前
掲
注（
65
）四
頁
。

（
69
） 

法
務
省
「
取
調
べ
に
関
す
る
国
内
調
査
結
果
報
告
書
」（
平
成
二
三
年
八
月
）。

（
70
） 

最
高
検
察
庁
「
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
に
お
け
る
被
疑
者
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
の
試
行
的
拡
大
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
二
年
七
月
）。

（
71
） 

清
野
憲
一
「
捜
査
段
階
の
供
述
立
証
に
関
す
る
問
題
解
決
に
向
け
た
一
考
察
」
判
例
時
報
二
三
一
二
号
一
八
頁
。

（
72
） 

中
島
宏
「
自
白
法
則
に
お
け
る
違
法
排
除
説
再
論
」
法
律
時
報
八
三
巻
二
号
三
九
頁
。

（
73
） 

判
例
時
報
二
三
一
三
号
一
二
六
頁
。

（
74
） 

五
十
嵐
二
葉
「『
可
視
化
』
の
夜
と
霧
」
内
田
博
文
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
刑
事
法
と
歴
史
的
価
値
と
そ
の
交
錯
』（
法
律
文
化
社
、

二
〇
一
六
年
）
二
七
〇
頁
。

（
一
四
一
）





ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
四
三

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念

コ
ー
ジ
マ
・
メ
ラ
ー

吉　

原　

達　

也　
　

訳

Ⅰ
．
序

お
よ
そ
一
〇
年
前
、
二
〇
〇
六
年
二
月
に
一
度
日
本
に
招
か
れ
、
日
本
大
学
法
学
部
と
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
法
学
部
と
の
共
同
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
時
、
私
は
ロ
ー
マ
契
約
法
の
基
礎
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
た

（
1
）

。
契
約
法
の
も
と
で
は
、
債
務
関
係obligatio

が
い

か
な
る
要
件
の
も
と
で
成
立
し
、
い
か
な
る
効
果
を
も
た
ら
す
か
が
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
テ
ー
マ
の
選
択
は
、
そ
れ
が
、

比
較
法
研
究
に
と
っ
て
適
切
な
基
礎
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
法
制
度
の
中
心
的
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
債

権
法
を
全
体
と
し
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
債
務
関
係
の
発
生
に
つ
い
て
の
契
約
法
的
基
礎
以
外
に
、
不
法
行
為
法
的
基
礎
、
不
法
行
為
に
基

翻　

訳

（
一
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
四
四

づ
く
債
務
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
領
域
に
お
い
て
も
豊
か
な
比
較
法
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
。
本
日
の
課
題
は

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
法
の
基
礎
付
け
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

初
級
者
用
法
学
教
科
書
の
最
初
の
著
者
で
あ
る
ガ
イ
ウ
ス
は
、
紀
元
後
二
世
紀
に
、
債
務
発
生
原
因
た
る
契
約
と
不
法
行
為
の
区
別
を

も
っ
て
、
債
務
関
係
法
の
最
上
位
の
分
類
と
す
る

（
2
）

。
こ
の
分
類
は
基
本
的
に
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ
て
五
三
三
年
施
行
の
『
法
学
提

要
』
に
も
受
容
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
ユ
帝
提
要
で
は
、
債
務
関
係
の
根
拠
を
表
す
の
に
別
の
表
現
、m

alefi ciu
m

の
語
│
こ
れ
は
文

字
通
り
ド
イ
ツ
語
でÜ

beltat
﹇
不
法
行
為
﹈
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
│
が
用
い
ら
れ
、
準
契
約
及
び
準
不
法
行
為
と
い
う
下
位
範
疇
に

基
づ
く
次
位
の
分
類
が
図
ら
れ
て
い
る
。 

Inst.J. 3,13,2

﹇
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
法
学
提
要
』3,13,2

﹈

S
equens divisio in quattuor species diducitur: aut enim

 ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex m
ale fi cio 

aut quasi ex m
alefi cio. 

…

「
次
の
区
別
は
四
種
類
に
分
か
れ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
い
は
契
約
に
基
づ
く
も
の
、
あ
る
い
は
準
契
約
に
基
づ
く
も
の
、
あ
る
い

は
不
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
、
あ
る
い
は
準
不
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
分
類
は
、
区
分
と
は
、
法
秩
序
が
債
務
関
係obligatio

の
た
め
に
い
か
な
る
連
結
点
を
受
け
入
れ
る
か

次
第
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
今
日
ド
イ
ツ
で
用
い
ら
れ
る
契
約
に
基
づ
く
債
務
関
係
と
法
律
に
基
づ
く
債
務
関
係
と
い
う
債
務
関

（
一
四
四
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
四
五

係
の
分
類
と
は
重
要
な
違
い
が
あ
る

（
3
）

。
後
者
で
は
ロ
ー
マ
法
と
比
較
し
て
法
律
に
よ
り
重
要
な
別
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

不
法
行
為
責
任
の
基
礎
は
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
法
律
に
よ
り
、
し
か
し
広
汎
に
訴
訟
掌
理
政
務
官
た
る
法
務
官
に
よ
っ
て
も
規
定

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ガ
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
』
に
お
け
る
不
法
行
為
の
分
類
に
示
さ
れ
る
。
ガ
イ
ウ
ス
は
責
任
を
発
生
さ
せ
る
四
つ
の

不
法
行
為
と
し
て
、
盗
（fu

rtu
m

）、
強
盗
（rapin

a

）、
不
法
損
害
（d

am
n

u
m

）
及
び
人
格
侵
害
（in

iu
ria

）
を
列
挙
す
る

（
4
）

。
し
た
が
っ

て
、
ガ
イ
ウ
ス
は
、
損
害
を
惹
起
し
た
者
が
負
う
べ
き
責
任
根
拠
の
一
般
的
原
則
を
採
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
不
法
行
為

を
挙
げ
て
い
る
。
も
と
よ
り
四
つ
の
不
法
行
為
は
す
べ
て
法
律
に
基
づ
く
が
、
強
盗
、
不
法
損
害
、
名
誉
毀
損
の
意
味
で
の
人
格
侵
害
の

責
任
は
法
務
官
に
よ
る
法
の
発
展
的
形
成
に
負
う
。
一
見
し
て
、
不
法
行
為
は
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
シ
ュ
に
な
い
し
個
別
的
に
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
図
式
は
、
不
法
行
為
者
に
固
有
の
責
任
を
前
提
し
な
い
法
務
官
に
よ
る
規
制
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
。
あ
る
者
が
あ
る
家
か
ら
公
道

に
投
げ
ら
れ
た
り
流
さ
れ
た
り
し
た
も
の
で
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
住
居
者
が
責
任
を
負
い
（actio d

e d
eiectis vel effu

sis

流
出
投
下
物

訴
権
）、
張
出
し
や
庇
の
上
に
置
か
れ
た
も
の
に
よ
る
危
殆
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
（actio d

e su
ggru

n
d

is

張
出
し
訴
権
）。
公
道

上
で
飼
わ
れ
た
野
生
動
物
に
つ
い
て
の
責
任
は
同
じ
く
法
務
官
告
示
の
訴
権
に
帰
す
る
。
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
は
こ
れ
ら
の
責
任
要
件
を

債
務
関
係
の
準
不
法
行
為
の
根
拠
に
数
え
る
。
こ
れ
ら
の
事
案
で
危
険
責
任
に
つ
い
て
語
り
う
る
か
ど
う
か
が
、
こ
の
講
演
の
目
的
と
な

る
。ロ

ー
マ
法
に
お
け
る
規
制
の
一
見
個
別
的
な
性
格
か
ら
、
私
は
以
下
の
よ
う
に
責
任
概
念
を
導
く
。
こ
の
こ
と
は
簡
単
な
歴
史
的
概
観

（
Ⅱ
）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
こ
れ
に
そ
の
後
の
発
展
へ
の
示
唆
を
付
け
加
え
ら
れ
る
。
概
念
的
な
構
想
及
び
教
義
学
的
な
可
能
性
へ
の

考
察
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
基
づ
く
加
害
責
任
に
つ
い
て
の
重
点
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
（
Ⅲ
）
私
は
法
律
に
基
づ
く
規
制
に
つ
い
て
、
次

（
一
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
四
六

い
で
、
加
害
行
為
の
違
法
性
（in

iu
ria

）
及
び
ク
ル
パ
（cu

lpa

＝
過
失
・
有
責
性
）
の
要
件
に
よ
っ
て
責
任
の
範
囲
が
い
か
に
画
さ
れ
る

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
。
危
険
責
任
と
い
う
特
別
な
要
件
と
の
関
係
は
概
念
的
考
察
を
深
め
て
く
れ
る
。（
Ⅳ
）
さ
ら
に
他
の

ア
ク
タ
ーA

kteur

、
と
く
に
動
物
に
つ
い
て
の
責
任
を
取
り
上
げ
て
、
関
係
づ
け
る
。（
Ⅴ
）
最
後
に
、
自
動
走
行
車
、
自
動
芝
刈
り
機
、

自
動
掃
除
機
な
ど
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
制
御
で
動
く
も
の
の
責
任
と
い
う
現
代
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
附
し
つ
つ
、
ロ
ー

マ
法
に
お
け
る
規
制
概
念
の
可
能
性
を
用
い
て
、
新
し
い
問
題
の
た
め
の
教
義
学
的
蓄
積
を
示
し
法
律
的
規
制
の
必
要
を
明
ら
か
に
す
る

（
Ⅵ
）。
若
干
の
テ
ー
ゼ
に
沿
い
つ
つ
以
下
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

Ⅱ
．
十
二
表
法
に
お
け
る
規
制

│
発
展
へ
の
示
唆

す
で
に
前
五
世
紀
の
ロ
ー
マ
法
最
初
の
法
典
、
つ
ま
り
十
二
表
法
に
、
不
法
行
為in

iu
ria

の
さ
ま
ざ
ま
な
要
件
が
規
定
さ
れ
て
い
る

（
5
）

。

骨
折
に
よ
る
身
体
侵
害
に
つ
い
て
、
加
害
者
が
贖
罪
の
た
め
に
支
払
う
べ
き
罰
金
額
が
規
定
さ
れ
た
。
軽
微
な
身
体
侵
害
な
い
し

in
iu

ria

と
解
さ
れ
る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
、
別
の
罰
金
額
が
当
て
は
ま
る
。
切
断
に
つ
い
て
の
規
制
の
根
拠
は
、
タ
リ
オ
、
つ
ま
り
同

害
報
復
原
則
に
代
わ
る
贖
罪
合
意
つ
ま
りpacta

で
あ
る
。
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
不
法
行
為
に
つ
い
て
十
二
表
法
に
制
裁
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
放
牧
訴
権actio d

e pastu

や
家
畜
損
害
訴
権actio d

e pau
perie

が
こ
れ
で
あ
る
。
後
者
は
加
害
動
物
の
所
有
者
に
、
当
該

動
物
を
引
渡
す
か
、
あ
る
い
は
損
害
額
を
支
払
う
か
を
選
択
さ
せ
る

（
6
）

。

こ
れ
ら
は
私
的
な
刑
罰
法
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
い
か
な
る
国
家
に
よ
る
刑
罰
追
及
も
並
行
し
て
存
在
し
な
い
。
公
的
な
刑
罰
追
及

に
服
す
る
の
は
、
と
く
に
殺
人
や
国
家
反
逆
の
よ
う
な
、
公
共
に
対
す
る
重
大
な
不
法
と
し
て
理
解
さ
れ
る
不
法
行
為
だ
け
で
あ
る
。
不

（
一
四
六
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
四
七

法
行
為
に
基
づ
く
債
務
関
係
に
と
っ
て
特
徴
的
な
の
は
、
か
か
る
初
期
の
時
代
に
は
確
定
的
な
罰
金
額
公
定
で
あ
る
。
合
意
に
基
づ
く
損

害
規
制
の
可
能
性
は
、
当
事
者
間
の
和
解
を
反
映
す
る
合
意pacta

の
承
認
に
現
れ
る
。

十
二
表
法
は
さ
ら
に
盗fu

rtu
m

に
つ
い
て
規
制
す
る
。
こ
れ
は
夜
間
の
盗
と
日
中
行
わ
れ
る
盗
を
区
別
す
る
。
さ
ら
に
、
盗
人
が
現

行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
盗
が
別
の
仕
方
で
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
に
、
法
律
効
果
の
違
い
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
夜
間

の
盗
人
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
、
十
二
表
法
は
、
盗
人
の
殺
害
を
も
含
む
正
当
防
衛
を
認
め
て
い
る

（
7
）

。

そ
の
後
、
資
料
は
盗
の
適
用
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
を
う
か
が
わ
せ
る
。
き
わ
め
て
広
義
で
無
権
限
の
使
用

│
そ
れ
ゆ
え
使
用
盗

fu
rtu

m
 u

su
s

及
び
土
地
の
不
法
占
用
を
も
目
的
物
の
暴
力
的
な
盗
と
し
て
制
裁
す
る

│
と
、
狭
義
の
盗
の
理
解

│
要
件
的
に
正
確

に
定
式
化
さ
れ
た
基
準
に
反
映
さ
れ
る
、
そ
の
結
果
、
物
の
秘
か
な
継
続
的
所
持
だ
け
がfu

rtu
m

と
さ
れ
る

│
と
の
間
の
調
整
に
示

さ
れ
る

（
8
）

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
強
盗rapin
a
は
も
は
や
把
握
さ
れ
ず
、
法
務
官
告
示
に
よ
り
、
部
分
的
に
は
立
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る

自
立
的
規
制
を
必
要
と
す
る

（
9
）

。

顕
著
な
変
化
は
、in

iu
ria

即
ち
、
名
誉
毀
損
に
あ
た
る
人
格
侵
害
と
い
う
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
。
十
二
表
法
の
確
定

罰
金
額
規
定
は
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
、
前
二
世
紀
に
法
務
官
が
自
由
な
損
害
評
価
を
許
す
訴
権
の
導
入
と
い
う
形
で
緩
和
さ
れ
る
。

in
iu

ria

の
要
件
及
び
多
く
の
具
体
的
な
不
法
類
型
と
並
ん
で
、
一
般
的
条
項
が
告
示
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
ロ
ー
マ
法
学
者
の
間
で

論
争
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
10
）

。

（
一
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
四
八

Ⅲ
．
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法

│
概
観
と
解
釈

1
．
法
律
に
よ
る
規
制

ロ
ー
マ
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
法
の
本
質
的
な
革
新
は
、
前
二
八
六
年
の
平
民
会
議
決
、
つ
ま
り
、
護
民
官
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
に

よ
っ
て
平
民
会
に
提
案
さ
れ
た
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
（lex A

qu
ilia

）
に
求
め
ら
れ
る

（
11
）

。
同
法
は
、
簡
潔
に
表
現
さ
れ
た
三
つ
の
章
で
、
物

破
壊S

achzerstörung
と
物
損
失
の
場
合
の
損
害
賠
償
を
規
制
す
る
。
革
新
的
な
の
は
、
法
律
効
果
の
形
式
、
即
ち
破
壊
さ
れ
た
物
に

つ
い
て
は
過
去
一
年
間
の
、
な
い
し
、
損
失
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
は
過
去
一
か
月
の
最
高
価
値
を
損
害
額
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
損
害
の
算
定
は
十
二
表
法
の
確
定
罰
金
額
に
対
し
て
、
物
の
価
値
に
指
向
し
た
責
任
の
柔
軟
化
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
な
お
、
過
去

一
年
間
の
最
高
価
格
は
殺
害
の
時
点
で
の
価
格
を
上
回
り
え
た
の
で
、
罰
的
要
素
も
残
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
罰
的
要
素
は
、
加
害
者
が

不
当
に
異
議
を
申
し
立
て
る
と
、
増
大
す
る
。
被
害
者
が
勝
訴
し
た
訴
訟
が
必
要
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
判
決
額
は
二
倍
額
に
な
っ
た

（L
itiskreszenz

）。

い
か
な
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
は
責
任
を
規
定
し
た
か
。
第
一
章
で
は
、
他
人
の
男
奴
隷
及
び
女
奴
隷
並
び
に
四

足
家
畜
の
殺
害
が
規
定
さ
れ
た
。
所
有
者
に
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
。
請
求
額
は
、
過
去
一
年
間
の
財
産
目
的

物
の
最
高
価
額
に
あ
た
る
。
第
二
章
は
、
債
権
無
効
の
際
の
損
害
賠
償
を
規
定
し
た
。
こ
れ
が
適
用
さ
れ
た
の
は
短
期
間
に
留
ま
る
が
、

か
か
る
事
案
に
つ
い
て
の
別
の
根
拠
が
委
任
法A

uftragsrecht
に
見
出
さ
れ
た
。
第
三
章
は
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
た
行
為
態
様
、

u
rere

（
焼
く
）、frangere

（
砕
く
）、ru

m
pere

（
壊
す
）
に
よ
っ
て
物
の
損
害
を
表
現
す
る
。
前
二
世
紀
に
は
す
で
に
、
加
害
方
法
は
解

釈
に
よ
っ
て
一
般
的
な
悪
化corru

m
pere

へ
と
拡
張
さ
れ
る
。
か
か
る
物
損
害
の
際
に
は
、
過
去
三
〇
日
間
に
お
け
る
物
の
価
値
が
賠

（
一
四
八
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
四
九

償
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
若
干
の
法
学
者
た
ち
は
、
そ
の
後
侵
害
行
為
後
三
〇
日
間
必
要
で
あ
っ
た
出
捐
に
よ
る
損
害
賠
償
の
算
定

を
主
張
し
た
。

責
任
に
つ
い
て
と
く
に
重
要
な
の
は
、
不
法
にin

iu
ria

と
い
う
語
で
記
さ
れ
た
要
件
で
あ
る
。
行
為
事
実
は
、
責
任
を
発
生
さ
せ
る

た
め
に
は
、
違
法
な
仕
方
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
要
件
は
た
ん
に
正
当
防
衛
状
況
な
い
し
緊
急
状
態
の
責
任
を
排
除

し
た
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
法
学
者
た
ち
は
帰
責
要
件
た
る
ク
ル
パcu

lpa

をin
iu

ria

の
中
に
解
釈
を
通
じ
て
組
み
入
れ
た
。

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
お
よ
そ
八
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
適
用
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る

法
律
問
題
が
登
場
し
、
論
争
さ
れ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
法
の
発
展
に
最
も
大
き
な
寄
与
を
な
し
た
の
は
法
律
家
、
ロ
ー

マ
で
は
す
で
に
早
く
か
ら
専
門
法
学
者
と
呼
ば
れ
る
法
律
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
毎
年
交
代
す
る
訴
訟
掌
理
政
務
官
た
る
法
務
官
を
助
言
し

た
の
も
ま
た
彼
ら
で
あ
っ
た
。
法
務
官
は
新
し
い
訴
訟
の
可
能
性
を
通
じ
て
、
新
し
い
法
律
事
案
、
新
し
い
経
済
的
発
展
、
と
り
わ
け
さ

ま
ざ
ま
な
概
念
へ
の
法
の
適
応
に
重
大
な
寄
与
を
な
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
告
示
は
「
市
民
法
の
生
け
る
声
」viva vox iu

ris civilis

で

あ
る
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
法
律
問
題
と
概
念
的
解
決
の
宝
庫
か
ら
若
干
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
。

2
．
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
解
釈

│
原
理
的
な
責
任
規
制
な
い
し
不
法
行
為
責
任
に
お
け
る
構
成
要
件
の
確
定

さ
ま
ざ
ま
な
法
学
者
た
ち
に
よ
る
解
釈
に
と
っ
て
特
徴
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
取
り
上
げ
る
。
古
典
期
以
前
の
法
学
者
ク
ィ
ン
ト
ゥ

ス
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
（
前
九
五
年
執
政
官

（
12
）

）
に
よ
っ
て
、
後
の
法
学
者
文
献
の
中
で
、
き
わ
め
て
広
範
な
過
失cu

lpa

概
念

に
則
っ
た
判
断
が
伝
え
ら
れ
る
。
樹
木
剪
定
者pu

tator

が
作
業
中
に
落
下
さ
せ
た
枝
に
よ
っ
て
奴
隷
が
死
に
至
っ
た
場
合
は
、
警
告
を

発
し
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
当
た
る
と
さ
れ
る
。
過
失cu

lpa

の
非
難
を
慎
重
な
行
為
者
で
あ
れ
ば
自
明
の
注
意
義
務d

iligen
tia

（
一
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
五
〇

を
果
た
さ
な
か
っ
た
者
は
引
き
受
け
る

（
13
）

。
こ
の
広
範
な
定
式
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
六
条
第
二
項
の
過
失
規
定
に
採
用
さ
れ
た
。
ク
ィ
ン

ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
は
何
人
も
仲
間
へ
の
配
慮
義
務
を
負
う
と
い
う
理
解
が
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
の
掲
げ
た
法
源
資
料
は
こ

の
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
14
）

。
D
.9,2,31 P

aulus libro dcim
o ad S

abinum

﹇
パ
ウ
ル
ス
・
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
10
巻
﹈（
樹
木
剪
定
者
事
案
）

S
i putator ex arbore ram

um
 cum

 deiceret vel m
achinarius hom

inem
 praetereuntem

 occidit, ita tenetur, si is in 

publicum
 decidat nec ille proclam

avit, ut casus eius evitari possit. sed M
ucius etiam

 dixit, si in privato idem
 

accidisset, posse de culpa agi: culpam
 autem

 esse, 

﹇quod cum

﹈ ＜
cum

 quod＞
 a diligente provideri 

﹇poterit

﹈ ＜

potuerit＞
, non esset provisum

 aut tum
 denuntiatum

 esset, cum
 periculum

 evitari non possit. secundum
 quam

 

rationem
 non m

ultum
 refert, per publicum

 an per privatum
 iter fi eret, cum

 plerum
que per privata loca volgo iter 

fi at. quod si nullum
 iter erit, dolum

 dum
taxat praestare debet, ne im

m
ittat in eum

, quem
 viderit transeuntem

: nam
 

culpa ab eo exigenda non est, cum
 divinare non potuerit, an per eum

 locum
 aliquis transiturus sit.

「
も
し
樹
木
剪
定
者
が
、
樹
木
よ
り
枝
を
切
り
落
と
し
た
場
合
、
又
は
足
場
上
で
交
錯
中
の
者
が
通
行
中
の
奴
隷
を
殺
害
し
た
場
合
、

そ
の
者
が
公
路
に
物
を
墜
落
さ
せ
、
か
つ
、
災
厄
が
回
避
さ
れ
う
る
よ
う
大
声
を
発
し
て
警
告
し
な
か
っ
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
責

任
を
負
う
。
し
か
し
、
ま
た
、
ム
キ
ウ
ス
は
、
同
一
の
事
故
が
私
有
地
に
お
い
て
発
生
し
た
場
合
に
も
、
過
失cu

lpa

を
理
由
に
訴

え
を
提
起
で
き
る
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
注
意
深
い
人
で
あ
れ
ば
予
見
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
見
さ
れ
ず
、
あ
る
い
又
は
、
危
険

が
回
避
さ
れ
得
な
い
と
き
に
警
告
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
過
失
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
か
か
る
理
由
に
よ
り
、
通
行
が
公
有

（
一
五
〇
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
五
一

地
を
通
じ
て
か
私
有
地
を
通
じ
て
な
さ
る
か
は
さ
し
て
重
要
な
こ
と
に
あ
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
通
常
、
私
有
地
を
通
じ
て
広
く
通

行
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
何
ら
の
通
路
も
な
い
場
合
に
は
、
故
意
責
任d

olu
s

の
み
負
担
す
べ
し
。
即
ち
、
同
人
は

通
行
中
な
る
こ
と
を
認
め
た
者
に
物
を
も
の
を
投
げ
つ
け
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
﹇
私
有
地
で
通
路
で
も
な

い
﹈
場
所
を
何
者
か
が
通
り
か
か
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
え
な
か
っ
た
と
き
に
は
、﹇
注
意
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
と
し
て
﹈
同
人

に
過
失
の
責
任
は
追
及
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」

ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
に
よ
る
如
上
の
過
失cu

lpa

の
定
義
は
原
理
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る

（
15
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
損
害
事
件
が
起

こ
っ
た
場
所
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
注
意
義
務
と
配
慮
義
務
は
ど
こ
で
も
成
立
す
る
。
か
か
る
評
価
を
後
代
の
法
学
者
は
享
有
し
な
い
。

一
世
紀
の
サ
ビ
ヌ
ス
や
三
世
紀
初
頭
の
パ
ウ
ル
ス

（
16
）

は
、
事
案
の
状
況
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
剪
定
者
が
作
業
し
た
の
が
公
道
に
沿
っ
て
か
、

公
に
供
さ
れ
た
道
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
通
行
人
を
想
定
で
き
な
い
よ
う
な
私
有
地
に
お
い
て
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
区
別
を
行
っ
て
い

る
。
公
の
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
こ
れ
ら
の
法
学
者
は
安
全
義
務
の
懈
怠
に
つ
い
て
の
責
任
が
あ
る
と
し
た
。
道
路
と
関
わ

り
な
く
、
故
意
の
加
害
だ
け
が
責
任
を
発
生
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
取
扱
い
は
、
奴
隷
が
練
習
中
の
槍
投
げ
で
死
亡
し
た
と
い
う
槍
投
げ
人

の
事
案
に
つ
い
て
も
伝
え
ら
れ
る
。
槍
を
投
げ
た
者
が
練
習
場
に
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
投
げ
る
に
当
た
っ
て
特
別
に
予
見
す
る
こ
と
を
要
し

な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
と
も
槍
投
げ
が
、
一
般
の
交
通
を
考
慮
す
べ
き
場
所
で
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
が
つ
ね
に
区
別
さ
れ
る

（
17
）

。
加
害

者
に
よ
り
大
き
な
非
難
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
被
害
者
に
よ
り
大
き
な
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
か
の
判
断
が
、
共
同
過
失

が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
ロ
ー
マ
法
で
は
必
要
で
あ
っ
た

（
18
）

。
槍
を
投
げ
た
者
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
基
づ
い
て
責
任
を
負
う
か
、
殺

害
さ
れ
た
奴
隷
の
所
有
者
に
は
い
か
な
る
訴
権
も
帰
属
し
な
か
っ
た
。

（
一
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
五
二

ム
キ
ウ
ス
の
原
理
的
な
取
り
組
み
と
結
果
回
避
へ
あ
ら
ゆ
る
配
慮
を
な
せ
と
い
う
基
準
を
想
起
さ
せ
る
の
は
、
古
典
期
後
期
の
法
学
者

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
が
伝
え
る
、D

.1,10,1 lib.1 reg.: iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum
 non laedere, suum

 

cuique tribuere

「
正
し
く
生
き
る
こ
と
、
他
人
を
害
さ
ぬ
こ
と
、
各
人
の
各
人
の
も
の
を
分
配
す
る
こ
と
」
と
い
う
法
原
則
で
あ
る
。

法
秩
序
と
は
明
晰
か
つ
確
定
的
に
起
草
さ
れ
た
人
為
的
規
範
の
集
積
と
す
る
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
は
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
は
ま
っ
た

く
別
様
に
解
釈
さ
れ
る
。
法
構
造
は
、
法
律
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
法
学
的
教
義
学
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
制
度
の
形
を
と
る
。
こ
う
し
た
理

解
に
対
応
す
る
の
は
、
狭
義
の
法
律
解
釈
で
あ
る
。
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
は
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
法
律
的
構
成
要
件
﹇
要
件
事

実
﹈
が
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
当
の
そ
の
行
為
だ
け
を
規
定
す
る
。
か
く
し
て
、
前
一
世
紀
中
葉
の
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス

（
19
）

及

び
彼
の
弟
子
た
ち
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
損
害
行
為
を
必
然
的
な
直
接
的
な
﹇
身
体
的
な
﹈
も
の
と
解
釈
す
る
（「
身
体
に
身
体
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
た
損
害
」d

am
n

u
m

 corpori corpore d
atu

m

）。
他
人
の
身
体
に
自
分
の
身
体
に
よ
っ
て
違
法
に
損
害
を
加
え
た
者
だ
け
が
ア

ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
よ
っ
て
直
接
的
に
責
任
を
負
う
。
こ
の
基
準
と
そ
の
帰
結
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
に
由
来
す
るD

.9,2,9pr.§
2

及
び§

3

を
手
が
か
り
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

（
20
）

。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
期
の
法
学
者
ラ
ベ
オ
に
よ
れ
ば
、
産
婆
は
女
奴
隷
の
死
に
つ

い
て
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
手
で
毒
薬
を
女
奴
隷
に
服
用
さ
せ
た
場
合
に
の
み
責
任
を
負
い
、
女
奴
隷
が
用
意
さ
れ
た

毒
薬
を
自
ら
服
用
し
た
場
合
に
は
責
任
を
負
わ
な
い
。
一
世
紀
末
の
プ
ロ
ク
ル
ス
学
派
の
学
頭
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
他
人
の
奴
隷
を
餓
死
さ

せ
た
場
合
を
こ
れ
に
準
じ
て
取
扱
う
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
ス
の
弟
子
オ
フ
ィ
リ
ウ
ス
は
、
別
の
事
案
で
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法

よ
っ
て
直
接
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
す
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
の
こ
と
は
、
不
法
行
為
者
が
た
ん
に
死
亡
の
原
因cau

sa 

m
ortis

を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
21
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
法
的
保
護
は
別
の
と
こ
ろ
に
、
即
ち
管
轄
を
有
す
る
訴
訟
掌
理
政

（
一
五
二
）
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三

務
官
た
る
法
務
官
の
援
助
に
基
づ
く
、
訴
権
の
創
定
、
方
式
書
の
承
認
、
つ
ま
り
類
型
化
さ
れ
た
事
実
に
即
し
た
訴
権
、
す
な
わ
ち
、
事

実
訴
権actio in

 factu
m

に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
一
見
し
て
ロ
ー
マ
訴
訟
法
の
特
殊
性
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が

（
22
）

、
実
際
的
な
観
点
か
ら
現
れ
た
観
念
の
違
い

は
、
剪
定
者
事
件
に
お
け
る
ム
キ
ウ
ス
の
判
断
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
新
し
い
理
論
に
よ
れ
ば
、
責
任
は
ま
っ
た
く

問
題
に
な
ら
な
い
。
直
接
的
な
加
害
行
為
も
、
基
本
的
に
許
さ
れ
た
行
為
が
問
題
に
な
る
の
で
、
法
務
官
的
責
任
の
根
拠
た
る
事
実

（factu
m

）
も
欠
け
て
い
る

（
23
）

。
ク
ル
パ
の
要
件
の
理
解
は
変
わ
っ
た
。
安
全
義
務
違
反
な
い
し
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
て
も
、
帰
責
の
意

味
で
の
ク
ル
パ
は
、
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
の
場
合
と
は
異
な
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。
万
人
に
対
す
る
義
務
は
も
は
や
受
容
さ

れ
ず
、
責
任
を
拡
大
す
る
こ
と
も
な
い
。
過
失cu

lpa

、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
及
び
彼
の
弟
子
た
ち
に
お
い
て
は
ま
る
で
無
用
の
道
具
と
な
る
。

剪
定
者
に
よ
る
直
接
的
な
身
体
侵
害
は
認
め
ら
れ
え
な
い
の
で
、
注
意
な
い
し
安
全
の
懈
怠
に
つ
い
て
の
責
任
は
考
慮
さ
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
過
失cu

lpa

は
こ
の
体
系
の
も
と
で
は
、
な
お
責
任
能
力
に
つ
い
て
の
み
、
フ
ィ
ル
タ
ー
機
能
（
オ
ッ
コ
・
ベ
ー
レ
ン
ツO

kko 

B
ehrends （

24
）

）
を
有
す
る

（
25
）

。
過
失cu

lpa

の
算
定
は
事
実
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
判
断
さ
れ
、
し
ば
し
ば
挫
折
す
る
。
理
性
あ
る
も
の
の
行
為

が
問
題
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
過
失cu

lpa

は
排
除
さ
れ
た
。

以
上
要
約
す
る
と
、
事
実
要
件
的
に
厳
密
な
、
つ
ま
り
不
法
行
為
の
積
極
的
実
行
に
向
け
ら
れ
た
損
害
賠
償
責
任
と
い
う
考
え
方
が
認

め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
注
意
深
い
、
安
全
を
配
慮
し
た
行
為
へ
の
義
務
は
懈
怠
責
任
を
も
も
た
ら
す
と
す
る
自
然
法
的
│

原
理
的
萌
芽

と
は
ま
っ
た
く
根
本
的
に
異
な
る
。
責
任
の
拡
大
は
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
考
え
で
は
、
新
し
い
法
律
な
い
し
法
務
官
法
的
救
済
よ
っ
て
初
め

（
一
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
五
四

て
成
立
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
新
し
い
刑
法
的
事
実
要
件
（
強
盗rapin

a

）
に
よ
っ
て
、
事
実
訴
権
（
た
と
え
ば
死
因cau

sa m
ortis

の
事

案
の
場
合
）
に
よ
っ
て
、
危
険
責
任
要
件
の
導
入
に
よ
っ
て
登
場
し
た
。

Ⅳ
．
危
険
に
お
け
る
責
任

危
険
責
任
の
萌
芽
は
す
で
に
十
二
表
法
に
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
放
牧
地
損
害
、
動
物
損
害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
の
場
合
が
こ

れ
で
あ
る
。
告
示
へ
の
さ
ら
な
る
法
的
救
済
へ
の
受
容
に
よ
り
、
こ
の
無
過
失
責
任
が
新
し
い
部
門
を
獲
得
す
る
。
法
務
官
に
よ
る
そ
の

官
職
権
力
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
た
、
公
の
通
り
や
道
で
の
交
通
安
全
の
確
保
を
目
的
と
す
る
保
護
が
問
題
と
な
る
。
流
出
投
下
物
に
つ

い
てde deiectis vel eff usis

の
告
示
は
、
家
屋
の
住
人
に
、
も
し
こ
の
家
か
ら
何
か
が
投
げ
出
さ
れ
流
し
出
さ
れ
て
損
害
を
惹
起
し
た

場
合
の
損
害
賠
償
を
義
務
づ
け
る
。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
か
ら
のD

.9,3,1pr.

の
法
文
か
ら
、
基
本
的
に
損
害
の
二
倍
額
に
つ
い
て

有
責
判
決
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る

（
26
）

。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
、
告
示
が
き
わ
め
て
合
目
的
的
で
あ
る
と
賞
賛
しD

.9,3,1,3

、
そ
し

て
こ
の
賞
賛
の
根
拠
を
、
道
路itin

era

上
を
恐
怖
も
危
険
も
な
く
通
行
で
き
る
こ
と
に
か
か
る
公
共
の
利
益
に
求
め
て
い
る

（
27
）

。

こ
の
法
務
官
に
よ
る
法
的
救
済
の
導
入
は
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
及
び
彼
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
制
限
的
解
釈
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
不
法
行
為
法
の
考
え
方
の
変
化
を
認
め
て
は
じ
め
て
説
明
さ
れ
る
。
如
上
の
事
例
に
お
け
る
責
任
は
、
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・

ム
キ
ウ
ス
に
よ
る
な
ら
ば
、
交
通
安
全
配
慮
義
務
の
無
視
な
い
し
住
居
の
客
人
に
対
す
る
予
防
措
置
の
欠
如
ゆ
え
に
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法

の
規
定
に
基
づ
い
て
根
拠
づ
け
ら
れ
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
新
し
い
解
釈
に
よ
れ
ば
、
直
接
的
か
つ
身
体
的
な
加
害
は
、
帰
責
要
件
と

の
関
係
で
は
、
厳
格
に
直
接
手
を
下
し
た
加
害
者
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
訴
権
は
住
人
を
相
手
方
と
し
て
は
認

（
一
五
四
）
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め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
新
し
い
解
釈
の
帰
結
は
、
い
く
つ
か
の
事
案
で
法
務
官
に
よ
り
、
自
然
的
衡
平n

atu
ralis aequ

itas

に
依
拠

し
つ
つ
具
体
的
事
実
要
件
に
基
づ
く
法
的
保
護
を
告
示
に
よ
り
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
正
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
法
的
保
護
の
契
機

は
、
訴
権
の
基
礎
と
同
じ
く
、
訴
訟
掌
理
政
務
官
の
命
令
権im

periu
m

の
も
と
に
新
た
に
規
定
さ
れ
る
。
法
的
保
護
の
契
機
は
往
来
の

危
険
で
あ
り
、
規
制
の
目
的
は
交
通
の
安
全
で
あ
る

（
28
）

。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
投
下
物
流
出
物
、
張
出
し
へ
の
物
の
設
置
、
通
り
近
辺
で

の
野
生
動
物
の
飼
育
に
つ
い
て
責
任
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
野
生
動
物
が
損
害
を
惹
起
す
る
場
合
、
高
等
按
察
官

（
29
）

は
、
獣
に
つ
い
て
の
訴

権actio d
e feris

を
そ
の
告
示
に
採
用
し
た

（
30
）

。
過
失
は
こ
の
責
任
に
つ
い
て
は
不
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
に
も
危
険
責
任
を
語

る
こ
と
が
で
き
る

（
31
）

。

法
学
者
た
ち
は
か
か
る
危
険
責
任
の
適
用
に
あ
た
っ
て
公
道
上
の
保
護
目
的
を
考
慮
す
る
。
解
釈
は
意
味
と
目
的
に
従
い
、
も
と
よ
り

私
道
に
分
類
さ
れ
る
が
、
通
常
公
の
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道
に
も
拡
張
さ
れ
る
、D

.9,3,1,2 （
32
）

。
具
体
的
な
利
用
が
こ
の
場
合
機
能
的
局

面
で
責
任
拡
大
的
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
の
は
興
味
深
い

（
33
）

。
機
能
的
考
察
を
我
々
は
ム
キ
ウ
ス
の
剪
定
者
の
事
案
に
も
見
る
。
し

か
し
こ
う
し
た
見
方
は
後
代
の
法
学
者
サ
ビ
ヌ
ス
や
パ
ウ
ル
ス
の
場
合
、
ム
キ
ウ
ス
の
一
般
的
な
安
全
配
慮
原
則
と
比
較
し
て
制
限
さ
れ

て
い
る
。
交
通
安
全
配
慮
義
務
は
ど
こ
に
で
も
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
公
道
で
あ
れ
私
道
で
あ
れ
人
の
往
来
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
場
合

に
限
ら
れ
る
。Ⅴ

．
他
の
ア
ク
タ
ー

│
奴
隷
と
動
物
の
責
任

補
助
者
が
介
在
し
た
場
合
、
そ
の
所
有
者
な
い
し
家
父
、
一
般
的
に
は
そ
の
権
力
保
持
者
の
責
任
は
ど
う
な
る
か
問
題
が
あ
る
。
こ
こ

（
一
五
五
）
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で
は
不
法
行
為
責
任
の
問
題
に
限
定
す
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
責
任
は
補
助
者
の
固
有
財
産
の
欠
如
ゆ
え
に
、
被
害
者
は
賠
償
を
得

る
た
め
に
つ
ね
に
権
力
保
持
者
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
責
任
は
権
力
保
持
者
自
身
の
関
与
の
度
合
い
に
応
じ
て
区
別

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
権
力
保
持
者
が
、
奴
隷
の
所
有
者
と
し
て
ま
た
動
物
の
所
有
者
と
し
て
、
発
生
し
た
損
害
に

つ
い
て
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、

│
加
害
奴
隷
の
場
合
は
固
有
財
産
が
な
く
、
加
害
動
物
の
場
合
は
理
性
を
も
た
な
い
の
で
、

固
有
の
責
任
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で

│
、
責
任
は
加
害
責
任
と
し
て
構
成
さ
れ
た

（
34
）

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
権
力
保
持
者
は
、
加
害
物
を

被
害
者
に
引
渡
す
こ
と
で
賠
償
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
損
害
賠
償
義
務
は
、
加
害
物
が
所
有
者
を
変
え
た
場
合
に
は
、
終
了
し
た
。

加
害
は
頭
に
従
うn

oxa capu
t sequ

itu
r.

責
任
規
定
の
た
め
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
奴
隷
の
行
態
の
せ
い
で
損
害
が
発
生

し
た
り
、
有
用
動
物
の
せ
い
で
事
故
が
起
き
た
場
合
と
、
権
力
保
持
者
自
身
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
場
合
、
つ
ま
り
他
の
ア
ク
タ
ー

が
所
有
者
に
よ
っ
て
自
ら
の
意
思
で
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
と
の
区
別
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
加
害
ア
ク
タ
ー
を
引
渡
す
こ
と
は

で
き
ず
、
権
力
保
持
者
に
固
有
の
責
任
が
問
題
と
な
る
。

他
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
、
騾
馬
の
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。
そ
れ
に
は
ロ
ー
マ
の
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
の
丘
へ
出
か
け
る
の
が
よ
い
。

D
.9,2,5,2 （

35
）

と
し
て
、
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
『
法
学
大
全
』
か
ら
、
次
の
よ
う
な
事
案
が
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
学
説
彙
纂
』
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
即
ち
、
騾
馬
が
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
の
丘
の
上
へ
と
二
台
の
重
い
荷
物
を
載
せ
た
荷
車
を
引
き
上
げ
て
い
る
。
御
者
た
ち
は
騾
馬
の
負
担

を
軽
く
す
べ
く
二
台
の
荷
車
の
間
に
入
り
、
前
の
荷
車
を
後
ろ
か
ら
押
し
上
げ
る
。
し
か
し
思
っ
た
ほ
ど
の
効
果
は
得
ら
れ
ず
、
む
し
ろ

前
の
荷
車
は
逆
行
し
始
め
る
。
御
者
た
ち
は
脇
に
飛
び
退
き
、
前
の
荷
車
は
後
の
荷
車
に
ぶ
つ
か
り
、
後
の
荷
車
が
逆
行
し
て
、
第
三
者

の
所
有
物
た
る
少
年
奴
隷
を
轢
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
弟
子
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
事
案
は
、
轢
殺
さ
れ

た
少
年
奴
隷
の
所
有
者
は
、
誰
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
し
う
る
か
を
知
ろ
う
と
し
た
の
で
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
法
鑑
定
で
あ
る
。

（
一
五
六
）
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ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
な
い
し
彼
の
師
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
鑑
定
に
お
い
て
、
何
よ
り
も
事
情
に
応
じ
て
法
律
上
の
解
決
を
異
に
す
る
こ
と
を
示

唆
し
た
。
つ
ま
り
、
御
者
た
ち
が
緊
急
で
は
な
く
持
ち
場
を
離
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
よ
り
訴
え
ら
れ
え
よ
う
。
し
か

し
騾
馬
の
所
有
者
は
責
任
を
問
わ
れ
得
な
い

（
36
）

。
こ
の
判
断
は
、
以
下
の
よ
う
な
論
理
に
基
づ
く
。
即
ち
、
あ
る
者
が
自
ら
の
意
思
決
定
に

基
づ
き
、
自
分
が
支
持
す
る
も
の
を
離
し
た
に
す
ぎ
ず
と
も
、
誰
か
に
ぶ
つ
か
れ
ば
、
そ
の
者
は
責
任
を
負
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
37
）

。

こ
の
具
体
的
な
想
定
事
案
に
、
も
う
一
つ
別
の
事
案
が
対
置
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
騾
馬
が
何
か
に
驚
い
た
た
め
に
後
ず
さ
り
し
、
御

者
た
ち
が
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
の
を
懼
れ
て
持
ち
場
を
離
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
騾
馬
の
所
有
者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
。

さ
ら
に
別
の
考
察
が
付
け
加
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
は
、
訴
訟
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
騾
馬

が
一
生
懸
命
努
力
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
荷
重
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
御
者
た
ち
も
そ
の
荷
重
に
単
純
に
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
騾
馬
の
所
有
者
を
相
手
方
と
し
て
も
御
者
を
相
手
方
と
し
て
も
訴
訟
は
成
立
し
な
い
。
こ
の
ま
さ
に
限
定
的
な
責
任
は
、

あ
ま
り
に
も
重
い
荷
重
は
他
人
に
被
害
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
る
危
険
と
見
な
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
重
大
な
法
的
保
護
の
欠
缺
を
も
た
ら

す
。サ

ビ
ヌ
ス
学
派
の
法
学
者
ガ
イ
ウ
ス
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
属
州
告
示
註
解
に
お
い
て
、
騾
馬
の
御
者
の
責
任
が
ま
っ
た
く
別
の
仕
方
で

整
理
さ
れ
て
い
る
、D
.9,2,8,1 （
38
）

。
過
失
、
つ
ま
り
ク
ル
パ
ゆ
え
の
責
任
を
、
つ
ま
り
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
基
づ
き
、
ガ
イ
ウ
ス
は
、
騾
馬

の
御
者
が
無
経
験
や
体
力
不
足
の
ゆ
え
に
他
人
の
奴
隷
が
踏
み
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
。

彼
が
責
任
を
負
う
所
以
は
、
ガ
イ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
何
人
も
、
自
己
の
体
力
の
不
足
が
他
人
の
危
険
を
招
来
す
べ
き
こ
と
を
知
り
又
は
知

る
こ
と
を
要
す
る
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
要
約
す
る
な
ら
ば
、
道
路
通
行
に
お
け
る
補
助
者
と
し
て
の
騾
馬
の
介
在
は
責
任
制
度
に
従
う
。
騾
馬
の
介
在
に
よ
り
第
三
者
に

（
一
五
七
）
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損
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
騾
馬
の
所
有
者
が
責
任
を
負
う
。
も
ち
ろ
ん
注
意
義
務
の
範
囲
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
／
ア

ル
フ
ェ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
他
人
に
損
害
を
被
ら
せ
な
い
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
す
と
い
う
基
準
が
妥
当
す

る
。
ガ
イ
ウ
ス
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
要
件
は
さ
ら
に
厳
格
で
あ
る
。
ガ
イ
ウ
ス
は
、
第
三
者
に
危
険
が
及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
と

慎
重
に
考
慮
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
の
業
務
を
引
き
受
け
た
場
合
す
で
に
、
責
任
を
肯
定
す
る
。
責
任
と
の
関
係
が
か
く
し
て
強
調

さ
れ
る
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
法
学
提
要
』
は
こ
の
方
向
に
従
っ
て
い
る

（
39
）

。

Ⅵ
．
結
語　

ロ
ボ
ッ
ト
に
つ
い
て
責
任
に
照
ら
し
て

責
任
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
い
か
な
る
結
論
が
得
ら
れ
る
か
。
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
場
合
、
加
害
者
な
い
し
加
害
ア
ク
タ
ー

（
な
い
し
加
害
物
）
の
所
有
者
が
賠
償
義
務
を
負
う
。
機
能
的
な
理
由
か
ら
も
、
一
般
的
な
保
護
利
益
か
ら
、
危
険
の
分
配
、
し
た
が
っ
て

客
観
的
責
任
な
い
し
広
範
に
設
定
さ
れ
た
注
意
義
務
へ
と
導
か
れ
る
責
任
が
認
め
ら
れ
う
る
。

か
く
し
て
騾
馬
な
い
し
、
奴
隷
と
、
現
代
法
学
の
論
議
に
多
く
の
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
ロ
ボ
ッ
ト
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る

（
40
）

。

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
得
ら
れ
た
責
任
像
は
、
概
念
的
な
枠
組
み
を
認
識
さ
せ
、
教
義
学
的
に
現
代
的
な
問
題
へ
の
大
き
な
近
似
性
を
示
す
。

し
か
し
そ
の
関
係
づ
け
の
た
め
に
は
、
事
実
的
領
域
に
お
け
る
区
別
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
間
的
ア
ク
タ
ー

が
車
の
運
転
に
介
在
す
る
こ
と
に
な
る
限
り
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
使
用
は
決
定
的
な
方
向
転
換
と
な
る
か
ら
で
あ
る

（
41
）

。
こ
う
し
た
状
況
が
数
十

年
に
わ
た
っ
て
交
通
往
来
に
お
い
て
な
お
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
動
走
行
車
の
開
発
の
た
め
に
自
動
車
製
造
者
に
協
力
し
よ
う
と
す

る
グ
ー
グ
ルG

oogle

や
ア
ッ
プ
ルA

pple

の
強
力
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
確
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
か
か
る
自

（
一
五
八
）
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動
車
に
よ
る
最
初
の
死
亡
事
故
が
知
ら
れ
て
は
じ
め
て
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
い

（
42
）

。
自
動
車
教
習
所
教
官
は
、
自
分
た
ち
の
職
業
身
分
が

余
計
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
分
た
ち
が
技
術
コ
ー
チ
と
な
っ
て
革
新
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
期

待
さ
れ
る

（
43
）

。
運
転
者
は
こ
の
場
合
、

│
つ
ね
に
シ
ス
テ
ム
な
い
し
材
料
の
欠
陥
の
検
証
に
よ
り
、
責
任
を
阻
却
さ
れ
る
か
緩
和
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
が

│
固
有
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

「
真
正
な
」
自
動
操
縦
ア
ク
タ
ー
が
問
題
に
な
る
場
合
、
責
任
は
、
こ
れ
ら
が
製
造
者
な
い
し
企
業
に
よ
っ
て
投
入
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
と
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
。
危
険
の
潜
在
的
可
能
性
は
不
法
行
為
法
教
義
学
の
範
囲
で
、
交
通
安
全
義
務
な
い
し
引
受
義
務
及
び
ド
イ
ツ

民
法
八
二
三
条
第
一
項

（
44
）

に
よ
る
過
失
責
任
の
基
礎
と
な
り
う
る
か
、
立
法
に
よ
っ
て
危
険
責
任
と
し
て
特
殊
的
に
形
成
さ
れ
う
る
か
の
い

ず
れ
か
で
あ
る

（
45
）

。
交
通
安
全
義
務
の
拡
張
と
ロ
ボ
ッ
ト
に
特
殊
的
に
形
成
さ
れ
る
危
険
責
任
の
立
法
的
規
制
と
い
う
選
択
肢
の
間
で
、
実

際
に
は
今
日
の
さ
ま
ざ
ま
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
は
ロ
ー
マ
法
に
す
で
に
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
決
定
的
な
対
立
な
く
併
存
し
た
こ
と
は
、
不
法
行
為
法
の
カ
ズ
イ

ス
テ
ィ
シ
ュ
な
規
制

（
46
）

、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
法
修
得
の
歴
史
の
中
で
こ
の
伝
承
の
宝
庫
か
ら
導
か
れ
る
多
様
な
帰
結
に
つ
い
て
の
主
要
な
理
由

で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
因
つ
ま
り
、
立
法
者
、
法
務
官
、
専
門
法
学
者
は
、
高
度
な
議
論
水
準
で
、
新
し
い
要
請
へ
の
対

応
や
準
拠
基
準
を
可
能
な
ら
し
め
る
体
系
を
形
成
し
た
。
か
く
し
て
ロ
ー
マ
法
は
、
堅
固
な
統
一
体
で
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む

し
ろ
そ
う
で
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
驚
く
べ
き
安
定
度
を
獲
得
し
た
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
典
編
纂
は
、
多
く
の
論
争
の
伝
承
が
歴

史
化
さ
れ
、
立
法
に
よ
る
明
確
化
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
質
的
な
も
の
を
変
更
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
多
く
の
論
争

問
題
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
決
の
伝
承
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
歴
史
に
関
心
を
も
つ
研
究
た
め
に
ロ
ー
マ
法
の
魅
力
を
約
束

す
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
新
し
い
規
制
領
域
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
ば
か
り
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
責
任
体
系
の
理
解

（
一
五
九
）
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〇

に
も
役
立
つ
。

テ
ー
ゼ

1
．
ロ
ー
マ
法
に
は
不
法
行
為
責
任
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
が
複
雑
に
共
存
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
法
律
、
法
務
官
に
よ

る
訴
権
及
び
法
学
者
に
よ
る
解
釈
が
問
題
に
な
る
。

2
．
解
釈
の
変
化
は
、
新
し
い
法
的
救
済
の
形
成
の
帰
結
を
反
映
す
る
。
こ
の
こ
と
は
と
く
に
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
つ
い
て
あ
て
は
ま

る
。
同
法
が
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
加
害
行
為
禁
止
の
基
礎
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
一
般
的
注
意
義
務
が
認
め
ら
れ
る
（
ク
ィ
ン
ト
ゥ

ス
・
ム
キ
ウ
ス
）
と
、
広
範
に
不
法
行
為
責
任
に
至
る
。
こ
の
責
任
が
狭
い
事
実
要
件
解
釈
に
よ
り
身
体
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
損
害

に
制
限
さ
れ
る
と
、
法
的
保
護
の
欠
缺
が
生
じ
、
こ
の
欠
缺
を
法
務
官
は
選
択
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
他
の
方
法
で
埋
め
る
。

3
．
法
的
保
護
と
し
て
、
法
務
官
は
事
実
訴
権actio in

 factu
m

を
用
い
る
。
こ
れ
は
加
害
の
身
体
的
な
直
接
性
が
な
い
場
合
に
採

用
さ
れ
う
る
。
そ
の
他
、
法
務
官
は
危
険
状
況
の
た
め
に
訴
権
を
承
認
で
き
、
こ
れ
は
公
共
の
利
益
か
ら
主
観
的
帰
責
性
な
し
に
損
害

賠
償
を
認
め
る
。

4
．
さ
ま
ざ
ま
な
責
任
モ
デ
ル
の
併
存
は
、
現
代
の
新
し
く
生
起
す
る
責
任
問
題
に
つ
い
て
を
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
オ
プ
シ
ョ
ン
の
中
か

ら
意
識
的
な
選
択
に
よ
り
、
規
制
す
る
た
め
の
豊
富
な
選
択
の
幅
を
提
供
す
る
。

（
1
） 

C
. M

öller, G
rundlagen des röm

ischen V
ertragsrechts, in: P

h. K
unig, M

. N
agata 

（H
rsg.

）, D
eutschland und Japan im

 

（
一
六
〇
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
六
一

rechtsw
issenschaftlichen D

ialog, K
öln 2006, S

. 71-90.
（
2
） G

aius Inst. 3,88 N
unc transeam

us ad obligationes, quarum
 sum

m
a divisio in duas species diducitur: om

nis enim
 obligatio 

vel ex contractu nascitur vel ex delicto.

「
こ
れ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
債
権
の
説
明
に
移
ろ
う
。
債
権
の
最
高
の
分
類
は
二
種
に
帰
す
る
。
な

ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
債
権
は
、
あ
る
い
は
契
約
か
ら
、
あ
る
い
は
不
法
行
為
か
ら
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。」﹇
船
田
享
二
訳
『
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提

要
』
を
参
照
、
一
部
改
変
。﹈

（
3
） 

J.D
. H

arke, R
öm

isches R
echt, 2008, S

. 42 

（§
 4 R

n. 12

）
は
、
こ
の
区
別
を
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
が
も
っ
ぱ
ら
罰

機
能
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
説
得
的
で
な
い
。
多
く
の
契
約
関
係
に
お
け
る
有
責
判
決
は
破
廉
恥

（Infam
ie

）
に
向
け
ら
れ
た
、
例
え
ば
委
任
に
基
づ
く
責
任
の
場
合
。
不
法
行
為
債
務
の
場
合
の
罰
的
機
能
は
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
基
づ
け
ば
、

加
害
者
が
被
害
者
か
ら
の
請
求
を
争
わ
な
い
場
合
、
後
退
す
る
。
し
か
し
争
っ
た
場
合
は
、
破
壊
さ
れ
な
い
し
は
損
害
を
受
け
た
物
の
評
価
価
値
は

L
itiskreszenz

に
よ
り
二
倍
額
と
な
る
。

（
4
） G

aius Inst. 3,182: T
ranseam

us nunc ad obligationes, quae ex delicto nascuntur, veluti si quis furtum
 fecerit, bona rapuerit, 

dam
num

 dederit, iniuriam
 com

m
iserit. Q

uarum
 om

nium
 rerum

 uno genere consistit obligatio, cum
 ex contractu obligationes in 

IIII genera diducantur, sicut supra exposuim
us.

（Ü
bersetzu

n
g au

s M
an

th
e, G

aiu
s In

stitu
tion

en
, 2004

）「
い
ま
や
、
わ
れ
わ
れ
は
、

不
法
行
為
か
ら
発
生
す
る
債
権
の
説
明
に
移
ろ
う
。
例
え
ば
、
あ
る
者
が
窃
盗
を
行
な
い
、
財
物
を
強
奪
し
、
損
害
を
及
ぼ
し
又
は
侵
害
を
加
え
た

場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
か
ら
発
生
す
る
債
権
は
す
べ
て
同
一
の
類
に
属
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
契
約
か
ら
発
生
す
る
債
権
は
、
わ

れ
わ
れ
が
前
に
説
い
た
よ
う
に
四
類
に
分
か
れ
る
。」﹇
船
田
享
二
訳
『
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
』
を
参
照
、
一
部
改
変
。﹈

（
5
） X

II-T
f. 8,2-4 

（A
usgabe von D

üll, 6. A
ufl . 1989

）. 2. S
I M

E
M

B
R
U
M

 R
U
P
S
IT

, N
I C

U
M

 E
O
 P

A
C
IT

, T
A
L
IO

 E
S
T
O
.

「
も
し

﹇
あ
る
者
が
他
の
者
の
﹈
一
肢
を
破
壊
し
た
場
合
、
そ
の
者
と
の
間
で
和
解
せ
ざ
る
と
き
は
、
同
害
報
復
が
あ
る
べ
し
。」3. M

A
N
U
 F

U
S
T
IV

E
 

S
I O

S
 F

R
E
G
IT

 L
IB

E
R
O
, C

C
C
, S

I S
E
R
V
O
, C

L
 P

O
E
N
A
M

 S
U
B
IT

O
.

「
手
又
は
杖
に
よ
り
も
し
﹇
あ
る
者
が
﹈
自
由
人
の
一
骨
を
挫

折
し
た
場
合
、﹇
そ
の
者
は
﹈
三
〇
〇
ア
ス
の
罰
金
を
、
も
し
奴
隷
の
一
骨
の
場
合
に
は
、
一
五
〇
ア
ス
の
罰
金
を
蒙
る
べ
し
。」4. S

I 

IN
IU

R
IA

M
 F

A
X
S
IT

, V
IG

IN
T
I Q

U
IN

Q
U
E
 P

O
E
N
A
E
 S

U
N
T
O
.

「
も
し
﹇
あ
る
者
が
﹈
人
格
侵
害
を
為
し
た
場
合
、
二
五
ア
ス
の
罰
金

（
一
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
六
二

が
あ
る
べ
し
。﹇
佐
藤
篤
士
訳
『
改
訂L

E
X
 X

II T
A
B
U
L
A
R
U
M

：
十
二
表
法
原
文
・
邦
訳
お
よ
び
解
説
』
一
九
九
三
年
、
一
四
八－

一
五
三
頁

を
参
照
。﹈

（
6
） 
放
牧
訴
権actio de pauperie

に
つ
い
て
は
、F.C

u
rsi, M

odelle objektiver H
aftung im

 D
eliktsrecht, S

Z
 132 

（2015

）, 362, 363 

f.

を
見
よ
。

（
7
） X

II-T
f. 8,12-13 

（A
usgabe von D

üll, 6. A
ufl . 1989

）: 12. S
I N

O
X
 F

U
R
T
U
M

 F
A
X
S
IT

, S
I IM

 O
C
C
IS

IT
, IU

R
E
 C

A
E
S
U
S
 

E
S
T
O
.

「
夜
間
に
盗
み
が
行
わ
れ
、
家
の
主
が
盗
人
を
殺
害
し
た
な
ら
ば
、
盗
人
は
合
法
的
に
殺
さ
れ
た
と
さ
れ
る
べ
し
。」13. L

U
C
I 

… S
I S

E
 

T
E
L
O
 D

E
F
E
N
D
IT

 
… E

N
D
O
Q
U
E
 P

L
O
R
A
T
O
.

「
白
昼
…
…
も
し
盗
人
自
ら
凶
器
を
以
て
抵
抗
す
る
な
ら
ば
、
…
…
大
声
を
発
す
べ
し
。」

﹇
佐
藤
篤
士
訳
・
前
掲
書
を
参
照
。﹈

（
8
） O

.B
ehrends, G

esetz und S
prache, in: N

om
os und G

esetz, U
rsprünge und W

irkungen des griechischen G
esetzesdenkens, 

hrsg. von B
ehrends und S

ellert, 1995, S
. 225 ff . = Institut und P

rinzip, B
and 1, 2004, S

. 197 ff .

（
9
） 

立
法
（
ユ
リ
ウ
ス
及
び
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
法leges Iu

lia et P
lau

tia

）
に
よ
り
、
前
一
世
紀
に
強
奪
品
は
使
用
取
得
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。
盗
品
に
つ
い
て
は
こ
の
こ
と
は
十
二
表
法
以
来
妥
当
す
る
。
同
法
が
、
こ
の
法
的
効
果
を
盗
概
念
の
限
局
後
も
強
奪
物
に
つ
い
て
維
持
す

る
に
資
し
た
こ
と
は
き
わ
め
て
蓋
然
的
で
あ
る
。

（
10
） 

不
法
行
為
と
し
て
の
イ
ン
ユ
リ
アin

iu
ria

に
つ
い
て
、
差
し
あ
た
りM

. K
aser/

R
. K

n
ü

tel, R
öm

isches P
rivatrecht, 20. A

ufl . 2014, 

§
 51 III. 

（S
. 304 ff .

）.

を
見
よ
。

（
11
） 

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
を
め
ぐ
る
文
献
は
多
い
。
多
く
の
比
較
法
を
踏
ま
え
た
詳
述
書
と
し
て
、R

. Z
im

m
erm

an
n, T

he L
aw

 of 

O
bligations. R

om
an F

oundations of the C
ivilian T

radition, C
ape T

ow
n, M

ünchen 1992, S
. 953 ff . 

が
あ
る
。H

. H
au

sm
an

in
ger, 

D
as S

chadensersatzrecht der lex A
quilia, 5. A

ufl ., W
ien 1996.

も
参
照
。

（
12
） 

O
. B

eh
ren

d
s, A

rt. Q
uintus M

ucius S
caevola, in: Juristen, S

tolleis 

（H
rsg.

）, M
ünchen 1995, S

. 444 f.

（
13
） 

O
. B

eh
ren

d
s, G

esetz und S
prache, S

. 241 ff . = Institut und P
rinzip, S

. 215 ff .

（F
n. 6

）; C
.M

öller, V
ia publica und via 

privata im
 röm

ischen D
eliktsrecht, F

S
 B

ehrends, 2009, 436 ff . S
o auch im

 B
ärengrubenfall 

（S
. 440 ff .

） und im
 S

tutenhetzfall,

（
一
六
二
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
六
三

こ
れ
に
つ
い
て
、
と
く
にO

. B
eh

ren
d

s, R
öm

ischrechtliche E
xegese: D

as deliktsrechtliche H
aftungssystem

 der lex A
quilia, JuS

 
（Juristische S

chulung

）1985, 878-885.
（
14
） 
ド
イ
ツ
語
訳
と
し
て
、O

. B
eh

ren
d

s/
 R

. K
n

ü
tel/

 B
. K

u
pisch

/
 H

. H
. S

eiler, C
orpus Iuris C

ivilis B
and II, D

igesten 1-10, 

H
eidelberg 1995

を
参
照
。﹇
船
田
享
二
訳
も
参
照
。﹈

（
15
） 

C
. M

öller, V
ia publica und via privata im

 röm
ischen D

eliktsrecht, in: A
rs iuris. F

estschrift für O
kko B

ehrends, F
n. 13, S

. 

421 

（438 ff .
）.

（
16
） 

古
典
後
期
法
学
者
パ
ウ
ル
ス
を
サ
ビ
ヌ
ス
法
学
派
に
配
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、C

. M
öller, D

ie Z
uordnung von U

lpian und P
aulus zu 

den kaiserzeitlichen R
echtsschulen, in: R

öm
ische Jurisprudenz ‒ D

ogm
atik, Ü

berlieferung, R
ezeption, F

estschrift für D
etlef 

L
iebs zum

 75. G
eburtstag, K

. M
uscheler 

（H
rsg.

）, B
erlin 2011, S

. 455 ff .

を
見
よ
。

（
17
） D

. 9,2,9,4 U
lpianus libro octavo decim

o ad edictum
; Inst. 4,3,4.

（
18
） 

H
. H

au
sm

an
in

ger, D
as S

chadensersatzrecht der lex A
quilia, F

n. 15, S
. 29.

（
19
） 

O
. B

eh
ren

d
s, A

rt. S
ervius S

ulpicius R
ufus, in: Juristen, M

. S
tolleis 

（H
rsg.

）, M
ünchen 1995, S

. 562 f.

（
20
） D

. 9,2,9 pr. U
lpianus libro octavo decim

o ad edictum
: Item

 si obstetrix m
edicam

entum
 dederit et inde m

ulier perierit, 

L
abeo distinguit, ut, si quidem

 suis m
anibus supposuit, videatur occidisse: sin vero dedit, ut sibi m

ulier off erret, in factum
 

actio-nem
 dandam

, quae sententia vera est: m
agis

）enim
 causam

 m
ortis praestitit quam

 occidit. 2 S
i quis hom

inem
 fam

e 

necaverit, in factum
 actione teneri N

eratius ait. 3 S
i servum

 m
eum

 equitantem
 concitato equo eff eceris in fl um

en praecipitari 

atque ideo hom
o per-ierit, in factum

 esse dandam
 actionem

 O
fi lius scribit: quem

adm
odum

 si servus m
eus ab alio in insidias 

deductus, ab alio esset occisus.

「
1
．
同
様
に
し
て
、
助
産
婦
が
投
薬
し
そ
の
結
果
母
が
死
亡
し
た
る
場
合
に
つ
い
て
、
ラ
ベ
オ
は
場
合
を
分

か
っ
て
、
助
産
婦
が
自
ら
薬
剤
を
服
さ
せ
た
と
き
は
こ
れ
を
殺
害
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
べ
く
、
こ
れ
に
反
し
て
、
母
を
し
て
自
ら
服
薬
さ
せ
る

為
に
薬
剤
を
与
え
た
と
き
は
事
実
訴
権
を
賦
与
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
見
は
正
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
の
場
合
に
は
、
殺
害

し
た
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
死
亡
の
原
因
を
提
供
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
2
．
あ
る
者
が
奴
隷
を
餓
死
さ
せ
た
と
き
は
、
事
実
訴
訟
に
よ
っ
て
義

（
一
六
三
）



日
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法
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第
八
十
三
巻
第
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（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
六
四

務
を
負
う
と
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
述
べ
た
。
3
．
乗
馬
中
の
私
の
奴
隷
が
汝
が
馬
を
激
昂
さ
せ
て
河
中
に
墜
落
さ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
奴
隷
が
死

亡
し
た
と
き
は
、
事
実
訴
権
が
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
オ
フ
ィ
リ
ウ
ス
は
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
私
の
奴
隷
が
あ
る
者
に
よ
っ

て
伏
兵
所
に
連
行
さ
れ
て
他
の
者
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
。」﹇
船
田
享
二
訳
を
参
照
。
一
部
改
変
。﹈

（
21
） 
事
実
訴
権
の
登
場
と
の
関
連
に
つ
い
て
、D

. N
örr, C

ausa m
ortis, 1986, 139 ff .

及
び
、
こ
う
し
た
論
法
を
案
出
し
た
法
学
者
た
ち
に
つ
い

て
、S. 160 ff .
も
。
そ
の
限
り
で
、O

. B
eh

ren
d

s, G
nom

on 61 

（1989

）, S
. 685

（692

）
の
書
評
は
好
意
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
い
る
、

S
. 697 ff .

（
22
） 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
基
づ
く
責
任
を
と
く
に
明
ら
か
に
す
る
に
は
、A

. B
ü

rge, R
öm

isches P
rivatrecht. 

R
echtsdenken und gesellschaftliche V

erankerung, D
arm

stadt 1999, S
. 18 ff .

（
23
） 

O
. B

eh
ren

d
s, G

esetz und S
prache 

（F
n. 6

）, S
. 243 = Institut und P

rinzip, B
and 1, S

. 217.

（
24
） 

O
. B

eh
ren

d
s, R

öm
ischrechtliche E

xegese: D
as deliktische H

aftungssystem
 der lex A

quilia, JuS
 1985, S

. 878 

（883

）.

（
25
） Z

ur einerseits haftungserw
eiternden R

olle der culpa und ihrer andererseits haftungsausschließenden F
unktion N

. Jan
sen, 

D
ie S

truktur des H
aftungsrechts, T

übingen 2003, S
. 252 ff .

（
26
） D

. 9,3,1 pr. U
lpianus libro vicensim

o tertio ad edictum
: P

raetor ait de his, qui deiecerint vel eff uderint: "U
nde in eum

 lo-

cum
, quo volgo iter fi et vel in quo consistetur, deiectum

 vel eff usum
 quid erit, quantum

 ex ea re dam
-num

 datum
 factum

ve erit, 

in eum
, qui ibi habitaverit, in duplum

 iu-dicium
 dabo. S

i eo ictu hom
o liber perisse dicetur, quinquaginta aureorum

 iudicium
 

dabo. S
i vivet nocitum

que ei esse dicetur, quantum
 ob eam

 rem
 aequum

 iudici videbitur eum
 cum

 quo agetur condem
nari, tanti 

iudicium
 dabo. S

i servus insciente dom
ino fecisse dicetur, in iudicio adiciam

: aut noxam
 dedere."

「
法
務
官
は
物
を
投
擲
又
は
放
撒

し
た
る
者
に
つ
い
て
曰
く
、『
人
が
通
行
し
又
は
佇
立
す
る
こ
と
を
常
と
す
る
場
所
に
何
物
か
が
投
擲
又
は
放
撒
さ
れ
た
と
き
は
、
右
事
実
に
よ
り

加
え
ら
れ
又
は
発
生
し
た
損
害
額
に
つ
い
て
、
右
場
所
の
建
物
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
、
予
は
二
倍
額
請
求
の
方
式
書
を
附
与
す
べ
し
。
右
の
投

擲
に
よ
り
自
由
人
が
死
亡
し
た
と
の
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
予
は
五
〇
金
に
つ
い
て
方
式
書
を
附
与
す
べ
し
。
同
人
が
死
亡
せ
ず
傷
害
を
蒙
っ
た

と
主
張
さ
れ
る
と
き
は
、
右
事
実
に
よ
り
被
告
が
責
有
る
も
の
と
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
を
審
判
人
が
衡
平
と
認
め
る
額
に
つ
い
て
、
予
は
方
式
書

（
一
六
四
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
六
五

を
附
与
す
べ
し
。
所
有
者
が
知
ら
ず
し
て
そ
の
奴
隷
が
こ
れ
を
為
し
た
と
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
予
は
方
式
書
に
お
い
て
こ
れ
を
附
言
し
又
加
害

物
委
付
を
命
ず
べ
し
』
と
。」
こ
れ
に
つ
い
て
、F. C

u
rsi, M

odelle objektiver H
aftung im

 D
eliktsrecht, S

Z
 132 

（2015

）, 362, 380.

を
見

よ
。
補
足
的
に
、
庇
に
つ
い
てde suggrundis

の
告
示
は
、
張
出
し
や
庇
に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
る
危
険
責
任
を
規
制
す
る
。

（
27
） D

. 9,3,1,1 U
lpianus libro vicensim

o tertio ad edictum
: S

um
m
a cum

 utilitate id praetor-rem
 edixisse nem

o est qui neget: 

publice enim
 utile est sine m

etu et periculo per itinera com
m
eari.

「
法
務
官
が
最
大
の
便
益
を
考
慮
し
て
右
告
示
を
爲
し
た
る
こ
と
は
何

人
も
否
定
す
る
こ
と
無
し
。
何
故
と
な
れ
ば
、
恐
怖
及
び
危
險
無
く
し
て
道
路
を
往
復
す
る
こ
と
は
公
共
の
便
益
な
る
を
以
て
な
り
。」﹇
船
田
享
二

訳
を
参
照
。﹈

（
28
） D

ie V
erhältnisse sind anschaulich geschildert bei R

. Z
im

m
erm

an
n, E

ffusum
 vel deiectum

, F
estschrift für H

erm
ann 

L
ange, D

. M
edicus, H

.-J. M
ertens, K

. W
. N

örr, W
. Z

öllner 

（H
rsg.

）, K
öln 1992, S

. 301 ff .

（
29
） 

前367

年
に
導
入
さ
れ
た
官
職
、
当
初
は
パ
ト
リ
キ
的
官
職
。
奴
隷
及
び
家
畜
市
場
を
管
轄
し
、
そ
の
関
係
の
裁
判
権
を
行
使
し
、
そ
れ
ゆ
え

告
示
発
布
権
を
有
し
た
。

（
30
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ふ
た
た
びC

. M
öller, D

ie R
olle der U

nterscheidung von via publica und via privata im
 röm

ischen D
eliktsrecht, 

F
S
 B

ehrends, F
n. 13, S

. 442 f.

を
見
よ
。
学
説
彙
纂
に
読
め
る
告
示
規
定
の
解
釈
は
明
ら
か
に
告
示
の
目
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る

（
31
） 

R
. Z

im
m

erm
an

n, E
ff usum

 vel deiectum
, F

S
 L

ange, 1992, S
. 301 ff . C

ursi, M
odelle objektiver H

aftung im
 D

eliktsrecht, 

S
Z
 132 

（2015

）, 362, 376

は
こ
の
責
任
を
「
真
の
客
観
的
責
任
」„echte objektive H

aftung “

と
呼
ぶ
。
彼
女
は
こ
れ
と
放
牧
訴
権actio de 

pauperie

を
区
別
す
る
。
後
者
で
は
、
動
物
は
「
債
務
者
」„S

chuldiger “

と
し
て
責
任
の
連
結
点
を
形
成
す
る
。
動
物
は
「
理
性
を
欠
い
て
い
る

の
で
」quia sensu caret-

、
所
有
者
が
加
害
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。

（
32
） D
. 9,3,1,2 U

lpianus libro vicensim
o tertio ad edictum

: P
arvi autem

 interesse debet, utrum
 publicus locus sit an vero 

privatus, dum
m
odo per eum

 volgo iter fi at, quia iter facientibus prospicitur, non publicis viis studetur: sem
per enim

 ea loca, 

per quae volgo iter solet fi eri, eandem
 securitatem

 debent habere. C
eterum

 si aliquando vulgus in illa via non com
m
eabat et 

tunc deiectum
 quid vel eff usum

, cum
 adhuc secreta loca essent, m

odo coepit com
m
eari, non debet hoc edicto teneri.

「
と
こ
ろ
で
、

（
一
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
六
六

公
有
地
で
あ
る
か
、
他
方
、
一
般
に
通
行
が
な
さ
れ
る
限
り
で
、
私
有
地
で
あ
る
か
は
さ
し
て
区
別
さ
れ
る
要
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
法
務
官
は

通
行
人
に
関
し
て
考
慮
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
路
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
一
般
に
通
行
が
な
さ
れ
る
場
所
は

つ
ね
に
同
一
の
安
全
を
保
有
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
も
し
一
般
人
が
そ
れ
ま
で
往
来
し
た
こ
と
が
な
く
、
そ
の
後
あ
る
物
が
投
擲
又

は
放
撒
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
時
ま
で
は
な
お
人
気
の
な
い
場
所
で
あ
り
、
漸
く
往
来
が
始
っ
た
と
き
に
は
、
本
告
示
に
よ
っ
て
義
務
を
負
う
こ
と
を

要
し
な
い
。」﹇
船
田
享
二
訳
を
参
照
。﹈

（
33
） 

F. C
u

rsi, M
odelle objektiver H

aftung im
 D

eliktsrecht, S
Z
 132 

（2015

）, 362, 383 f.

は
ロ
ー
マ
の
都
市
的
商
業
的
拡
大
と
の
関
係
を

見
る
。
法
務
官
と
法
律
学
は
主
観
的
責
任
原
理
に
照
ら
し
た
損
害
賠
償
に
関
心
を
有
す
る
、
客
観
的
責
任
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
こ
の
原
理
を
補
足
し
た
、

と
さ
れ
る
。
こ
の
分
析
は
私
に
は
適
切
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
教
義
学
的
な
二
者
択
一
は
、
不
法
行
為
責
任
モ
デ
ル
の

意
識
的
優
遇
が
補
足
要
請
を
引
き
出
し
た
こ
と
を
示
す
。
規
制
と
意
見
表
明
の
併
存
は
体
系
概
念
を
曖
昧
な
も
の
と
し
た
。

（
34
） 

加
害
責
任N

oxalhaftung
に
つ
い
て
、
詳
し
く
はJ. D

. H
arke, T

eil III D
ie R

echtspositionen am
 S

klaven, 2: A
nsprüche aus 

D
elikten am

 S
klaven, C

orpus der röm
ischen R

echtsquellen zur antiken S
klaverei 

（C
R
R
S

）, hrsg. von C
hiusi, F

ilip-F
röschl, 

R
ainer, S

tuttgart 2013, passim
; F. C

u
rsi, M

odelle objektiver H
aftung im

 D
eliktsrecht, S

Z
 132 

（2015

） 362 ff ., 379

は
、
加
害
責
任

つ
い
て
、
支
配
に
基
づ
く
責
任
な
い
し
「
力
の
論
理
」„L

ogik der M
acht “ 

（B
ranca

）
に
基
づ
く
責
任
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

（
35
） D

. 9,2,52,2 A
lfenus libro secundo digestorum

: In clivo C
apitolino duo plostra onusta m

ulae ducebant: prioris plostri 

m
uliones conversum

 plostrum
 sublevabant, quo facile m

ulae ducerent: 

﹇inter

﹈ superius plostrum
 cessim

 ire coepit et cum
 

m
uliones, qui inter duo plostra fuerunt, e m

edio exissent, posterius plostrum
 a priore percussum

 retro redierat et puerum
 

cuiusdam
 obtriverat: dom

inus pueri consulebat, cum
 quo se agere oporteret, respondi in causa ius esse positum

: nam
 si 

m
uliones, qui superius plostrum

 sustinuissent, sua sponte se subduxissent et ideo factum
 esset, ut m

ulae plostrum
 retinere non 

possint atque onere ipso retraherentur, cum
 dom

ino m
ularum

 nullam
 esse actionem

, cum
 hom

inibus, qui conversum
 plostrum

 

sustinuissent, lege A
quilia agi posse: nam

 nihilo m
inus eum

 dam
num

 dare, qui quod sustineret m
itteret sua voluntate, ut id 

aliquem
 feriret: veluti si quis asellum

 cum
 agitasset non retinuisset, aeque si quis ex m

anu telum
 aut aliud quid im

m
isisset, 

（
一
六
六
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
六
七

dam
num

 iniuria daret. sed si m
ulae, quia aliquid 

﹇reform
idassent

﹈ ＜
recessissent＞

 et m
uliones tim

ore perm
oti, ne 

opprim
erentur, plostrum

 reliquissent, cum
 hom

inibus actionem
 nullam

 esse, cum
 dom

ino m
ularum

 esse. quod si neque m
ulae 

neque hom
ines in causa essent, sed m

ulae retinere onus nequissent aut cum
 coniterentur lapsae concidissent et ideo plostrum

 

cessim
 redisset atque hi 

﹇quo

﹈ ＜
quod＞

 conversum
 fuisset onus sustinere nequissent, neque cum

 dom
ino m

ularum
 neque cum

 

hom
inibus esse actionem

. illud quidem
 

﹇certe

﹈ ＜
certum

 esse＞
, quoquo m

odo res se haberet, cum
 dom

ino posteriorum
 

m
ularum

 agi non posse, quoniam
 non sua sponte, sed percussae retro redissent.

「
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
丘
の
坂
道
で
二
台
の
荷
車
を
騾
馬
が

引
き
上
げ
て
い
た
。
前
の
荷
車
の
御
者
は
荷
車
の
逆
行
を
支
え
て
、
騾
馬
の
牽
引
を
容
易
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
間
に
上
の
荷
車
が
逆
行
し
始
め
、

両
車
の
中
間
に
い
た
る
御
者
が
そ
の
間
か
ら
脱
出
し
た
た
め
に
、
後
車
は
前
車
に
押
さ
れ
て
後
退
し
て
、
あ
る
者
の
少
年
奴
隷
を
轢
殺
し
た
。
少
年

奴
隷
の
所
有
者
は
何
人
に
対
し
て
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
を
要
す
る
か
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
。
私
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
、
即
ち
、
事
情
に
よ

り
法
律
上
の
解
決
を
異
に
す
る
。
蓋
し
、
上
の
車
を
支
持
し
た
御
者
が
自
発
的
に
退
却
し
そ
し
て
そ
れ
故
に
騾
馬
が
荷
車
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
の
荷
重
に
よ
っ
て
引
き
戻
さ
れ
た
と
き
は
、
騾
馬
の
所
有
者
に
対
し
て
何
ら
の
訴
訟
も
成
立
せ
し
な
い
。
後
退
し
よ
う
と
し
た
荷
車
を
支
持

し
た
者
に
対
し
て
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
よ
つ
て
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
支
持
し
た
物
を
そ
の
意
志
に
よ
っ
て
逸
走

さ
せ
、
何
人
か
に
衝
突
さ
せ
た
者
も
ま
た
等
し
く
損
害
を
加
え
た
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
が
そ
の
駆
立
し
た
騾
馬
を
抑
制
し
な

か
っ
た
と
き
は
、
あ
る
者
が
そ
の
手
よ
り
矢
そ
の
他
の
物
を
投
付
け
た
る
と
き
と
同
じ
く
、
違
法
に
損
害
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
騾

馬
が
何
ご
と
か
を
恐
怖
し
た
た
め
に
、
そ
し
て
御
者
が
圧
殺
さ
れ
る
危
惧
に
駆
ら
れ
て
荷
車
を
捨
て
た
と
き
は
、
右
御
者
に
封
し
て
は
何
ら
の
訴
訟

も
成
立
せ
ず
、
騾
馬
の
所
有
者
に
対
し
て
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
騾
馬
も
御
者
も
い
ず
れ
も
原
因
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、
騾
馬
が
積
荷
を

支
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
こ
れ
に
反
し
て
騾
馬
も
御
者
も
努
力
し
た
際
に
滑
っ
て
転
倒
し
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
荷
車
が
逆
行
し
、
且
つ
荷
車

の
転
倒
に
遭
っ
た
者
が
積
荷
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
騾
馬
の
所
有
者
に
対
し
も
御
者
に
対
し
て
も
訴
訟
は
成
立
し
な
い
。
事

情
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
後
車
の
騾
馬
の
所
有
者
に
封
し
て
訴
訟
を
実
行
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
騾
馬
は
そ
の
意
志
に

よ
っ
て
で
な
く
、
圧
迫
さ
れ
後
退
し
た
か
ら
で
あ
る
。」﹇
船
田
享
二
訳
を
参
照
。﹈

（
36
） 

こ
の
箇
所
で
は
、
自
由
人
た
る
御
者
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
経
済
部
門
に
お
け
る
労
働
関
係
に
つ
い
て
、C

. M
öller, 

（
一
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
六
八

D
ie m

ercennarii in der röm
ischen A

rbeitsw
elt, S

Z
 110 

（1993

）, S
. 296 ff .

を
見
よ
。

（
37
） 

別
の
例
と
し
て
、
あ
る
者
が
そ
の
駆
立
て
た
騾
馬
を
抑
制
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
や
、
狙
っ
て
手
か
ら
離
れ
た
投
擲
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
が

言
及
さ
れ
る
。

（
38
） D

. 9,2,8,1 G
aius libro septim

o ad edictum
 provinciale: M

ulionem
 quoque, si per im

peritiam
 im

petum
 m

ularum
 retinere non 

potuerit, si eae alienum
 hom

inem
 obtriverint, volgo dicitur culpae nom

ine teneri, idem
 dicitur et si propter infirm

itatem
 

sustinere m
ularum

 im
pe-tum

 non potuerit: nec videtur in-iquum
, si infi rm

itas culpae adnum
eretur, cum

 aff ectare quisque non 

debeat, in quo vel intellegit vel intel-legere debet infi rm
itatem

 suam
 alii periculosam

 futuram
. idem

 iuris est in persona eius, 

qui im
petum

 equi, quo vehebatur, propter im
peritiam

 vel infi rm
itatem

 retinere non poterit.

「
騾
馬
の
御
者
も
ま
た
、
そ
の
無
経
験
に

よ
っ
て
騾
馬
の
興
奮
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
騾
馬
が
他
人
の
奴
隷
を
傷
害
し
た
と
き
は
、
過
失
の
名
義
を
以
て
義
務
を
負
う
こ
と
は
普
通
に

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
力
弱
く
し
て
騾
馬
の
興
奮
を
抑
制
で
き
な
か
っ
た
場
合
も
ま
た
こ
れ
と
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
人
も
、
自
己
の

体
力
の
不
足
が
他
人
の
危
険
を
招
来
す
べ
き
こ
と
を
知
り
又
は
知
る
こ
と
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
べ
き
も
の
に
で
は
い
の
で
、
体
力
の
不
足
を
過

失
に
算
入
す
る
こ
と
も
あ
え
て
不
衡
平
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
御
す
る
馬
の
興
奮
を
無
経
験
又
は
体
力
の
不
足
の
故
に
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
も
同
じ
法
に
属
す
る
。」﹇
船
田
享
二
訳
を
参
照
。﹈

（
39
） V

gl. Inst.4,3,8.

（
40
） V

gl. nur J. E
. S

ch
irm

er, R
echtsfähige R

oboter?, JZ
 

（Juristenzeitung

） 2016, 660 ff .. 

氏
は
、
目
的
を
中
心
に
置
く
権
利
能
力
の

機
能
的
理
解
を
提
唱
す
る
。

（
41
） 

こ
の
こ
と
は
、
ニ
ダ
＝
リ
ュ
メ
リ
ンN

ida=R
üm

elin
に
よ
っ
て
、
次
の
新
聞
論
稿
に
お
い
て in einem

 Z
eitungsartikel der 

F
rankfurter A

llgem
einen S

onntagszeitung 

（F
.A

.S
.

） vom
 17.7.2016, 

、
当
然
の
要
請
と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。

（
42
） 

テ
ス
ラ
自
動
車
の
事
故
に
つ
い
て
の
新
聞
記
事
二
〇
一
六
年
五
月
七
日
を
参
照
。

（
43
） A

rtikel in der F
.A

.Z
. vom

 29.12.2015.

（
44
） W

er vorsätzlich oder fahrlässig das L
eben, den K

örper, die G
esundheit, die F

reiheit, das E
igentum

 oder ein sonstiges 

（
一
六
八
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
六
九

R
echt eines anderen w

iderrechtlich verletzt, ist dem
 anderen zum

 E
rsatz des daraus entstehenden S

chadens verpfl ichtet. “

「
故

意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
他
の
者
の
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
、
財
産
ま
た
は
そ
の
他
の
権
利
を
違
法
に
侵
害
し
た
者
は
、
当
該
他
の
者
に
対
し

て
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。」

（
45
） 
危
険
責
任
と
し
て
の
ロ
ボ
ッ
ト
責
任
に
つ
い
て
の
提
言
に
つ
い
て
、H

anisch, Jochen, Z
ivilrechtliche H

aftungskonzepte für R
obotik, 

in: H
ilgendorf 

（H
g.

）, R
obotik im

 K
ontext von R

echt und M
oral, 2014, S

. 27-61, S
. 54,

構
成
的
選
択
肢
に
つ
い
て
、S

. 36.

を
見
よ
。

（
46
） 

F. C
u

rsi, M
odelle objektiver H

aftung im
 D

eliktsrecht, S
Z
 132 

（2015

）, 362, 383

は
、
法
的
救
済
の
全
体
構
造
に
関
し
て
、
体
系
的

な
統
一
性
よ
り
も
、
個
々
の
合
理
性
が
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
た
、
と
説
明
す
る
。

訳
者
後
記

本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
二
九
日
に
、
日
本
大
学
法
学
部
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
コ
ー
ジ
マ
・
メ
ラ
ー
教
授
（P

rof. D
r. C

osim
a 

M
öller

）
に
よ
る
講
演
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
」（
原
題
：K

onzept der deliktsrechlichen H
aftung im

 röm
ische 

R
echt

）
を
、
教
授
の
ご
了
承
を
得
て
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
講
演
原
稿
及
び
ロ
ー
マ
法
源
資
料
か
ら
な
る
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
が

配
布
さ
れ
た
が
、
本
稿
は
、
講
演
原
稿
を
も
と
に
、
法
源
資
料
類
を
本
文
に
組
み
込
ん
で
い
た
だ
き
、
そ
の
後
に
加
筆
修
正
及
び
文
献
の

追
加
が
な
さ
れ
た
改
訂
版
に
基
づ
い
て
い
る
。
本
講
演
に
関
連
す
る
論
文
と
し
てC

. M
öller, H

aftungskonzepte im
 röm

ischen 

D
eliktsrecht, in: S

abin
e G

less, K
u

rt S
eelm

an
n 

（H
rsg.

）, Intelligente A
genten und das R

echt, 2017, S
.119-138.

も
ご
参

照
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
本
稿
の
原
文
は
、C

om
parative L

aw
, vol.34

（2017

）
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

メ
ラ
ー
教
授
は
、
オ
ッ
コ
・
ベ
ー
レ
ン
ツ
（O

kko B
ehrends

）
教
授
の
も
と
で
研
鑽
を
積
ま
れ
、
二
〇
〇
三
年
八
月
ベ
ル
リ
ン
自
由
大

（
一
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
七
〇

学
・
民
法
・
ロ
ー
マ
法
担
当
正
教
授
に
就
任
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
お
ら
れ
る
。
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
二
年
間
法
学
部
長
を
務
め
ら
れ

た
。著

書
と
し
て
、
①
『
地
役
権
＝
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
土
地
を
め
ぐ
る
私
法
上
の
諸
関
係
の
発
展
史
と
法
的
構
成
』D

ie S
ervituten. 

E
ntw

icklungsgeschichte, F
unktion und S

truktur der grundstücks- verm
ittelten P

rivatrechtsverhältnisse im
 röm

ischen 

R
echt. M

it einem
 A

usblick auf die R
ezeptionsgeschichte und das B

G
B
, W

allstein V
erlag, G

öttingen 2010. Ü
berarbeitete 

F
assung der H

abilitationsschrift, G
öttingen 2000.

②
『
労
働
法
に
お
け
る
自
由
と
保
護
』F

reiheit und S
chutz im

 

A
rbeitsrecht. D

as F
ortw

irken des röm
ischen R

echts in der R
echtsprechung des R

eichsgerichts, G
öttinger S

tudien zur 

R
echtsgeschichte B

and 18, G
öttingen 1990.

論
文
と
し
て
、
最
近
の
も
の
を
挙
げ
る
と
、
①
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
水
権
の
要
素
」

E
lem

ente des röm
ischen W

asserrechts - lex und natura, servitus und vetustas, in: Ignacio C
zeguhn, Y

olanda Q
uesada, 

José A
ntonio P

erez Juan 

（H
gg.

）, W
asser ‒ W

ege ‒ W
issen auf der iberischen H

albinsel vom
 R

öm
ischen Im

perium
 bis 

zur m
uselm

anischen H
errschaft. T

agungsband zur gleichnam
igen T

agung in E
lche 2014, B

aden-B
aden: N

om
os V

erlag 

（im
 

D
ruck

）、
②
「
売
主
の
情
報
提
供
義
務
」Inform

ationspfl ichten des V
erkäufers. G

rundlagen im
 röm

ischen und im
 heutigen 

deutschen R
echt, JU

S
, 1 

（2015

）, 7-26 

（im
 D

ruck

）、
③
「
ロ
ー
マ
皇
帝
法
」"R

öm
isches K

aiserrecht", in: K
aisertum

 im
 ersten 

Jahrtausend. W
issenschaftlicher B

egleitband zur L
andesausstellung "O

tto der G
roße und das R

öm
ische R

eich. 

K
aisertum

 von der A
ntike zum

 M
ittelalter", hrsg. von H

. L
eppin et alii., S

chnell &
 S

teiner V
erlag, R

egensburg 2012, S
. 

117-134.

④
「
帝
政
期
法
学
派
へ
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
並
び
に
パ
ウ
ル
ス
の
帰
属
」"D

ie Z
uordnung von U

lpian und P
aulus zu den 

kaiserzeitlichen R
echtsschulen", in: R

öm
ische Jurisprudenz - D

ogm
atik, Ü

berlieferung, R
ezeption, F

S
.ft für D

etlef 

（
一
七
〇
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
七
一

L
iebs zum

 75. G
eburtstag, hrsg. von K

. M
uscheler, D

uncker &
 H

um
blot, B

erlin 2011, S
. 455-468.

な
ど
が
あ
る
。

メ
ラ
ー
教
授
は
、
冒
頭
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
六
年
に
日
本
大
学
法
学
部
及
び
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
法
学
部
と
の
共
同

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
際
に
来
日
さ
れ
、「
ロ
ー
マ
契
約
の
基
礎
」
に
つ
い
て
講
演
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
。
今
回
、
二
〇
一
六
年
度
日
本
大
学

海
外
客
員
教
授
招
へ
い
計
画
の
一
環
と
し
て
来
日
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
九
月
二
七
日
〜
一
〇
月
六
日
ま
で
東
京
に
滞
在
さ
れ
た
。
こ
の
間
、

本
講
演
の
ほ
か
、
九
月
三
〇
日
に
、「
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
│
普
遍
的
な
法
的
字
母

（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
か
ら
法
学
的
な
美
へ
│
」（D

ie juristische K
onstruktion im

 W
erk R

udolf von Jherings ‒ vom
 universellen 

R
echtsalphabet bis zur juristischen S

chönheit

）、
一
〇
月
五
日
に
、「
金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
」（A

ktuelle 

E
ntw

icklungen beim
 S

chutz von V
erbrauchern im

 K
reditrecht, insbesondere zu S

orgfaltspfl ichten vor V
ertragsschluss

）
に
関
す
る

講
演
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
永
田
誠
名
誉
教
授
及
び
益
井
公
司
教
授
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
、
本
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

メ
ラ
ー
教
授
の
招
へ
い
に
ご
尽
力
と
ご
高
配
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
大
塚
吉
兵
衛
学
長
、
本
部
関
係
各
位
、
池
村
正
道
法
学
部
長
、
法
学

部
国
際
交
流
委
員
長
・
小
田
司
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
各
位
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
法
学
部
研
究
事
務
課
の

皆
さ
ま
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
献
身
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
一
七
一
）





ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
（
永
田
）

一
七
三

ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成

│
普
遍
的
な
法
的
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
か
ら
法
学
的
な
美
へ

│

コ
ー
ジ
マ
・
メ
ラ
ー

永　

田　
　
　

誠　
　

訳

Ⅰ
．
初
め
に

私
の
、
こ
の
、
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
講
演
は
、
日
本
に
お
い
て
、
特
別
な
興
味
を
惹
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
一
八
七
二
年
に
、
ウ
ィ
ー
ン
を
別
れ
る
際
に
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
行
っ
た
講
演
は
、
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
最
近
に
至
る
ま
で
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
た
書
物
で
す

（
1
）

。
し
か
し
、

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
対
す
る
評
価
は
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
も
、
こ
の
講
演
だ
け
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
の
、

翻　

訳

＊（
一
七
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
七
四

「
そ
の
発
展
の
多
様
な
段
階
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
精
神
」
と
い
う
最
初
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
に
つ
い
て
の
叙
述
も
評
価
に
重

要
な
役
割
を
演
じ
て
い
ま
し
た

（
2
）

。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
こ
の
著
作
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
以
外
の
著
作
や
活
動
に
お
け
る
彼
の
見
解
が
背
景
に

な
っ
て
、
日
本
の
皇
族
が
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
家
を
訪
問
し
、
日
本
の
将
来
の
憲
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
助
言
を
求
め

よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
ま
し
た
が

（
3
）

、
こ
の
計
画
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
一
八
八
六
年
と
一
八
八
七
年
の
宮
崎
道
三
郎

（
一
八
五
五
│
一
九
二
八
年
）
に
対
す
る
助
言
や
、
特
に
一
八
八
九
年
一
〇
月
二
六
日
に
日
本
の
法
律
家
に
し
て
政
治
家
の
金
子
堅
太
郎
が

訪
問
し
た
際
に
金
子
堅
太
郎
に
対
し
て
行
わ
れ
た
助
言
の
功
績
の
故
に
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
一
八
九
二
年
に
旭
日
重
光
章
を
授
け
ら
れ

て
い
ま
す

（
4
）

。

私
は
、
本
日
の
講
演
で
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
法
学
的
方
法
を
中
心
に
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
法
学
的

構
成
は
、
い
く
つ
か
の
機
能
を
満
た
す
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
超
然
と
し
た
展
望
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
法
的
規
制
を
教
授
法
上
有

意
義
に
解
釈
し
そ
れ
を
実
務
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
す
。
法
学
的
構
成
は
、
さ
ら
に
、
法
の
形
成
作
用
に

と
っ
て
も
重
要
な
機
能
を
果
た
し
ま
す
。
加
え
て
、
法
学
的
構
成
に
と
っ
て
、
普
遍
的
な
要
素
が
固
有
の
も
の
で
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、

国
内
法
秩
序
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
、
一
般
的
に
存
在
す
る
法
の
要
素
に
基
づ
い
て
世
界
中
の
至
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
、
普

遍
的
な
法
的
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
法
の
分
析
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ

に
よ
れ
ば
、
法
学
的
技
術
の
三
つ
の
基
礎
的
な
操
作
の
う
ち
の
一
つ
で
す
。
基
礎
的
な
操
作
の
他
の
二
つ
は
、
集
中
と
構
成
で
す
。

（
一
七
四
）



ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
（
永
田
）

一
七
五

こ
の
講
演
の
最
初
に
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
生
涯
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
、
彼
の
立
ち
位
置
と
著
作
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
よ
う
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
法
学
的
構
成
の
文
脈
に
お
い
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
す
（
Ⅱ
）。
そ
の
後
で
、
自
然
歴
史
的
方
法
の
中
核
と
し

て
の
法
学
的
構
成
を
紹
介
し
よ
う
と
思
い
ま
す
（
Ⅲ
）。
そ
の
際
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
こ
の
理
論
の
た
め
に
ロ
ー
マ
法
の
役
割
に
つ
い
て

光
を
当
て
、
普
遍
性
の
考
え
並
び
に
法
学
的
美
の
要
素
に
つ
い
て
特
別
な
注
意
を
喚
起
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
締
め
括
り
と
し
て
、
具
体

的
説
明
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
比
喩
的
な
言
葉
が
こ
の
著
名
な
法
律
家
の
伝
記
的
な
文
脈
の
中
に
織
り
込
ま
れ
ま
す
。

最
後
に
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
光
彩
豊
か
に
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
法
学
的
構
成
の
役
割
を
、
彼
の
そ
の
他
の
著
作
の
展
望
の
中
で

説
明
し
、
そ
の
現
代
に
お
け
る
意
味
を
点
描
し
ま
す
（
Ⅳ
）。
い
く
つ
か
の
立
言
は
本
質
的
な
意
見
表
明
を
な
す
筈
で
、
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
引
き
起
こ
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

Ⅱ
．
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
生
涯
（
一
八
一
八
│
一
八
九
二
年
）

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
と
い
う
講
演
で
述
べ
た
締
め
括
り
の
言
葉
は
彼
の
生
活
の
モ
ッ
ト
ー

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

「
人
智
の
最
後
の
断
案
は
か
う
だ
。

凡
そ
生
活
で
も
自
由
で
も
日
々
こ
れ
を
贏
ち
得
て
、

始
め
て
こ
れ
を
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
訳
者
注
：
日
沖
憲
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
昭
和
六
年
初
版
、
昭
和
三
〇
年
二
二
冊
、
一
一
六
頁
に
よ
っ
た
。）

（
一
七
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
七
六

こ
れ
は
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
第
六
章
に
よ
っ
て
い
ま
す
が
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
権
利
に
結
び
付
け
ら
れ
た
自
由
に
つ

い
て
の
核
心
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
即
ち
、
権
利
の
た
め
に
闘
う
た
め
に
、
個
々
人
の
人
的
な
権
利
の
た
め
に
闘
う
た
め
に
、
そ
し
て

そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
人
の
人
格
の
発
展
の
た
め
に
闘
う
た
め
に
、
さ
ら
に
、
共
同
の
生
活
の
よ
き
秩
序
と
し
て
の
法
の
た
め
に
闘
う
た
め

に
、
準
備
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
核
心
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す

（
5
）

。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
法
の
正
し
い
理
解
、
そ
の
根
底
、
そ
の
特
殊
性
、

そ
の
効
力
に
つ
い
て
、
正
し
い
理
解
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
、
常
に
試
み
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
使
命
を
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
勉
学
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
ま
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
一
八
一
八
年
に
オ
ス
ト
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
の

ア
ウ
リ
ッ
ヒ
、
つ
ま
り
北
海
の
沿
岸
の
町
で
生
ま
れ
ま
し
た

（
6
）

。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
古
く
か
ら
住
み
つ
い
た
非
常
に
有
名
な
法
律
家
に
し

て
官
吏
の
家
柄
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
大
学
で
の
勉
強
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
し
た
。
家
族
は

一
八
三
七
年
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
へ
の
移
住
を
決
め
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
文
学
上
の
勉
強
や
小
説
家
と
し
て
生
き
る

こ
と
へ
の
興
味
を
示
し
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
家
に
お
け
る
悩
み
が
解
消
さ
れ
た
か
ら
で
し
た

（
7
）

。
こ
こ
に
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
後
年
に
余
す
と

こ
ろ
な
く
示
し
た
法
学
的
小
説
家
と
し
て
の
才
能
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
8
）

。
法
律
学
へ
の
方
向
付
け
は
、
や
さ
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
一
八
三
九
年
の
日
記
に
は
、
確
信
を
も
っ
て
、「
今
日
か
ら
は
理
論
こ
そ
が
わ
が
人
生
の
唯
一
の
詩
で
あ
る
」
と
書
い
て

い
ま
す

（
9
）

。
彼
は
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
、
国
家
試
験
の
受
験
を
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
│
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
王
国
で
は
、
兄
ゲ
オ
ル
ク
の

他
に
、
も
う
一
人
の
役
人
を
オ
ス
ト
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
の
家
族
か
ら
採
用
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
し
た
│
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
学
問
的

な
キ
ャ
リ
ア
ー
を
積
む
た
め
に
、
一
八
四
〇
年
に
ベ
ル
リ
ン
へ
行
き
ま
し
た

（
10
）

。
そ
こ
で
一
八
四
二
年
に
博
士
号
を
取
得
し
、
一
年
後
に

ロ
ー
マ
法
の
研
究
で
大
学
教
授
資
格
を
取
得
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
彼
の
学
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
ー
の
基
礎
が
置
か
れ
る
こ
と

（
一
七
六
）



ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
（
永
田
）

一
七
七

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
が
、
一
八
四
三
年
五
月
六
日
に
、
私
講
師
と
し
て
ロ
ー
マ
法
の
原
理
に
つ
い
て
│
彼
の
考
え
が
そ
こ
で
初

め
て
公
に
発
表
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
し
て
後
日
、「
ロ
ー
マ
法
の
精
神
」
で
完
成
を
見
る
の
で
す
が
│
行
っ
た
講
義
に
は
、
ほ
ん
の

数
え
る
ほ
ど
の
聴
衆
と
た
ま
た
ま
興
味
を
持
っ
た
六
人
が
聴
講
し
た
の
み
で
し
た

（
11
）

。
彼
の
そ
の
後
の
経
歴
は
、
ざ
っ
と
述
べ
れ
ば
、
最
初

バ
ー
ゼ
ル
（
一
八
四
五
年
）、
同
じ
年
に
ロ
ー
シ
ュ
ト
ッ
ク
、
一
八
四
八
年
に
キ
ー
ル
、
そ
し
て
一
八
五
二
年
に
ギ
ー
セ
ン
で
し
た
。
ギ
ー

セ
ン
で
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
最
初
の
主
著
「
そ
の
発
展
の
多
様
な
段
階
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
精
神
」
が
著
さ
れ
ま
し
た
。
最
初
の
二

巻
が
一
八
五
二
年
と
一
八
五
四
年
に
著
さ
れ
る
と
、
次
刊
で
あ
る
第
二
巻
の
二
│
そ
れ
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
よ
り
高

度
な
法
律
学
と
さ
れ
て
い
た
自
然
歴
史
的
方
法
に
つ
い
て
の
著
述
を
含
ん
で
い
ま
し
た
│
が
、
一
八
五
八
年
に
著
わ
さ
れ
る
前
に
、

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
友
人
に
し
て
後
日
の
国
家
法
学
者
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ル
バ
ー
（
一
八
二
三
│
一
八
九
一
年
）

と
共
に
、
今
日
の
ロ
ー
マ
私
法
並
び
に
ド
イ
ツ
私
法
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
（
教
義
学
）
の
た
め
の
年
報
を
発
刊
し
ま
し
た
。
こ
の
雑
誌
の

巻
頭
論
文
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
使
命
」
と
題
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
そ
こ
で
、
彼
が
、「
ロ
ー
マ
法
の
精
神
」
の
諸
巻
の
中
で
発
展
せ
し
め
た
生
産
的
法
律
学
の
共
通
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
提
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
に
、「
ロ
ー
マ
法
の
精
神
」
の
諸
巻
の
中
で
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
方
法
の
基
礎
が
重
要

な
役
割
を
演
じ
て
い
ま
し
た

（
12
）

。
素
材
の
具
体
的
歴
史
的
な
処
理
が
素
材
の
抽
象
的
な
適
用
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
べ
し
と
す
る
の
で
す
。

こ
の
使
命
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
法
史
学
が
担
う
も
の
で
、
よ
り
高
い
次
元
に
お
い
て
現
行
法
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
（
教
義
学
）

が
担
う
も
の
で
す

（
13
）

。

ギ
ー
セ
ン
時
代
は
、
文
学
的
か
つ
学
問
的
に
生
産
的
な
時
代
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
ギ
ー
セ
ン
大
学
の
評
議

（
一
七
七
）
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一
七
八

学
部
と
し
て
の
学
部
の
一
員
と
し
て
実
務
的
な
法
律
問
題
と
接
触
し
た
時
代
と
特
徴
づ
け
ら
れ
ま
す

（
14
）

。
教
授
た
ち
は
裁
判
所
か
ら
法
律
上

の
鑑
定
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
最
終
的
に
沈
没
し
た
船
に
つ
い
て
の
持
分
を
二
重
に
売
っ
た
と
こ
ろ
の
売
主
の
二
重
の
代
金
請
求
の

問
題
に
つ
い
て
の
鑑
定

（
15
）

が
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
を
し
て
、
自
ら
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
も
の
の
見
方
に
お
け
る
「
転
換
」
を
も
た
ら
し
た
の
で
し

た
（
16
）

。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
研
究
は
、
こ
の
新
し
い
方
向
付
け
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
、
盛
ん
な
議
論
を
呼
ん
で
い
ま
す

（
17
）

。
こ
の
方
向
付
け
を

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
法
制
史
家
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ィ
ー
ア
ッ
カ
ー
は
「
ダ
マ
ス
ク
ス
の
体
験
」
と
し
て

（
18
）

、
あ
る
い
は
、
彼
の
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ

ン
の
後
継
者
オ
ッ
コ
ー
・
ベ
ー
レ
ン
ツ
は
「
法
の
目
的
へ
の
突
破
（
決
壊
）」
と
し
て

（
19
）

、
記
述
し
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
法
制
史
家
ヨ
ア
ヒ
ム
・
リ
ュ
ッ
ケ
ル
ト
は
、
著
作
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
考
え
方
の
深
刻
な
変
更
が
行
わ
れ
た

と
す
る
解
釈
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
自
ら
が
名
付
け
た
概
念
法
学
を
後
年
に
お
い
て
揶
揄
す
る
こ
と
の
中
に
持
ち
込
ん
だ
論
争
に
乗
せ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
と
見
る
の
が
正
し
い
の
で
な
い
か
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
ま
す

（
20
）

。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
学
者
と
し
て
の
経
歴
は
、
一
八
六
八
年
に
ウ
ィ
ー
ン
に
招
聘
さ
れ
、
直
ち
に
、「
法
律
学
は
学
問
か
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
教
授
就
任
講
義
を
行
っ
た
と
き
に
そ
の
頂
点
を
迎
え
た
の
で
し
た
。
こ
の
講
義
は
、
大
き
な
期
待
を
呼
び
寄
せ
、
大
講
堂
は
満
員
と

な
り
ま
し
た

（
21
）

。
そ
し
て
、
彼
は
一
八
七
二
年
に
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
を
以
て
ウ
ィ
ー
ン
と
い
う
活
躍
の
場
に
別
れ
を
告
げ
る
の
で
す

が
、
こ
の
講
演
は
ま
さ
に
、
彼
の
生
涯
の
集
大
成
と
も
言
え
る
も
の
で
し
た
。
法
律
家
協
会
に
お
け
る
こ
の
講
演
は
、
一
つ
の
社
会
的
な

現
象
を
呈
し
、
数
多
く
の
実
務
家
の
他
に
政
治
の
分
野
の
代
表
者
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
皇
帝
一
族
も
そ
の
講
演
に
詰
め

か
け
ま
し
た

（
22
）

。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
ウ
ィ
ー
ン
を
去
り
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
へ
赴
く
に
際
し
て
、
世
襲
貴
族
の
身
分

を
与
え
た
の
で
し
た
。

（
一
七
八
）
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一
七
九

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
、
そ
の
生
涯
の
最
後
の
二
〇
年
を
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
彼
の
二
番
目
の
主
著

「
法
に
お
け
る
目
的
」
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
こ
の
書
物
に
お
い
て
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
法
律
学
に
つ
い
て
社
会
的
な
目
的
へ
の
顧

慮
を
開
拓
し
た
の
で
し
た
。
ま
た
、
彼
は
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
そ
の
二
つ
目
の
重
要
な
法
的
感
情
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ー
ン
講
演
を
完
成

し
た
り
も
し
ま
し
た

（
23
）

。
彼
の
古
希
の
誕
生
日
に
は
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ゲ
ン
で
胸
像
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
全
く
異
例
の
名
誉
な
出
来

事
で
し
た

（
24
）

。
こ
の
表
彰
の
た
め
に
│
日
本
か
ら
の
叙
勲
も
そ
の
一
つ
で
す
が
│
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
黄
金
の
博
士
号
取
得
祝
賀
を
契
機
と

し
て
、
多
数
の
内
外
の
総
合
大
学
お
よ
び
単
科
大
学
か
ら
の
学
問
的
な
集
い
や
祝
賀
の
言
葉
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た

（
25
）

。

さ
て
、
こ
れ
か
ら
、
今
日
の
テ
ー
マ
の
核
心
で
あ
る
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
ロ
ー
マ
法
か
ら
発
展
せ
し
め
て
来
た
方
法
へ
と
入
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

Ⅲ
．
自
然
歴
史
的
方
法
の
中
核
と
し
て
の
法
学
的
構
成

1
．
法
学
的
構
成
（
一
八
五
七
年
／
八
年
）

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
そ
の
法
学
的
構
成
に
つ
い
て
の
学
理
を
二
か
所
で
発
展
せ
し
め
て
い
ま
す
。
一
は
、
彼
の
最
初
の
主
た
る
著
作
の

第
二
巻
、
そ
の
発
展
の
多
様
な
段
階
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
精
神
、
に
お
い
て
で
あ
り
、
他
は
、
ゲ
ル
バ
ー
と
共
に
刊
行
し
た
、
今
日
の

ロ
ー
マ
私
法
並
び
に
ド
イ
ツ
私
法
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
（
教
義
学
）
の
た
め
の
年
報
で
の
巻
頭
論
文
に
お
い
て
で
す

（
26
）

。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ

は
、
法
学
的
構
成
を
、
法
学
的
な
実
体
を
見
つ
け
出
す
た
め
の
手
段
と
み
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
生
の
法
的
素
材
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

が
法
学
的
な
技
術
を
も
っ
て
の
み
そ
の
素
材
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
法
学
的
な
実
体
を
見
つ
け
出
す
た
め
の
手
段
と
み

（
一
七
九
）
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て
い
ま
す
。
こ
の
技
術
的
な
作
業
は
法
の
実
現
の
使
命
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。

こ
の
と
き
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
法
の
実
現
だ
け
で
な
く
、
こ
の
実
現
が
如
何
に
行
わ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て

い
ま
す

（
27
）

。
こ
こ
で
は
、
純
粋
に
形
式
的
な
問
題
だ
け
が
問
わ
れ
る
と
し
ま
す
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
全
て
の
法
の
努
力
目
標
で
あ
る
絶
対

的
な
理
想
が
存
在
す
る
と
し
ま
す
。
こ
の
法
の
実
現
は
、
二
重
の
要
求
に
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
確
実
で
あ
る
と
同
時
に
均
整

の
取
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
容
易
で
あ
り
か
つ
迅
速
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ

は
、
法
の
技
術
は
法
の
実
質
的
な
妥
当
性
と
は
別
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
ま
す
。
こ
の
実
質
的
妥
当
性
に
は
法
律
家
の
力
は
及
ば

な
い
の
で
す

（
28
）

。

法
の
実
現
に
奉
仕
す
る
た
め
に
、
法
学
的
技
術
の
総
合
的
な
作
業
は
次
の
二
つ
の
主
目
的
を
追
及
す
る
の
で
す
。
即
ち
、
法
の
質
と
量

の
両
面
に
お
け
る
簡
素
化
の
目
的
と
適
用
の
熟
練
へ
の
教
育
の
目
的
で
す
。
法
の
適
用
の
熟
練
は
個
々
人
の
事
柄
で
あ
り
、
訓
練
に
よ
っ

て
習
得
で
き
る
芸
術
で
あ
る
と
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
法
的
素
材
の
形
成
に
よ
っ
て
易
し
く
も
な
り
難
し
く
も
な
り
得
る
の
で
す
。
し
か
し
、

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
続
け
ま
す
。
法
の
量
的
か
つ
質
的
な
簡
素
化
は
、
実
用
化
の
観
点
か
ら
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
簡
素
化
は
、
法
技

術
の
完
成
を
目
指
し
ま
す
。

量
的
な
面
に
お
け
る
簡
素
化
は
法
に
そ
の
倹
約
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
れ
は
、「
可
能
な
限
り
少
な
く
決
め
て
、
可
能
な
限
り
多
く
を

達
成
す
る

（
29
）

」
に
奉
仕
し
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
学
的
技
術
の
三
つ
の
基
本
的
な
操
作
が
活
用
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
ず
第
一

（
一
八
〇
）
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八
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に
、
素
材
を
解
体
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
簡
単
な
基
本
的
要
素
へ
還
元
す
る
こ
と
│
こ
れ
を
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
法
学
的
分
析
と
言
っ
て
い

ま
す
。
第
二
は
、
素
材
の
論
理
的
濃
縮
（
集
中
）
で
あ
り
、
第
三
は
、
素
材
の
体
系
的
な
秩
序
づ
け
で
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
こ
の
法

学
的
構
成
の
理
論
の
助
け
を
か
り
て
、
法
の
量
的
な
簡
素
化
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
す

（
30
）

。

法
学
的
分
析
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
言
語
の
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
で
表
さ
れ
た
考
え
を
法
へ
と
橋
渡
し
す
る
た
め
の
方

法
な
の
で
す

（
31
）

。
言
語
の
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
が
、
個
々
の
要
素
へ
と
縮
小
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
多
様
性
を
手
に
入
れ
る
よ

う
に
、
法
に
お
け
る
一
般
的
な
も
の
の
抽
象
化
が
素
材
の
縮
小
へ
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す

（
32
）

。
分
析
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
法
実
体

は
、
例
え
ば
、
売
買
契
約
や
通
行
権
や
遺
言
と
い
っ
た
、
独
立
の
あ
る
い
は
具
体
的
な
法
実
体
へ
と
、
そ
し
て
、
抽
象
的
な
法
実
体
へ
と

区
分
け
さ
れ
ま
す
。
抽
象
的
法
実
体
は
、
例
え
ば
、
取
消
と
か
遅
滞
と
か
い
っ
た
制
度
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
常
に
、
具
体
的
な
法
律
行
為

な
い
し
は
債
権
関
係
と
の
結
合
に
お
い
て
の
み
生
じ
て
来
る
も
の
で
す
。
法
学
的
な
分
析
の
使
命
は
、
解
体
し
、
相
互
に
よ
り
分
け
、
か

つ
切
り
離
す
道
を
通
し
て
法
の
単
純
な
要
素
を
見
出
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
こ
の
方
向
に
お
け
る
法
学
的
な
技
術
を

「
法
の
化
学
」
と
表
現
し
て
い
ま
す

（
33
）

。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
意
識
的
に
、
彼
の
技
術
の
理
論
を
、
発
展
過
程
を
組
織
（
体
系
）
へ
収
斂
さ
せ
る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
要
素

で
構
成
し
ま
し
た
。
彼
は
、
法
発
展
に
お
け
る
典
型
的
な
事
象
と
し
て
、
抽
象
的
な
考
え
は
先
ず
特
殊
な
点
、
歴
史
的
な
突
破
点
（
方
向

転
換
）
に
お
い
て
認
め
ら
れ
得
る
、
つ
ま
り
、
先
ず
個
々
の
事
象
の
中
に
、
あ
る
い
は
例
外
と
し
て
、
発
生
す
る
と
す
る
の
で
す

（
34
）

。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
、
一
覧
表
の
形
式
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
示
す
数
多
く
の
例
が
ロ
ー
マ
法
の
中
に
存
在
し
ま
す
。
類
推
的
な
拡
張

（
一
八
一
）
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一
八
二

の
意
味
に
お
け
る
類
推
の
可
能
性
も
法
学
的
な
分
析
に
依
拠
し
て
い
ま
す

（
35
）

。
そ
れ
（
類
推
可
能
性
）
は
、
法
的
な
思
考
を
一
般
化
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
同
時
に
立
法
的
な
思
考
の
批
判
と
解
釈
を
含
み
ま
す
が
、
立
法
者
の
権
利
へ
の
介
入
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
的

な
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
結
び
付
け
ら
れ
た
法
的
思
惟
の
一
般
化
の
使
命
が
法
律
学
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す

（
36
）

。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
法
的
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
が
普
遍
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
ま

す
（
37
）

。
彼
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
概
念
は
純
粋
に
形
式
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
実
務
に
適
し
た
形
成
と
実
体
的
な
填
充
が
必
要

で
あ
る
と
し
、
こ
れ
は
、
実
定
法
の
分
野
に
属
す
る
と
し
ま
す
。
従
っ
て
、
法
的
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
は
言
葉
と
し
て
の
字
母
（
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
と
は
異
な
り
、
そ
れ
自
体
自
己
完
結
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
目
的
物
に
つ
い
て
の
錯
誤
と
動
機
の
錯
誤
と
の
間

に
横
た
わ
る
よ
う
に
、
概
念
上
の
差
異
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
差
異
の
実
務
的
な
重
要
性
は
現
行
の
法
秩
序
の
確
定
に
依
拠
す

る
と
い
う
の
で
す

（
38
）

。

論
理
的
な
集
中
は
、「
法
的
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）」
の
組
立
の
よ
う
に
、
法
の
素
材
の
量
的
な
簡
素
化
に
役
立
つ
べ
き
で
す
が
、

そ
れ
は
、
立
法
者
が
│
意
識
す
る
に
し
ろ
し
な
い
に
し
ろ
│
一
つ
の
原
理
に
従
っ
た
と
き
の
み
可
能
で
す
。
こ
の
原
理
を
認
識
し
個
々
の

法
規
を
そ
の
共
通
の
核
の
中
に
捉
え
る
こ
と
が
、
法
律
学
の
使
命
な
の
で
す

（
39
）

。
こ
の
際
、
こ
の
原
理
か
ら
派
生
し
た
法
的
素
材
の
こ
の
原

理
の
認
識
と
の
統
合
の
他
に
、
こ
こ
か
ら
新
し
い
法
規
が
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
可
能
性
が
作
り
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う

（
40
）

。
つ
ま
り
、
法
律
学

は
創
造
的
に
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

（
一
八
二
）
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イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
法
学
的
構
成
を
「
自
然
歴
史
的
な
方
法
の
意
味
に
お
け
る
法
的
素
材
の
形
成
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
も
の
と
考
え

よ
う
と
し
ま
し
た

（
41
）

。
そ
し
て
、
こ
の
自
然
歴
史
的
な
方
法
を
導
入
す
る
た
め
に
、
法
の
よ
り
低
い
発
現
形
態
と
よ
り
高
い
発
現
形
態
と
を

区
分
け
、
よ
り
低
い
法
律
学
と
よ
り
高
い
法
律
学
の
働
き
を
区
分
け
し
ま
し
た
。
よ
り
低
い
法
律
学
は
、
法
の
よ
り
低
い
発
現
形
態
、
素

材
の
集
積
か
ら
の
み
成
る
命
令
的
な
法
規
に
従
事
す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
よ
り
低
い
法
律
学
は
、
こ
れ
ら
を
解
釈
し
、
法
の
素
材
か
ら

原
理
を
導
き
出
し
、
そ
の
原
理
か
ら
、
帰
結
を
導
き
出
す
の
で
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
こ
れ
を
未
だ
何
か
特
別
に
法
学
的
な
も
の
と
は

見
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
り
低
い
法
律
学
を
よ
り
高
い
法
律
学
へ
の
不
可
避
的
な
前
段
階
と
評
価
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
り
高
い
法
律

学
は
、
彼
が
ま
た
「
論
理
的
な
個
」
と
名
付
け
る
法
制
度
│
彼
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
法
実
体
」
│
に
係
わ
り
合
う
の
で
す
。
こ
の
法
の
見

方
を
自
己
の
も
の
と
す
る
と
き
、
法
は
、
芸
術
的
な
価
値
を
取
得
す
る
に
至
り
、
或
る
意
味
で
よ
り
高
い
集
合
体
状
態
に
高
め
ら
れ
、
今

ま
で
の
「
自
由
の
き
か
な
い
力
と
性
質
」
か
ら
解
き
放
た
れ
、
芸
術
（
家
）
的
な
形
式
と
形
成
を
手
に
入
れ
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う

（
42
）

。

こ
の
芸
術
を
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、「
精
神
の
分
野
に
お
け
る
自
然
科
学
」
と
名
付
け
、
彼
の
方
法
に
自
然
歴
史
的
と
い
う
属
性
を
与
え

る
の
で
す

（
43
）

。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
法
実
体
を
よ
り
詳
し
く
説
明
す
る
た
め
に
、
こ
の
概
念
を
「
実
体
の
論
理
的
核
心

（
44
）

」
と
し

て
、「
実
体
の
全
て
の
力
が
包
含
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
最
深
奥
に
横
た
わ
る
核
」
と
し
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
法
実
体
の
構

成
に
よ
る
定
義
は
、
概
念
を
目
の
前
に
取
り
出
す
も
の
の
本
質
で
あ
る
べ
き
と
す
る
の
で
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
目
的
に
従
っ
た
定
義

を
厳
格
に
拒
否
し
て
い
ま
す
。
理
由
づ
け
と
し
て
は
、
現
実
的
な
必
要
性
（
実
利
実
用
、utilitas

）
に
で
は
な
く
単
に
法
学
的
な
帰
結

あ
る
い
は
必
要
性
（ratio juris

）
に
そ
の
存
立
を
負
っ
て
お
り
、
存
在
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
が
故
に
、
存
在
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

（
一
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
八
四

い
と
こ
ろ
の
、「
目
的
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
相
当
な
数
の
法
実
体
」
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す

（
45
）

。
法
実
体
の
定
義
は
、

例
え
ば
、
主
体
の
標
識
、
客
体
の
標
識
あ
る
い
は
内
容
の
標
識
等
、
標
識
に
従
い
ま
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、「
法
実
体
の
体
系
的
な
分

類
、
あ
る
い
は
体
系
」
を
、
こ
の
使
命
の
頂
点
と
し
て
、「
自
然
科
学
の
方
法
の
最
終
帰
結
」
と
し
て
、
見
て
い
ま
す

（
46
）

。

法
学
的
な
構
成
と
し
て
は
、
法
実
体
の
構
成
に
従
事
す
る
、
形
成
的
な
、「
芸
術
家
的
に
」
何
か
新
し
い
も
の
を
創
り
出
す
一
つ
一
つ

の
作
業
が
、
挙
げ
ら
れ
ま
す

（
47
）

。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
法
学
的
構
成
に
つ
い
て
三
つ
の
法
則
を
打
ち
立
て
て
い
ま

し
た
。

1
．
積
極
的
な
素
材
発
見
の
法
則
。
こ
の
法
則
は
、
現
存
す
る
法
的
素
材
へ
の
内
容
的
な
結
合
を
条
件
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
完
全
な
形

式
的
な
自
由
を
保
持
し
ま
す
。
法
素
材
の
形
式
的
な
形
成
に
つ
い
て
は
、
法
素
材
に
、
同
様
な
実
務
的
な
力
（
効
力
）
が
維
持
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（
48
）

。

2
．
矛
盾
し
な
い
、
な
い
し
は
体
系
的
に
整
合
性
を
保
つ
、
と
い
う
法
則
。
第
一
の
法
則
は
、
法
素
材
の
積
極
的
な
側
面
に
照
準
を
合
わ

せ
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
法
則
は
、
理
論
的
側
面
を
規
定
す
る
も
の
で
す
。
法
実
体
は
、
す
べ
て
の
可
能
な
適
用

と
結
合
の
中
で
試
さ
れ
、
か
つ
至
る
と
こ
ろ
で
調
和
の
中
に
お
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
正
性
と
正
確
性
の
面
で
の

試
験
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（
49
）

。

（
一
八
四
）
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3
．
法
学
的
美
の
法
則
。
こ
の
倫
理
上
の
要
素
は
、
あ
る
法
規
の
正
し
さ
の
た
め
の
絶
対
的
な
基
準
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点

で
、
全
二
者
と
は
趣
を
異
に
し
ま
す
。
む
し
ろ
多
く
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
許
す
も
の
で
す
。
倫
理
的
な
判
断
に
と
っ
て
重
要
な
拠
点
は
、

法
実
体
の
単
純
性
、
具
象
性
、
透
明
性
そ
し
て
自
然
性
で
す

（
50
）

。

2
．
ロ
ー
マ
法
の
役
割
│
普
遍
性
と
美

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
ロ
ー
マ
の
法
律
学
を
ど
う
判
断
す
る
か
の
基
準
を
打
ち
立
て
る
た
め
に
、
彼
の
理
論
を
発
展
さ
せ
ま
し
た

（
51
）

。
然
る

後
に
こ
の
基
準
を
比
較
的
古
い
ロ
ー
マ
法
に
適
用
し
ま
し
た
。
彼
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
紀
元
前
四
五
一
年
／
四
五
〇
年
の
十
二
表
法
の

立
法
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
私
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
管
轄
を
有
す
る
聖
職
者
で
あ
る
ポ
ン
テ
ィ
フ
ィ
シ
ス
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
特

徴
づ
け
ら
れ
た
、
古
代
の
共
和
制
時
代
と
中
期
の
共
和
制
時
代
の
法
的
階
層
に
立
ち
返
っ
た
の
で
し
た
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
学
説
彙
籑
（
デ
ィ
ゲ
ス
タ
）
の
中
に
凝
縮
さ
れ
る
ロ
ー
マ
法
の
豊
饒
を
ほ
ん
の
一
部
だ
け
解
明
し
た
の
で
し
た
。
ロ
ー
マ
法
の

こ
の
解
明
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
を
指
摘
す
る
の
に
、
不
法
行
為
法
を
例
に
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
法
の
技
術
の
発

展
に
際
し
て
、
法
学
的
な
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
と
個
々
の
法
実
体
の
隔
離
と
い
う
考
え
と
の
関
連
で
、
歴
史
的
突
破
点
の
例
と
し
て
、

不
法
行
為
法
の
発
展
へ
と
立
ち
返
る
の
で
す
。
違
法
に
加
え
ら
れ
た
損
害
（dam

num
 injuria datum

）
の
た
め
の
責
任
は
、
身
体
か
ら

身
体
へ
と
加
え
ら
れ
た
（corpore corpori datum

）
損
害
に
つ
い
て
先
ず
一
つ
の
責
任
が
予
見
さ
れ
て
い
た
そ
の
点
か
ら
更
に
発
展
さ

せ
ら
れ
た
、
と
す
る
の
で
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、「
こ
の
法
規
な
い
し
は
考
え
は
、
初
め
か
ら
一
般
的
な
形
成
を
以
て
発
現
さ
れ
る
べ

き
も
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
も
と
も
と
の
適
用
場
面
よ
り
も
広
い
適
用
が
当
初
か
ら
可
能
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
」
と
書
き
記
し
て
い
ま
す

（
52
）

。

文
献
で
は
、
一
般
的
な
適
用
を
す
る
こ
と
は
、
紀
元
前
二
世
紀
に
お
け
る
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
よ
り
以
前
の
解
釈
に
合
致
し
て
い
た
と
い

（
一
八
五
）
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う
こ
と
が
既
に
頻
繁
に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た

（
53
）

。
身
体
的
な
関
連
を
要
件
と
す
る
厳
格
な
解
釈
は
、
紀
元
前
一
世
紀
に
お
い
て
セ
ル

ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
に
よ
っ
て
主
導
的
な
地
位
を
獲
得
し
た
、
法
律
学
に
お
け
る
新
し
い
方
向
の
意
識
的
な
判
断
で
し
た
。
つ
ま

り
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
解
釈
は
こ
こ
で
は
正
鵠
を
射
て
い
ま
せ
ん
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
影
響
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
発
展
の
歴
史
は
、

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
合
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
最
早
、
広
く
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

（
54
）

。
イ
ェ
ー
リ
ン

グ
は
、
ロ
ー
マ
法
の
評
価
に
つ
い
て
は
一
般
的
な
次
元
に
立
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
の
法
律
学
は
、
生
活
の
中
に
学
問
を
見
出
す

こ
と
を
知
り
、
自
由
な
研
究
と
自
ら
の
思
考
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た

（
55
）

。

古
代
の
ロ
ー
マ
法
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
目
に
は
、
法
の
理
論
と
技
術
と
を
か
く
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
土
地
が
宝
を
隠
し
て
い
る
よ
う

に
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
理
論
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
明
る
み
に
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
彼
は
、
こ
の
理
論
が
、
一
般
的
な
真
実
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
最
大
の
価
値
を
お
い
て
い
ま
し
た

（
56
）

。
数

学
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ト
や
ア
ル
キ
メ
デ
ス
が
発
展
さ
せ
た
も
の
で
す
が
、
ギ
リ
シ
ャ
の
数
学
と
は
描
写
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ロ
ー
マ
法
に

つ
い
て
も
、
そ
の
方
法
（
論
）
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
法
的
な
規
制
の
内
容
に
つ
い
て
は
話
は
別
で
す
。
イ
ェ
ー

リ
ン
グ
は
、
ロ
ー
マ
法
の
内
容
ま
た
は
原
理
を
批
判
的
に
評
価
し
、
時
代
に
合
致
さ
せ
る
た
め
に
実
務
の
テ
ス
ト
の
下
に
置
く
の
で
す

（
57
）

。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
「
ロ
ー
マ
法
を
通
し
て
ロ
ー
マ
法
の
上
に
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
、
彼

は
、
一
八
七
五
年
に
、
彼
の
雑
誌
並
び
に
「
今
日
の
法
律
学
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
謳
い
上
げ
た
の
で
し
た

（
58
）

。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
法
に
内
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
技
術
は
、
彼
の
見
解
に
従
え
ば
、
法
に
お
け
る
歴
史
的
な
発

（
一
八
六
）
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展
の
た
め
の
印
な
の
で
す
。
そ
の
適
用
は
、
法
の
素
材
か
ら
必
然
的
に
発
生
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
、
法
律
家
階
級
の
育
成
に
関
連
し
ま
す
。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
法
律
家
を
素
人
か
ら
区
別
す
る
二
つ
の
能
力
を
挙
げ
ま
す
。
そ
れ
は
、
抽
象
的
な
思
考
の
特
別
の
熟
練
と
し
て
の
特

別
の
把
握
能
力
と
、
法
概
念
、
法
学
的
総
合
判
断
あ
る
い
は
法
学
的
芸
術
を
操
作
す
る
こ
と
に
お
け
る
巧
み
さ
、
で
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ

は
こ
の
二
つ
を
法
学
的
な
結
合
と
し
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
彼
は
、
こ
の
二
つ
の
法
学
的
な
結
合
を
理
論
的
な
能
力
と
実
務
的
な
能
力
の

結
合
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
ま
す
。
勉
強
し
た
理
論
家
が
そ
の
多
量
の
知
識
に
も
拘
わ
ら
ず
非
力
な
法
律
家
た
り
得
る
の
で
す

（
59
）

。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
個
々
の
実
定
法
は
法
学
的
な
教
育
を
獲
得
す
る
た
め
の
客
体
を
構
成
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
ま
す
が
、
こ
の

教
育
は
個
々
の
客
体
に
は
結
び
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
何
故
な
ら
、
獲
得
さ
れ
た
法
学
的
な
教
育
は
、
よ
り
次
元
の
高
い
、
一

般
的
な
知
識
を
内
容
と
し
て
含
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。

「
法
学
的
教
育
は
、
州
（
国
）
の
法
律
を
は
る
か
に
超
え
て
聳
え
立
ち
、
そ
の
中
に
、
中
立
的
な
、
国
際
的
な
土
壌
に
立
っ
て
、
全
て

の
地
域
、
全
て
の
言
語
の
法
律
家
が
邂
合
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
知
識
の
対
象
、
個
々
の
州
（
国
）
に
お
け
る
制
度
や
法
は
異
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
観
察
し
、
把
握
す
る
方
法
は
一
つ
で
あ
る
│
す
な
わ
ち
、
全
て
の
場
所
、
全
て
の
時
代
の
真
の
法
律

家
は
、
同
じ
言
語
を
話
す
の
で
あ
る

（
60
）

」。

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
学
理
の
普
遍
性
は
、
一
つ
に
は
、
法
の
技
術
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
は
、
分
析
、
集
中
及

び
構
成
（
組
立
）
の
基
礎
的
な
操
作
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
他
方
、
技
術
は
法
律
家
の
活
動
の
特
徴
的
な
要
素
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
は
法
律
家
の
中
で
日
々
現
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
心
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ロ
ー
マ
の
法
律
家
は
お

（
一
八
七
）
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手
本
で
し
た
。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
、
そ
の
法
学
的
構
成
（
組
立
）
の
第
三
の
法
則
と
し
て
導
入
し
た
美
（
美
し
さ
）
は
、
標
識
と
し
て
は
尋
常
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
原
理
原
則
は
解
体
さ
れ
、
創
造
的
な
関
係
が
作
り
出
す
概
念
が
発
見
さ
れ
る
、
と
い
う
具
合
に
、
法
律
学
の
操
作

は
創
造
的
な
作
業
へ
と
導
く
、
と
い
う
考
え
に
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
芸
術
家
の
創
造
作
用
に
言
及
し
、
美
な
る

も
の
が
伝
統
的
に
内
在
さ
れ
て
い
る
分
野
へ
の
接
近
を
試
み
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
一
八
五
七
年
の
「
わ
れ
わ
れ

の
使
命
」
で
よ
り
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
彼
は
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
素
材
の
立
体
的
な
形
成
」
を
賛
美
す
る
こ
と
で
、
法

学
的
構
成
（
組
立
）
の
優
先
を
叙
述
し
て
い
ま
す
。
法
学
的
構
成
は
、
さ
も
な
く
ば
幾
多
の
個
々
の
規
定
を
頭
に
入
れ
て
か
か
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
記
憶
力
を
節
約
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
素
材
を
し
て
法
学
的
見
解
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
す
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
上
、
法
学
的
実
体
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
全
て
の
法
律
学
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
ゼ
ン
マ
イ
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
法
学
的

－

倫
理
的
要
求
を
満
足
さ
せ
る
の
で
す

（
61
）

。
こ
の
芸
術
心
を
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
既
に
、
初
期
の
ロ
ー
マ
の
法
律
学
の
中
に
発
見
し
て
い

ま
し
た
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
学
的－

倫
理
的
要
求
の
中
に
、
ロ
ー
マ
法
の
継
受
に
お
け
る
成
功
の
理
由
が
存
在

す
る
の
で
す
。
彼
は
、
法
の
芸
術
要
素
を
、
法
律
家
の
愛
に
そ
の
基
礎
を
お
い
て
根
拠
づ
け
ま
す
。
形
式
的
な
論
理
や
帰
結
だ
け
で
な
く
、

「
純
粋
に
精
神
的
な
素
材
の
創
造
、
思
考
の
要
素
に
お
け
る
自
然
の
模
写
」
こ
そ
が
、
魅
力
を
引
き
出
す
の
で
す

（
62
）

。
こ
れ
が
、
秩
序
と
調

和
が
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
純
と
美
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
世
界
へ
の
深
化
は
、「
仕
事
で
は
な
く

て
、
悦
楽
で
あ
り
、
精
神
的
要
求
の
多
い
人
間
の
全
霊
と
全
生
活
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る

（
63
）

。」
の
で
す
。

（
一
八
八
）
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3
．
比
喩
的
表
現
と
彼
の
伝
記
的
背
景

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
令
息
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ

（
64
）

が
、
父
親
が
ギ
ー
セ
ン
時
代
の
仲
間
と
の
友
好
的
な
交
流
を
通
し
て
、
医
学
、
物
理
学
、
化

学
そ
の
他
の
自
然
科
学
か
ら
の
表
象
を
表
現
と
し
て
用
い
る
着
想
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
友
達
と
し
て
は
、
化

学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ッ
プ

（
65
）

、
物
理
学
者
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ブ
フ
、
動
物
学
者
ル
ー
ド
ル
フ
・
ホ
イ
カ
ル
ト
な
ど
が
い
ま
し
た

（
66
）

。
イ
ェ
ー
リ
ン

グ
が
そ
の
方
法
、
法
学
的
な
構
成
の
説
明
の
た
め
に
用
い
た
比
喩
的
表
現
は
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
想
起
さ
せ
ま
す
。
特
別
に
深
い
印
象

を
与
え
る
例
は
、
ロ
ー
マ
法
の
精
神
の
第
二
巻
の
二
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
一
八
五
八
年
の
第
一
版
の
中
か
ら
引
用
し

て
お
き
ま
す
。

「
法
学
的－

解
体
的
な
力
が
未
だ
或
る
法
制
度
に
関
与
し
な
か
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
制
度
そ
の
も
の
が
必
然
的
に
一
つ
の

「
有
機
体
」
の
印
象
を
与
え
る
│
法
的
な
要
素
、
倫
理
的
な
要
素
、
形
式
と
内
容
、
物
権
的
な
要
素
と
債
権
的
な
要
素
、
な
ど
な
ど

の
全
て
が
、
最
も
美
し
い
姿
で
、
相
互
に
作
用
し
合
う
。
し
か
し
て
、
か
く
の
ご
と
く
法
律
学
が
制
度
を
わ
が
も
の
と
し
、
そ
れ
に

つ
い
て
の
義
務
と
責
任
と
果
た
す
の
な
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
現
実
の
実
務
的
な
要
素
に
何
ら
変
更
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
あ
の
詩
的

な
「
合
成
」、「
自
ら
の
有
機
的
な
浸
透
」
の
結
果
で
あ
る
。
美
し
い
花
は
そ
の
中
に
あ
り
、
我
々
は
そ
の
代
わ
り
に
窒
素
と
酸
素
な

ど
を
持
つ
の
で
あ
る

（
67
）

」。

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
化
学
と
の
比
較
に
お
い
て
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
た
法
学
的
な
解
体
作
業
を
、「
法
的
原
子
論
」
を
現
実
の
原
子
論

と
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
度
、
正
し
く
描
き
出
し
ま
し
た
。
法
を
現
実
離
れ
し
た
方
法
で
観
察
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
非
難

（
一
八
九
）
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は
、
当
た
ら
な
い
と
す
る
の
で
す
。
何
故
な
ら
、
法
学
的
な
分
析
は
事
件
を
で
は
な
く
、
概
念
を
、「
有
機
体
の
現
実
の
存
立
を
妨
げ
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
保
障
す
る
た
め
に
」、
解
体
す
る
か
ら
で
す

（
68
）

。
最
後
に
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
自
然
歴
史
的
な
方
法
の
上
に
こ
そ
、

法
律
学
の
秘
密
の
全
て
、「
法
律
学
の
全
て
の
魅
力
、
法
律
学
の
素
材
を
支
配
す
る
そ
の
全
て
の
力
、
法
律
学
の
全
て
の
尊
厳
と
名
誉
」

が
あ
る
と
説
明
す
る
の
で
す

（
69
）

。

比
喩
的
な
表
現
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
、
彼
の
法
実
体
に
生
産
的
な
性
格
を
与
え
、
法
の
更
な
る
発
展
を
法
実
体
の
繁
殖
と
増
殖
と
描

写
し
た
と
こ
ろ
に

（
70
）

、
そ
の
き
っ
か
け
が
あ
り
ま
し
た
。
例
証
が
、
比
較
の
余
り
に
も
現
実
的
な
潤
色
へ
と
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
明
ら
か

で
す

（
71
）

。
異
な
っ
た
法
概
念
の
結
合
に
よ
っ
て
、
新
た
な
そ
れ
が
生
ま
れ
得
る
こ
と
、
従
っ
て
、
例
え
ば
、
賃
貸
借
と
い
う
概
念
と
売
買
と

い
う
概
念
か
ら
新
し
い
契
約
の
タ
イ
プ
、
リ
ー
ス
、
と
い
う
の
が
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
争
い
は
し
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
売
買
と
い
う
概
念
と
賃
貸
借
と
い
う
概
念
と
が
結
合
し
て
ひ
と
つ
の
新
し
い
概
念
を
生
ん
だ
と
言
え
ば
、
事
柄
を
は
っ
き
り
さ
せ
る

よ
り
も
混
乱
を
生
じ
さ
せ
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
新
し
い
概
念
の
著
作
者
は
、
法
律
家
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
イ
ェ
ー
リ
ン

グ
も
争
わ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う

（
72
）

。

Ⅳ
．
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
の
文
脈
に
お
け
る
法
学
的
構
成

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
既
に
、
一
九
世
紀
の
五
〇
年
代
の
論
文
で
、
構
成
は
、
常
に
実
務
的
な
経
験
に
奉
仕
す
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き

り
と
言
っ
て
い
ま
す

（
73
）

。
こ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
法
に
お
け
る
目
的
に
向
か
っ
た
後
（
方
向
転
換
し
た
後
）
で
も
変

わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん

（
74
）

。
構
成
は
、
方
法
に
よ
っ
て
栄
養
を
与
え
ら
れ
か
つ
歴
史
的
な
経
験
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
法
の
学
問
的
な
側

（
一
九
〇
）
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面
に
対
す
る
信
頼
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
法
は
、
歴
史
的
経
験
の
主
要
な
対
象
で
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
ロ
マ
ン
派
の

影
響
を
受
け
た
歴
史
的
な
法
学
的
学
派
か
ら
の
転
向
に
お
い
て
、
法
学
的
芸
術
は
す
で
に
ロ
ー
マ
法
の
ゆ
り
か
ご
に
接
し
て
存
在
し
て
い

た
の
だ
、
と
説
明
し
て
い
ま
す

（
75
）

。
そ
れ
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
、
そ
こ
に
潜
む
手
が
か
り
や
組
織
の
体
系
の
要
素
か
ら
発
展
せ
し
め
た
、

新
し
い
制
度
あ
る
い
は
法
的
な
姿
へ
の
源
で
す
。
有
名
な
例
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
で
す

（
76
）

。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
、
個
々
人
の
権
利
に
つ

い
て
公
共
の
福
祉
と
の
関
連
で
行
っ
た
方
向
付
け
の
更
な
る
例
を
、
所
有
権
の
概
念
の
発
展
と
制
限
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
77
）

。
方
法

は
、
法
に
普
遍
的
な
要
素
を
与
え
、
歴
史
は
、
法
感
情
の
肥
沃
土
で
す
。
歴
史
は
、
真
実
も
優
差
（
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
）
も
包
含
し
て
い

ま
せ
ん
。

ベ
ー
レ
ン
ツ
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
一
八
八
四
年
に
ウ
イ
ー
ン
で
の
法
律
家
協
会
で
行
っ
た
「
法
的
感
情
の
成
立
に
つ
い
て
」
と
い
う

講
演
の
新
た
な
出
版
に
対
す
る
注
釈
に
お
い
て
、
彼
が
、
普
遍
主
義
者
的
か
つ
啓
蒙
に
裏
打
ち
さ
れ
、
か
つ
レ
ッ
シ
ン
グ
の
著
作
「
人
類

の
教
育
に
つ
い
て
」
か
ら
の
深
い
影
響
を
認
め
さ
せ
る
、
有
神
論
的
進
化
論
を
唱
え
た
と
い
う
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
ま
す
が

（
78
）

、
説
得
力

の
あ
る
指
摘
で
す
。
ベ
ー
レ
ン
ツ
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
よ
り
高
い
拘
束
力
の
あ
る
法
的
な
規
則
と
し
て
、「
個
々
人
の
生
命
と
自
由

と
尊
厳
と
を
以
て
人
の
基
本
権
を
保
障
す
る
私
法
上
及
び
公
法
上
の
制
度
」
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
（
79
）

。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
自
身
は
、
法
に
お
け
る
目
的
へ
の
突
破
（
決
潰
、
転
向
）
後
、
最
初
に
匿
名
で
出
版
し
た
著
作
に
お
い
て
、
危
険
を

避
け
よ
う
と
す
る
の
な
ら
、
理
論
に
対
す
る
信
頼
を
先
ず
捨
て
去
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
書
い
て
お
り

（
80
）

、
そ
の
部
分
を
強
調
し
て

い
ま
す
。

理
論
は
、
従
っ
て
、
引
き
続
き
重
要
な
役
割
を
担
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
何
か
に
役
に
立
つ
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

（
一
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
九
二

し
て
最
早
、
自
然
歴
史
的
な
方
法
の
法
学
的
な
構
成
の
意
味
に
お
い
て
支
配
的
な
地
位
に
は
あ
り
ま
せ
ん

（
81
）

。
こ
の
立
場
の
基
礎
に
横
た
わ

る
も
の
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
、
自
己
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
最
初
の
主
著
を
、
特
に
大
き
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
な

く
し
て
、
さ
ら
に
出
版
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
は
、
法
学
的
技
術
に
つ
い
て
の
変
更
さ
れ
た
叙
述
を
脚
注
の

中
で
行
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
八
七
五
年
に
、
ロ
ー
マ
法
の
精
神
の
第
二
巻
の
二
の
第
三
版
で
、
次
の
よ
う
な
脚
注
を
加
え
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
引
用
し
て
お
き
ま
す
と
：

「
法
律
学
が
単
な
る
悟
性
に
与
え
る
満
足
は
、
最
高
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
齢
を
重
ね
る
ご
と
に
は
っ
き
り
し
て
き

た
。
私
は
、
初
版
で
纏
っ
て
い
た
法
の
論
理
的
側
面
の
過
大
視
の
跡
を
で
き
る
だ
け
消
そ
う
と
試
み
た
。
法
学
的
論
理
の
単
な
る
形

式
の
上
に
、
よ
り
高
い
も
の
、
最
も
高
い
も
の
と
し
て
、
正
義
と
倫
理
の
実
在
的
な
理
念
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
念

へ
と
深
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
理
念
を
如
何
に
個
々
の
法
律
制
度
、
法
的
規
範
の
中
で
表
現
し
か
つ
実
現
し
て
い
く
か
が
、

私
の
考
え
で
は
、
学
問
が
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
最
も
美
し
い
、
最
も
気
高
い
使
命
で
あ
る

（
82
）

。」

こ
の
発
言
を
、
一
八
七
二
年
の
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
と
い
う
講
演
の
核
と
な
る
命
題
と
比
べ
て
み
る
と
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
と
っ

て
、
個
々
人
の
自
由
の
保
障
と
し
て
の
法
、
個
々
人
の
人
格
の
発
展
の
た
め
の
保
障
と
し
て
の
法
、
に
と
っ
て
の
発
動
が
関
心
事
で
あ
っ

た
と
い
う
結
論
に
至
り
ま
す
。
従
っ
て
、
権
利
の
た
め
の
闘
争
は
、
彼
に
と
っ
て
は
、
ま
た
、「
性
格
の
詩

（
83
）

」
な
の
で
す
。
こ
の
法
の
発

動
に
、
そ
の
法
秩
序
の
確
証
に
よ
る
共
同
体
の
強
化
が
密
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
法
へ
の
関
心
は
、
理
論

的
な
、
か
つ
、
実
務
的
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
に
よ
っ
て
常
に
戦
い
取
ら
れ
、
戦
い
取
ら
れ
る
の
に
値
す
る
も
の
で
し
た
│
正
に

（
一
九
二
）



ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
（
永
田
）

一
九
三

ゲ
ー
テ
の
モ
ッ
ト
ー
の
意
味
に
お
い
て
。
法
学
的
な
構
成
は
、
法
に
お
け
る
目
的
へ
の
突
破
（
決
壊
、
転
向
）
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
ま
し

た
（
84
）

。
こ
の
突
破
（
決
壊
、
転
向
）
は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
憲
法
の
理
解
に
真
に
よ
く
似
た
人
間
の
尊
厳
の
保
護
、
並
び
に
、
人
間
の
共
同

生
活
の
平
和
な
形
成
に
奉
仕
す
る
の
で
す

（
85
）

。

命
題

1
．
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
彼
の
法
の
技
術
を
以
て
、
法
学
的
構
成
に
つ
い
て
根
本
的
な
考
察
を
行
い
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
性
格
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

2
．
法
学
的
な
技
術
は
、
そ
の
概
念
（
法
学
的
実
体
）
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
制
定
さ
れ
た
法
に
起
因
す
る
。
こ
の
概
念
は
、
内
容
に
適

合
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
正
義
と
現
実
的
な
正
し
さ
と
い
う
目
的
に
服
せ
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
．
法
に
お
け
る
美
（
美
し
さ
）
は
、
秩
序
、
調
和
お
よ
び
簡
素
の
中
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
法
的
な
概
念
と

体
系
を
精
神
的
な
素
材
の
世
界
の
創
造
物
と
し
て
賛
美
し
、
そ
の
中
に
法
学
的
に
美
的
な
も
の
た
め
の
意
味
が
満
ち
満
ち
て
い
る
の
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
美
的
な
要
素
の
中
に
は
絶
対
的
な
基
準
が
│
現
行
法
の
た
め
に
も
、
法
の
形
成
の
た
め

に
も
│
、
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

4
．
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
は
、
法
学
的
な
技
術
の
修
練
と
適
用
に
お
け
る
お
手
本
で
あ
る
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
そ
の

（
一
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
九
四

内
容
を
、
彼
の
時
代
の
実
用
的
な
必
要
性
の
面
か
ら
批
判
的
に
検
討
し
、
将
来
の
発
展
の
た
め
に
利
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ

法
に
お
け
る
哲
学
的
な
影
響
に
つ
い
て
は
、
研
究
を
し
て
い
な
い
。

5
．
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
の
持
続
性
は
、
実
用
性
に
対
す
る
高
い
評
価
お
よ
び
法
の
実
現
へ
の
使
命
に
よ
っ
て
、
保
証
さ
れ
る
。
彼
は
、

法
の
技
術
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
他
の
誰
よ
り
も
多
く
を
発
展
せ
し
め
た
。
彼
の
法
に
お
け
る
目
的
へ
の
突
破
（
方
向
転
換
）
の
後
は
、

法
の
技
術
に
奉
仕
的
な
機
能
を
あ
て
が
っ
た
。
正
義
こ
そ
が
最
高
の
目
標
で
あ
る
。

あ
と
が
き

本
翻
訳
は
、
メ
ラ
ー
教
授
が
、
日
本
大
学
の
招
聘
教
授
と
し
て
二
〇
一
六
年
九
月
三
〇
日
に
日
本
大
学
法
学
部
で
行
っ
た
講
演
を
訳
出

し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
な
の
で
、
口
語
調
に
翻
訳
し
て
お
い
た
。
た
だ
し
脚
注
は
、
当
日
、
読
み
上
げ
な
か
っ
た
の
で
、
口
語
調
に
は

し
て
い
な
い
。
脚
注
で
出
て
来
る
、
著
者
の
固
有
名
詞
は
、
そ
の
文
献
を
当
た
る
読
書
の
便
宜
を
考
え
て
、
日
本
語
に
訳
出
し
て
は
い
な

い
。
ま
た
、
文
献
名
に
つ
い
て
は
、
カ
ッ
コ
を
施
し
て
和
訳
し
て
お
い
た
。

メ
ラ
ー
教
授
の
、
こ
の
講
演
は
、
日
本
大
学
の
機
関
誌C

om
parative L

aw

の
二
〇
一
六
年
度
版
に
掲
載
さ
れ
た
。
メ
ラ
ー
教
授
は
、

掲
載
に
際
し
て
、
講
演
の
原
稿
を
数
か
所
修
正
し
脚
注
に
少
な
か
ら
ず
補
完
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
本
翻
訳
に
際
し
て
、

取
り
入
れ
て
あ
る
。

＊
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
。
こ
の
講
演
は
日
本
大
学
の
招
聘
に
よ
り
二
〇
一
六
年
九
月
三
〇
日
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
一
九
四
）



ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
（
永
田
）

一
九
五

（
1
） 

例
え
ば
、L

osano

の
翻
訳
書
の
リ
ス
ト
、L

osano,Ⅱ

、
二
四
七
頁
以
下
及
び
一
九
九
二
年
ま
で
の
補
充
に
つ
い
て
、O

kko B
ehrends

編

集
のR

udolf von Jhering, B
eiträge und Z

eugnisse

（
ル
ー
ド
ル
フ
、
フ
ォ
ン
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
、
寄
与
と
証
言
）、
一
九
九
三
年
、
二
巻
、

七
〇
│
七
二
頁
参
照
。

（
2
） 
一
例
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
律
家Joseph U

nger 

（
一
八
二
八
│
一
九
一
三
）
の
一
八
六
〇
年
七
月
一
八
日
付
け
の
書
簡
、O

kko 

B
ehrends

編
集
のR

udolf von Jhering, B
eiträge und Z

eugnisse

、
一
九
九
三
年
、
二
巻
、
一
一
二
頁
以
下
。

（
3
） S

tarck 
のJuristenzeitung

（
法
律
家
新
聞
）
二
〇
一
六
年
三
七
七
│
三
八
二
頁
に
お
け
る
、R

echtsrezeption in O
stasien

（
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
法
の
継
受
）│
特
に
日
本
の
憲
法
に
関
す
る
啓
発
的
な
概
観
が
行
わ
れ
て
い
る
│
を
参
照
。

（
4
） 

こ
の
叙
勲
に
つ
い
て
の
助
言
そ
の
他
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
、B

ehrends

編
集
の Jherings R

echtsdenken, T
heorie und 

P
ragm

atik im
 D

ienste evolutionärer R
echtsethik

（
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
法
思
想
、
革
命
的
な
法
美
学
の
中
に
お
け
る
理
論
と
実
際
）

G
öttingen, 

一
九
九
六
年
、
九
七
頁
以
下
に
所
収
の
、
西
村
重
雄
、Jherings verfassungspolitische R

atschläge an die japanische 

R
egierung und die V

erleihung des O
rdens

（
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
日
本
政
府
に
対
す
る
憲
法
政
策
に
関
す
る
助
言
と
叙
勲
）
を
参
照
。

（
5
） R

udolf Jhering, D
er K

am
pf um

s R
echt, H

erm
ann K

lenner 

の
補
遺
付
き
、
一
九
九
二
年
、
一
〇
〇
頁
。

（
6
） 

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
学
問
上
の
経
歴
は
、
必
ず
し
も
一
様
に
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、O

kko B
ehrends

のR
udolf von Jhering

（
一
八
一
八
│
一
八
九
二
）、D

er D
urchbruch zum

 Z
w
eck des R

echts

（
法
の
目
的
へ
の
突
破
（
方
向
転
換
））（F

ritz L
oos

編
集
の

R
echtsw

issenschaft in G
öttingen, G

öttingner Juristen aus 250 Jahren

＝
ゲ
ッ
テ
ィ
ゲ
ン
の
法
律
学
、
二
五
〇
年
に
亘
る
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ

ン
の
法
律
家
＝
、
一
九
八
七
年
二
二
九
頁
以
下
、
二
四
〇
頁
以
下
所
収
）。

（
7
） K

unze, R
udolf von Jhering - ein L

ebensbild

（
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
│
そ
の
生
活
像
）,Okko B

ehrends 

編
集

R
udolf von Jhering, B

eiträge und Z
eugnisse, 2. A

ufl age, 

一
九
九
三
年
、
一
二
頁
所
収
。

（
8
） R

ückert, D
er G

eist des R
echts in Jherings „G

eist “ und Jherings „Z
w
eck “, T

eil 1 R
echtsgeschichte 5 

（2004

）,

（
イ
ェ
ー
リ
ン

グ
の
「
ロ
ー
マ
法
の
精
神
」
と
「
法
の
目
的
」
に
お
け
る
法
の
精
神
、
第
一
部
、
法
制
史
五
、
二
〇
〇
四
年
）
一
二
八
│
一
四
九
頁
。
一
二
九
頁
に

お
い
て
、R

ückert

は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
に
お
け
る
評
価
に
お
い
て
彼
の
才
能
を
以
下
の
よ
う
に
敬
意
を
も
っ
て
記
述
し

（
一
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
九
六

て
い
る
。「
実
際
に
彼
の
法
律
的
、
歴
史
的
、
哲
学
的
、
倫
理－

政
治
的
か
つ
文
学
的
な
才
能
は
非
常
に
生
産
的
に
光
彩
を
放
ち
、
彼
が
多
く
の
何

か
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
そ
し
て
彼
が
提
供
す
べ
き
多
く
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
偉
大
な
法
律
家
の
鋭
い
洞
察
力
と
現
実
主
義
、
偉

大
な
歴
史
家
の
具
象
性
と
直
感
性
、
哲
学
者
の
守
備
範
囲
と
原
理
性
、
倫
理
学
者
並
び
に
政
治
学
者
と
し
て
の
温
か
み
と
社
会
参
加
、
そ
し
て
特
に
、

偉
大
な
随
筆
家
並
び
に
演
説
者
と
し
て
の
言
語
的
熟
達
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
」。

（
9
） N

achlass Jhering in der S
taats-und U

niversitätsbibliothek in G
öttingen

（
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
国
立
及
び
大
学
図
書
館
に
お
け
る

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
遺
産
）JK

 9/8, 

一
八
頁
、O

kko B
ehrends 

編
集R

udolf von Jhering, B
eiträge und Z

eugnisse, 2. A
ufl age, 

六
三
頁
所

収
。

（
10
） K

unze

、
脚
注（
7
）、
一
三
頁
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
兄
ゲ
オ
ル
ク
の
一
八
四
〇
年
四
月
二
三
日
の
手
紙
を
参
照
。
こ
こ
で
、
ゲ
オ
ル
ク
は
、
国

家
試
験
の
受
験
の
許
可
を
受
け
る
た
め
に
然
る
べ
き
人
物
と
接
触
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
て
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
、
弟
を
ハ
ノ
ー

フ
ァ
ー
王
国
に
お
け
る
公
務
に
つ
け
る
た
め
に
、
自
分
は
官
吏
を
や
め
て
弁
護
士
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
。O

tto B
ehrends

編
集
のR

udolf von 

Jhering, B
eiträge und Z

eugnisse, 2. A
ufl age, 

一
九
九
三
年
九
九
頁
、B

rief N
r.1

の
項
。 

（
11
） K

unze

、
脚
注（
7
）、
一
三
頁
。

（
12
） Jhering, Jahrbücher für D

ogm
atik 1 

（
ド
グ
マ
テ
ィ
ー
ク
＝
教
義
学
＝
年
報
第
一
巻
）（
一
八
五
七
年
）、
一
頁
以
下
。

（
13
） Jhering, Jahrbucher für D

ogm
atik 1 

（
一
八
五
七
年
）、
五
頁
以
下
。

（
14
） 

詳
し
く
はK

ischkel

のD
ie S

pruchtätigkeit der G
ießener Juristenfakultät, G

rundlagen ‒ V
erlauf ‒ Inhalt

（
ギ
ー
セ
ン
大
学
法

学
部
の
評
議
学
部
の
活
動
│
基
盤
、
推
移
、
内
容
）、
二
〇
一
六
年
、
三
〇
一
頁
以
下
、
三
二
五
頁
以
下
を
参
照
。
こ
こ
で
、K

ischkel

は
、
専
門

性
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
背
景
と
し
た
裁
判
官
の
活
動
の
い
や
増
す
専
門
化
に
よ
る
関
係
性
の
変
遷
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
） 

最
近K

oppenberg

が
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
遺
産
の
中
か
ら
こ
の
鑑
定
を
出
版
し
た
。K

oppenberg, D
ie P

lastik des R
echts

（
法
の
彫
塑
）、

二
〇
一
五
年
、
六
〇
│
八
七
頁
（
付
録
）。
そ
し
て
、
彼
女
の
教
授
就
任
講
義
に
お
い
て
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
自
然
歴
史
的
方
法
並
び
に
ド
グ
マ
（
教

義
学
）
の
道
具
化
の
文
脈
で
こ
の
鑑
定
に
言
及
し
て
い
る
。K

oppenberg, D
ie P

lastik des R
echts, 

二
〇
一
五
年
、
二
二
頁
以
下
。

（
16
） 

一
八
六
五
年
一
月
九
日
付
け
の
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
ゲ
ル
バ
ー
宛
書
簡
、L

osanao, D
er B

riefw
echsel zw

ischen Jhering und G
erber, 

（
一
九
六
）



ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
（
永
田
）

一
九
七

T
eil 1

（
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
│
ゲ
ル
バ
ー
交
換
書
簡
、
第
一
部
）,

一
九
八
四
年
、
五
六
七
頁
以
下
、
五
六
九
頁
。
こ
こ
に
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
転
換
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
ゲ
ル
バ
ー
に
「
ロ
ー
マ
法
の
精
神
」
の
著
作
に
つ
い
て
共
感
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
反
応
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
ゲ
ル
バ
ー
は
「
ロ
ー
マ
法
の
精
神
」
の
第
三
巻
の
一
に

お
け
る
新
た
な
る
方
向
付
け
を
明
ら
か
に
か
な
り
重
要
な
も
の
と
位
置
づ
け
、
そ
こ
か
ら
、
そ
の
学
問
上
の
見
解
は
完
全
に
別
々
に
判
断
さ
れ
る
も

の
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
17
） 

例
え
ば
、R

ückert, D
er G

eist des R
echts in Jherings „G

eist “ und Jherings „Z
w
eck “, T

eil 1, R
echtsgeschichte 5 

（
二
〇
〇
四

年
）、
一
二
八
│
一
四
九
頁
、
一
三
五
頁
。

（
18
） W

ieacker, P
rivatrechtsgeschichte der N

euzeit, 2.A
ufl age

（
近
代
の
私
法
史
）、
一
九
六
七
年
、
四
五
〇
頁
以
下
、
四
五
一
頁
│
冷
た

い
評
価
と
鋭
い
組
み
入
れ
と
を
伴
っ
て
。

（
19
） O

kko B
ehrends, R

udolf von Jhering 

（1818-1992

）, D
er D

urchbruch zum
 Z

w
eck des R

echts, F
ritz L

oos

編
集
のR

echts-

w
issenschaft in G

öttingen. G
öttinger Juristen aus 250 Jahren,

一
九
八
七
年
、
二
二
九
頁
以
下
。

（
20
） R

ückert, D
er G

eist des R
echts in Jherings „G

eist “ und Jherings „Z
w
eck “, T

eil Ⅱ
, R

echtsgeschichte 6 

（
二
〇
〇
五
年
）、

一
二
二
│
一
四
二
頁
、
一
二
七
頁
。L

ipp
も
こ
の
二
つ
の
主
著
の
連
続
性
を
、H

orst C
arl, E

va-M
arie F

elschow
 

そ
の
他
編
集
の
、

P
anoram

a ‒ 400 Jahre U
niversität G

ießen. A
kteure, S

chauplätze, E
rinnerungspunkte

（
パ
ノ
ラ
マ
│
ギ
ー
セ
ン
大
学
四
〇
〇
年
、
関

係
の
人
々
、
舞
台
、
そ
し
て
思
い
出
す
こ
と
ど
も
）
と
い
う
書
物
（F

rankfurt/M
ain, 

二
〇
〇
七
年
、
九
二
、
九
五
頁
）
の
中
で
、
強
調
し
て
い

る
。

（
21
） R

udolf von Jhering, Ist die Jurisprudenz eine W
issenschaft?

（
法
律
学
は
学
問
か
）。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
一
八
六
八
年
一
〇
月
一
六
日

の
教
授
就
任
講
義
で
あ
り
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
遺
品
の
な
か
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。O

kko B
erends

の
導
入
、
解
説
、
学
問
史
的
な
整

理
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
一
九
九
八
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
の
第
二
版
で
は
後
書
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
22
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、K

lenner

とE
rm

acora

の
一
九
九
二
年
の
出
版
物
に
お
け
る
詳
述
参
照
。

（
23
） R

udolf von Jhering, U
eber die E

ntstehung des R
echtsgefühles, m

it einer V
orbem

erkung und einem
 anschliessenden 

（
一
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
九
八

Interpretations-und E
inordnungsversuch von O

kko B
ehdrends, N

apoli 1986

（
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
「
法
感
情
の
成

立
に
つ
い
て
」
│O

kko B
ehdrends

に
よ
る
、
序
言
、
解
釈
お
よ
び
秩
序
付
け
へ
の
試
み
を
伴
っ
て
、
ナ
ポ
リ
、
一
九
八
六
年
）。

（
24
）O

kko B
ehrends

編
、R

udolf von Jhering, B
eiträge und Z

eugnisse,

第
二
版
、
一
九
九
三
年
、
八
六
頁
。
こ
の
複
製
は
、
一
九
九
二
年

の
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
死
後
一
〇
〇
年
記
念
展
示
会
以
降
、
ま
た
一
九
九
三
年
以
降
ア
ウ
リ
ッ
ヒ
と
ナ
ポ
リ
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
そ
の
前
に
こ

の
胸
像
の
複
製
は
サ
ン
パ
ウ
ロ
に
到
着
し
、
一
九
九
〇
年
に
そ
の
代
替
の
胸
像
が
作
ら
れ
て
大
学
の
法
学
部
に
設
置
さ
れ
た
。

（
25
） O

kko B
ehrends

編
、R

udlf von Jhering, B
eiträge und Z

eugnisse,

第
二
版
、
一
九
九
三
年
、
八
九
頁
以
下
。

（
26
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、K

lem
ann

の
一
九
八
七
年
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
教
授
資
格
論
文R

udolf von Jhering und die H
istorische 

R
echtsschule

（
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
と
歴
史
学
派
）, F

rankfurt/M
ain, 1989, 

一
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
27
） G

eist Ⅱ
, 2

（
ロ
ー
マ
法
の
精
神
第
二
部
第
二
巻
）、
第
三
版
、
一
八
七
五
年
、
三
二
二
頁
。

（
28
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
三
四
頁
、
同
様
に
第
三
版
、
一
八
七
五
年
、
三
二
五
頁
。

（
29
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
四
〇
頁
＝
第
三
版
、
一
八
七
五
年
、
三
三
〇
頁
。

（
30
） 

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
重
要
な
も
の
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
た
更
な
る
二
つ
の
視
点
、
つ
ま
り
、
自
ら
が
作
り
出
し
た
法
学
的
な
専
門
用
語
の
導

入
（
第
一
版
三
四
四
頁
＝
第
三
版
三
三
一
頁
以
下
）、
現
存
す
る
も
の
の
巧
み
な
適
用
と
い
う
芸
術
す
な
わ
ち
法
学
的
経
済
と
が
付
け
加
え
ら
れ
る

（
第
三
巻
の
五
六
│
五
九
頁
へ
の
指
示
）。

（
31
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
五
九
頁
＝
第
三
版
、
一
八
七
五
年
、
三
三
四
頁
。「
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
は
言
語
の
分
野

に
お
い
て
、
我
々
が
法
の
た
め
に
、
如
上
に
技
術
の
主
た
る
問
題
と
し
て
叙
述
し
た
と
こ
ろ
の
使
命
の
解
決
を
含
ん
で
い
る
。
主
た
る
問
題
の
簡
素

化
に
よ
る
素
材
支
配
の
容
易
化
・
・
・
」。
日
本
語
の
文
字
に
よ
る
場
合
は
、
同
じ
よ
う
な
比
較
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、

非
常
に
幅
の
広
い
法
の
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
は
、
日
本
語
の
文
字
と
よ
り
大
き
な
近
親
性
を
持
つ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
イ
ェ
ー
リ
ン

グ
は
、G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
（
一
八
五
八
年
）、
三
七
三
頁
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
：「
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他
の
理
由
が
加
わ
っ
て
来
る
。

つ
ま
り
、
法
の
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
は
、
言
語
よ
り
も
精
密
度
や
正
確
度
に
お
い
て
不
均
衡
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
ん
な
に
少
な
い
文
字
だ
け
で
足
り
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
大
部
分
は
不
正
確
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
言
語
音
に

（
一
九
八
）



ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
（
永
田
）

一
九
九

よ
っ
て
再
生
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
母
音
の
発
音
に
お
け
る
精
妙
な
印
影
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
暗
示
さ
れ
る
べ
き
と
き
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
文
字
が
必

要
で
あ
ろ
う
か
」。

（
32
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
三
六
頁
。
売
買
契
約
に
お
い
て
、
そ
の
成
立
に
関
し
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
及
び
給
付
の
遅
滞
に

対
す
る
効
果
な
ど
は
、
他
の
契
約
に
あ
っ
て
は
、
特
別
の
事
情
を
必
要
と
し
な
い
と
き
は
、
特
に
規
定
す
る
必
要
が
な
い
。

（
33
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
六
一
頁
＝
第
三
版
、
三
三
五
頁
。

（
34
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
六
五
頁
以
下
＝
第
三
版
、
一
八
七
五
年
、
三
三
八
頁
以
下
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
三
六
六
頁
で
、

「
思
考
と
い
え
ど
も
そ
の
存
立
と
格
闘
し
、
寸
土
を
争
う
難
儀
を
伴
う
こ
と
が
稀
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
35
） 

類
推
の
体
系
的
な
理
解
に
お
け
る
大
き
な
差
異
に
つ
い
て
は
、Jan schröder

のR
echt als W

issenschaf

（
学
問
と
し
て
の
法
）、
第
二
版
、

二
〇
一
二
年
、
二
五
七
頁
以
下
。

（
36
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
四
一
頁
。

（
37
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
七
五
頁
＝
第
三
版
、
一
八
七
五
年
、
三
四
七
頁
。

（
38
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
七
五
頁
以
下
＝
第
三
版
、
三
四
七
頁
。
即
ち
、「
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
的
な
法
の
字
母

（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
は
、
積
極
的
な
何
物
か
で
あ
り
、
歴
史
的
な
何
物
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
法
の
歴
史
が
こ
の

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
法
規
の
変
更
を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
伴
っ
て
概
念
や
制
度
ま
で
も
変
更
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
現
存
の
法
の
文
字
の
性
状
や
意
味
を
変
更
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
が
全
く
新
し
い
も
の
を
も
た
ら
し
、
古
い
も
の
を
消
し
去
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
か
に
、
個
々
の
字
母
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
が
そ
の
積
極
性
の
故
に
時
代
と
場
所
に
抗
し
て
生
き
残
っ
て
来
た
か
は
、
ロ
ー
マ
法
が
有

無
を
言
わ
せ
な
い
例
を
与
え
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
を
崇
敬
し
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
そ
れ
と
反
対
の
見
解
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
ロ
ー
マ
法
の
絶
対
性

を
認
め
る
こ
と
に
説
明
可
能
な
自
己
欺
瞞
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
所
有
権
、
地
役
権
、
債
権
等
の
実
際
上
の
形
成
等
々
、
そ
し

て
、
ロ
ー
マ
の
法
律
家
の
側
か
ら
の
法
の
材
料
の
概
念
的
な
構
成
は
、
ロ
ー
マ
的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
如
何
に
長
く
こ
の
ロ
ー
マ
的
な

も
の
が
生
き
な
が
ら
え
て
き
た
こ
と
か
！
上
に
述
べ
た
諸
概
念
は
、
数
百
年
後
の
今
日
で
も
本
質
的
に
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し

て
ロ
ー
マ
法
は
、
そ
れ
以
上
に
、
漸
く
近
代
に
な
っ
て
発
生
し
た
関
係
や
問
題
に
対
し
て
も
完
全
に
十
分
な
判
断
基
準
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
一
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
〇
〇

ロ
ー
マ
法
の
絶
対
的
な
性
格
に
対
す
る
信
仰
、
文
書
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
仰
の
理
想
化
、
書
か
れ
た
摂
理
に
対
す
る
、
さ
ら
に
は
、
法
の
出
来
事

の
中
に
お
け
る
表
明
さ
れ
た
悟
性
に
対
す
る
ロ
ー
マ
法
の
理
想
化
が
、
こ
れ
ほ
ど
早
い
時
期
に
根
を
下
ろ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
株
を
今
日
ま
で
持
ち
続

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
納
得
の
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。

（
39
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
七
九
頁
＝
第
三
版
、
一
八
七
五
年
、
三
五
二
頁
以
下
。

（
40
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
五
四
頁
。

（
41
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
五
七
頁
以
下
。

（
42
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
六
一
頁
。

（
43
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
六
一
頁
。

（
44
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
六
三
頁
。

（
45
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
六
五
頁
。

（
46
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
六
九
頁
。

（
47
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
七
〇
頁
。

（
48
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
七
一
頁
以
下
。

（
49
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
七
四
頁
以
下
。Jan S

chröder

のR
echt als W

issenschaft

、
第
二
版
、
二
〇
一
二
年
、
二
五
五
頁
以
下
。
彼

は
、
こ
こ
で
、
一
九
世
紀
の
「
概
念
法
学
」
が
そ
の
根
本
命
題
を
覆
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
に
、
こ
の
概
念

の
模
造
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。

（
50
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
七
九
頁
以
下
。

（
51
） G
eist Ⅱ

, 2 

、
第
三
版
、
三
五
八
頁
。

（
52
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
四
〇
頁
。

（
53
） O

.B
ehrends, R

öm
ischerechtliche E

xegese: D
as deliktische H

aftungssystem
 der lex A

quilis 

（
ロ
ー
マ
法
的
釈
義
：
ア
ク
ィ
ー
リ

ウ
ス
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
制
度
）、Juristische S

chulung

（
法
学
教
室
）、
一
九
八
五
年
、
八
七
八
頁
以
下
所
収
。C

.M
öller, V

ia 

（
二
〇
〇
）



ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
（
永
田
）

二
〇
一

publica und via im
 röm

ischen D
eliktsrecht 

（
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
法
、
公
法
的
側
面
と
私
法
的
側
面
）、A

rs juris, F
estschrift 

für O
kko B

ehrends

（
法
の
芸
術
、
オ
ッ
コ
ー　

ベ
ー
レ
ン
ツ
記
念
論
文
集
、
所
収
）、M

.A
venarius, R

.M
eyer-P

ritzl,C
.M

öller

編
集
、

G
öttingen 

二
〇
〇
九
年
、
四
二
一
頁
所
収
。
同
じ
くC

.M
öller, K

onzepte der deliktsrechtlichen H
aftung im

 röm
ischen R

echt

（
ロ
ー

マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
構
造
）, C

om
parative L

aw
, 

三
四
巻
、
二
〇
一
七
年
、
日
本
大
学
。
同
様
に
、C

.M
öller, H

aftungskonzepte 

im
 röm

ischen D
eliktsrecht

（
ロ
ー
マ
不
法
行
為
法
に
お
け
る
責
任
の
構
想
）、Intelligente A

genten und das R
echt, S

.G
less, K

.

S
eelm

ann

編
集
、B

adeb-B
aden, 

二
〇
一
六
年
、
一
一
九
│
一
三
八
頁
所
収
。
こ
れ
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
更

な
る
文
献
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
54
） B

ehrends, Jherings E
volutionstheorie des R

echts zw
ischen H

istorischer R
echtsschule und M

oderne. E
ine 

w
issenschaftsgeschichtliche E

inordnung des Jheringschen R
echtsdenkens aus A

nlaß der H
erausgabe der W

iener 

A
ntrittsvorlesung „Ist die Jurisprudenz eine W

issenschaft? “, 

（
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
歴
史
学
派
と
近
代
と
の
間
の
法
の
進
化
論
、
ウ
ィ
ー
ン

教
授
就
任
講
演
「
法
律
学
は
学
問
か
」
の
出
版
に
際
し
て
の
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
法
思
考
の
学
術
史
的
な
秩
序
づ
け
）、
一
九
九
八
、
一
三
〇
頁
以
下
。

一
三
八
頁
。
更
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、G

öttinger N
achlass von Jhering, B

ehrends

の
二
〇
一
六
年
六
月
一
〇
日
の
ギ
ー
セ
ン
に
お

け
る
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
講
演
で
新
た
に
か
つ
よ
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、G

öttingen

のW
allenstein

出
版
か
ら
モ
ノ

グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
近
く
出
版
の
予
定
で
あ
る
。

（
55
） Jhering, Ist die Jurisprudenz eine W

issenschaft?, B
ehrends

編
、
一
九
九
八
年
、
五
六
頁
、
六
〇
頁
以
下
。

（
56
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
一
八
七
五
年
、§

37, 

三
一
一
頁
以
下
。「
こ
れ
か
ら
立
案
す
る
技
術
の
理
論
は
、
ロ
ー
マ
法
の
考
究
か
ら
導
き
出

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
法
の
考
究
の
み
が
一
般
的
な
真
実
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
取
り
扱
う
使
命
が
絶
対
的
に
重
要
で
あ
り
、

且
つ
法
の
最
終
目
的
に
置
か
れ
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
解
決
の
種
類
も
ま
た
ロ
ー
マ
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
式
に
も
拘
わ

ら
ず
、
本
質
に
お
い
て
、
絶
対
的
に
正
し
い
も
の
、
耳
を
澄
ま
し
て
事
物
の
性
格
か
ら
学
び
取
ら
れ
た
も
の
と
性
格
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」。

（
57
） K

lem
ann

も
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
現
実
的
な
要
素
を
、R

udolf von Jhering und die H
istorische R

echtsschule, 

一
九
八
九
年
の
中

（
二
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
〇
二

で
、
繰
り
返
し
取
り
上
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
六
八
頁
、
一
九
二
頁
。
特
に
一
九
二
頁
で
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
のS

cherz und E
rnst

九
頁
に

あ
る
「
全
て
の
材
料
の
現
実
的
な
適
用
可
能
性
を
根
本
的
に
無
視
し
て
し
ま
う
│
歩
く
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
い
時
計
の
構
成
、
こ
の
中
に
こ
そ
、

災
い
が
潜
む
」
と
い
う
文
言
を
引
用
し
て
い
る
。

（
58
） Jhering, U

nsere A
ufgaben, Jahrbucher für D

ogm
atik 1 

（
一
八
五
七
年
）、
五
二
頁
以
下
、
そ
し
て
こ
れ
に
先
立
つ
四
一
頁
の

P
raxistest

を
参
照
。

（
59
） G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
一
三
頁
以
下
。

（
60
） Jhering, G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
一
八
七
五
年
、§
37, 

三
一
五
頁
。

（
61
） Jhering, U

nsere A
ufgabe, Jahrbucher für D

ogm
atik 1 

（
一
八
五
七
年
）、
一
一
頁
以
下
。

（
62
） Jhering, U

nsere A
ufgabe, Jahrbucher für D

ogm
atik 1 

（
一
八
五
七
年
）、
一
二
頁
。

（
63
） Jhering, U

nsere A
ufgabe, Jahrbucher für D

ogm
atik 1 

（
一
八
五
七
年
）、
一
三
頁
以
下
。K

roppenberg

は
、D

ie P
lastik des 

R
echts 

二
〇
一
五
年
、
三
五
頁
以
下
で
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
こ
の
法
学
的
美
へ
の
告
白
を
集
合
人
（
格
）（S

am
m
elpersönlichkeit

）
の
表
現
と

評
価
し
て
い
る
が
、
承
認
で
き
な
い
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
集
合
的
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
分
析
し
か
つ
形
成
す
る
の
で
あ
る
。K

roppenberg

が
三
八
頁
で
詳
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
っ
て
、
主
観
的
視
点
と
客
観
的
視
点
の
混
同
は
、
法
学
的
な
技
術
に
お
け
る
関
心
事
で
は
な
い
。

（
64
） 

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
二
男
（
一
八
五
三
│
一
九
一
九
）
で
あ
り
、
法
学
博
士
。
簡
易
裁
判
所
顧
問
官
、
後
に
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
法
律
顧
問
官
。

（
65
） 

彼
はL

iebig

の
弟
子
で
あ
る
が
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、K

lem
ann, R

udolf von Jhering und die H
istorische R

echtsschule, 

一
九
八
九
年
、
二
〇
〇
頁
以
下
。

（
66
） 

詳
し
く
は
、K

lippel

に
お
け
るR

udolf von Jhering an der L
udw

igs-U
niversität G

ießen, B
ehrends

編
集
のR

udolf von Jhering, 

B
eiträge und Z

eugnisse

、
第
二
版
、
一
九
九
三
年
、
三
一
頁
以
下
、
三
四
頁
に
お
け
る
記
述
を
参
照
の
こ
と
。

（
67
） Jhering, G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
七
八
頁
。

（
68
） Jhering, G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
七
九
頁
＝
第
三
版
、
一
八
七
五
年
、
三
五
一
頁
。

（
69
） Jhering, G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
一
版
、
一
八
五
八
年
、
三
八
九
頁
。

（
二
〇
二
）



ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
（
永
田
）

二
〇
三

（
70
） Jhering, G

eist Ⅰ

（
ロ
ー
マ
法
の
精
神
第
一
部
）、
第
一
版
、
一
八
五
二
年
、§
3, 

二
九
頁
。

（
71
） 

批
判
に
つ
い
て
は
、B

ehrends 

のIherings E
voltionstheorie des R

echts zw
ischen H

istorischer R
echtsschule und M

oderne, 

B
ehrends

編Jhering, Ist die Jurisprudenz eine W
issenschaft? 

所
収
、
一
九
九
八
年
、
一
一
五
頁
以
下
。

（
72
） Jhering, G

eist Ⅲ
, 1

（
ロ
ー
マ
法
の
精
神
第
三
部
第
一
巻
）、
第
二
版
、
一
八
七
一
年
、
三
〇
八
頁
以
下
は
、
法
学
的
弁
証
法
の
ま
や
か
し

に
向
け
ら
れ
て
い
て
、
概
念
が
創
造
主
の
役
割
に
昇
進
す
る
と
い
う
弾
劾
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
二
部
第
二
巻
に
お
け
る
彼
自
ら
の
叙

述
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
73
） 

従
っ
て
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
、
一
八
六
一
年
に
、
今
日
も
存
続
し
て
い
る
ド
イ
ツ
法
律
家
大
会
の
設
立
者
に
属
し
て
い
る
と
し
て
も
不
思
議
な

こ
と
で
は
な
い
。

（
74
） 

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
、
鑑
定
人
と
し
て
、
ギ
ー
セ
ン
大
学
の
評
議
学
部
の
枠
内
で
ば
か
り
で
な
く
、
法
学
評
議
会
で
も
意
見
を
聞
か
れ
て
い
る
。

バ
ー
ゼ
ル
の
要
塞
工
場
へ
の
所
有
権
の
帰
属
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
バ
ー
ゼ
ル=

ラ
ン
ト
と
バ
ー
ゼ
ル=

シ
ュ
タ
ッ
ト
と
の
間
に
争
わ
れ
た
事
件
に
お

い
て
、
質
問
を
受
け
た
。
パ
リ
の
会
社
は
、
パ
ル
タ
ス
で
港
湾
委
員
会
と
締
結
し
た
ダ
ム
の
建
設
に
つ
い
て
の
契
約
の
彼
の
側
の
解
除
が
法
律
上
有

効
で
あ
る
か
ど
う
か
の
鑑
定
を
望
ん
で
い
た
。
こ
の
質
問
は
、
一
八
八
七
年
当
時
、
多
額
の
報
酬
を
得
る
だ
け
で
な
く
、
よ
き
公
表
の
対
象
で
あ
り
、

高
い
名
声
の
鏡
で
あ
っ
た
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
こ
れ
を
享
受
し
た
。O

kko B
ehrends

編
集
、R

udolf von Jhering, B
eiträge und Z

eugnisse, 

一
九
九
二
年
、
八
二
頁
。
出
版
物
「R

echtsgutachten in der S
ache des U

nternehm
ens des H

afens zu P
atras

」
に
対
す
る
展
示
番
号

五
五
番
、 K

arlsbad 

一
八
八
七
年
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
令
息
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
の
一
八
八
七
年
九
月
八
日
付
け
書
簡
、
同
じ
展
示
会
の
カ
タ
ロ
グ

番
号
五
、
一
〇
五
頁
。

（
75
） Jhering, G

eist Ⅲ
, 1 

、
第
二
版
、
一
八
七
一
年
、
三
頁
。K

lem
ann

も
、
こ
の
歴
史
学
派
の
ロ
ー
マ
法
学
か
ら
の
転
換
に
つ
い
て
、R

udolf 

von Jhering und die H
istorsche R

echtsschule, 

一
九
八
九
年
、
一
九
六
頁
以
下
、
特
に
二
〇
四
頁
で
触
れ
て
い
る
。

（
76
） B

young Jo C
hoe, C

ulpa in contrahendo bei R
udolf von Jhering

（
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
お
け
る
契
約
締
結
上

の
過
失
）, G

öttingen 

一
九
八
八
年
。

（
77
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、C

hun-T
ao-L

ee, Jherings E
igentum

sbegriff . S
eine röm

ischrechtlichen G
rundlagen 

（
二
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
〇
四

und sein E
infl uss auf das B

G
B

（
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
所
有
権
概
念
：
そ
の
ロ
ー
マ
法
の
基
礎
と
ド
イ
ツ
民
法
典
へ
の
影
響
）、
二
〇
一
五
年
を
参
照
。

（
78
） B

ehrends, D
as R

echtsgefühl in der historisch-kritischen R
echtstheorie des späten Jhering. E

in V
ersuch zur 

Interpretation und E
inordnung von Jheings zw

eitem
 W

iener V
ortrag

（
後
年
の
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
歴
史
的
・
批
判
的
法
理
論
に
お
け
る

法
的
感
情
│
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
二
回
目
の
ウ
ィ
ー
ン
講
演
の
解
釈
と
秩
序
づ
け
の
試
み
）, N

apoli 

一
九
八
六
年
、
一
〇
〇
頁
以
下
。
同
じ
く
、

R
udolph von Jhering 

（1818-1892

）. D
er D

urchbruch zum
 Z

w
eck des R

echts

（
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
（
一
八
一
八
│

一
八
九
二
）
│
法
の
目
的
へ
の
突
破
（
方
向
転
換
））, F

ritz L
oos

編
集
のR

echtsw
issenschaft in G

öttinger Juristen aus 250 Jahren

、

一
九
八
七
年
、
所
収
、
二
二
九
頁
以
下
、
二
六
七
頁
。
二
六
七
頁
は
脚
注（
135
）も
参
照
。

（
79
） B

ehrends, D
as R

echtsgefühl

、
一
九
八
六
年
、
一
〇
三
頁
。
脚
注（
58
）。
こ
こ
で
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
のG

esit Ⅲ

、
第
四
版
、
三
四
〇

頁
（§

 60

）、
脚
注（
447
）ａ
及
びK

am
pf um

s R
echt

、
第
六
版
、
一
八
八
〇
年
、
二
〇
頁
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

（
80
） Jhering S

cherz und E
rnst in der Jurisprudenz　

（
法
律
学
に
お
け
る
戯
れ
と
真
面
目
）、
第
四
版
、
一
八
九
一
年
、
五
四
頁
、
五
七
頁

に
載
っ
て
い
る
。

（
81
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ベ
ー
レ
ン
ツ
が
、F

ritz L
oos

編
集
のR

echtsw
issenschaft in G

öttingen, G
öttingener Juristen aus 250 

Jahren

、
一
九
八
七
年
、
所
収
、R

udolph von Jhering 

（1818-1892

）. D
er D

urchbruch zum
 Z

w
eck des R

echts

、
二
二
九
頁
以
下
、

二
五
五
頁
に
お
い
て
、
説
得
的
に
述
べ
て
い
る
。

（
82
） Jhering, G

eist Ⅱ
, 2 

、
第
三
版
、
三
六
一
頁
以
下
。
脚
注（
506
）ａ
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
修
正
を
施
し
て
い
る
の
は
、
法
の
論
理
的
な
側
面
の

過
大
評
価
で
は
な
く
て
、
概
念
の
適
用
の
力
で
あ
る
。B

ehrends, E
volutionstheorie

、
一
九
九
八
年
、
一
二
六
頁
以
下
。

（
83
） Jhering, D

er K
am

pf um
’s R

echt

、K
lenner

版
、
一
九
九
二
年
、
四
五
頁
。

（
84
） K
lem

ann

は
、
そ
のR

udolf von Jhering und die H
istorische R

echtsschule

、
一
九
八
九
年
、
二
〇
四
頁
で
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
思
索

に
お
け
る
「
発
展
的
方
向
」（E

ntw
icklungsrichtung

）
と
言
っ
て
い
る
。

（
85
） B

ehrends

編
集
の
「R

udolf von Jehering, B
eiträge und Z

eugnisse
」
一
九
九
三
年
、
第
二
版
所
収
の
、R

udolf von Jhering, der 

R
echtsdenker der off enen G

esellschaft

、（
開
か
れ
た
社
会
の
法
思
想
家
、
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
）
一
〇
頁
を
参
照
。

（
二
〇
四
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
〇
五

金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状

│
特
に
契
約
締
結
前
の
注
意
義
務
に
つ
い
て

│
コ
ー
ジ
マ
・
メ
ラ
ー※

益　

井　

公　

司　
　

訳

Ⅰ
．
序
論

本
講
演
の
狙
い
は
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
ド
イ
ツ
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
に
つ
い
て
情
報

提
供
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
導
入
と
し
て
、
今
日
の
規
定
の
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
こ
こ
で
の
叙
述
が

ど
う
進
展
す
る
か
を
具
体
的
に
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
法
の
諸
規
定
は
、
一
九
九
〇
年
に
最
初
の
消
費
者
金
融
取
引
指
令
を
国
内
法
へ
転
換
し
て
以
後
現
在
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〔
共
通

翻　

訳

（
二
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
〇
六

の
〕
法
に
よ
っ
て
全
く
同
じ
よ
う
な
形
で
規
律
さ
れ
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
行
為
に
対
す
る
特

別
な
慣
行
に
関
す
る
伝
統
と
い
う
も
の
は
、
一
八
九
四
年
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す

（
1
）

。
民
法
典
を
準
備
し
て
い
た
時
代
に
、
当
時
の

人
々
は
、
独
自
の
割
賦
弁
済
法
（A

bzG

）
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
す
。

こ
の
法
律
〔
割
賦
弁
済
法
〕
の
改
正
以
後
、
と
り
わ
け
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
次
い
で
、
一
九
九
〇
年
に
お
い
て
、
割
賦
弁
済

法
及
び
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
消
費
者
金
融
取
引
指
令
（87/102/E

W
G

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
理
事
会
）
に
由
来
す
る
の
が
、
消
費
者

金
融
取
引
に
関
す
る
法
律
（V

erbrK
rG

）
な
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、
分
割
弁
済
取
引
行
為
な
い
し
は
一
部
弁
済
取
引
行
為
に
つ
い
て
だ
け

で
な
く
、
事
業
者
と
消
費
者
間
の
金
銭
消
費
貸
借
や
そ
れ
以
外
の
諸
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
契
約
の
た
め
に
諸
々
の
規
定
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
諸
規
定
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
指
令
作
成
者
が
示
し
た
準
則
に
従
っ
て
確
実
な
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
機
能
的
な
域
内
市
場
、

つ
ま
り
、
金
融
市
場
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
の
競
争
を
可
能
な
も
の
に
す
る
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
準
則
に
基
づ
い
て
、

貸
付
契
約
の
必
要
不
可
欠
な
内
容
が
規
律
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
貸
付
契
約
の
基
本
的
な
内
容
に
関
し
消
費
者
に
情
報
を
与
え
る

と
い
う
こ
と
が
、
保
障
さ
れ
、
さ
ら
に
、
支
払
条
件
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
あ
る
改
正
に
よ
り
、
こ
の
法
律

は
、
二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
の
債
務
法
の
改
正
の
際
に
、
民
法
典
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
ま
し
た

（
2
）

。
そ
れ
以
来
、
こ
の
法
律
に
お
け
る
ク

レ
ジ
ッ
ト
と
い
う
概
念
は
、
か
ろ
う
じ
て
散
発
的
に
利
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
金
銭
消
費
貸
借
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
契
約
が
、

法
体
系
の
出
発
点
と
し
て
選
び
出
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
は
、
支
払
い
猶
予
や
そ
の
他
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
支
援
措
置
、

特
に
、
一
部
弁
済
行
為
を
含
む
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
支
援
措
置
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
ま
す
（
五
〇
六
条
）。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
、
三
一
〇

条
三
項
の
消
費
者
契
約
、
つ
ま
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
四
条
に
い
う
事
業
者
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
条
に
い
う
消
費
者
と
の
間
の
貸
付
契
約
に
適
用
す
る

こ
と
が
で
ま
す
。
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
個
人
事
業
者
（E

xistenzgründer

）
も
保
護
領
域
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
（
五
一
二
条
）。

（
二
〇
六
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
〇
七

若
干
の
か
な
り
小
さ
な
改
正
と
並
ん
で
、
二
〇
一
〇
年
六
月
一
一
日
に
ド
イ
ツ
国
内
法
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の

第
二
次
指
令
（2008/48E

G

指
令
）
に
基
づ
く
消
費
者
金
融
取
引
法
の
大
き
な
改
正
が
存
在
し
ま
す
。
特
に
注
目
に
値
す
る
改
革
は
、
詳

細
に
規
律
さ
れ
た
前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
を
導
入
し
た
こ
と
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
上
、
撤
回
権
が
予
定
さ
れ
ま
し

た
が
、
撤
回
権
は
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
す
で
に
一
九
七
三
年
の
割
賦
弁
済
法
の
改
正
（A

bzG

一
条
）
以
来
現
在
ま
で
慣
行
と
い
う
べ
き

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
共
通
す
る
指
令
の
作
成
者
は
統
一
化
に
あ
た
っ
て
そ
の
戦
略
を
変
更
し
ま
し

た
。
か
つ
て
は
最
低
限
の
統
一
化
と
い
う
構
想
が
妥
当
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
最
大
限
の
統
一
化
と
い
う
こ
と
が
基
準
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
か
な
り
高
い
消
費
者
保
護
水
準
が
指
令
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
場
合
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
指
令
の
規
律
領

域
に
お
い
て
は
、
か
な
り
高
い
消
費
者
保
護
水
準
を
維
持
す
る
と
か
、
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
大
限
の
統
一

化
に
よ
っ
て
、
単
一
の
域
内
市
場
を
創
り
出
す
際
に
、
一
定
の
進
捗
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
改
正
は
、
住
居
不
動
産
金
融
取
引
指
令
（2014/17/E

U

）
に
遡
る
の
で
あ
り
、
そ
の
指
令
は
二
〇
一
六

年
三
月
二
一
日
に
ド
イ
ツ
国
内
法
へ
と
転
換
さ
れ
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り

（
3
）

、
か
つ
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
は

捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た

（
4
）

住
居
不
動
産
金
融
取
引
を
規
律
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
こ
の
最
新
の
改
正
は
、
特
に
役
立
つ
の
で
す
。

一
九
八
五
年
の
土
地
担
保
付
貸
付
の
た
め
の
指
令
提
案
は
、
成
功
し
ま
せ
ん
で
し
た

（
5
）

。
以
上
の
努
力
の
遺
産
と
し
て
二
〇
〇
一
年
に
行
動

規
範
集
（V

erhaltenskodex （
6
）

）
が
、
明
確
な
形
で
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
行
動
規
範
は
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
、
消
費
者
に

契
約
の
前
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
通
し
て
金
融
機
関
が
自
己
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
方
法
に
よ
り
、
不
動
産
金
融
取
引
に
あ
た
っ
て

さ
ら
な
る
透
明
度
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た

（
7
）

。
こ
の
よ
う
な
戦
略
が
あ
ま
り
役
立
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
や
最
終
的
に
は

金
融
危
機
が
、
新
し
い
指
令
の
背
景
を
な
し
て
い
る
の
で
す

（
8
）

。
新
た
な
指
令
を
国
内
法
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
異
な
る
理
解
の
仕

（
二
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
〇
八

方
（B

egriffl  ichkeit

）
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
一
般
的
な
消
費
者
消
費
貸
借
（
四
九
一
条
二
項
一
文
）
と
不

動
産
消
費
者
消
費
貸
借
（
四
九
一
条
三
項
一
文
）
と
に
区
別
さ
れ
ま
す
（
四
九
一
条
一
項
二
文
）。
そ
の
上
さ
ら
に
、
こ
の
機
会
は
、
追
加
的

な
消
費
者
保
護
規
定
を
民
法
典
中
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
撤
回
権
の
よ
う
な
重

要
な
消
費
者
保
護
規
定
は
、
無
償
の
消
費
貸
借
（
五
一
四
条
）
や
無
償
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
支
援
措
置
（
五
一
五
条
）
に
も
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す

（
9
）

。

金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
基
本
的
な
特
徴
に
つ
い
て
の
概
要
は
、
以
上
の
よ
う
な
導
入
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
従
っ
て
い
ま

す
（
Ⅱ
）。
次
に
第
二
の
段
階
と
し
て
、
二
〇
一
四
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
指
令
の
準
則
に
依
拠
す
る
新
た
な
改
革
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に

し
ま
す
（
Ⅲ
）。
特
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
貸
付
契
約
締
結
前
の
時
期
に
関
連
す
る
諸
規
定
で
す
（
Ⅳ
）。
最
後
に
消
費
者

金
融
取
引
法
の
動
向
を
見
出
し
、
よ
り
大
き
な
解
釈
論
上
の
関
連
の
中
で
そ
の
動
向
を
整
序
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅱ
．
金
融
取
引
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
基
本
的
特
徴
に
つ
い
て
の
概
観

消
費
者
金
融
取
引
法
に
お
い
て
は
、
私
法
上
の
消
費
者
保
護
が
有
す
る
よ
く
知
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
基
本
的
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
要
式
準
則
、
情
報
提
供
義
務
、
撤
回
権
、
片
面
的
強
行
法
の
規
定
、
脱
法
行
為
の
禁
止
と
い
っ
た
も
の
で
す
。

書
面
の
方
式
（Schriftform

）
は
、
一
二
六
条
に
の
っ
と
る
形
で
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
署
は
や
っ
と
二
〇
一
〇
年
六
月
一
一
日
よ

り
一
二
六
条
ａ
に
従
っ
た
電
子
的
方
式
に
よ
っ
て
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
た
め
に
は
電
子
署
名
が
必
要
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
機

会
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
す
で
に
あ
る
保
護
を
提
供
す
る
一
つ
の
方
式
準
則
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
の
要
式
規
定
は
、
情
報
提
供
義
務

と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
契
約
内
容
は
書
面
と
い
う
方
式
で
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
の

（
二
〇
八
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
〇
九

で
す
。
契
約
の
い
か
な
る
情
報
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
情
報
提
供
義
務
は
、
消
費
者
保
護
の
た
め
に
重
要
な
機
能
を
有
し
て
い
ま
す
。
情
報
提
供
義
務
は
過
去
数
十
年
間
絶
え
ず
拡
大
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
様
々
な
契
約
段
階
の
モ
デ
ル
に
の
っ
と
っ
て
、
前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
に
従
っ
て
、
契
約
締
結
に
当
た
っ
て
の
情

報
提
供
義
務
と
契
約
関
係
に
あ
る
間
の
情
報
提
供
義
務
が
区
別
さ
れ
ま
す

（
10
）

。
前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
一
一
日

に
消
費
者
金
融
取
引
指
令
（2008/48E

G

）
が
国
内
法
に
転
化
さ
れ
て
以
来
、
消
費
者
貸
付
契
約
に
関
し
て
制
定
法
上
明
確
な
形
で
規
律

さ
れ
て
い
ま
す
。
民
法
施
行
法
（
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
二
四
七
条
に
一
覧
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
個
々
の
事
柄
に
関
し
て
消
費
者
に
情
報
を

与
え
る
と
い
う
消
費
貸
借
の
貸
主
の
義
務
を
、
四
九
一
条
ａ
一
項
は
、
規
定
し
て
い
ま
す

（
11
）

。
そ
う
す
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
情
報
を
提
供

す
る
義
務
の
詳
細
は
、
民
法
施
行
法
が
持
つ
内
容
一
覧
か
ら
初
め
て
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
立
法
者
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
の

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
規
律
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
許
与
し
た
の
で
す
。
長
い
列
挙
が
そ
の
規
範
を
見
通
せ
な
い
も
の
に
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
避
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
す
。

前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
は
、
四
九
二
条
二
項
に
よ
り
必
要
不
可
欠
な
契
約
内
容
に
属
す
る
記
載
事
項
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
の
必

要
不
可
欠
な
契
約
内
容
の
詳
細
は
民
法
施
行
法
二
四
七
条
パ
ラ
グ
ラ
フ
六
〜
八
及
び
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
〜
一
三
ｂ
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
民
法
施
行
法
二
四
七
条
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
に
基
づ
く
前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
の
リ
ス
ト
は
、
長
文
の
も
の
で
、
次
の
も
の
を

含
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
消
費
貸
借
貸
主
の
名
前
と
住
所
、
実
質
的
な
年
間
利
息
、
借
入
利
率
（S

ollzinssatz

）、
契
約
の
有
効
期
間
、

個
々
の
割
賦
払
い
の
金
額
や
そ
の
回
数
及
び
そ
の
満
期
日
、
そ
の
総
額
、
支
払
条
件
、
そ
の
他
の
費
用
に
つ
い
て
の
表
示
、
遅
延
利
息
の

利
率
、
支
払
が
止
ま
っ
た
こ
と
の
結
果
に
つ
い
て
の
警
告
（W

arnhinw
eis

）、
撤
回
権
の
存
在
不
存
在
及
び
消
費
貸
借
借
主
の
権
利
に
関

す
る
情
報
を
指
摘
す
る
こ
と
、
貸
付
金
の
期
限
前
の
支
払
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
消
費
貸
借
の
借
主
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
貸
主
が
基

（
二
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
一
〇

本
的
に
契
約
締
結
の
用
意
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
四
九
二
条
ａ
二
項
に
よ
り
貸
主
に
対
し
て
そ
の
概
要
〔
基
本
設
計
〕（E

ntw
urf

）
が

ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
12
）

。

消
費
者
は
、
成
年
の
法
的
参
加
者
で
あ
り
、
提
供
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
提
案
さ
れ
て
い
る
契
約
の
利
益
と
負
担
に
つ
い
て
み
ず
か

ら
の
考
え
を
形
成
す
べ
き
で
あ
り
、
契
約
締
結
に
つ
い
て
自
己
の
決
定
を
そ
の
情
報
に
即
し
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
想
が
、
情

報
提
供
義
務
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
諸
々
の
情
報
提
供
義
務
は
、
情
報
提
供
モ
デ
ル
が
典
型
的
な
形
で
現
れ
た
も
の
で
あ

り
、
消
費
貸
借
の
借
主
が
「
確
実
な
」
決
定
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
も
の
な
の
で
す

（
13
）

。
批
判
は
、
十
分
な
情
報
提
供
を
消

費
者
達
は
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
非
常
に
広
く
流
布
し
て
お
り
、
そ
れ
を

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
同
僚
で
あ
る
シ
ュ
ル
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
、「
消
費
者
達
は
十
分
な
情
報
提
供
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

少
な
く
と
も
、
情
報
提
供
義
務
が
持
つ
有
効
性
の
限
界
を
凌
駕
し
て
い
る

（
14
）

」
と
い
う
命
題
に
要
約
し
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
情
報
提
供
義

務
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
の
私
的
自
治
に
よ
る
決
定
を
形
式
上
支
援
す
る
と
い
う
こ
と
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、

考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
利
用
さ
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
そ
れ
は
特
に
後
見
に
よ
る
保
護
監
督
下
に
置
く
と
い
う
こ
と
（B

evorm
undung

）
で
も
な
い
の
で
す
。
そ
の
際
、
誤
解
し
て
は
い
け

な
い
の
は
、
情
報
提
供
が
大
量
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
問
題
の
な
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
は
、
情
報
提

供
が
大
量
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
消
費
者
の
受
容
能
力
を
凌
駕
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
明
瞭
性
に
欠
け
る
か
ら
で
す
。

消
費
者
が
独
力
で
情
報
を
入
手
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
四
九
一
条
ａ
三
項
に
お
い
て
消
費
貸
借
の
貸
主
の
説
明
義
務
が
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
り
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
説
明
は
、
情
報
提
供
の
望
ま
し
い
効
果
を
、
諸
概
念
及
び
意
味
的
諸
連
関
を

消
費
者
に
明
確
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
の
も
の
で
す

（
15
）

。
こ
う
し
た
説
明
義
務
は
、
支
援
的
特
徴
を
有
し

（
二
一
〇
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
一
一

て
お
り
、
明
確
に
合
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
助
言
（B

eratung

）
に
劣
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
意
図
的
に
そ
う
し
て
い
る
し
、

同
時
に
ま
た
そ
れ
は
明
白
な
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
情
報
提
供
モ
デ
ル
は
、
契
約
内
容
に
も
関
連
し
ま
す
（
四
九
二
条
二
項
か
ら
七
項

（
16
）

）。
と
い
う
の
は
、
契
約
証
書
に
お
い
て
消
費
者

に
と
っ
て
重
要
な
全
て
の
観
点
を
明
文
と
い
う
形
で
規
律
す
る
こ
と
に
よ
り
、
記
入
さ
れ
た
義
務
や
権
利
に
つ
い
て
確
認
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
形
で
の
み
、
消
費
者
は
現
実
的
な
計
画
を
追
求
し
、
自
己
の
権
利
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

そ
の
処
理
が
し
ば
し
ば
数
年
を
越
え
て
続
く
消
費
貸
借
契
約
と
い
っ
た
継
続
的
債
務
関
係
に
お
い
て
は
、
情
報
提
供
義
務
は
、
契
約
の

有
効
期
間
内
に
お
い
て
も
、
消
費
者
保
護
の
有
効
な
手
段
と
な
り
う
る
の
で
す
。
二
〇
〇
八
年
八
月
以
来
、
一
つ
の
制
定
法
上
の
規
律
が

存
在
し
ま
す

（
17
）

。
消
費
者
は
、
利
率
が
変
更
さ
れ
る
前
に
、
消
費
貸
借
の
貸
主
が
そ
の
消
費
貸
借
を
新
た
な
期
間
を
越
え
て
許
与
す
る
用
意

の
あ
る
そ
の
取
引
条
件
に
つ
い
て
、
適
時
に
情
報
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、
融
資
が
か
な
り
多

く
の
部
分
に
わ
た
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
る
と
い
う
諸
ケ
ー
ス
が
そ
う
な
の
で
す
（
四
九
三
条
一
項
〜
三
項
）。

契
約
期
間
中
の
情
報
提
供
義
務
が
、
二
〇
一
六
年
三
月
一
六
日
以
来
、
ド
イ
ツ
の
独
自
性
と
引
き
換
え
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

消
費
者
が
、
自
己
の
振
替
口
座
に
お
い
て
、
か
な
り
長
い
期
間
を
越
え
て
当
座
貸
越
を
使
う
機
会
（Ü

berziehungsm
öglichkeit

）
を
必
要

と
す
る
場
合
に
、
五
〇
四
条
ａ
に
お
い
て
は
、
一
定
の
要
件
の
も
と
に
、
消
費
貸
借
の
貸
主
の
助
言
義
務
を
定
め
て
い
ま
す

（
18
）

。
も
っ
と

も
、
こ
の
助
言
は
強
制
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
り
正
確
に
言
う
と
、
消
費
者
は
こ
の
提
案
を
拒
絶
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

情
報
提
供
義
務
を
履
行
す
る
に
は
、
両
契
約
当
事
者
に
高
度
な
要
求
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法
律
に
適
合
し
た
行
為
を
簡
単
に
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
ひ
と
つ
の
説
明
シ
ー
ト
（M

erkblatt

）、
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
標
準
情
報
提
供
シ
ー
ト
（
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
）
を
消

（
二
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
一
二

費
貸
借
の
貸
主
は
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
標
準
情
報
提
供
シ
ー
ト
は
、
民
法
施
行
法
の
補
遺
に
お
い
て
公
表
さ
れ

る
と
と
も
に
指
令
の
基
準
値
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
説
明
シ
ー
ト
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
貸
借
の
貸
主
は
、
自
分
が
前
契

約
上
の
情
報
提
供
義
務
を
履
行
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
す

（
19
）

。

内
容
上
の
契
約
基
準
値
と
し
て
こ
の
よ
う
な
情
報
提
供
義
務
を
遵
守
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
四
九
四
条
に
お
い
て
規
律
さ
れ
て
い
る
細

分
化
さ
れ
た
制
裁
シ
ス
テ
ム
（System

 von　

Sanktionen

）
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
契
約
の
基
本
的
内
容
が
書
面
と
い
う
形
で
書

き
留
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
生
じ
る
要
式
違
反
の
典
型
的
な
効
果
は
、
四
九
四
条
一
項
に
よ
り
消
費
貸
借
契
約
を
無
効
に
す
る
こ
と

で
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
効
果
は
、
契
約
当
事
者
達
の
利
益
に
沿
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
消
費
貸
借
の
借
主
は
、
自
己
の
金
融
上

の
自
由
な
活
動
範
囲
を
広
げ
た
い
の
で
あ
り
、
消
費
貸
借
の
貸
主
は
、
貸
付
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
利
息
を
得
た
い
の
で
す
。
貸
付
金
を

受
領
し
た
こ
と
や
貸
付
金
を
請
求
し
た
こ
と
に
よ
り
、
要
式
の
瑕
疵
や
要
式
の
瑕
疵
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
無
効
が
治
癒
さ
れ
る
、
つ

ま
り
、
有
効
な
契
約
が
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
利
益
状
況
を
十
分
考
慮
し
た
の
で
す
（
四
九
四

条
二
項
一
文
）。
消
費
貸
借
の
貸
主
に
対
す
る
制
裁
は
、
表
示
の
欠
缺
や
瑕
疵
あ
る
表
示
が
、
法
律
上
定
め
ら
れ
た
内
容
に
よ
っ
て
補
充
さ

れ
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
（
四
九
四
条
二
項
二
文
〜
六
文
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
消
費
貸
借
契
約
の
諸
条
件
は
、
消
費
貸
借
の
借
主
に

と
っ
て
は
、
消
費
貸
借
の
貸
主
が
具
体
的
な
形
で
望
ま
し
い
内
容
を
契
約
内
に
書
き
込
ん
で
い
た
場
合
よ
り
も
有
利
な
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
借
受
利
息
、
実
質
的
な
年
利
や
総
額
が
、
決
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
（
同
二
項
二
文
）、
利
率
は
法
定
利
率
に
軽
減

さ
れ
ま
す

（
20
）

。
そ
の
他
の
費
用
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
は
債
務
と
し
て
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
（
同
四
項

一
文
）。

消
費
者
保
護
の
新
た
な
手
段
と
し
て
、
消
費
者
金
融
取
引
法
に
お
い
て
、
撤
回
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
四
九
五
条
一
項

（
21
）

）。
撤
回
は
そ

（
二
一
二
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
一
三

の
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
撤
回
は
、
消
費
者
が
、
契
約
に
対
す
る
自
己
の
決
定
を
も
う
一
度
よ
く
考
え
、

十
四
日
の
規
定
に
従
っ
た
期
間
内
に
（
三
五
五
条
二
項
）
契
約
か
ら
再
び
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
の
で
す

（
22
）

。
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
原
則
は
、
撤
回
が
法
的
に
許
さ
れ
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
の
み
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
守
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
撤
回
は
、
規
定
さ
れ
た
領
域
に
お
け
る
消
費
者
保
護
に
ふ
さ
わ
し
い
手
段
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、

貸
付
契
約
の
場
合
、
契
約
類
型
の
複
雑
さ
（K

om
plexität

）
及
び
長
い
期
間
に
わ
た
る
切
迫
し
た
拘
束
や
負
担
が
、
契
約
締
結
後
の
熟
慮

期
間
を
意
味
あ
る
も
の
と
思
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す

（
23
）

。

撤
回
は
消
費
者
金
融
取
引
指
令2008/48E

G

以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
お
い
て
も
定
着
し
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
お
い
て
は
、

撤
回
と
い
う
手
段
は
、
か
つ
て
は
規
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
撤
回
が
、
給
付
を
受
領
し
た
後
で
、
つ
ま
り
、
と
り
わ
け
貸
付
金
が

支
払
わ
れ
た
後
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
撤
回
は
三
五
七
条
ａ
に
よ
り
契
約
を
清
算
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
受
け
取
ら
れ
た
給

付
は
、
遅
く
と
も
三
〇
日
以
内
に
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
法
律
上
な
っ
て
い
ま
す
。
三
五
八
条
に
い
う
結
合
契
約
の
持
つ
諸
要

件
が
、
存
在
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
契
約
が
他
の
契
約
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。

消
費
者
保
護
手
段
の
リ
ス
ト
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
一
般
的
な
規
定
を
め
ぐ
っ
て
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
片
面
的
強

行
法
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
消
費
者
は
、
片
面
的
強
行
法
の
適
用
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
消
費
者
を
不
利
に
す
る
契
約
上

の
合
意
は
無
効
と
な
り
ま
す
（
五
一
二
条
一
文

（
24
）

）。
こ
れ
以
外
の
一
般
的
な
規
定
は
、〔
消
費
者
を
保
護
す
る
〕
諸
規
範
を
脱
法
す
る
契
約

形
成
に
か
か
わ
る
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
脱
法
的
契
約
に
も
消
費
者
保
護
規
定
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
適
用
さ
れ
る
の
で
す

（
五
一
二
条
一
文
）。
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
た
場
合
に
消
費
者
消
費
貸
借
法
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
限
度

（
二
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
一
四

を
下
回
る
多
く
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
る
貸
付
総
額
を
持
つ
契
約
形
成
を
そ
の
一
つ
の
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
四
九
一
条

二
項
二
文
一
号
）。
以
上
の
よ
う
な
印
象
深
い
形
で
形
成
さ
れ
た
消
費
者
金
融
取
引
法
は
、
そ
れ
を
私
は
こ
こ
で
決
し
て
論
じ
つ
く
す
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
二
〇
一
六
年
三
月
二
一
日
以
降
な
お
さ
ら
に
詳
細
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

Ⅲ
．
住
居
不
動
産
金
融
取
引
指
令2014/17E

U

の
国
内
法
へ
の
転
換
に
よ
る
改
革

二
〇
一
四
年
に
発
効
し
た
こ
の
指
令
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
消
費
者
金
融
取
引
法
の
不
備
を
補
う
も
の
で
す
。
序
論
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う

に
、
か
つ
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
の
担
保
付
貸
付
に
関
す
る
規
律
は
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た

（
25
）

。
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
す
で
に

二
〇
〇
二
年
に
違
っ
た
や
り
方
で
決
断
を
下
し
て
お
り
、
国
内
法
に
お
い
て
不
動
産
担
保
法
上
担
保
さ
れ
た
消
費
貸
借
を
四
九
一
条
以
下

の
保
護
領
域
に
取
り
込
ん
だ
の
で
す
。
立
法
者
は
こ
れ
を
通
常
高
額
な
貸
付
金
額
と
そ
の
よ
う
な
契
約
に
伴
う
危
険
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け

た
の
で
す

（
26
）

。
住
居
不
動
産
金
融
取
引
指
令
は
、
二
〇
一
六
年
三
月
二
〇
日
ま
で
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
様
式
に
比
べ
て
、

不
動
産
と
の
関
係
を
通
し
て
特
別
な
規
律
枠
組
み
を
維
持
し
て
い
る
消
費
貸
借
に
つ
い
て
新
た
な
概
念
を
定
義
し
て
い
ま
す
。
消
費
貸
借

概
念
の
拡
張
を
、
国
内
法
へ
転
換
す
る
法
律
は
、
四
九
一
条
以
下
の
適
用
領
域
に
つ
い
て
再
現
し
ま
し
た
。
四
九
一
条
三
項
に
よ
り
把
握

さ
れ
て
い
る
の
は
、
不
動
産
担
保
権
（G

rundpfandrecht

）
や
住
居
不
動
産
に
付
属
す
る
権
利
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
消
費
者
消
費

貸
借
契
約
（
同
一
号
）
や
土
地
の
所
有
権
を
取
得
し
た
り
、
維
持
す
る
こ
と
に
役
立
つ
か
、
現
存
の
建
物
や
建
築
予
定
の
建
物
に
役
立
つ

消
費
者
消
費
貸
借
契
約
（
同
二
号
）
な
の
で
す
。
住
居
と
し
て
は
役
立
た
な
い
土
地
や
建
物
も
捕
捉
さ
れ
て
い
ま
す
。
要
件
は
、
単
に
消

費
貸
借
の
借
主
が
消
費
者
と
し
て
そ
れ
ら
を
取
得
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
す

（
27
）

。
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
体
系
を
変
え
、
今
や
一
般

的
な
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
（
四
九
一
条
二
項
）
と
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
（
四
九
一
条
三
項
）
を
区
別
し
て
い
ま
す
。
不
動
産
消

（
二
一
四
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
一
五

費
者
消
費
貸
借
契
約
の
特
徴
は
、（
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
数
年
に
お
け
る
よ
う
に
）
そ
の
時
々
の
事
柄
の
性
質
に
よ
る
関
係
に

お
い
て
規
律
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

住
居
不
動
産
金
融
取
引
指
令
の
改
革
は
、
若
干
の
著
者
達
に
よ
っ
て
、「
諸
規
定
の
寄
せ
集
め
」
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
ま
し
た

（
28
）

。
相

互
の
関
係
を
作
り
上
げ
て
い
た
の
は
、
指
令
に
お
い
て
明
確
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
目
標
設
定
な
の
で
す
。
目
標
と
し
て
、
金
融
の
安

定
及
び
消
費
者
の
保
護
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
金
融
分
野
に
お
け
る
信
頼
は
、
金
融
市
場
の
危
機
に
よ
っ
て
非
常
に
動
揺
し
ま
し
た
が
、

し
っ
か
り
し
た
規
制
枠
組
み
に
よ
っ
て
金
融
分
野
の
信
頼
を
再
び
取
り
戻
そ
う
と
い
う
の
で
す

（
29
）

。
住
居
不
動
産
貸
付
の
際
の
負
債
や
債
務

超
過
を
、
こ
の
指
令
に
よ
っ
て
、
阻
止
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
し
た
貸
付
契
約
の
た
め
の
域
内
市
場
を
、
透
明
性
、
効
率
性
、
競

争
能
力
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
こ
う
し
た
諸
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
が
、「
首
尾
一
貫
し
柔
軟
性
の
あ
る
公

平
な
不
動
産
貸
付
契
約

（
30
）

」
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
う
し
た
不
動
産
貸
付
契
約
は
、
と
り
わ
け
、
よ
り
良
い
前
契
約
上
の
情
報
提
供

（
投
資
と
並
ん
で
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
七
条
と
関
連
す
る
四
九
一
条
ａ
）
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
、
貸
付
に
ふ
さ
わ
し
い
か
の
信
用
調
査
の
正
確
な

準
則
及
び
そ
の
準
則
に
よ
り
民
事
法
上
の
制
裁
を
科
す
こ
と
（
五
〇
五
条
ａ
〜
ｄ
）
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
消
費
者
保
護

や
金
融
の
安
定
性
の
保
障
と
並
ん
で
ま
た
、
指
令
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
不
動
産
消
費
者
貸
付
契
約
の
た
め
に
域
内
市
場
を
創
り
出
す
こ

と
、
つ
ま
り
は
、
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
か
ら
、
シ
ュ
ル
ン
ブ
ラ
ン
ト

（
31
）

の
言
葉
に
よ
る
と
三
つ
で
一
組
の
目
的

（Zw
ecktrias

）
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
加
盟
国
の
不
動
産
市
場
に
は
部
分
的
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
指
令
を
国
ご

と
の
国
内
法
に
転
換
す
る
た
め
に
、
最
少
調
和
化
（M

indestharm
onisierung

）
が
認
め
ら
れ
た
の
で
す
（
指
令2014/17/E

U

二
条
一
項

（
32
）

）。

例
外
を
形
成
し
て
い
る
の
は
、
前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
規
律
及
び
実
質
的
な
利
息
の
算
定
に
関
す
る
規
律
だ
け
な
の
で
す

（
二
条
二
項
）。
そ
れ
と
と
も
に
、
競
争
の
促
進
よ
り
も
消
費
者
保
護
に
優
位
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
法
的
な
諸
規
定
を

（
二
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
一
六

平
等
に
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
消
費
者
を
高
い
水
準
で
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
だ
か
ら
な
の
で

す
。外

国
通
貨
金
融
取
引
の
た
め
に
は
、
指
令
二
三
条
に
よ
り
、
そ
れ
に
適
し
た
規
律
枠
組
み
を
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
準

則
は
、
五
〇
三
条
と
い
う
形
で
国
内
法
に
転
換
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
為
替
相
場
が
、
重
大
な
結
果
を
招
く
形
で
、
つ
ま
り
二
〇

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
低
下
〔
悪
化
〕
し
た
場
合
に
、
契
約
関
係
に
あ
る
間
の
情
報
提
供
義
務
を
導
入
す
る
こ
と
が
、
補
充
的
に
必
要
な
の
で

す
（
四
九
三
条
四
項
）。
以
上
の
規
律
に
お
い
て
も
、
金
融
危
機
の
経
験
が
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、

Ｅ
Ｕ
内
に
お
い
て
法
の
統
一
化
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
す
で
に
不
動
産
消
費
者
金
融
取
引
で
は
一
つ
の
域
内
市
場
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
ま
た
、
活
動
自
身
に
対
す
る
標
準
化
さ
れ
た
諸
要
件
や
消
費
者
の
た
め
の
義
務
的
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
標
準
化
さ
れ
た
諸

要
件
を
確
定
す
る
た
め
に
、
消
費
者
の
任
意
の
相
談
（B

eratung

）
は
、
か
な
り
強
く
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
（
五
一
一
条

（
33
）

）。

指
令
が
有
す
る
改
革
の
関
心
事
に
つ
い
て
同
様
に
重
要
な
金
融
仲
介
法
（K

reditverm
itteilung

）（
六
五
五
条
ａ－

ｂ
）
の
領
域
は
、
わ

た
し
の
講
演
で
は
触
れ
な
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

こ
こ
で
述
べ
た
一
連
の
措
置
（M

aßnahm
enpaket

）
は
、
情
報
提
供
モ
デ
ル
や
責
任
の
重
い
信
用
付
与
の
原
則
に
基
づ
く
と
と
も
に
、

消
費
者
保
護
や
金
融
の
安
定
を
実
現
す
る
た
め
の
主
要
な
手
段
と
し
て
消
費
者
に
で
き
る
限
り
危
険
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
置
か
れ

て
い
ま
す

（
34
）

。
責
任
の
重
い
信
用
付
与
に
つ
い
て
の
手
本
を
う
ま
く
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
指
令2014/17/E

U

の
七
条
一
項
一
文
に
お

い
て
、
誠
実
義
務
準
則
（W

ohlverhaltensregel

）
と
し
て
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
消
費
貸
借
の
貸
主
は
、「
誠
実
、
信
頼
性
、
透
明
性
及
び

専
門
性
を
有
す
る
形
で
、」
行
動
す
べ
き
な
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
要
求
さ
れ
る
の
は
、
消
費
貸
借
の
貸
主
だ
け
で

（
二
一
六
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
一
七

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
こ
と
は
す
ぐ
に
後
で
示
す
つ
も
り
で
す
。

Ⅳ
．
貸
付
契
約
締
結
前
の
時
期
に
つ
い
て
の
諸
規
律
、
特
に
信
用
調
査
を
す
る
際
に
必
要
と
さ
れ
る
注
意

こ
の
改
革
は
、
前
契
約
上
の
段
階
と
い
う
領
域
に
重
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
の
場
合
、
消
費

貸
借
の
貸
主
に
適
用
さ
れ
る
前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
は
、
一
方
で
は
、
一
般
的
な
消
費
者
消
費
貸
借
に
対
す
る
二
〇
一
〇
年
以
来
存

在
し
て
い
る
準
則
に
適
合
す
る
も
の
で
す
が
、
他
方
で
は
、
特
別
な
や
り
方
で
、
形
成
さ
れ
て
い
ま
す

（
35
）

。
こ
う
し
た
特
別
な
形
で
形
成
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
の
際
、
信
用
調
査
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
い
ま
す
。

消
費
貸
借
の
貸
主
は
、
予
測
で
き
る
範
囲
内
で
、
消
費
貸
借
の
借
主
が
契
約
上
の
諸
義
務
を
規
則
通
り
き
ち
ん
と
守
る
こ
と
が
で
き
る
か

否
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
五
〇
五
条
ａ
一
項
二
文
、
旧
二
項
）。
政
府
草
案
の
趣
旨
説
明
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
調
査
と

結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
特
徴
は
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す

（
36
）

。
こ
の
よ
う
な
変
革
は
、
前
契
約
上
の
情
報
を
伝
達
す

る
た
め
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
点
は
、

│
消
費
貸
借
の
借
主
が
契
約
の
意
思
表
示
を
表
明
す
る
以
前
の
適

当
な
時
期
の

│
も
は
や
も
っ
と
も
遅
い
時
点
と
し
て
規
律
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
情
報
を
与
え

る
も
の
も
の
と
し
て
規
律
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
早
期
の
時
点
は
、

│
ま
た
こ
れ
は
一
つ
の
新
た
な
改
革
な
の
で
す
が

│
貸

付
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
の
行
動
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
貸
付
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
の
行
動
は
、
法
律
上
規
定

さ
れ
た
消
費
貸
借
の
貸
主
の
最
初
の
活
動
に
よ
っ
て
再
び
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
信
用
調
査
を
す
る
た
め
に
、
消
費
貸
借

の
貸
主
は
、
い
か
な
る
情
報
や
証
明
を
貸
主
が
必
要
と
す
る
か
を
、
消
費
貸
借
の
借
主
に
伝
え
る
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
締

結
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
を
準
備
す
る
た
め
の
、
強
制
的
と
言
わ
れ
て
い
る
信
用
調
査
が
な
さ
れ
る
こ
と

（
二
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
一
八

に
な
る
の
で
す
（
民
法
施
行
法
二
四
七
条
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
項
）。
つ
ま
り
、
相
互
関
係
に
あ
る
義
務
を
伴
っ
た
前
契
約
上
の
情
報
提
供
債

務
関
係
が
生
じ
る
の
で
す

（
37
）

。
潜
在
的
な
消
費
貸
借
の
借
主
に
、
協
力
義
務
は
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
借
主
は
信
用
調

査
を
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
基
礎
資
料
、
例
え
ば
、
口
座
残
高
明
細
書
、
給
与
明
細
書
、
土
地
登
記
簿
謄
本
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
す
。
こ
れ
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
と
い
う
第
二
段
階
に
至
る
の
で
す
。
消
費
貸
借
の
貸
主
は
、

貸
主
の
側
で
、
遅
滞
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
標
準
情
報
提
供
シ
ー
ト
説
明
書
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
情
報
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
（
民
法
施
行
法
二
四
七
条
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
項
）。
以
上
の
よ
う
な
第
二
段
階
は
、
住
居
不
動
産
金
融
取
引
指
令
に
よ
っ
て
強
制
的
な

形
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
、
拘
束
力
の
あ
る
形
で
規
律
さ
れ
た
準
則
だ
か
ら
な
の
で
す

（
38
）

。

信
用
調
査
は
、
本
来
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
支
援
措
置
た
め
の
二
〇
一
〇
年
の
指
令2008/48/E

G

を
ド
イ
ツ
国
内
法
に
転
換
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
す
で
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
旧
五
〇
九
条
）。
し
か
し
な
が
ら
、
公
的
利
益
に
あ
る
監
督
法
上
認
め
ら
れ
た
義
務
が
問

題
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
同
時
に
、
そ
の
保
護
義
務
の
侵
害
が
消
費
貸
借
の
借
主
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
も
た
ら
し
得
る
と
い
わ
れ
て
い

る
消
費
者
に
対
す
る
保
護
義
務
も
問
題
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
一
致
が
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す

（
39
）

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
は
、
信
用

調
査
の
た
め
の
こ
の
指
令2008/48E

G

が
債
務
超
過
や
支
払
い
不
能
と
い
う
危
険
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
、

独
自
に
消
費
者
を
保
護
す
べ
き
性
質
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
二
〇
一
四
年
に
確
定
し
ま
し
た

（
40
）

。
そ
れ
故
、
義
務
違
反
が
あ
っ

た
場
合
、
消
費
貸
借
の
貸
主
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
消
費
貸
借
の
借
主
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
民
事
法
上
の
義
務
が
問
題
と
な
る

と
い
う
形
で
、
二
〇
一
六
年
三
月
二
〇
日
ま
で
の
現
行
法
を
解
釈
す
る
こ
と
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、

信
用
調
査
を
新
た
に
作
り
上
げ
る
際
に
、
そ
の
捉
え
方
を
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
変
え
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
な
形
で
表
明
し
ま
し
た

（
41
）

。

以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
に
対
応
す
る
の
が
、
消
費
者
に
対
す
る
保
護
義
務
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

（
二
一
八
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
一
九

信
用
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
将
来
の
消
費
貸
借
の
貸
主
の
情
報
提
供
義
務
で
は
な
く
、
包
括
的
な
注
意
義
務
（Sorgfaltspfl icht

）
が
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
第
一
に
、
問
題
と
な
る
の
で
す
。
こ
の
調
査
の
形
態
は
、
こ
の
調
査
が
様
々
な
情
報
に
基
づ
き
注
意
深
く
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
、
そ
の
基
準
は
、
一
般
的
な
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
の
場
合
と
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借

契
約
の
場
合
で
異
な
っ
て
い
ま
す
。
住
居
不
動
産
金
融
取
引
指
令
の
こ
う
し
た
調
査
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
要
求
は
高
度
な
も
の
な
の
で
、

実
務
上
の
必
要
性
に
応
じ
て
い
る
の
が
、
一
般
的
な
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
の
た
め
の
費
用
を
よ
り
少
な
く
と
ど
め
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
五
〇
五
条
ｂ
一
項
に
お
い
て
、
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
の
た
め
の
規
律
に
つ
い
て
は
、
五
〇
五
条
ｂ
二
項
〜
四

項
、
五
〇
五
条
ｃ
に
お
い
て
、
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
住
居
不
動
産
金
融
取
引
指
令
の
高
度
な
要
求
は
、
指
令
の
七
条
に
示
さ
れ
て
い
る
い

わ
ゆ
る
誠
実
義
務
準
則
か
ら
説
明
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
貸
主
は
、「
消
費
者
の
権
利
お
よ
び
利
益
を
考
慮
し
て
、
誠
実
、
信
頼

性
、
透
明
性
及
び
専
門
性
を
有
す
る
形
で
」
行
動
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
信
用
調
査
に
対
し
て
消
費
貸
借
の
貸
主
が
負
う
義
務
は
、

以
上
の
準
則
を
重
要
事
項
と
い
う
形
で
具
体
化
し
た
も
の
な
の
で
す

（
42
）

。
こ
の
責
任
あ
る
与
信
原
則
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
再
び
、
非
常
に
適

切
な
も
の
と
な
る
の
で
す

（
43
）

。

不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
つ
も
り
が
あ
る
場
合
、
消
費
貸
借
の
貸
主
は
、
貸
し
付
け
に
値
す
る
か
と
い
う
問
い
に
対

す
る
資
料
を
分
析
し
評
価
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
資
料
は
貸
付
を
受
け
る
意
図
の
あ
る
人
の
情
報
提
供
に
基
づ
い
て
、
さ
ら

に
は
、
他
方
当
事
者
の
職
場
や
貸
付
仲
介
業
者
の
紹
介
に
対
す
る
回
答
に
基
づ
い
て
、
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
（
五
〇
五
条

ｂ
二
項
及
び
三
項
）。
貸
主
は
そ
れ
ら
の
情
報
を
適
切
な
形
で
再
検
討
し
、
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
自
主
的
に
再
検
査
す
る
こ
と
の
で

き
る
書
類
を
さ
ら
に
調
査
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
、
貸
主
は
、
以
上
の
こ
と
を
基
礎
に
し
て
、
責
任
の
あ
る
評
価
を
な
し
、

貸
し
付
け
に
値
す
る
か
の
調
査
〔
信
用
調
査
〕
の
結
論
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

（
44
）

。
そ
の
結
論
が
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
な
っ
た

（
二
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
二
〇

場
合
、
五
〇
五
条
ａ
一
項
二
文
は
、
消
費
貸
借
契
約
の
締
結
を
禁
止
す
る
よ
う
定
め
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
不
動
産
消
費
貸
借
契
約
の

場
合
に
、
消
費
貸
借
の
借
主
が
消
費
貸
借
契
約
と
関
連
す
る
自
己
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
公
算
が
大
き
い

と
き
に
は
、
消
費
者
と
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
般
的
な
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
の
場
合
に
は
、
そ
の
点
に
著

し
い
疑
念
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
足
り
ま
す
。

消
費
貸
借
の
貸
主
が
信
用
調
査
を
実
施
し
な
か
っ
た
と
か
、
義
務
に
か
な
う
形
で
実
施
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
消
費
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
の
結
果
は
、
五
〇
五
条
ｄ
に
事
細
か
な
形
で
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も

ま
ず
、
そ
の
信
用
調
査
の
診
断
が
い
か
な
る
結
果
に
至
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
り
区
別
し
て
い
ま
す
。
消
費
貸
借
契
約
が
無

効
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
診
断
が
好
ま
し
い
も
の
と
な
る
場
合
に
は
、
個
々
の
契
約
上
の

制
裁
は
存
在
し
ま
せ
ん

（
45
）

。

好
ま
し
く
な
い
診
断
が
後
か
ら
突
き
止
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
消
費
貸
借
の
借
主
に
対
し
て
優
遇
措
置
が
働
き
ま
す
。
利
息
の
取
り
決

め
（
固
定
利
率
か
変
動
利
率
か
）
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
利
率
は
消
費
貸
借
の
貸
主
の
不
利
に
調
整
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
消
費
貸

借
の
借
主
は
、
そ
の
契
約
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
貸
付
金
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
る
使
用
利
益
に
対
し
、
た
と
え
か
な
り

少
額
の
利
息
で
あ
っ
て
も
、
利
息
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
利
息
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
利
得
の
調
整
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
す

（
46
）

。
契
約
上
合
意
さ
れ
た
利
息
〔
約
定
利
息
〕
と
違
っ
て
い
る
の
は
、
消
費
貸
借
の
貸
主
が
、
信
用
調
査
義
務
に
違
反

し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
消
費
貸
借
の
貸
主
に
対
す
る
制
裁
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
消
費
貸
借
の
借
主
は
、
期
間
を
遵
守
す
る

こ
と
な
く
、
ま
た
損
害
賠
償
義
務
（
五
〇
二
条
に
よ
る
弁
済
期
前
の
損
害
賠
償
）
を
負
う
こ
と
な
く
、
そ
の
消
費
貸
借
契
約
を
解
除
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
消
費
貸
借
の
借
主
に
対
し
て
以
上
の
よ
う
な
優
遇
措
置
を
と
る
た
め
に
、
消
費
貸
借
の
貸
主
に
対
す
る
不
利
益
が
生
じ
る

（
二
二
〇
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
二
一

の
で
す
。
つ
ま
り
、
消
費
貸
借
の
借
主
が
そ
の
貸
付
に
対
し
て
利
息
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
消
費
貸
借
の
貸
主
に
そ
の
消

費
貸
借
契
約
か
ら
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
消
費
貸
借
の
貸
主
は
そ
の
損
害
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

個
別
的
な
利
益
に
つ
い
て
は
、
留
保
が
存
在
し
、
そ
の
留
保
の
も
と
に
制
裁
の
体
系
が
う
ま
く
働
く
の
で
す
。
五
〇
五
条
ｂ
三
項
は
、

借
主
が
情
報
を
故
意
や
重
過
失
で
誤
っ
た
形
で
提
供
し
た
り
、
全
く
提
供
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
消
費
貸
借
の
借
主
の
た
め
の
優
遇
措

置
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
抗
弁
は
、
悪
意
の
抗
弁
（exceptio doli （

47
））、

つ
ま
り
、
請
求
を
受

け
て
い
る
者
が
信
義
誠
実
の
原
則
を
援
用
す
る
こ
と
を
鏡
に
映
し
た
像
〔
の
よ
う
に
左
右
逆
に
な
っ
た
も
の
〕
と
し
て
の
悪
意
の
抗
弁
に

相
当
す
る
も
の
で
す
。
消
費
貸
借
の
借
主
が
、
優
遇
措
置
の
要
件
、
つ
ま
り
、
信
用
調
査
の
瑕
疵
を
悪
意
あ
る
行
為
自
体
で
引
き
起
こ
し
、

信
義
誠
実
の
原
則
を
的
確
に
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
協
力
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
借
主
は
優
遇
措
置
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
（
48
）

。こ
の
よ
う
な
前
契
約
上
の
義
務
を
信
用
調
査
や
そ
の
調
査
が
持
つ
制
裁
措
置
の
流
れ
に
沿
っ
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
前
契
約

上
の
義
務
が
持
つ
多
様
性
を
は
っ
き
り
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
己
の
財
産
状
態
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
不
動
産

消
費
者
消
費
貸
借
契
約
〔
の
締
結
〕
を
望
ん
で
い
る
者
の
負
う
義
務
が
存
在
す
る
の
で
す
（
民
法
施
行
法
二
四
七
条
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
項
に

関
連
す
る
四
九
一
条
ａ
一
項
）。
更
に
、
将
来
消
費
貸
借
の
貸
主
と
な
る
人
は
、
自
分
に
届
け
ら
れ
た
情
報
を
調
査
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す

（
五
〇
五
条
ｂ
三
項
、
土
地
担
保
法
上
担
保
さ
れ
た
貸
付
に
対
す
る
五
〇
五
条
ｃ
に
お
い
て
は

│
注
意
義
務
と
い
う

│
特
色
を
持
つ
）。
さ
ら
に
、

将
来
消
費
貸
借
の
貸
主
と
な
る
人
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
貸
付
に
値
す
る
か
の
信
用
調
査
自
体
に
関
連
す
る
資
料
を
収
集
整

理
す
る
義
務
や
保
存
す
る
義
務
で
あ
り
（
五
〇
五
条
ｂ
四
項
や
五
〇
五
条
ｃ
三
号
）、
調
査
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
義
務
に
適
う
も
の
で

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
調
査
を
や
り
直
す
義
務
な
の
で
す
。
こ
の
調
査
の
や
り
直
し
は
、
規
定
の
構
造
か
ら
し
て
、
五
〇
五
条
ｄ
に

（
二
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
二
二

よ
る
制
裁
を
決
め
る
た
め
の
前
提
要
件
と
な
っ
て
い
ま
す

（
49
）

。
五
〇
五
条
ｄ
は
、
多
様
な
制
裁
を
表
し
て
お
り
、
そ
の
多
様
な
制
裁
は
両
契

約
当
事
者
が
そ
の
義
務
を
履
行
し
て
い
る
か
否
か
に
左
右
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
再
び
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
相
互
的
な
義

務
で
あ
る
前
契
約
上
の
情
報
提
供
債
務
関
係
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
と
り
わ
け
、
不
動
産
消
費
者
消
費
貸

借
契
約
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
の
事
業
者
に
対
し
て
は
高
度
な
注
意
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
消
費
者
も
、
信
用
調
査
が
う
ま
く
い
く
こ
と
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
の
で
す

（
50
）

。

Ⅴ
．
消
費
者
金
融
取
引
法
の
傾
向
と
そ
の
傾
向
が
有
す
る
解
釈
論
上
の
関
係

こ
の
新
た
な
指
令
、
つ
ま
り
、
こ
の
指
令
を
ド
イ
ツ
国
内
法
に
転
換
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
的
自
治
を
強
化
す
る
の
か

（
51
）

、
あ
る
い

は
、
消
費
貸
借
の
借
主
の
利
益
を
守
る
、
つ
ま
り
、
い
わ
ば
、
借
主
の
事
務
処
理
を
す
る
者
と
し
て
行
動
し
、
基
本
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
利

害
関
係
を
も
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
の
相
手
方
と
し
て
は
行
動
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
消
費
貸
借
の
貸
主
に
義
務
付
け
る
後
見
的
モ
デ
ル
に
席
を

譲
り
、
私
的
自
治
を
弱
め
る
の
で
し
ょ
う
か

（
52
）

。

強
行
法
と
い
う
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
は
、
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
の
領
域
に
お
い
て
も
、
消
費
者
を

形
式
に
従
っ
た
形
で
支
援
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
と
も
に
、
消
費
者
が
私
的
自
治
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
こ
と
に
役
立
つ
の
で
す
。
消
費

者
が
ど
う
し
て
も
受
取
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
報
の
提
供
が
重
要
な
の
で
す
。
後
見
監
督
を
話
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

後
見
監
督
は
、
信
用
調
査
に
よ
っ
て
な
さ
れ
得
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
信
用
調
査
は
、
金
融
機
関
が
、
五
〇
五
条
ｂ
の
好
ま
し
く
な
い

結
果
に
さ
ら
さ
れ
な
い
た
め
に
、
自
分
の
潜
在
的
な
顧
客
に
危
険
な
融
資
を
拒
絶
す
る
と
い
う
こ
と
を
結
果
的
に
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
適
切
な
評
価
を
す
る
た
め
に
は
、
次
の
二
つ
の
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
つ
に
は
、
危
険
を
責
任

（
二
二
二
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
二
三

あ
る
形
で
評
価
す
る
こ
と
は
、
監
査
法
上
も
金
融
機
関
の
義
務
に
な
っ
て
お
り
、
私
法
上
に
お
い
て
の
み
金
融
機
関
の
義
務
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
た
も
う
一
つ
に
は
金
融
機
関
は
、
消
費
貸
借
の
債
務
者
が
の
ち
に
な
っ
て
貸
付
に
値
し
な
い
と
い
う
こ
と
が

判
明
し
た
場
合
に
は
、
権
利
追
及
費
用
と
い
っ
た
諸
結
果
の
責
任
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
破
産
に
よ
る
債
務

者
の
損
失
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
信
用
調
査
の
責
任
は
、
そ
の
う
え
、
両
契
約
当
事
者
の
双
肩
に
か
か
っ
て
い
る
の
で

す
。
と
い
う
の
は
、
で
き
る
だ
け
信
頼
で
き
る
診
断
を
す
る
に
は
、
潜
在
的
な
消
費
貸
借
の
借
主
が
ど
の
よ
う
な
情
報
を
提
供
す
る
か
と

い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

不
動
産
消
費
者
貸
付
の
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
が
、
か
な
り
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
望
ま
し
い
こ
と
な
の
で
す

（
53
）

。
ま
さ

に
以
上
の
よ
う
な
帰
結
こ
そ
が
、
金
融
危
機
と
い
う
背
景
を
前
に
し
て
、
な
そ
う
と
し
た
こ
と
な
の
で
す
。
消
費
者
金
融
取
引
法
に
対
す

る
こ
う
し
た
諸
傾
向
を
し
っ
か
り
維
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
の
た
め
に
、
相
互
の
義
務
を
内
容
と
す
る

前
契
約
上
の
義
務
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
消
費
貸
借
関
係
に
基
づ
く
義
務
に
関
す
る
透
明
度
を
得

よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
や
契
約
の
修
正
や
終
了
に
向
け
ら
れ
て
い
る
権
利
に
関
す
る
透
明
度
を
得
よ
う
と
努
め
る
こ
と
は
、
契
約
の
種
々

の
段
階
に
お
い
て
情
報
提
供
義
務
を
多
種
多
様
な
形
で
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
た
ら
す
の
で
す
。

撤
回
の
可
能
性
に
対
す
る
関
係
は
、
新
た
な
議
論
の
対
象
と
な
り
う
る
で
し
ょ
う
。
適
切
か
つ
早
期
に
情
報
提
供
さ
れ
た
消
費
者
は
、

か
な
り
の
数
の
人
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
撤
回
と
い
っ
た
手
段
を
必
要
と
し
な
い
の
で
す

（
54
）

。
こ
う
し
た
批
判
に
応
じ
る
一

つ
の
新
た
な
手
段
を
、
指
令
作
成
者
は
、
熟
慮
期
間
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
用
意
し
た
の
で
す
。
契
約
締
結
前
の
こ
の
よ
う
な
熟
慮

期
間
を
、
さ
ら
に
撤
回
と
同
じ
よ
う
な
観
点
か
ら
、
つ
ま
り
、
契
約
の
拘
束
力
が
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
情
報
提
供
義
務
が
支
え
る
の

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
観
点
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
、
質
的
に
変
わ
っ
た
状
況
を
も
た
ら
す
よ
う
に
私
に
は

（
二
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
二
四

思
え
る
の
で
す
。
契
約
以
前
の
段
階
が
、
最
善
の
情
報
提
供
に
使
わ
れ
る
な
ら
ば
、
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
決
定
を
し
た
後
に
、
契
約
の
効

力
や
新
た
な
理
由
な
し
に
そ
の
契
約
を
解
消
す
る
こ
と
に
つ
い
て
熟
慮
す
る
た
め
の
短
い
期
間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
消
費
者
に
と
っ

て
便
利
な
保
護
措
置
な
の
で
す

（
55
）

。
消
費
者
保
護
の
二
つ
の
主
要
な
手
段
が
並
存
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
期
間
が

撤
回
の
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
に
も
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
通
常
の
期
間
と
し
て
の
一
四
日
や
撤
回
に
関
連
す
る
情
報
提
供
義
務

に
違
反
し
た
場
合
に
一
年
と
一
四
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
は
、
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
（
三
五
六
条
二
項
二
文
）
の
場
合
、
事
業
者

サ
イ
ド
に
と
っ
て
も
判
断
の
基
礎
を
作
り
出
し
ま
す

（
56
）

。
そ
れ
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
事
情
に
よ
っ
て
は
永
久
的
な
撤
回
権
を

め
ぐ
る
最
近
と
く
に
激
し
く
な
さ
れ
た
議
論
の
後
に
、
ひ
と
つ
の
耐
え
う
る
妥
協
案
を
見
出
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う

（
57
）

。

諸
テ
ー
ゼ

1
．
金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
は
、
契
約
の
複
雑
性
、
し
ば
し
ば
長
い
有
効
期
間
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
消
費
者
が

典
型
的
、
構
造
的
に
弱
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

2
．
金
融
危
機
は
、
と
り
わ
け
、
不
動
産
消
費
者
金
融
取
引
の
領
域
に
お
い
て
、
貸
付
が
常
に
増
加
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
賢
明
な
目

標
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
認
識
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
両
契
約
当
事
者
の
個
人
的
な
利
益
や
金
融
市
場
の
安
定
と
い
う
利

益
に
お
い
て
重
要
な
の
で
す
。

3
．
消
費
貸
借
の
貸
主
の
情
報
提
供
義
務
や
消
費
貸
借
の
借
主
を
信
用
調
査
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
、
消
費
者
保
護
や
金
融
市
場
の
安

定
を
改
善
す
る
た
め
の
有
効
な
手
段
な
の
で
す
。

4
．
貸
付
に
値
す
る
か
の
信
用
調
査
を
な
す
こ
と
は
、
相
互
的
な
義
務
を
伴
う
前
契
約
上
の
情
報
提
供
債
務
関
係
に
行
き
着
く
こ
と
に
な

（
二
二
四
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
二
五

り
ま
す
。
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
に
対
す
る
診
断
（P

rognose

）
は
、
一
般
的
な
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
に
対
す
る
も
の
よ
り

も
厳
格
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
貸
付
金
額
は
高
額
な
も
の
で
す
し
、
不
動
産
に
関
連
す
る
こ
と
に
よ
り
、

生
活
を
形
成
す
る
重
要
な
基
礎
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

5
．
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
が
非
常
に
制
限
さ
れ
た
形
で
締
結
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
き
に
は
、
他
の
融
資
の
可
能
性
が
新

た
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
り
、
人
的
担
保
が
新
た
に
重
要
と
な
る
の
で
す
。

注※
こ
の
講
演
は
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
で
民
法
及
び
ロ
ー
マ
法
の
教
授
で
あ
る
著
者
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
五
日
に
、
東
京
に
あ
る
日
本
大

学
の
招
聘
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
） V

gl. dazu H
istorisch-kritischer K

om
m
entar zum

 B
G
B
 

（H
K
K

）-L
am

m
el, §

§
 488-512, R

nn. 37 ff .

（
2
） H

K
K
-B

G
B
-F

rank L
. S

chäfer, §
§

 488-512, R
nn. 55 ff .

（
3
） 

二
〇
一
六
年
三
月
二
〇
日
ま
で
の
文
言
で
の
五
〇
三
条
（§

 503 in der F
assung bis zum

 20.3.2016.

）

（
4
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
の
前
に
、
担
保
法
の
統
一
化
が
な
さ
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

担
保
法
、
つ
ま
り
、
ユ
ー
ロ
抵
当
、
の
草
案
が
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

S
chürnbrand, D

ie R
ichtlinie für W

ohnim
m
obilienkreditverträge für V

erbraucher, Z
B
B
 2014, 169.

（
5
） P

iekenbrock, D
ie geplante U

m
setzung der W

ohnim
m
obilienkreditvertragsrichtlinie, G

P
R
 2015, 26 f.

（
6
） E
m
pfehlung 2001/193/E

G
 der K

om
m
ission vom

 1.3.2001, A
B
l N

r. L
 69/25 v. 10.3.2001.

（
7
） R

ott, D
ie neue Im

m
obiliarkredit-R

ichtlinie 2014/17/E
U
 und ihre A

usw
irkungen auf das deutsche R

echt, B
K
R
 2015, 8 f.; 

K
linger, E

thik und R
echt im

 K
reditgeschäft, , 2016, S

. 320 ff .

（
二
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
二
六

（
8
） S

chäfer, W
ohnim

m
obilienkreditrichtlinie, G

eschichte und U
m
setzung im

 V
erbraucherdarlehensrecht, V

uR
 2014, 208 und 

212. 

行
動
規
範
集
の
効
力
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
否
定
的
な
分
析
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
リ
ン
ガ
ー
（K

linger

）
は
、
指
令 2008/48/E

G
 

や

指
令 2014/17/E

U
 

に
お
け
る
前
契
約
上
の
情
報
提
供
義
務
に
対
し
て
こ
の
行
動
規
範
集
が
持
つ
「
パ
イ
オ
ニ
ア
機
能
」
を
明
確
に
示
す
と
同
時

に
こ
の
行
動
規
範
集
に
明
確
な
形
で
示
さ
れ
た
諸
義
務
は
今
現
在
法
律
上
採
用
さ
れ
た
諸
義
務
よ
り
も
ず
っ
と
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、E

thik und R
echt im

 K
reditgeschäft

の
三
四
一
頁
以
下
、
特
に
三
五
一
頁
以
下
に
お
い
て
、
肯
定
的
な
全
体
評
価

に
至
っ
て
い
る
。

（
9
） B

ülow
/A

rtz, U
nentgeltliche K

reditverträge ‒ ein neues P
aradigm

a im
 deutschen V

erbraucherprivatrecht, Z
IP

 2016, 1204 

ff .; S
chürnbrand, V

erbraucherschutz bei unentgeltlichen F
inanzierungen, W

M
 2016, 1105 ff .

（
10
） 

宣
伝
広
告
の
局
面
に
関
し
て
は
、
消
費
者
信
用
指
令
四
条
を
国
内
法
化
す
る
に
あ
た
り
、
同
様
に
価
格
表
示
法
（P

reisangaben-V
O

）
六
条

ａ
〜
六
条
ｃ
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
諸
規
定
が
導
入
さ
れ
た 

。

（
11
） B

eckO
K
 B

G
B
 / C

osim
a M

öller, §
 491a, R

n. 6 ff .; B
eckO

G
K
 / K

nops B
G
B
 §

 491a, R
n. 7ff .

（
12
） B

eckO
K
 B

G
B
 / C

osim
a M

öller, §
 491a, R

n. 12 f.

（
13
） 

消
費
者
金
融
取
引
指
令
六
条
一
項2008/48/E

G
 

（A
rt. 6 A

bs. 1 V
erbrK

rR
L
 2008/48/E

G

）. 

こ
の
基
本
像
に
つ
い
て
は
、S

chm
olke 

の
詳
細
な
叙
述
、『
契
約
に
お
け
る
自
己
形
成
の
限
界
（G

renzen der S
elbstbindung im

 V
ertragsrecht

）』
二
〇
一
四
年
、
七
三
六
頁
以
下
特

に
七
七
八
頁
、
お
よ
び
改
善
の
提
案
に
至
る
批
判
的
な
評
価
を
す
る
八
四
七
頁
以
下
を
見
よ
。

（
14
） S

chürnbrand, D
ie R

ichtlinie über W
ohnim

m
obilienkreditverträge für V

erbraucher, Z
B
B
 2014, 174. 

シ
ュ
ビ
ン
ト
ビ
ス
キ
ィ
ー

（S
chw

intow
ski

）
は
、
…
我
々
は
な
に
を
な
す
か
を
知
ら
な
い
の
で
、 V

uR
 2016, S

. 241 f. 

で
、
以
上
の
こ
と
を
背
景
に
し
て
、
情
報
提
供
義

務
に
対
す
る
事
前
評
価
（W

irkungsanalysen zu den Inform
ationspfl ichten

）
を
提
案
し
、
そ
こ
で
は
、
専
門
家
、
例
え
ば
、
専
門
的
な
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
〔
助
言
者
〕
や
仲
介
業
者
、
に
と
っ
て
収
益
上
重
要
な
情
報
と
消
費
者
が
決
定
を
す
る
際
に
問
題
と
な
る
消
費
者
に
と
っ
て
重
要
な
情

報
と
の
違
い
が
い
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
彼
は
、
重
要
性
を
基
準
と
す
る
情
報
概
念
を
展
開
す
る
。

（
15
） B

eckO
K
-B

G
B
 - C

osim
a M

öller, §
 491a R

n. 14 ff .

（
二
二
六
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
二
七

（
16
） 

シ
ュ
ル
ン
ブ
ラ
ン
ト
（S

chürnbrand

）
は
、（
前
注
4
）、

 Z
B
B
 2014, S

. 174 

で
、
情
報
提
供
の
こ
の
よ
う
な
重
複
を
「
う
ま
く
い
っ
た
場
合

で
も
」
不
必
要
な
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
契
約
前
に
情
報
提
供
さ
れ
た
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
契
約
内
容
に
な

る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
適
切
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
契
約
前
に
情
報
提
供
さ
れ
た
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く

契
約
内
容
に
な
る
こ
と
を
、
一
般
的
に
出
発
点
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
シ
ュ
ル
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
訴
え
て
い
る
〔
提
供
さ
れ
た
情
報
と
契
約
内
容

が
〕
乖
離
し
た
場
合
の
混
乱
と
い
う
も
の
は
、
結
局
、
消
費
者
が
貸
主
た
ち
か
ら
知
識
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
り
改
善
さ
れ
な
い
こ
と
に

な
る
。

（
17
） 

当
時
は
四
九
二
条
ａ
と
い
う
形
で
、
今
日
で
は
四
九
三
条
と
い
う
形
で
規
律
さ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

但
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

eckO
K
-B

G
B
-C

osim
a M

öller, §
 504a, R

n. 1-9.

を
見
よ
。

（
19
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
標
準
書
式
、
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
標
準
情
報
提
供
シ
ー
ト
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
標
準
情
報
提
供
シ
ー
ト
説
明
書
（E

S
IS

-

M
erkblatt

））

│
そ
れ
は
民
法
施
行
法
の
補
遺
〔
添
付
書
類
〕
六
と
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
が

│
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
標
準
情
報
提
供
シ
ー
ト
の
規

定
お
よ
び
そ
の
効
力
に
つ
い
て
は
、 Schürnbrand, G

esetzliche M
uster im

 V
erbraucherschutzrecht, JZ

 2015, 974 ff .

（
20
） 

法
定
利
率
は
、B

G
B

二
四
六
条
で
〔
年
〕
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
項
が
持
っ
て
い
る
制
裁
的
効
力

（S
anktionsw

irkung

）
を
妨
げ
な
い
た
め
に
、
約
定
利
率
が
法
定
利
率
よ
り
低
い
場
合
、
約
定
利
率
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
低
金
利
の
局

面
に
お
い
て
は
必
要
と
な
り
う
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、M

üK
oB

G
B
 / S

chürnbrand §
 494, R

n. 29; B
eckO

K
 B

G
B
 / C

osim
a 

M
öller, §

 494, R
n. 14.

を
参
照
。

（
21
） B

eckO
G
K
 / K

nops B
G
B
, §

 495, R
n. 1ff .; B

eckO
K
 B

G
B
 / C

osim
a M

öller, §
 495, R

n. 1 ff .

（
22
） 

こ
の
期
間
は
、
二
〇
一
四
年
及
び
二
〇
一
六
年
の
新
規
定
に
よ
っ
て
、
不
動
産
消
費
者
消
費
貸
借
の
場
合
、
最
長
で
、
一
年
と
一
四
日
ま
で
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
（
三
五
六
条
ｂ
二
項
二
文
）、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

eckO
K
 B

G
B
 / M

üller-C
hristm

ann, §
 356b, R

n. 1 ff 

（
23
） S

chm
olke, G

renzen der S
elbstbindung im

 V
ertragsrecht

（
契
約
法
に
お
け
る
自
己
拘
束
の
限
界
）,2014, S

. 863 ff . 

は
、
正
当
化
に

「
内
因
的
で
あ
る
が
し
か
し
ま
た
外
因
的
で
も
あ
る
選
択
障
害
」
を
付
け
加
え
る
。
こ
う
し
た
選
択
障
害
は
、
類
型
的
な
形
で
存
在
し
て
お
り
、
し

た
が
っ
て
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
の
よ
う
な
形
態
に
対
す
る
行
動
経
済
的
な
基
礎
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
二
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
二
八

fügt zur R
echtfertigung „endogene, aber auch exogene P

räferenzstörungen “ hinzu, die typischerw
eise vorliegen und dam

it 

ein verhaltensökonom
isches F

undam
ent für diese F

orm
 des P

aternalism
us liefern.

（
24
） 
こ
の
よ
う
な
規
律
に
対
し
て
批
判
的
な
も
の
と
し
て
は
、 Schm

olke, G
renzen der S

elbstbindung im
 V

ertragsrecht, 2014,S
. 758 ff .

（
25
） A

rt. 2 A
bs. 2 lit a V

erbrK
rR

L
 2008/48/E

G
 

に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
消
費
者
消
費
貸
借
は
消
費
者
金
融
取
引
指
令
に
よ
っ
て
は
考
慮

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

（
26
） B

egr R
egE

, B
T
-D

rs. 16/11643 S
. 88 linke S

palte.

（
27
） B

egr R
egE

, B
T
-D

rs. 18/5922, S
. 75; S

chäfer, W
ohnim

m
obilienkreditrichtlinie, V

uR
 2014, 212.

を
参
照
。

（
28
） R

ott, 

（F
n. 7

）, B
K
R
 2015, S

. 10; P
iekenbrock, 

（F
n. 5

）, G
P
R
 2015, S

. 27. E
benso M

üK
o-S

chürnbrand, V
or §

491, R
n. 27.

（
29
） 

そ
れ
故
、S

chalast und W
alter,B

B
 2015 H

eft 18 

（27.4.2015

）
で
は
、
そ
の
第
一
面
に
お
い
て
、
根
源
的
な
金
融
危
機
が
、
住
居
不
動

産
貸
付
指
令
お
よ
び
そ
の
指
令
を
ド
イ
ツ
の
国
内
法
に
転
化
し
た
こ
と
を
襲
う
と
い
う
短
い
寄
稿
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は
、
適
切
な
形
で
付
け
ら
れ
て

い
る
。 S

chürnbrand

に
よ
る
解
説
、 （F

n.4

）,ZB
B
 2014, 168, 170.

を
見
よ
。

（
30
） E

rw
ägungsgrund 6 der R

L
 2014/17/E

U
.

（
31
） S

chürnbrand, 

（F
n.4

）,ZB
B
 2014, S

. 170.

（
32
） 

他
に
い
く
つ
も
の
文
献
が
あ
る
が
、
本
来
計
画
さ
れ
て
い
た
最
大
限
度
一
致
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
概
念
上
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

R
ott,

（F
n.7

）, B
K
R
 2015, 9. 

を
、
こ
れ
に
対
し
て
批
判
的
な
も
の
と
し
て
は
、S

chürnbrand, 

（F
n.4

）,ZB
B
 2014, 171 f. 

を
見
よ
。

（
33
） 

指
令
の
改
革
に
つ
い
て
は
、R

ott, D
ie neue Im

m
obiliarkreditrichtlinie 2014/17/E

U
 und ihre A

usw
irkungen auf das deutsche 

R
echt, B

K
R
 2015, 8; P

iekenbrock, D
ie geplante U

m
setzung der W

ohnim
m
obilienkreditvertragsrichtlinie, G

P
R
 2015, 26; 

S
chäfer, W

ohnim
m
obilienkreditrichtlinie. G

eschichte und U
m
setzung im

 V
erbraucherdarlehensrecht, V

uR
 2014, 207; 

S
chürnbrand, 

（F
n.4

）, Z
B
B
 2014, 172. S

. auch B
eckO

K
-B

G
B
- C

osim
a M

öller, §
 511,R

n.1.

を
参
照
。

（
34
） B

eckO
K
-B

G
B
 - C

osim
a M

öller, §
 491 R

n. 23.

（
35
） 

二
つ
の
指
令
の
間
の
調
整
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
正
当
に
も
訴
え
た
の
は
、S

chürnbrand, 

（F
n.4

）,ZB
B
 2014, S

. 177 f. 

で
あ
る
。
し
か

（
二
二
八
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
二
九

し
、
部
分
的
に
異
な
る
こ
の
二
つ
の
指
令
準
則
の
間
に
は
、
金
融
危
機
と
い
う
経
験
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

（
36
） B

T
-D

rucks. 18/5922, S
. 112.

（
37
） B

eckO
K
-B

G
B
 ‒ C

osim
a M

öller, §
 491a R

nn. 4 und 7. 

す
で
に
、S

chäfer

は
、W

ohnim
m
obilienkreditrichtlinie, V

uR
 2014, 

207, 214.
に
お
い
て
、
指
令
を
見
通
し
て
同
様
の
正
し
い
評
価
を
し
て
い
る
。R

ott

は
、 D

ie neue Im
m
obiliarkreditrichtlinie 2014/17/E

U
 

und ihre A
usw

irkungen auf das deutsche R
echt, B

K
R
 2015, 10

で
、
正
当
に
も
、
消
費
者
も
そ
の
限
度
で
同
様
に
責
任
を
負
う
と
い
う
こ

と
を
力
説
す
る
。

（
38
） A

rt. 2 A
bs. 2 der R

L
 2014/17/E

U
 

さ
ら
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

eckO
K
-B

G
B
 ‒ C

osim
a M

öller, §
 491 R

n. 4; R
ott,

（F
n.7

）, 

B
K
R
 2015, 9.

（
39
） S

chürnbrand

は
、 （F

n. 4
）, Z

B
B
 2014, S

. 176 f. 

で
、
監
督
法
上
の
制
裁
は
十
分
実
効
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
議
論
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、S

chm
olke, G

renzen der S
elbstbindung im

 P
rivatrecht, 2014, S

. 716 ff . zur V
erbrK

rR
L
 2008/48/E

G
 und S

. 790 ff . zur 

U
m
setzung in §

 509 aF
.

（
40
） E

uG
H
 v. 27.3.2014, R

s. C
-565/12, Z

IP
 2014, 1873. 

五
〇
九
条
に
代
わ
る
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
に
指
令
に
一
致
し
た
ふ
さ
わ
し
い
形

で
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
だ
し
、M

üK
o-S

chürnbrand, R
n. 3 und B

eckO
K
-B

G
B
 

（35. E
dition, 01.05.2015

） ‒ C
osim

a M
öller, 

R
n.3.

を
見
よ
。

（
41
） B

egr. R
egE

ntw
urf, B

T
-D

rucks. 18/5922, S
. 96.

（
42
） B

eckO
K
-B

G
B
 ‒ C

osim
a M

öller, §
 505a R

n. 1 

（E
dition 39, S

tand: 01.05.2016

）.

（
43
） P

iekenbrock, D
ie geplante U

m
setzung der W

ohnim
m
obilienkreditvertragsrichtlinie, G

P
R
 2015, 29 ff .

も
見
よ
。

（
44
） B

eckO
K
-B

G
B
 - C

osim
a M

öller, §
 505b R

n. 6 

（E
dition 39, S

tand: 01.05.2016

）. 

最
初
の
新
聞
雑
誌
の
評
論
に
お
い
て
、
融
資
を

求
め
る
こ
と
が
大
き
く
増
大
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
訴
え
ら
れ
て
い
た
の
に
、
貸
主
に
よ
る
情
報
提
供
を
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
十
分

な
形
で
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、F

.A
.Z

. vom
 7.6.2016, N

r. 130 S
. 23.

を
見
よ
。
か
な
り
長
期
に
わ
た
る
収
入
状
況
が
ど

う
展
開
す
る
か
が
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
か
な
り
高
い
率
が
持
続
す
る
と
い
う
の
が
予
測
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
改
正
の
施
行
後
半
年

（
二
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
三
〇

間
は
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ド
イ
ツ
貯
蓄
銀
行
協
会
（deutscher S

parkassen- und G
iroverband

）

の
数
値
に
よ
る
と
、
二
〇
一
六
年
の
上
半
期
に
お
け
る
住
宅
建
築
貸
付
（B

aukredit

）
の
受
諾
件
数
は
、
前
年
比
で
約
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
は
、
住
居
不
動
産
に
対
す
る
融
資
の
上
昇
率
は
向
こ
う
一
二
ケ
月
間
四
パ
ー
セ
ン
ト
弱
と
想
定
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
を
確
定
し
た
。
二
〇
一
六
年
九
月
一
〇
日
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
、
ナ
ン
バ
ー
二
一
二
の
一
二
頁

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
記
事
を
見
よ
。

（
45
） 

差
止
請
求
訴
訟
法
（U

klaG

）
に
よ
る
団
体
が
、
こ
の
よ
う
な
実
務
に
対
し
て
差
止
め
訴
訟
を
起
こ
す
可
能
性
は
あ
る
。

（
46
） B

egr. R
egE

 B
T
-D

rucks. 18/5922, S
. 101.

（
47
） B

eckO
K
-B

G
B
 ‒ C

osim
a M

öller, §
 505a R

n. 2 sow
ie §

 505d R
n. 9 

（E
dition 39, S

tand: 01.05.2016

）.

（
48
） 

同
じ
よ
う
に
、
説
明
義
務
や
情
報
提
供
義
務
の
範
囲
は
情
報
提
供
さ
る
べ
き
行
為
次
第
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
領
域
に
お
い
て

も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
売
買
法
と
物
の
瑕
疵
に
関
す
る
説
明
義
務
が
そ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
点
に
関
し
て
は
、M

öller, 

Inform
ationspfl ichten des V

erkäufers.G
rundlagen im

 röm
ischen und im

 heutigen deutschen R
echt, JU

S
 

（M
ilano

） 2015, S
. 7-26

を
参
照
。
契
約
上
の
債
務
関
係
に
お
け
る
説
明
義
務
お
よ
び
公
正
さ
と
正
当
な
利
益
追
求
（G

ew
innstreben

）
と
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
一
般
的

な
も
の
と
し
て
は
、M

üK
o-B

achm
ann, §

 241 R
nn. 110 ff ., 123.

を
見
よ
。

（
49
） B

eckO
K
-B

G
B
 ‒ C

osim
a M

öller, §
 505a, R

n. 8.

（
50
） R

ott,

（F
n.7

）,BK
R
 2015, S

. 10.

（
51
） S

chäfer, W
ohnim

m
obilienkreditrichtlinie, V

uR
 2014, 213 f.

（
52
） 

た
と
え
ば
、 S

ervatius,A
ufklärungspflichten und verantw

ortungsvolle K
reditvergabe, Z

fIR
 2015, 178, 181 f. 

の
批
判
。

こ
の
よ
う
な
対
比
をS

chürnbrand

も
（F

n. 4

）, Z
B
B
 2014, S

. 173. 

で
、
紹
介
す
る
。S

chm
olke,

はG
renzen der S

elbstbindung im
 

P
rivatrecht, 2014

で
、
効
率
性
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
剰
な
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
防
ぐ
べ
き
効
率
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
モ

デ
ル
を
示
し
、
二
六
六
〜
二
七
〇
頁
で
は
、
中
間
的
結
論
と
し
て
、
憲
法
上
の
規
準
の
中
に
定
着
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（
53
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注（
44
）の
場
合
、
次
の
も
の
を
見
よ
。S

chm
olke

は
、G

renzen der S
elbstbindung im

 P
rivatrecht, 2014, S

. 

（
二
三
〇
）



金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
（
益
井
）

二
三
一

790 

で
、
一
般
的
な
消
費
者
金
融
取
引
の
場
合
、
将
来
の
状
況
に
対
す
る
二
つ
の
可
能
性
、
つ
ま
り
、
信
用
調
査
の
結
果
が
否
定
的
な
も
の
と
な
っ

た
場
合
、
か
な
り
厳
格
な
消
費
規
律
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
、
非
合
法
す
れ
す
れ
の
金
融
市
場
に
消
費
者
が
切
り
替
え
る
か
と
い
う
こ
と
、
を
引
き

合
い
に
出
す
。

（
54
） E

idenm
üller, W

hy W
ithdraw

al R
ights?, E

uropean R
eview

 of C
ontract L

aw
 2011, 1 ff . und ders., D

ie R
echtfertigung von 

W
iderrufsrechten, A

cP
 210 

（2010

）, 67 ff .

（
55
） B

eckO
K
 B

G
B
 / C

osim
a M

öller, §
 495, R

n. 1.

（
56
） 

そ
の
よ
う
な
除
斥
期
間
は
、
割
賦
供
給
契
約
（R

atenlieferungsvertrag

）
の
場
合
や
無
償
の
消
費
貸
借
契
約
や
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
支
援
措
置

（F
inanzierungshilfen

） （§
 356d S

 2

）
の
場
合
の
撤
回
権
（§

 356c A
bs 2 S

 2

） 

に
対
し
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
57
） 

利
益
衡
量
が
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
たS

chm
olke, G

renzen der S
elbstbindung im

 P
rivatrecht, 2014, S

. 

864 

を
見
よ
。
利
益
衡
量
が
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
の
は
、
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
は
消
費
者
に
と
っ
て
そ
の
利
用
を
高
め
る
が
、
し
か
し
ま

た
事
業
者
に
と
っ
て
は
そ
の
費
用
を
高
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
な
消
費
者
消
費
貸
借
契
約
の
場
合
、
消
滅
の
要
件
が
あ
ら
か
じ
め

規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（§

 356 A
bs. 3 S

 3 und §
 356b A

bs 2 S
 1

）。
そ
れ
ゆ
え
、
引
き
続
き
可
能
な
永
久
的
な
撤
回
権

（W
iderrufsrecht

）
に
つ
い
て
は
、B

ülow
 / A

rtz, V
erbraucherprivatrecht, 5. A

ufl . 2016, S
. 66 

（R
n. 146

） und S
. 143 f. 

（R
n. 329

） 

sow
ie B

eckO
K
 B

G
B
 / M

üller-C
hristm

ann, §
 356b R

n. 11.

を
見
よ
。
強
制
的
情
報
開
示
（P

fl ichtangaben

）
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
の

種
々
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
は
、B

eckO
G
K
 / M

örsdorf B
G
B
 §

 356b, R
n. 7 ff .

を
見
よ
。

（
二
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
三
二

本
稿
は
日
本
大
学
で
な
さ
れ
た
メ
ラ
ー
教
授
の
講
演
「A

ktuelle E
ntw

icklungen beim
 S

chutz von V
erbrauchen im

 

K
reditrecht,Insbesonderen zu S

orgfaltspfl ichten vor V
ertragsschluss

」
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
文
は
日
本
大
学
法
学

部
発
行
の
「C

om
parative law

33
号
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
の
許
可
を
快
く
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
メ
ラ
ー
教
授
に
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
あ
る
。

な
お
本
文
は
日
本
大
学
の
講
演
で
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
た
め
、「
で
す
ま
す
調
」
で
訳
し
た
が
、
注
の
部
分
は
「
で
あ
る
調
」
で

訳
し
て
い
る
。
ま
た
、K

redit

は
一
般
的
に
は
「
信
用
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
金
融
取
引
」、「
貸
付
」「
融
資
」「
信
用
」

等
そ
の
つ
ど
適
宜
に
訳
し
て
い
る
。

（
二
三
二
）



同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を
包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を

構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例
（
立
石
）

二
三
三

【
事
案
の
概
要
】

本
件
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
被
告
人
を
、
Ａ
に
対
す
る
傷
害

及
び
殺
人
、
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｊ
、
Ｍ
、
Ｎ
、
Ｏ
に
対
す
る
傷
害
、
Ｇ
に

対
す
る
傷
害
致
死
及
び
死
体
遺
棄
に
よ
り
起
訴
し
た
。
こ
の
う
ち

Ａ
と
Ｅ
に
対
す
る
傷
害
事
件
（
以
下
、「
本
件
二
事
件
」
と
い

う
。）
に
つ
い
て
、
検
察
官
は
第
一
審
の
公
判
前
整
理
手
続
に
お

い
て
以
下
の
内
容
の
訴
因
変
更
請
求
を
行
い
、
裁
判
所
は
そ
れ
を

許
可
し
た
。

⑴　

Ａ
に
対
す
る
傷
害
事
件
の
変
更
後
の
訴
因
（
以
下
、「
Ａ

訴
因
」
と
い
う
。）

被
告
人
は
、
か
ね
て
知
人
の
Ａ
（
当
時
三
二
年
）
を
威
迫
し
て

自
己
の
指
示
に
従
わ
せ
た
上
、
同
人
に
対
し
支
給
さ
れ
た
失
業
保

険
金
も
自
ら
管
理
・
費
消
す
る
な
ど
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

同
人
に
対
し
、
①
平
成
一
四
年
一
月
頃
か
ら
同
年
二
月
上
旬
頃
ま

同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を

包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を
構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る

傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例

（
最
決
平
成
二
六
年
三
月
一
七
日
刑
集
六
八
巻
三
号
三
六
八
頁
）

立　
　

石　
　

有　
　

作

判
例
研
究

（
二
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
三
四

の
暴
行
を
多
数
回
に
わ
た
り
繰
り
返
し
、
よ
っ
て
、
同
人
に
入
院

加
療
約
四
か
月
間
を
要
す
る
左
耳
挫
・
裂
創
、
頭
部
打
撲
・
裂
創
、

三
叉
神
経
痛
、
臀
部
か
ら
両
下
肢
熱
傷
、
両
膝
部
瘢
痕
拘
縮
等
の

傷
害
を
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

弁
護
人
は
、
第
一
審
に
お
い
て
、
本
件
二
事
件
に
つ
い
て
訴
因

変
更
後
の
訴
因
は
不
特
定
で
あ
る
た
め
公
訴
棄
却
す
べ
き
な
ど
と

主
張
し
た
。
し
か
し
、
第
一
審
判
決
は
、
検
察
官
は
包
括
一
罪
と

し
て
起
訴
し
て
い
る
と
し
た
上
で
訴
因
変
更
後
の
訴
因
は
特
定
に

欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
の
判
断
を
示
し
、
控
訴
審
も
こ
れ
を
是

認
し
た
。
弁
護
人
は
、
本
件
二
事
件
に
つ
い
て
個
々
の
機
会
の
暴

行
に
よ
り
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
実
ご
と
に
傷
害
罪
が
成
立
し
個
々

に
訴
因
の
特
定
を
必
要
と
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
が
包
括
一
罪
に
該

当
す
る
と
し
訴
因
変
更
後
の
訴
因
が
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な

い
と
し
た
原
判
断
は
憲
法
三
一
条
等
及
び
判
例
に
違
反
す
る
と
し

て
上
告
し
た
。

【
決
定
要
旨
】

本
決
定
は
、
弁
護
人
の
上
告
趣
意
の
実
質
は
単
な
る
法
令
違
反
、

事
実
誤
認
の
主
張
で
あ
る
と
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
上
で
、
職
権

に
よ
り
以
下
の
判
断
を
示
し
た
。

で
の
間
、
大
阪
府
阪
南
市
…
…
の
Ｂ
荘
Ｃ
号
室
の
当
時
の
Ａ
方
等

に
お
い
て
、
多
数
回
に
わ
た
り
、
そ
の
両
手
を
点
火
し
て
い
る
石

油
ス
ト
ー
ブ
の
上
に
押
し
付
け
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
、
よ
っ
て
、

同
人
に
全
治
不
詳
の
右
手
皮
膚
剥
離
、
左
手
創
部
感
染
の
傷
害
を

負
わ
せ
、
②
Ｄ
と
共
謀
の
上
、
平
成
一
四
年
一
月
頃
か
ら
同
年
四

月
上
旬
頃
ま
で
の
間
、
上
記
Ａ
方
等
に
お
い
て
、
多
数
回
に
わ
た

り
、
そ
の
下
半
身
を
金
属
製
バ
ッ
ト
で
殴
打
す
る
な
ど
の
暴
行
を

加
え
、
よ
っ
て
同
人
に
全
治
不
詳
の
左
臀
部
挫
創
、
左
大
転
子
部

挫
創
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

⑵　

Ｅ
に
対
す
る
傷
害
事
件
の
変
更
後
の
訴
因
（
以
下
、「
Ｅ

訴
因
」
と
い
う
。）

被
告
人
は
、
Ｆ
、
Ｇ
及
び
Ｈ
と
共
謀
の
上
、
か
ね
て
Ｅ
（
当
時

四
五
年
）
に
自
己
の
自
動
車
の
運
転
等
を
さ
せ
て
い
た
も
の
で
あ

る
が
、
平
成
一
八
年
九
月
中
旬
頃
か
ら
同
年
一
〇
月
一
八
日
頃
ま

で
の
間
、
大
阪
府
西
成
区
…
…
付
近
路
上
と
堺
市
堺
区
…
…
付
近

路
上
の
間
を
走
行
中
の
普
通
乗
用
自
動
車
内
、
同
所
に
駐
車
中
の

普
通
乗
用
自
動
車
内
及
び
そ
の
付
近
の
路
上
等
に
お
い
て
、
同
人

に
対
し
、
頭
部
や
左
耳
を
手
拳
や
ス
プ
レ
ー
缶
で
殴
打
し
、
下
半

身
に
燃
料
を
か
け
、
ラ
イ
タ
ー
で
点
火
し
て
燃
上
さ
せ
、
頭
部
を

足
蹴
に
し
、
顔
面
を
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
角
材
で
殴
打
す
る
な
ど

（
二
三
四
）



同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を
包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を

構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例
（
立
石
）

二
三
五

【
評
釈
】

第
1　

は
じ
め
に

本
決
定
で
は
、
上
記
Ａ
訴
因
と
Ｅ
訴
因
が
訴
因
の
特
定
の
要
請

（
刑
訴
法
二
五
六
条
三
項
）
を
み
た
す
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
訴

因
の
特
定
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
れ
ま
で
識
別
説
と
防
御
権
説

の
対
立
を
中
心
に
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
「
罪

と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載
の
あ
り
方
に
つ
い
て
明
確
に
意
識
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
（
1
）
。
と
こ
ろ
が
、
暴
行
態
様
、
傷
害
の
内
容
、
死

因
等
の
表
示
が
か
な
り
の
程
度
に
概
括
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
訴

因
に
つ
い
て
、
検
察
官
は
、
当
時
の
証
拠
に
基
づ
き
、
で
き
る
限

り
日
時
、
場
所
、
方
法
等
を
も
っ
て
傷
害
致
死
の
「
罪
と
な
る
べ

き
事
実
」
を
特
定
し
て
訴
因
を
明
示
し
た
と
し
て
、
そ
の
訴
因
の

特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
判
示
し
た
最
高
裁
決
定
平
成

一
四
年
七
月
一
八
日
（
刑
集
五
六
巻
六
号
三
〇
七
頁
）
な
ど
が
現

れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
契
機
に
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の

記
載
の
あ
り
方
が
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
2
）
、
近

時
、
従
来
要
求
さ
れ
て
い
た
程
度
よ
り
も
具
体
的
な
記
載
を
要
求

す
る
見
解
が
提
唱
さ
れ
る
（
3
）
な
ど
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
は
新

た
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
状
況
の
中
で
、
本
決
定
が
、
本

1　
「
検
察
官
主
張
に
係
る
一
連
の
暴
行
に
よ
っ
て
各
被
害
者

に
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
実
は
、
い
ず
れ
の
事
件
も
、
約
四
か
月
間

又
は
約
一
か
月
間
と
い
う
一
定
の
期
間
内
に
、
被
告
人
が
、
被
害

者
と
の
上
記
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
背
景
と
し
て
、
あ
る
程
度
限

定
さ
れ
た
場
所
で
、
共
通
の
動
機
か
ら
繰
り
返
し
犯
意
を
生
じ
、

主
と
し
て
同
態
様
の
暴
行
を
反
復
累
行
し
、
そ
の
結
果
、
個
別
の

機
会
の
暴
行
と
傷
害
の
発
生
、
拡
大
な
い
し
悪
化
と
の
対
応
関
係

を
個
々
に
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
結
局
は
一
人
の

被
害
者
の
身
体
に
一
定
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
全
体
を
一
体

の
も
の
と
評
価
し
、
包
括
し
て
一
罪
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

2　
「
い
ず
れ
の
事
件
も
、
…
…
訴
因
に
お
け
る
罪
と
な
る
べ

き
事
実
は
、
そ
の
共
犯
者
、
被
害
者
、
期
間
、
場
所
、
暴
行
の
態

様
及
び
傷
害
結
果
の
記
載
に
よ
り
、
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
が

可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。」

（
二
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
三
六

第
2　

包
括
一
罪
の
成
否

本
決
定
は
、「
検
察
官
主
張
に
係
る
一
連
の
暴
行
に
よ
っ
て
各

被
害
者
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
実
は
、
い
ず
れ
の
事
件
も
、
約
四

か
月
間
又
は
約
一
か
月
間
と
い
う
一
定
の
期
間
内
に
、
被
告
人
が
、

被
害
者
と
の
上
記
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
背
景
と
し
て
、
あ
る
程

度
限
定
さ
れ
た
場
所
で
、
共
通
の
動
機
か
ら
繰
り
返
し
犯
意
を
生

じ
、
主
と
し
て
同
態
様
の
暴
行
を
反
復
累
行
し
、
そ
の
結
果
、
個

別
の
機
会
の
暴
行
と
傷
害
の
発
生
、
拡
大
な
い
し
悪
化
と
の
対
応

関
係
を
個
々
に
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
結
局
は
一

人
の
被
害
者
の
身
体
に
一
定
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
全
体

を
一
体
の
も
の
と
評
価
し
、
包
括
し
て
一
罪
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
し
て
い
る
。
包
括
一
罪
は
、
外
見
的
に
複
数
の
犯
罪
が

別
個
に
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
全
体
を
一
罪
と
し
て

処
断
す
れ
ば
足
り
、
併
合
罪
又
は
科
刑
上
一
罪
と
し
て
取
り
扱
う

べ
き
で
は
な
い
場
合
の
総
称
（
4
）
を
い
い
、
裁
判
例
及
び
学
説
は
、
同

一
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
が
連
続
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
、

被
害
法
益
・
犯
意
の
同
一
性
、
犯
行
態
様
の
類
似
性
、
時
間
・
場

所
の
近
接
性
な
ど
を
根
拠
に
包
括
一
罪
と
し
て
の
扱
い
を
認
め
て

件
二
事
件
に
つ
い
て
、「
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
全
体
を
一
体
の
も
の

と
評
価
し
、
包
括
し
て
一
罪
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た

上
で
、「
い
ず
れ
の
事
件
も
、
…
…
訴
因
に
お
け
る
罪
と
な
る
べ

き
事
実
は
、
そ
の
共
犯
者
、
被
害
者
、
期
間
、
場
所
、
暴
行
の
態

様
及
び
傷
害
結
果
の
記
載
に
よ
り
、
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
が

可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
し
て
、

「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
の
問

題
を
明
確
に
分
け
、
包
括
一
罪
に
お
け
る
訴
因
の
特
定
に
関
す
る

新
た
な
理
解
を
示
し
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

本
決
定
で
は
、
刑
法
上
の
重
要
問
題
で
あ
る
包
括
一
罪
の
成
否

に
関
す
る
判
断
部
分
が
訴
因
の
特
定
に
関
す
る
判
断
部
分
に
影
響

を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
評
釈
で
は
、
前
者
の
判
断
部
分
に

つ
い
て
も
分
析
を
加
え
る
が
、
重
点
を
後
者
の
判
断
部
分
に
置
い

て
、
従
来
の
議
論
を
整
理
し
た
上
で
近
時
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事

実
」
の
記
載
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す

る
。

（
二
三
六
）



同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を
包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を

構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例
（
立
石
）

二
三
七

意
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
被
害
法
益
と
犯
意
は
同
一
で
あ

る
。
そ
し
て
、
必
ず
し
も
個
々
の
暴
行
態
様
が
類
似
し
て
い
る
と

は
言
い
難
い
が
、
い
ず
れ
の
暴
行
も
Ａ
又
は
Ｅ
の
身
体
に
向
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
暴
行
と
い
う
性
質
上
四
囲
の
状
況
に
よ
り
そ

の
態
様
が
一
定
と
な
り
難
い
（
6
）
こ
と
も
合
わ
せ
て
考
慮
す
れ
ば
行
為

態
様
の
類
似
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
個
々
の
暴

行
行
為
は
約
四
か
月
又
は
約
一
か
月
と
い
う
必
ず
し
も
短
く
は
な

い
期
間
内
に
異
な
っ
た
場
所
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
被
害
法
益
と

犯
意
の
同
一
性
並
び
に
行
為
態
様
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
程
度
の
時
間
・
場
所
の
範
囲
で
あ
れ
ば
両
者

の
近
接
性
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
検
討
よ
り
、
本
件

二
事
件
は
包
括
一
罪
に
該
当
す
る
と
い
え
る
。
こ
の
結
論
は
、
本

件
の
よ
う
に
個
々
の
暴
行
や
そ
の
結
果
と
の
対
応
関
係
を
特
定
す

る
こ
と
が
困
難
な
事
案
に
お
い
て
適
正
に
刑
罰
権
を
行
使
す
る
と

い
う
観
点
か
ら
も
合
理
性
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
（
7
）
。

第
3　

訴
因
の
特
定

1　

従
来
の
訴
因
の
特
定
を
め
ぐ
る
議
論

本
決
定
は
「
い
ず
れ
の
事
件
も
、
…
…
訴
因
に
お
け
る
罪
と
な

い
る
（
5
）
。

Ａ
に
対
す
る
傷
害
事
件
の
事
案
の
特
徴
は
、
上
記
変
更
後
の
Ａ

訴
因
の
記
載
、
検
察
官
が
提
出
し
た
証
明
予
定
事
実
記
載
書
面
及

び
検
察
官
に
よ
る
釈
明
の
内
容
を
踏
ま
え
た
本
決
定
を
前
提
と
す

れ
ば
、
概
ね
①
Ａ
に
対
す
る
傷
害
が
、
約
四
か
月
の
期
間
内
に
、

被
告
人
が
暴
力
等
を
通
じ
て
Ａ
を
支
配
・
統
制
す
る
状
況
の
中
で
、

あ
る
程
度
限
定
さ
れ
た
場
所
で
、
憂
さ
晴
ら
し
や
面
白
半
分
に
行

わ
れ
た
こ
と
、
②
多
数
の
機
会
に
Ａ
に
暴
行
を
加
え
そ
れ
ら
に
よ

り
傷
害
を
負
わ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
Ｅ
に
対
す
る
傷
害
事

件
の
事
案
の
特
徴
は
、
上
記
変
更
後
の
Ｅ
訴
因
の
記
載
、
検
察
官

が
提
出
し
た
証
明
予
定
事
実
記
載
書
面
及
び
検
察
官
に
よ
る
釈
明

の
内
容
を
踏
ま
え
た
本
決
定
を
前
提
と
す
れ
ば
、
概
ね
①
Ｅ
に
対

す
る
傷
害
が
、
約
一
か
月
の
期
間
内
に
、
被
告
人
が
Ｅ
を
服
従
さ

せ
る
状
況
の
中
で
、
あ
る
程
度
限
定
さ
れ
た
場
所
で
、
自
己
の
力

の
誇
示
、
配
下
の
者
に
対
す
る
い
た
ぶ
り
や
憂
さ
晴
ら
し
か
ら
行

わ
れ
た
こ
と
、
②
多
数
又
は
特
定
の
機
会
に
Ｅ
に
暴
行
を
加
え
そ

れ
ら
に
よ
り
傷
害
を
負
わ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
案

の
特
徴
を
前
提
に
包
括
一
罪
に
該
当
す
る
か
を
検
討
す
る
と
、
い

ず
れ
も
、
一
人
の
被
害
者
の
身
体
に
一
定
の
傷
害
を
負
わ
せ
、
ま

た
被
告
人
と
被
害
者
の
人
間
関
係
を
背
景
に
共
通
の
動
機
か
ら
犯

（
二
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
三
八

「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
を
「
で
き
る
限
り
日
時
、
場
所
及
び
方

法
を
以
て
」
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
（
刑
訴

法
二
五
六
条
二
項
、
三
項
（
12
）
）。
訴
因
は
検
察
官
が
訴
追
す
る
犯
罪

事
実
を
特
定
し
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
特
定
の
要

請
を
み
た
す
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と
し

て
、
被
告
人
の
行
為
が
特
定
の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
を

判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
の
具
体
的
事
実
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
13
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」

の
記
載
の
あ
り
方
に
つ
い
て
明
確
に
意
識
さ
れ
ず
、
訴
因
の
特
定

を
め
ぐ
る
議
論
の
中
心
は
識
別
説
と
防
御
権
説
の
い
ず
れ
が
適
切

か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
14
）
。

識
別
説
と
は
、
訴
因
に
犯
罪
事
実
を
他
の
犯
罪
事
実
と
区
別
で

き
る
程
度
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
か
つ
そ
れ
を
も
っ
て
足
り
る

と
す
る
見
解
（
15
）
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
特
徴
は
、
被
告
人
に
防
御
対

象
を
示
す
機
能
を
訴
因
の
審
判
対
象
画
定
機
能
の
裏
返
し
と
し
て

捉
え
る
こ
と
に
あ
る
（
16
）
。
そ
の
論
拠
は
、
①
訴
因
の
機
能
の
う
ち
審

判
対
象
画
定
機
能
を
重
視
す
べ
き
こ
と
（
17
）
、
②
訴
因
と
有
罪
判
決

（
刑
訴
法
三
三
五
条
一
項
）
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載

と
し
て
要
求
さ
れ
る
具
体
性
は
同
程
度
と
理
解
さ
れ
（
18
）
、
そ
の
理
解

を
前
提
に
、
後
者
に
つ
い
て
後
掲
最
高
裁
昭
和
二
四
年
二
月
一
〇

る
べ
き
事
実
は
、
そ
の
共
犯
者
、
被
害
者
、
期
間
、
場
所
、
暴
行

の
態
様
及
び
傷
害
結
果
の
記
載
に
よ
り
、
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区

別
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
に
具
体
的
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と

し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
、
従
来
意
識
さ
れ
て
き
た
①
他
の
犯

罪
事
実
と
の
区
別
が
可
能
で
あ
る
か
に
、
②
特
定
の
犯
罪
構
成
要

件
に
該
当
す
る
か
を
判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
の
具
体
的
記
載
か

と
い
う
基
準
を
加
え
て
、
訴
因
の
特
定
の
問
題
を
判
断
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
基
準
が
従
来
の
学
説
と
裁
判
例

の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
を
整
理
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。

⑴　

学
説
の
検
討

周
知
の
よ
う
に
、
審
判
対
象
を
め
ぐ
っ
て
は
公
訴
事
実
対
象
説
（
8
）

と
訴
因
対
象
説
（
9
）
が
対
立
し
て
い
た
が
、
現
在
、
後
者
の
見
解
が
通

説
的
理
解
で
あ
り
実
務
も
こ
れ
を
基
本
と
し
て
い
る
（
10
）
。
こ
の
訴
因

対
象
説
に
よ
れ
ば
、
訴
因
が
審
判
対
象
と
な
る
た
め
、
訴
因
は
裁

判
所
が
審
理
す
べ
き
対
象
を
画
定
す
る
と
と
も
に
被
告
人
に
防
御

対
象
を
示
す
機
能
を
有
す
る
（
11
）
。
こ
の
よ
う
に
訴
因
が
重
要
な
機
能

を
有
す
る
た
め
、
刑
訴
法
は
、
起
訴
状
に
「
訴
因
を
明
示
」
し
、

（
二
三
八
）



同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を
包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を

構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例
（
立
石
）

二
三
九

記
述
」
と
い
う
要
請
が
意
識
さ
れ
て
い
た
た
め
、
識
別
説
が
現
行

法
の
制
定
過
程
の
中
で
採
用
さ
れ
た
考
え
方
と
い
え
る
（
25
）
、
②
わ
が

国
の
刑
訴
法
は
当
事
者
主
義
を
採
用
し
検
察
官
に
訴
追
対
象
の
設

定
に
つ
き
裁
判
所
の
判
断
に
優
越
す
る
決
定
権
と
処
分
権
を
付
与

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
26
）
た
め
、
検
察
官
が
審
判
対
象
を
画
定
す

る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
訴
因
の
機
能
を
理
解
す
べ
き
で
あ
り
（
27
）
、

防
御
権
説
の
よ
う
に
防
御
機
能
を
第
一
次
的
に
重
視
す
べ
き
で
な

い
、
③
公
判
で
は
訴
因
記
載
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
を
認
定

で
き
る
か
が
審
理
さ
れ
、
そ
れ
が
認
定
で
き
た
場
合
に
そ
の
事
実

が
有
罪
判
決
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と
し
て
記
載
さ
れ
る
た

め
、
両
者
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載
に
要
求
さ
れ
る
具

体
性
は
基
本
的
に
同
程
度
と
考
え
ら
れ
る
（
28
）
。
こ
の
理
解
を
前
提
と

す
れ
ば
、
有
罪
判
決
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
特
定
に
関
す

る
後
掲
最
高
裁
昭
和
二
四
年
二
月
一
〇
日
判
決
（
刑
集
三
巻
二
号

一
五
五
頁
）
及
び
通
説
が
識
別
説
と
同
様
の
見
解
を
採
用
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
訴
因
の
特
定
に
お
い
て
も
識
別
説

を
採
用
す
る
こ
と
が
整
合
的
で
あ
る
、
④
識
別
説
の
要
求
す
る
程

度
ま
で
訴
因
が
特
定
さ
れ
れ
ば
、
被
告
人
側
で
公
判
開
始
前
に
防

御
方
針
を
決
定
し
罪
状
認
否
（
刑
訴
法
二
九
一
条
二
項
）
の
内
容

を
検
討
す
る
な
ど
防
御
活
動
を
行
う
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
り
（
29
）
、

日
判
決
（
刑
集
三
巻
二
号
一
五
五
頁
）
と
通
説
が
識
別
説
と
同
様

の
見
解
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
者

に
つ
い
て
も
識
別
説
を
採
用
す
る
こ
と
が
そ
れ
ら
の
理
解
と
整
合

的
で
あ
る
こ
と
（
19
）
、
③
識
別
説
の
要
求
す
る
程
度
ま
で
訴
因
が
特
定

さ
れ
て
い
れ
ば
被
告
人
の
基
本
的
な
防
御
権
は
保
障
で
き
る
こ
と
（
20
）

等
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
防
御
権
説
と
は
、
訴
追
対
象
と
さ
れ

た
犯
罪
事
実
を
他
の
犯
罪
事
実
と
区
別
で
き
る
程
度
に
記
載
す
る

だ
け
で
は
足
り
ず
、
被
告
人
の
防
御
権
行
使
に
十
分
な
程
度
に
記

載
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
見
解
（
21
）
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
特
徴
は
、

被
告
人
に
防
御
対
象
を
示
す
機
能
に
審
判
対
象
画
定
機
能
と
は
独

立
し
た
意
味
を
認
め
る
こ
と
に
あ
る
（
22
）
。
そ
の
論
拠
は
、
①
現
行
刑

訴
法
が
当
事
者
主
義
を
強
化
し
起
訴
状
一
本
主
義
と
訴
因
制
度
を

採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
起
訴
時
に
一
件
記
録
が
提
出
さ
れ
裁
判
所

が
犯
罪
の
日
時
、
場
所
、
方
法
等
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
旧

法
下
に
お
け
る
犯
罪
事
実
の
特
定
に
関
す
る
考
え
方
を
承
継
す
る

識
別
説
を
採
用
し
得
な
い
こ
と
（
23
）
、
②
訴
訟
構
造
が
当
事
者
主
義
に

変
革
さ
れ
た
こ
と
か
ら
訴
因
の
防
御
機
能
を
第
一
次
的
に
重
視
す

べ
き
こ
と
（
24
）
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
の
対
立
に
つ
い
て
、
識
別
説

を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
現
行
刑
訴
法
の
制
定
過
程

で
は
訴
因
制
度
の
導
入
に
あ
た
っ
て
「
事
実
の
簡
潔
か
つ
明
確
な

（
二
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
四
〇

説
の
検
討
」
で
検
討
し
た
識
別
説
の
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
訴

因
の
特
定
の
要
請
を
み
た
す
に
は
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と

し
て
①
被
告
人
の
行
為
が
特
定
の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
の
具
体
的
事
実
を
明
ら
か
に

し
、
そ
れ
を
前
提
に
②
他
の
犯
罪
事
実
と
区
別
で
き
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
（
35
）
。
こ
の
観
点
か
ら
従
来
の
最
高
裁
裁
判
例
を
整
理
す
る

と
、
以
下
の
と
お
り
、
主
に
ⅰ
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載

と
ⅱ
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
に

分
類
で
き
る
（
36
）
。

ⅰ　
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例

1　

最
高
裁
平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
決
定
（
刑
集
五
六
巻
六

号
三
〇
七
頁
）

検
察
官
は
、「
単
独
又
は
Ａ
及
び
Ｂ
と
共
謀
の
上
、
平
成
九

年
九
月
三
〇
日
午
後
八
時
三
〇
分
こ
ろ
、
福
岡
市
中
央
区
…
…

ビ
ジ
ネ
ス
旅
館
『
甲
』
二
階
七
号
室
に
お
い
て
、
Ｖ
に
対
し
、

同
人
の
頭
部
等
に
手
段
不
明
の
暴
行
を
加
え
、
頭
蓋
冠
、
頭
蓋

底
骨
折
等
の
傷
害
を
負
わ
せ
、
よ
っ
て
、
そ
の
こ
ろ
、
同
所
に

お
い
て
、
頭
蓋
冠
、
頭
蓋
底
骨
折
に
基
づ
く
外
傷
性
脳
障
害
又

は
何
ら
か
の
傷
害
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
」
と
い
う
訴
因
で
被
告

人
を
起
訴
し
た
。
こ
の
訴
因
に
対
し
て
、
同
決
定
は
、「
暴
行

起
訴
状
受
理
の
段
階
か
ら
被
告
人
の
防
御
権
を
十
分
保
障
で
き
る
、

⑤
被
告
人
の
防
御
方
法
は
具
体
的
事
案
ご
と
の
検
察
官
の
証
拠
収

集
の
程
度
、
証
拠
の
種
類
、
立
証
方
法
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る

た
め
、
被
告
人
の
防
御
権
の
保
障
は
起
訴
状
提
出
以
後
の
手
続
過

程
、
具
体
的
に
は
証
拠
開
示
等
の
当
事
者
間
の
事
前
準
備
の
充
実

や
冒
頭
陳
述
の
実
質
化
等
に
求
め
る
ほ
う
が
よ
り
実
際
的
で
、
被

告
人
に
と
っ
て
か
え
っ
て
手
厚
い
結
果
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ

る
（
30
）
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
防
御
権
説
は
、
起
訴
状
の
記
載
を
通

し
て
争
点
を
顕
在
化
さ
せ
て
被
告
人
の
防
御
権
を
保
障
す
べ
き
と

す
る
（
31
）
た
め
そ
の
記
載
は
詳
細
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
に
な

る
が
、
過
度
に
詳
細
な
記
載
を
要
求
す
る
と
、
捜
査
の
長
期
化
、

裁
判
官
の
予
断
、
公
判
審
理
の
硬
直
化
・
煩
雑
化
な
ど
の
弊
害
を

生
じ
さ
せ
る
（
32
）
だ
け
で
な
く
、
冒
頭
手
続
の
段
階
で
起
訴
状
以
外
に

情
報
の
な
い
裁
判
所
に
訴
因
の
特
定
以
上
の
事
項
に
つ
い
て
求
釈

明
の
義
務
を
負
わ
せ
そ
の
要
否
の
判
断
に
困
難
を
強
い
る
こ
と
に

な
る
（
33
）
。
以
上
よ
り
、
訴
因
に
犯
罪
事
実
を
他
の
犯
罪
事
実
と
区
別

で
き
る
程
度
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
か
つ
そ
れ
を
も
っ
て
足
り

る
と
す
る
識
別
説
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵　

裁
判
例
の
検
討

実
務
で
も
識
別
説
に
よ
る
運
用
が
定
着
し
て
い
る
（
34
）
が
、「
⑴
学

（
二
四
〇
）



同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を
包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を

構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例
（
立
石
）

二
四
一

の
訴
因
に
対
し
て
、
同
決
定
は
、「〔
麻
薬
特
例
法
〕
五
条
違
反

の
罪
（
以
下
『
本
罪
』
と
い
う
。）
は
、
規
制
薬
物
を
譲
り
渡

す
な
ど
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
業
と
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
行
為

と
薬
物
犯
罪
を
犯
す
意
思
を
も
っ
て
薬
物
そ
の
他
の
物
品
を
規

制
薬
物
と
し
て
譲
り
渡
す
な
ど
の
行
為
を
併
せ
て
す
る
こ
と
を

業
と
す
る
こ
と
を
構
成
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
専
ら
不
正

な
利
益
の
獲
得
を
目
的
と
し
て
反
復
継
続
し
て
行
わ
れ
る
こ
の

種
の
薬
物
犯
罪
の
特
質
に
か
ん
が
み
、
一
定
期
間
内
に
業
と
し

て
行
わ
れ
た
一
連
の
行
為
を
総
体
と
し
て
重
く
処
罰
す
る
こ
と

に
よ
り
、
薬
物
犯
罪
を
広
く
禁
圧
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も

の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
罪
の
罪
質
等
に
照
ら
せ
ば
、

…
…
本
件
公
訴
事
実
は
、
本
罪
の
訴
因
の
特
定
と
し
て
欠
け
る

と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

2　

最
高
裁
平
成
二
二
年
三
月
一
七
日
決
定
（
刑
集
六
四
巻
二

号
一
一
一
頁
）

検
察
官
は
、「
難
病
の
子
供
た
ち
の
支
援
を
装
い
、
平
成

一
六
年
一
〇
月
二
一
日
こ
ろ
か
ら
同
年
一
二
月
二
二
日
こ
ろ
ま

で
の
間
、
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
雇
用
し
た
事
情
を
知
ら
な
い
募

金
活
動
員
ら
を
大
阪
市
、
堺
市
、
京
都
市
、
神
戸
市
、
奈
良
市

等
の
各
所
の
街
頭
に
配
置
し
て
、
午
前
一
〇
時
こ
ろ
か
ら
午
後

態
様
、
傷
害
の
内
容
、
死
因
等
の
表
示
が
概
括
的
な
も
の
で
あ

る
に
と
ど
ま
る
が
、
検
察
官
に
お
い
て
、
当
時
の
証
拠
に
基
づ

き
、
で
き
る
限
り
日
時
、
場
所
、
方
法
等
を
も
っ
て
傷
害
致
死

の
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
特
定
し
て
訴
因
を
明
示
し
た
も
の
と

認
め
ら
れ
る
か
ら
、
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

最
高
裁
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
二
日
決
定
（
刑
集
五
九
巻
八

号
一
四
二
五
頁
）

検
察
官
は
、「
平
成
一
四
年
六
月
こ
ろ
か
ら
平
成
一
六
年
三

月
四
日
ま
で
の
間
、
営
利
の
目
的
で
、
み
だ
り
に
、
別
表
記
載

の
と
お
り
、
四
回
に
わ
た
り
、
大
阪
市
…
…
路
上
に
停
車
中
の

軽
自
動
車
内
ほ
か
四
か
所
に
お
い
て
、
Ａ
ほ
か
二
名
に
対
し
、

覚
せ
い
剤
で
あ
る
塩
酸
フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
の

結
晶
合
計
約
〇
・
五
ｇ
を
代
金
合
計
五
万
円
で
譲
り
渡
す
と
と

も
に
、
薬
物
犯
罪
を
犯
す
意
思
を
も
っ
て
、
多
数
回
に
わ
た
り
、

同
市
内
に
お
い
て
、
上
記
Ａ
ほ
か
氏
名
不
詳
の
多
数
人
に
対
し
、

覚
せ
い
剤
様
の
結
晶
を
覚
せ
い
剤
と
し
て
有
償
で
譲
り
渡
し
、

も
っ
て
覚
せ
い
剤
を
譲
り
渡
す
行
為
と
薬
物
そ
の
他
の
物
品
を

規
制
薬
物
と
し
て
譲
り
渡
す
行
為
を
併
せ
て
す
る
こ
と
を
業
と

し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
訴
因
で
被
告
人
を
起
訴
し
た
。
こ

（
二
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
四
二

1
2
3
決
定
は
、
い
ず
れ
も
主
に
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の

記
載
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

ⅱ　
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
（
38
）

1　

最
高
裁
昭
和
三
七
年
一
一
月
二
八
日
判
決
（
刑
集
一
六
巻

一
一
号
一
六
三
三
頁
）

検
察
官
は
、「
昭
和
二
七
年
四
月
頃
よ
り
同
三
三
年
六
月
下

旬
ま
で
の
間
に
、
有
効
な
旅
券
に
出
国
の
証
印
を
受
け
な
い
で
、

本
邦
よ
り
本
邦
外
の
地
域
た
る
中
国
に
出
国
し
た
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
訴
因
で
被
告
人
を
起
訴
し
た
。
こ
の
訴
因
に
対
し

て
、
同
判
決
は
、「
検
察
官
は
、
被
告
人
が
昭
和
二
七
年
四
月

頃
ま
で
は
本
邦
に
在
住
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
所
在
不
明
に

な
っ
て
か
ら
、
日
時
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
中
国
に
向
け
て
不

法
に
出
国
し
、
引
き
続
い
て
本
邦
外
に
あ
り
、
同
三
三
年
七
月

八
日
白
山
丸
に
乗
船
し
て
帰
国
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
右

不
法
出
国
の
事
実
を
起
訴
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と

し
た
上
で
、「
本
件
公
訴
が
裁
判
所
に
対
し
審
判
を
求
め
よ
う

と
す
る
対
象
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
被
告
人
の
防

禦
の
範
囲
も
お
の
ず
か
ら
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」
と
し
て
、
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
こ
と
は
な
い
と
判
示
し

た
。

九
時
頃
ま
で
の
間
、
不
特
定
多
数
の
通
行
人
等
に
対
し
募
金
を

呼
び
掛
け
さ
せ
、
九
名
の
者
か
ら
総
額
二
万
一
一
二
〇
円
の
交

付
を
受
け
た
ほ
か
、
多
数
人
か
ら
応
募
金
名
下
に
現
金
の
交
付

を
受
け
、
合
計
二
四
九
三
万
円
余
り
の
金
員
を
詐
取
し
た
」
と

い
う
訴
因
で
被
告
人
を
起
訴
し
た
。
こ
の
訴
因
に
対
し
て
、
同

決
定
は
、
被
告
人
の
一
連
の
欺
罔
行
為
を
包
括
一
罪
と
解
し
た

上
で
、「
そ
の
罪
と
な
る
べ
き
事
実
は
、
募
金
に
応
じ
た
多
数

人
を
被
害
者
と
し
た
上
、
被
告
人
の
行
っ
た
募
金
の
方
法
、
そ

の
方
法
に
よ
り
募
金
を
行
っ
た
期
間
、
場
所
及
び
こ
れ
に
よ
り

得
た
総
金
額
を
適
示
す
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
特
定
に
欠
け
る

と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

1
決
定
は
被
害
者
の
死
亡
と
い
う
事
実
が
一
回
限
り
の
も
の

で
あ
る
（
37
）
こ
と
、
2
決
定
は
麻
薬
特
例
法
五
条
違
反
の
罪
が

「
反
復
継
続
し
て
行
わ
れ
る
薬
物
犯
罪
に
当
た
る
行
為
を
一
罪
」

と
す
る
こ
と
、
3
決
定
は
被
告
人
の
一
連
の
欺
罔
行
為
を
包
括

一
罪
と
捉
え
る
こ
と
か
ら
、
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は

な
い
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
決
定
の
要
素
に
お
い
て

も
概
括
的
に
記
載
さ
れ
た
日
時
、
場
所
、
方
法
の
範
囲
の
中
で

両
立
可
能
な
複
数
の
訴
因
が
成
立
し
う
る
余
地
は
な
く
、
他
の

犯
罪
事
実
と
の
区
別
が
問
題
と
な
り
得
な
か
っ
た
。
以
上
か
ら
、

（
二
四
二
）



同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を
包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を

構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例
（
立
石
）

二
四
三

い
う
基
準
が
決
定
的
に
意
義
を
持
つ
裁
判
例
と
位
置
付
け
ら
れ

る
（
39
）
。

⑶　

本
決
定
の
位
置
付
け

以
上
の
学
説
及
び
裁
判
例
の
整
理
を
前
提
に
本
決
定
を
位
置
付

け
よ
う
。

ⅰ　

識
別
説
と
の
関
係

本
決
定
は
、「
い
ず
れ
の
事
件
も
、
…
…
他
の
犯
罪
事
実
と
の

区
別
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
に
具
体
的
に
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
」

と
し
、
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
①
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区

別
が
可
能
か
、
②
特
定
の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

を
判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
か
と
い
う
基
準
を
用
い
て
い
る
。
識

別
説
で
は
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と
し
て
被
告
人
の
行
為
が

特
定
の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
に
足

り
る
程
度
の
具
体
的
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
前
提
に
他
の

犯
罪
事
実
と
区
別
で
き
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、
本
決
定
も
同

様
の
基
準
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
決
定
は
、
そ
の
基
準

の
明
示
を
通
し
て
識
別
説
に
立
脚
す
る
こ
と
を
初
め
て
明
ら
か
に

し
た
裁
判
例
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
識
別
説

2　

最
高
裁
昭
和
五
六
年
四
月
二
五
日
決
定
（
刑
集
三
五
巻
三

号
一
一
六
頁
）

検
察
官
は
、「
法
定
の
除
外
事
由
が
な
い
の
に
、
昭
和
五
四

年
九
月
三
〇
日
こ
ろ
か
ら
同
年
一
〇
月
三
日
ま
で
の
間
、
広
島

県
高
田
郡
吉
田
町
内
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
、
覚
せ
い
剤
で

あ
る
フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
を
含
有
す
る
も
の
若

干
量
を
自
己
の
身
体
に
施
用
し
、
も
っ
て
覚
せ
い
剤
を
使
用
し

た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
訴
因
で
被
告
人
を
起
訴
し
た
。
こ
の

訴
因
に
対
し
、
同
決
定
は
、「
本
件
公
訴
事
実
の
記
載
は
、
日

時
、
場
所
の
表
示
に
あ
る
程
度
の
幅
が
あ
り
、
か
つ
使
用
量
、

使
用
方
法
の
表
示
に
も
明
確
を
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、

検
察
官
に
お
い
て
起
訴
当
時
の
証
拠
に
基
づ
き
で
き
る
限
り
特

定
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
覚
せ
い
剤
使
用
罪
の
訴
因
の
特
定

に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
旨
判
示
し
た
。

1
判
決
と
2
決
定
の
事
案
は
、
不
法
出
国
と
覚
せ
い
剤
使
用

が
一
定
期
間
内
に
複
数
回
行
う
こ
と
が
で
き
る
犯
罪
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
い
ず
れ
も
概
括
的
に
記
載
さ
れ
た
日
時
、
場
所
、
方

法
の
範
囲
の
中
で
複
数
回
犯
行
に
及
ぶ
可
能
性
が
あ
れ
ば
両
立

可
能
な
複
数
の
訴
因
が
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
1
判
決
と
2
決
定
は
、「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
と

（
二
四
三
）
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二
四
四

そ
の
個
性
や
独
自
性
が
取
捨
さ
れ
た
一
連
の
行
為
と
し
て
扱
わ
れ

る
た
め
そ
の
犯
罪
行
為
と
そ
れ
以
外
と
を
区
別
で
き
、
ま
た
そ
の

内
容
と
法
益
侵
害
結
果
が
示
さ
れ
れ
ば
被
告
人
の
行
為
が
特
定
の

犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
判
定
で
き
る
程
度
に
具
体
的

事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
解
に

よ
れ
ば
、
Ａ
訴
因
と
Ｅ
訴
因
に
一
連
の
暴
行
行
為
と
そ
れ
に
よ
っ

て
生
じ
た
傷
害
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
行
為
が
特
定

の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
判
定
で
き
る
程
度
に
具
体

的
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
た
め
、
訴
因
の
特
定
に
欠

け
る
と
こ
ろ
は
な
い
（
41
）
。
訴
因
の
特
定
と
包
括
一
罪
の
問
題
に
つ
い

て
前
掲
最
高
裁
平
成
二
二
年
三
月
一
七
日
決
定
（
刑
集
六
四
巻
二

号
一
一
一
頁
）
や
本
決
定
が
こ
の
理
解
に
立
つ
こ
と
か
ら
、
今
後

は
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て

法
益
侵
害
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
は
包
括
一
罪
と
扱
わ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
そ
の
期
間
内
の
一
連
の
犯
罪

行
為
の
内
容
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
益
侵
害
結
果
が
訴
因
に

示
さ
れ
て
い
れ
ば
訴
因
の
特
定
の
要
請
を
み
た
す
と
判
断
さ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
も
本
決
定
の
判
断
は
重
要
な
意

味
を
有
す
る
。

と
防
御
権
説
を
中
心
と
す
る
議
論
で
は
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」

の
記
載
の
あ
り
方
が
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
前
掲
最
高
裁

平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
決
定
（
刑
集
五
六
巻
六
号
三
〇
七
頁
）

な
ど
を
契
機
に
最
近
で
は
そ
の
記
載
の
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
て

い
た
た
め
、
本
決
定
が
「
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

を
判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
に
具
体
的
」
な
記
載
を
要
求
し
た
こ

と
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ⅱ　

従
来
の
裁
判
例
と
の
関
係

本
決
定
は
、
一
連
の
暴
行
行
為
を
一
体
の
も
の
と
評
価
し
包
括

一
罪
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
、
Ａ
訴
因
と
Ｅ

訴
因
で
は
、
被
告
人
と
共
犯
者
に
よ
る
訴
因
に
記
載
さ
れ
た
期
間

内
の
暴
行
す
べ
て
が
審
判
対
象
と
な
り
、
訴
因
記
載
の
日
時
、
場

所
、
方
法
の
範
囲
の
中
で
両
立
可
能
な
複
数
の
訴
因
が
成
立
す
る

こ
と
は
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
、
本
決
定
は
、
主
に
「
罪
と
な
る

べ
き
事
実
」
の
記
載
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
と
位
置
付
け
ら
れ

る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

包
括
一
罪
に
お
け
る
訴
因
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
併
合
罪
の
場

合
と
異
な
り
、
犯
罪
を
構
成
す
る
個
々
の
行
為
の
特
定
性
が
低
く

と
も
全
体
と
し
て
特
定
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
と
理
解
さ
れ
て
い

る
（
40
）
。
そ
れ
は
、
一
定
の
期
間
内
に
行
わ
れ
た
個
々
の
犯
罪
行
為
が

（
二
四
四
）



同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を
包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を

構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例
（
立
石
）

二
四
五

殺
人
の
構
成
要
件
該
当
事
実
を
起
訴
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、

人
の
死
亡
が
一
回
し
か
あ
り
得
ず
他
の
犯
罪
事
実
と
区
別
で
き
る

こ
と
か
ら
、
訴
因
の
特
定
の
要
請
を
み
た
す
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
今
日
ま
で
、
識
別
説
か
ら
も
、
こ
の
程
度
の
記
載
で
訴
因
の

特
定
の
要
請
を
み
た
し
、
人
の
死
亡
を
伴
う
犯
罪
に
つ
い
て
被
害

者
さ
え
特
定
で
き
れ
ば
問
題
が
お
よ
そ
生
じ
な
い
と
は
考
え
ら
れ

て
い
な
い
（
42
）
。
こ
の
点
を
明
確
に
意
識
す
る
な
ら
ば
、「
罪
と
な
る

べ
き
事
実
」
の
記
載
に
は
従
来
に
比
し
て
よ
り
詳
細
な
記
載
が
要

求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑵　

次
に
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載
の
程
度
に
関
す

る
最
近
の
見
解
（
43
）
を
検
討
し
よ
う
。
そ
こ
で
は
、「
罪
と
な
る
べ
き

事
実
」
の
記
載
と
し
て
、
従
来
要
求
さ
れ
て
い
た
程
度
に
加
え
て
、

「
仮
に
そ
の
事
実
が
認
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
公
訴
事

実
に
つ
い
て
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
心
証
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
程
度
の
具
体
性
（
44
）
」、
言
い
換
え
れ
ば
「
訴
因
事
実
が
認
定
さ
れ

れ
ば
、
そ
の
ま
ま
有
罪
と
で
き
る
よ
う
な
（
45
）
」
具
体
性
を
要
求
す
る
（
46
）
。

当
該
具
体
性
の
要
求
と
訴
因
の
機
能
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
に
検

討
す
る
よ
う
に
争
い
が
あ
る
が
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記

載
に
当
該
具
体
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
支
持
で
き
る
。
そ
れ
は
、

①
公
判
で
は
訴
因
記
載
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
が
認
定
で
き

2　
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載
の
程
度

本
決
定
は
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載
の
あ
り
方
を
「
他

の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
と
異
な
る
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
学
説
で
も
識
別
説
と
防
御
権
説
の

対
立
と
は
異
な
る
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
従
来
よ
り
も
具
体
的
な

記
載
を
要
求
す
る
見
解
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ

の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

⑴　

従
来
、
訴
因
と
有
罪
判
決
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の

記
載
と
し
て
要
求
さ
れ
る
具
体
性
は
同
程
度
と
理
解
さ
れ
た
上
で
、

最
高
裁
昭
和
二
四
年
二
月
一
〇
日
判
決
（
刑
集
三
巻
二
号
一
五
五

頁
）
が
後
者
の
具
体
性
に
つ
い
て
「
刑
罰
法
令
各
本
条
の
構
成
要

件
に
該
当
す
べ
き
事
実
を
、
当
該
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
を
判
定
す
る
に
足
り
る
程
度
に
具
体
的
に
明
白
に
し
、
そ
の
各

本
条
を
適
用
す
る
事
実
上
の
根
拠
を
確
認
し
得
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
」
と
判
示
し
た
た
め
、
前
者
の
具
体
性
に
つ
い
て
は
被
告
人
の

行
為
が
特
定
の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
に
足
り
る
程
度
で
足
り
る
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
を
前
提

に
識
別
説
か
ら
要
求
さ
れ
る
記
載
の
程
度
で
足
り
る
と
し
た
場
合
、

「
被
告
人
は
、
不
詳
の
日
時
・
場
所
に
お
い
て
、
不
詳
の
方
法
に

よ
り
、
殺
意
を
も
っ
て
被
害
者
を
殺
害
し
た
」
と
い
う
記
載
で
も
、

（
二
四
五
）
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二
四
六

る
。
こ
の
見
解
の
特
徴
は
、
訴
因
の
記
載
に
不
可
欠
な
事
実
と
審

判
対
象
画
定
に
と
っ
て
不
可
欠
な
事
実
が
一
致
し
な
い
こ
と
に
あ

る
。
そ
の
論
拠
は
、「
公
判
で
は
、
訴
因
に
記
載
さ
れ
た
『
罪
と

な
る
べ
き
事
実
』
を
認
定
で
き
る
か
ど
う
か
が
審
理
さ
れ
、
そ
れ

が
認
定
で
き
た
場
合
に
、
そ
の
事
実
が
有
罪
判
決
の
『
罪
と
な
る

べ
き
事
実
』
と
し
て
記
載
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
両
者
に
お
い

て
要
求
さ
れ
る
具
体
性
の
程
度
は
同
様
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
…
…
有
罪
判
決
に
お
け
る
『
罪
と
な
る
べ
き
事
実
』

に
具
体
性
が
要
求
さ
れ
る
理
由
に
つ
き
、
そ
の
事
実
が
合
理
的
な

疑
い
を
超
え
る
程
度
に
証
明
で
き
て
い
る
と
い
う
根
拠
を
示
す
こ

と
に
も
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
訴
因
記
載
の
『
罪
と
な
る

べ
き
事
実
』
に
つ
い
て
も
、
仮
に
検
察
官
が
主
張
す
る
そ
の
事
実

が
そ
の
ま
ま
認
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
公
訴
事
実
に
つ

い
て
合
理
的
疑
い
を
超
え
る
心
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の

具
体
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
48
）
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
見
解
の
対
立
に
つ
い
て
、
前
者
の
見
解
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
①
現
行
刑
訴
法
が
当
事
者
主
義
を
基
礎
に
検
察
官
処
分

権
主
義
を
採
用
し
検
察
官
に
訴
追
対
象
の
設
定
に
関
す
る
決
定
権

と
処
分
権
を
付
与
し
、
そ
の
権
限
に
基
づ
き
設
定
し
た
訴
因
に

よ
っ
て
裁
判
所
の
審
判
対
象
を
画
し
て
い
る
た
め
、
検
察
官
が
そ

る
か
が
審
理
さ
れ
、
そ
れ
が
認
定
で
き
た
場
合
に
そ
の
事
実
が
有

罪
判
決
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と
し
て
記
載
さ
れ
る
た
め
、

訴
因
に
は
最
低
限
そ
の
ま
ま
有
罪
と
で
き
る
程
度
の
具
体
的
記
載

が
当
然
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
②
当
該
具
体
性
を

要
求
す
る
こ
と
で
、
起
訴
状
受
理
の
段
階
で
被
告
人
が
判
決
を
了

知
し
そ
れ
に
向
け
た
防
御
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
被
告
人

の
防
御
に
資
し
、
ひ
い
て
は
有
罪
判
決
へ
の
納
得
に
も
つ
な
が
る

か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
当
該
具
体
性
の
要
求
と
訴
因
の
機
能
の
関
係
は
ど

う
な
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
該
具
体
性
を
訴
因
の
機
能

か
ら
説
明
す
る
見
解
と
そ
れ
以
外
か
ら
説
明
す
る
見
解
の
対
立
が

あ
る
。
前
者
は
、
当
該
具
体
性
を
訴
因
の
審
判
対
象
画
定
機
能
か

ら
説
明
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
特
徴
は
、
訴
因
の
記
載

に
不
可
欠
な
事
実
と
審
判
対
象
画
定
に
と
っ
て
不
可
欠
な
事
実
が

一
致
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
論
拠
は
、
検
察
官
が
裁
判
所
に
特

定
の
構
成
要
件
該
当
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
合
理
的
疑
い
を
超
え

て
確
信
を
抱
か
せ
る
た
め
に
公
訴
を
提
起
す
る
立
場
に
あ
る
た
め
、

「
審
判
対
象
を
示
す
」
こ
と
に
当
該
具
体
性
の
要
求
が
含
ま
れ
る

こ
と
（
47
）
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、
当
該
具
体
性
を
有
罪
判

決
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
機
能
か
ら
説
明
す
る
見
解
で
あ

（
二
四
六
）



同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を
包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を

構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例
（
立
石
）

二
四
七

み
た
す
か
を
検
討
し
よ
う
。

両
訴
因
に
は
各
暴
行
行
為
の
日
時
・
場
所
や
各
傷
害
結
果
に
対

応
す
る
暴
行
行
為
の
方
法
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
裁
判
所

が
公
訴
事
実
に
つ
い
て
合
理
的
疑
い
を
超
え
る
心
証
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
か
疑
問
の
余
地
が
生
じ
る
と
し
て
、「
罪
と
な
る
べ
き

事
実
」
の
記
載
と
し
て
要
求
さ
れ
る
具
体
性
を
み
た
し
て
い
な
い

と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
決
定
で
は
本
件
二
事
件
を
包
括

一
罪
と
し
、
そ
の
場
合
に
は
一
定
期
間
内
に
行
わ
れ
た
個
々
の
犯

罪
行
為
が
そ
の
個
性
や
独
自
性
が
取
捨
さ
れ
た
一
連
の
行
為
と
し

て
扱
わ
れ
る
た
め
、
裁
判
所
が
公
訴
事
実
に
つ
い
て
合
理
的
疑
い

を
超
え
る
心
証
を
形
成
す
る
に
は
、
被
告
人
に
よ
っ
て
一
連
の
暴

行
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
よ
り
傷
害
結
果
が
生
じ
た

こ
と
を
認
定
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ａ
訴
因
と
Ｅ
訴

因
に
は
そ
れ
ら
が
記
載
さ
れ
て
い
る
以
上
、
両
訴
因
に
記
載
さ
れ

た
事
実
が
認
定
で
き
れ
ば
裁
判
所
が
公
訴
事
実
に
つ
い
て
合
理
的

疑
い
を
超
え
る
心
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
審
判
対
象
画
定
機
能
を
基
礎
と
し
て
、「
罪
と
な
る

べ
き
事
実
」
の
記
載
に
つ
い
て
従
来
の
記
載
の
程
度
に
加
え
て

「
仮
に
そ
の
事
実
が
認
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
公
訴
事

実
に
つ
い
て
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
心
証
を
得
る
こ
と
が
で
き

の
権
限
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
裁
判
所
に
刑
罰
権
を
発
動
さ
せ

る
に
足
り
る
だ
け
の
具
体
的
事
実
の
主
張
を
当
然
に
予
定
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
、
②
当
該
具
体
的
記
載
を
訴
因
の
審
判
対
象
画

定
機
能
か
ら
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
因
の
記
載
に
不
可
欠

な
事
実
と
審
判
対
象
画
定
に
不
可
欠
な
事
実
を
一
致
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
、
最
高
裁
平
成
一
三
年
四
月
一
一
日
決
定
（
刑
集
五
五
巻

三
号
一
二
七
頁
）
が
訴
因
変
更
の
要
否
に
関
す
る
判
断
基
準
の
な

か
で
そ
れ
ら
を
一
致
さ
せ
て
い
る
（
49
）
こ
と
と
整
合
的
に
理
解
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
後
者
の
見
解
で
は
、
当
該
具
体
的
記
載

と
審
判
対
象
画
定
に
と
っ
て
不
可
欠
な
事
実
の
論
理
的
結
合
を
欠

き
、
訴
因
に
記
載
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
事
実
の
中
に
審
判
対
象

画
定
に
と
っ
て
不
可
欠
な
事
実
と
そ
う
で
な
い
事
実
が
混
在
す
る

こ
と
に
な
る
（
50
）
と
考
え
ら
れ
、
最
高
裁
平
成
一
三
年
四
月
一
一
日
決

定
（
刑
集
五
五
巻
三
号
一
二
七
頁
）
と
の
関
係
で
疑
問
が
残
る
。

以
上
よ
り
、
訴
因
の
審
判
対
象
画
定
機
能
を
基
礎
と
し
、「
仮
に

そ
の
事
実
が
認
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
公
訴
事
実
に
つ

い
て
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
心
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
程
度

の
具
体
性
」
を
要
求
す
る
前
者
の
見
解
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
。

⑶　

最
後
に
、
こ
の
見
解
か
ら
、
本
件
の
Ａ
訴
因
と
Ｅ
訴
因
が

「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載
と
し
て
要
求
さ
れ
る
具
体
性
を

（
二
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
四
八

個
別
的
判
断
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
そ
の
考
慮
要
素

も
含
め
て
検
討
課
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
裁
判
例
の
集
積
を

待
ち
つ
つ
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

以
上

（
1
） 

宇
藤
崇
「
過
失
犯
の
訴
因
に
お
け
る
『
罪
と
な
る
べ
き
事
実

の
記
載
』
│
訴
因
の
明
示
・
特
定
を
め
ぐ
る
議
論
の
一
断
面
│
」

法
曹
時
報
六
七
巻
六
号
一
頁
（
二
〇
一
五
年
）、
川
出
敏
裕
「
訴
因

の
構
造
と
機
能
」
法
曹
時
報
六
六
巻
一
号
一
四
頁
（
二
〇
一
四
年
）。

（
2
） 

井
上
和
治
「
暴
行
態
様
、
傷
害
の
内
容
、
死
因
等
の
表
示
が

概
括
的
で
あ
っ
て
も
傷
害
致
死
罪
の
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ

ろ
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
九
号
一
七
七
頁

（
二
〇
〇
五
年
）。

（
3
） 

川
出
敏
裕
「
訴
因
の
機
能
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
号

一
二
四
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
堀
江
慎
司
「
訴
因
の
明
示
・
特
定
に

つ
い
て
」
研
修
七
三
七
号
六
頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
4
） 

前
田
雅
英
ら
編
『
条
解
刑
法
（
第
三
版
）』
一
八
八
頁
（
弘
文

堂
、
二
〇
一
三
年
）。

（
5
） 

丸
山
雅
夫
「
一
定
の
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴

行
に
よ
っ
て
一
人
の
被
害
者
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
実
と
包
括
一

罪
」
重
要
判
例
解
説
平
成
二
六
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊

一
四
七
九
号
）
一
六
一
頁
（
二
〇
一
五
年
）、
佐
伯
仁
志
「
連
続
的

る
程
度
の
具
体
性
」
を
要
求
す
る
見
解
に
拠
っ
て
も
、
本
決
定
の

訴
因
は
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載
と
し
て
要
求
さ
れ
る
具

体
性
を
み
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
4　

今
後
の
課
題

本
評
釈
で
は
、
訴
因
の
特
定
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
た
上
で
、

本
決
定
の
意
義
並
び
に
近
時
有
力
と
な
っ
て
い
る
「
罪
と
な
る
べ

き
事
実
」
の
記
載
に
従
来
よ
り
も
具
体
的
な
記
載
を
要
求
す
る
見

解
と
そ
の
論
拠
を
検
討
し
て
き
た
が
、
な
お
多
く
の
課
題
が
残
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
決
定
は
、
訴
因
の
特
定
の
た
め
に
「
罪

と
な
る
べ
き
事
実
」
と
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
か
ら
の
要

請
を
み
た
す
必
要
が
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、

「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載
と
し
て
従
来
よ
り
も
具
体
的
な

記
載
を
要
求
す
る
か
に
関
す
る
判
断
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
記
載
に
従
来
の
程
度
に
加
え
て
「
仮

に
そ
の
事
実
が
認
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
公
訴
事
実
に

つ
い
て
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
心
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
程

度
の
具
体
性
」
を
要
求
す
る
見
解
に
拠
っ
た
場
合
に
、
ど
の
程
度

ま
で
具
体
的
な
記
載
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
か
は
少
な
か
ら
ず

（
二
四
八
）



同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を
包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を

構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例
（
立
石
）

二
四
九

（
10
） 

中
山
隆
夫
「
訴
因
の
特
定
│
裁
判
の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ら

編
『
新
刑
事
手
続
Ⅱ
』
一
八
三
頁
（
悠
々
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
小

林
充
『
刑
事
訴
訟
法
（
第
五
版
）』
一
四
〇
頁
（
立
花
書
房
、

二
〇
一
五
年
）。

（
11
） 

川
出
・
前
掲
注（
1
）一
頁
。

（
12
） 

家
令
和
典
「
訴
因
の
特
定
と
訴
因
変
更
の
要
否
」
松
尾
浩

也
・
岩
瀬
徹
編
『
実
例
刑
事
訴
訟
法
Ⅱ
』
一
八
頁
（
青
林
書
院
、

二
〇
一
二
年
）。

（
13
） 

香
城
敏
麿
『
刑
事
訴
訟
法
の
構
造
』
二
八
六
頁
（
信
山
社
、

二
〇
〇
五
年
）、
古
江
頼
隆
『
事
例
演
習
刑
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）』

一
九
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）、
加
藤
克
佳
「
訴
因
の
特

定
」
法
学
教
室
三
六
四
号
一
七
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

（
14
） 

宇
藤
・
前
掲
注（
1
）一
頁
。

（
15
） 

川
出
・
前
掲
注（
1
）四
頁
、
内
堀
美
通
彦
「
起
訴
状
に
対
す

る
釈
明
要
求
に
つ
い
て
」
平
野
龍
一
ら
編
『
実
例
法
学
全
集
刑
事

訴
訟
法
（
新
版
）』
一
九
五
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
七
七
年
）、
松

尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法
上
（
新
版
）』
一
七
四
頁
（
弘
文
堂
、

一
九
九
九
年
）、
田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
法
（
第
六
版
）』
二
〇
九

頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）。

（
16
） 

川
出
・
前
掲
注（
1
）四
頁
。
中
山
・
前
掲
注（
10
）一
八
七
頁

は
、
訴
因
の
防
御
機
能
は
訴
因
以
外
の
事
実
で
は
有
罪
と
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
被
告
人
に
防
御
目
標
を
提
示
す
る
と

い
う
限
度
で
認
め
れ
ば
足
り
る
と
す
る
。

（
17
） 
中
山
・
前
掲
注（
10
）一
八
七
頁
。

包
括
一
罪
に
つ
い
て
」
植
村
立
郎
判
事
退
官
記
念
論
文
集
『
現
代

刑
事
法
の
諸
問
題
第
一
巻
第
一
編
理
論
編
・
少
年
法
編
』
四
〇
頁

以
下
（
立
花
書
房
、
二
〇
一
一
年
）、
西
山
卓
爾
「
同
一
被
害
者
に

対
し
一
定
の
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
に
よ
っ
て

傷
害
を
負
わ
せ
た
事
実
に
つ
い
て
、
包
括
一
罪
と
し
た
上
、
訴
因

の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
研
修
八
〇
〇

号
八
一
頁
（
二
〇
一
五
年
）。
参
考
判
例
と
し
て
、
最
高
裁
判
決
昭

和
二
四
年
七
月
二
三
日
（
刑
集
三
巻
八
号
一
三
七
三
頁
）、
最
高
裁

判
決
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
四
日
（
刑
集
九
巻
一
一
号
二
一
九
二

頁
）、
最
高
裁
判
決
昭
和
三
一
年
八
月
三
日
（
刑
集
一
〇
巻
八
号

一
二
〇
二
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

（
6
） 

吉
川
崇
「
同
一
被
害
者
に
対
し
一
定
の
期
間
内
に
反
復
累
行

さ
れ
た
一
連
の
暴
行
に
よ
っ
て
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
実
に
つ
い
て
、

包
括
一
罪
と
さ
れ
、
か
つ
、
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な

い
と
さ
れ
た
事
例
」
警
察
学
論
集
六
八
巻
三
号
一
八
七
頁

（
二
〇
一
五
年
）。

（
7
） 

吉
川
・
前
掲
注（
6
）一
九
一
頁
。

（
8
） 

岸
盛
一
「
刑
事
訴
訟
法
の
基
本
原
理
」
団
藤
重
光
編
『
法
律

実
務
講
座
刑
事
編
第
一
巻
』
一
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
三
年
）、

小
野
慶
二
「
訴
因
・
罰
条
の
追
加
、
撤
回
及
び
変
更
」
団
藤
重
光

編
『
法
律
実
務
講
座
刑
事
編
第
五
巻
』
九
五
一
頁
（
有
斐
閣
、

一
九
五
四
年
）。

（
9
） 

平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
』
一
三
二
頁
（
有
斐
閣
、

一
九
五
八
年
）。

（
二
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

二
五
〇

（
31
） 

関
口
和
徳
「
訴
因
の
機
能
と
特
定
・
変
更　

訴
因
の
防
御
機

能
の
位
置
づ
け
と
被
告
人
の
防
御
権
保
障
の
あ
り
方
」
川
﨑
英
明

ら
編
著
『
刑
事
訴
訟
法
理
論
の
探
究
』
一
四
四
頁
（
日
本
評
論
社
、

二
〇
一
五
年
）。

（
32
） 

松
尾
・
前
掲
注（
15
）一
七
五
頁
。

（
33
） 

岩
瀬
徹
「
起
訴
状
に
関
す
る
求
釈
明
」
松
尾
浩
也
・
井
上
正

仁
編
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
（
第
三
版
）』
一
一
八
頁
（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
二
年
）。

（
34
） 

家
令
・
前
掲
注（
12
）二
〇
頁
。

（
35
） 

古
江
・
前
掲
注（
13
）一
九
三
頁
、
加
藤
・
前
掲
注（
13
）一
七

頁
。

（
36
） 

区
分
の
参
考
と
し
て
、
古
江
・
前
掲
注（
13
）一
九
三
頁
、
川

出
・
前
掲
注（
1
）一
一
頁
。

（
37
） 

稗
田
雅
洋
「
訴
因
の
特
定
」
井
上
正
仁
・
酒
巻
匡
編
『
刑
事

訴
訟
法
の
争
点
』
一
一
七
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）。

（
38
） 

こ
の
他
に
「
他
の
犯
罪
事
実
と
の
区
別
」
が
問
題
と
さ
れ
た

も
の
と
し
て
は
、
訴
因
の
特
定
の
要
請
を
み
た
す
か
が
直
接
的
に

争
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
が
問
題
と

な
っ
た
事
案
に
お
い
て
、「
そ
も
そ
も
殺
人
罪
の
共
同
正
犯
の
訴
因

と
し
て
は
、
そ
の
実
行
行
為
者
が
だ
れ
で
あ
る
か
が
明
示
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
訴
因
の
記
載
と
し

て
罪
と
な
る
べ
き
事
実
の
特
定
に
欠
け
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」

と
し
た
裁
判
例
が
あ
る
（
最
高
裁
決
定
平
成
一
三
年
四
月
一
一
日

（
刑
集
五
五
巻
三
号
一
二
七
頁
））。

（
18
） 

河
上
和
雄
ら
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
（
第
二

版
）
第
八
巻
』
一
一
六
頁
〔
中
谷
雄
二
郎
〕（
青
林
書
院
、

二
〇
一
一
年
）。

（
19
） 
平
木
正
洋
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成

一
四
年
度
一
四
九
頁
（
法
曹
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
20
） 

内
堀
・
前
掲
注（
15
）一
九
六
頁
。

（
21
） 

川
出
・
前
掲
注（
1
）四
頁
、
小
田
健
司
「
起
訴
状
に
対
す
る

釈
明
」
団
藤
重
光
ら
監
修
中
野
次
雄
判
事
還
暦
祝
賀
論
集
『
刑
事

裁
判
の
課
題
』
一
一
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）、
三
井
誠

『
刑
事
手
続
法
Ⅱ
』
一
六
二
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）、
光
藤

景
皎
『
刑
事
訴
訟
法
Ⅰ
』
二
九
〇
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
22
） 

川
出
・
前
掲
注（
1
）四
頁
。

（
23
） 

小
田
・
前
掲
注（
21
）一
一
九
頁
。

（
24
） 

三
井
・
前
掲
注（
21
）一
八
〇
頁
。

（
25
） 

田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
の
目
的
（
増
補
版
）』
二
四
七
頁
（
成

文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）、
関
正
晴
「
訴
因
制
度
と
被
告
人
の
防
御

権
」
日
本
法
学
七
六
巻
二
号
五
二
〇
頁
（
二
〇
一
〇
年
）。

（
26
） 

香
城
・
前
掲
注（
13
）二
九
〇
頁
。

（
27
） 

関
・
前
掲
注（
25
）五
一
九
頁
、
酒
巻
匡
「
公
訴
の
提
起
・
追

行
と
訴
因
⑴
」
法
学
教
室
二
九
八
号
七
〇
頁
（
二
〇
〇
五
年
）。

（
28
） 

川
出
・
前
掲
注（
1
）一
三
頁
。

（
29
） 

平
木
・
前
掲
注（
19
）一
四
八
頁
。

（
30
） 

松
尾
・
前
掲
注（
15
）一
七
五
頁
、
中
山
・
前
掲
注（
10
）

一
八
六
頁
、
家
令
・
前
掲
注（
12
）二
〇
頁
。

（
二
五
〇
）



同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
期
間
内
に
反
復
累
行
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
を
包
括
一
罪
と
し
た
上
で
、
そ
の
包
括
一
罪
を

構
成
す
る
一
連
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
事
例
（
立
石
）

二
五
一

（
46
） 

川
出
・
前
掲
注（
1
）一
四
頁
や
堀
江
・
前
掲
注（
3
）九
頁
は
、

こ
の
具
体
性
を
み
た
す
か
は
検
察
官
の
釈
明
内
容
も
考
慮
し
た
上

で
「
事
案
ご
と
の
個
別
的
判
断
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
宇
藤
・
前
掲
注（
1
）一
〇
頁
以
下
は
、「『
罪
と
な

る
べ
き
事
実
』
の
摘
示
と
の
関
係
で
、『
他
の
事
実
関
係
』
が
釈
明

等
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
と
す

る
点
は
、『
罪
と
な
る
べ
き
事
実
』
の
あ
る
べ
き
記
載
を
め
ぐ
る
指

摘
と
し
て
適
切
か
は
疑
問
で
あ
る
」
と
し
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
る

具
体
性
を
「
仮
に
事
実
と
し
て
認
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
有
罪

判
決
の
主
文
を
支
え
る
に
足
る
事
実
」
と
す
る
。

（
47
） 

堀
江
・
前
掲
注（
3
）七
頁
以
下
。

（
48
） 

川
出
・
前
掲
注（
1
）一
三
頁
。

（
49
） 

鈴
木
重
嗣
「
概
括
的
・
択
一
的
認
定
と
訴
因
変
更
の
要
否
」

重
要
判
例
解
説
平
成
一
三
年
度
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊

一
二
二
四
号
）
一
九
七
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
井
上
弘
通
「
訴
因
変

更
の
要
否
│
共
同
正
犯
の
実
行
行
為
者
」
井
上
正
仁
編
『
刑
事
訴

訟
法
判
例
百
選
（
第
八
版
）』
一
〇
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五

年
）。

（
50
） 

古
江
・
前
掲
注（
13
）一
九
三
頁
、
堀
江
慎
司
「
訴
因
の
明

示
・
特
定
に
つ
い
て
│
再
論
」
研
修
七
九
三
号
一
八
頁

（
二
〇
一
四
年
）

（
39
） 

井
上
・
前
掲
注（
2
）一
七
七
頁
。

（
40
） 

松
本
時
夫
ら
編
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
（
第
四
版
）』
五
一
六
頁

（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）、
河
上
和
雄
ら
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
刑
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）
第
五
巻
』
一
九
四
頁
〔
古
田
佑
紀
＝

河
村
博
〕（
青
林
書
院
、
二
〇
一
三
年
）。

（
41
） 

本
決
定
と
同
様
に
包
括
一
罪
と
訴
因
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事

実
」
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
に
は
最
高
裁
決
定
平
成
二
二
年
三

月
一
七
日
（
刑
集
六
四
巻
二
号
一
一
一
頁
）
が
あ
る
が
、
そ
の
決

定
で
も
包
括
一
罪
で
あ
る
こ
と
が
訴
因
の
特
定
に
関
す
る
判
断
に

大
き
く
影
響
し
、
そ
の
訴
因
に
一
連
の
欺
罔
行
為
の
内
容
と
そ
れ

に
よ
っ
て
生
じ
た
法
益
侵
害
結
果
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

訴
因
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
判
示
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
42
） 

川
出
・
前
掲
注（
1
）七
頁
、
松
本
時
夫
「
訴
因
の
性
格
と
機

能
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
六
〇
巻
六
号
七
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
石

井
一
正
「
訴
因
変
更
の
要
否
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
の
新
基
準
に

つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
八
五
号
七
一
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

（
43
） 

川
出
・
前
掲
注（
3
）一
二
四
頁
、
堀
江
・
前
掲
注（
3
）六
頁
。

そ
の
他
、
宇
藤
・
前
掲
注（
1
）一
〇
頁
、
辻
本
典
央
『
刑
事
手
続

に
お
け
る
審
判
対
象
』
二
七
頁
以
下
（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）

な
ど
が
あ
る
。

（
44
） 

川
出
敏
裕
「
演
習
」
法
学
教
室
三
八
四
号
一
三
五
頁

（
二
〇
一
二
年
）、
堀
江
・
前
掲
注（
3
）六
頁
。

（
45
） 

古
江
・
前
掲
注（
13
）一
九
二
頁
。

（
二
五
一
）
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